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要 約 

 本論文は、全 10 章からなる。序章から第 4 章では、各種交通統計や背

景理論に関する既往研究の文献展望を行い、「スピード違反を頻繁にする

人 と 、 で き る だ け 制 限 速 度 を 守 っ て 運 転 し よ う と す る 人 の 違 い を 生 む 心

理的要因は何か」を明らかにするための理論枠組みを明らかにした。  

まず序章「本論の 射程と問題提起」では、ド ライバーの速度超過運転行

動の特徴について展望した。その結果、速度超過運転行動が事故の一大 要

因であり、事故被害を拡大させる要因であることを明らかにした。速度 超

過違反ドライバーは、若年者、特に男性に多く、他の交通違反や犯罪に関

わる可能性が、速度超過違反をしないドライバーよりも高かった。以上 の

ことから、速度超過違反が看過すべきでない違反であり、交通心理学的 研

究に基づく効果的な介入法の開発が必要であることを論じた。  

 第 2 章「計画的行動理論の概観」では、危険運転行動をはじめ、種々の

健 康 行 動 、 消 費 者 行 動 な ど に 広 範 に 用 い ら れ て き た 計 画 的 行 動 理 論 と そ

の 前 身 で あ る 熟 慮 的 行 為 理 論 の 概 要 お よ び 提 唱 者 で あ る Ajzen , I .  と

Fi shbe in ,M .による 近の理論展開を紹介した。計画的行動理論は、態度 －

行 動 関 係 の 理 論 の 一 種 で あ り 、 態 度 が 行 動 を 予 測 で き な い と す る 批 判 か

ら生まれた理論である。行動を十分に予測可能とするため、一般的態度 で

はなく、「行動をすることに対する態度」を用いるべきこと、時間や場所

などの対象行動の文脈性 (AT CT 要素 )を明確に定義すべきこと、集積原則

( agg rega t ion  p r inc ip l e )や 対 応 原 則 (p r inc ip l e  o f  co r r e spondence )を 配 慮 す べ

き こ と と い っ た 工 夫 や 主 張 を 紹 介 し た 。 そ し て 熟 慮 的 行 為 理 論 お よ び 計

画 的 行 動 理 論 の 主 要 な 構 成 概 念 や 提 唱 者 が 勧 め る 測 定 手 法 を 紹 介 し 、 考

察した。  

 第 3 章「交通違反行動への計画的行動理論の応用と展開」では、まず計

画 的 行 動 理 論 を 用 い た 速 度 超 過 運 転 行 動 へ の 応 用 研 究 が ど の よ う に 展 開
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してきたのかについて展望した。研究が進むにつれ、行動意図形成にい た

る ま で の 熟 慮 的 側 面 し か 扱 え な い 計 画 的 行 動 理 論 の 限 界 を 乗 り 越 え る 必

要がでてきたため、自動的過程 ( au to ma t i c  p roc ess )と熟慮 的過程 ( r e f l ec t i v e  

p roces s )か らなる 2 過程モデルの観点が次第に取り入れられるようになっ

た。その流れの一つとして、自動性を帯びた習慣強度を付け加えること に

よ っ て 、 危 険 な 運 転 行 動 の 自 動 的 側 面 を と ら え よ う と す る 新 た な 研 究 動

向を紹介した。本研究では、自動的過程に習慣や感情、衝動性を組み込ん

だ 2 過程モデルが交通違反行動の研究に利用可能であると考えた。 後

に 新 動 向 で あ る 熟 慮 的 行 為 理 論 を 修 正 し た Pro to type  wi l l i ng nes s  

mo de l (PWM)を紹 介 し、計 画 的行動 理 論を用 い た危険 な 運転行 動 への介入

研究についても紹介した。  

 第４章「危険な運転行動の心理的背景要因」では、計画的行動理論の主

要変数の測定および各種の追加変数、習慣、衝動性について解説し、それ

らの測定法を検討した。まず、計画的行動理論に習慣を加えることで 2 過

程 を 扱 う こ と が で き る こ と を 紹 介 し 、 質 問 紙 法 に よ る 習 慣 強 度 測 定 法 を

紹 介 し た 。 危 険 な 運 転 行 動 の 背 景 に あ る と 考 え ら れ る パ ー ソ ナ リ テ ィ 的

要因である衝動性 (センセーションシーキング、強化感受性理論など )に関

する理論と測定法に関する議論を紹介した。  

 次に第 5 章から第 9 章までは、実証研究を展開した。第 5 章「計画的行

動理論に基づく制限速度遵守意図の規定因」では、本研究の初期 (2003 年 )

に 警 察 と 共 同 調 査 を 行 っ て 得 た デ ー タ の 再 分 析 を 試 み た 。 従 属 変 数 は 制

限速度をきちんと守ろうとする「制限速度遵守意図」であり、独立変数は

計画的行動理論を参考に設定した。構造方程式モデリングを行った結果、

も大きな直接的影響を与えたのは潜在変数の『規範』であった。次いで、

「 ス ピ ー ド へ の 不 安 」「 年 齢 」 で あ っ た 。 速 度 超 過 運 転 抑 止 の た め に は 、

制 限 速 度 を 遵 守 す る こ と へ の 周 囲 の 人 々 (家 族 や 友 人 )の 期 待 の 知 覚 で あ
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る「主観的規範」をターゲットにした対策が有効であると考えられた。構

造 方 程 式 モ デ リ ン グ の 結 果 を も と に し て 、 後 の 章 で 用 い る べ き 尺 度 や 追

加すべき変数について展望した。  

第 6 章「習慣理論から見た高齢歩行者の乱横断行動」は、本研 究の理論

枠 組 み の 一 つ で あ る 習 慣 理 論 が 交 通 違 反 行 動 を 理 解 す る う え で 役 立 つ こ

と を 示 そ う と し た 章 で あ る 。 環 境 手 が か り で 無 自 覚 の う ち に 行 動 を 発 現

さ せ る 習 慣 の 概 念 を 用 い て 高 齢 歩 行 者 の 乱 横 断 行 動 の 理 解 を 試 み た 。 熟

慮 的 過 程 に 関 わ る 乱 横 断 の 危 険 性 な ど に 対 す る 態 度 や 主 観 的 規 範 よ り も ，

自 動 的 過 程 に 関 わ る 乱 横 断 習 慣 の 方 が 乱 横 断 行 動 意 図 を も 強 く 規 定 す

る と い う 既 往 研 究 の 観 点 か ら ア ン ケ ー ト 結 果 を 考 察 し た 。 乱 横 断 習 慣 が

環 境 的 手 が か り に よ っ て 自 動 的 に 活 性 化 し 、 危 険 を 考 慮 せ ず に 横 断 歩 道

外 を 渡 り は じ め る と い う 図 式 に 基 づ き 、 環 境 的 手 が か り の 除 去 な ど の 短

期的かつ即効的な介入策の重要性を主張した。  

第 7 章「速度超過習慣尺度の構成」では、自動的過程の一つである習

慣強度を質問紙法で測定する方法である Verp lanken  & Orbe l l  によ る

SR HI(Se l f - r epo r t  hab i t  i ndex )を 、速度超過運転習慣 (hab i t  o f  speed ing )用に

変更した尺度の信頼性と妥当性を検証した。 α 係数は . 963 と非常に高か

った。関連尺度との相関分析を行った結果からも基準関連妥当性がある

ことが示唆された。特に周囲の速度アップや道が空くといった手がかり

( cue )から 速度を上げる傾向を測る「キューへの反応」と高い相関をもっ

たことは、速度超過運転習慣尺度が手がかりを知覚すると自動的に速度

を上げてしまう習慣の自動性を測定していることを示唆し、構成概念妥

当性の一端が示された。  

第 8 章「計画的行動理論と習慣理論に基づくドライバーの制限速度遵

守意図の規定因モデル」では、前章で開発された制限速度超過運転習慣

尺度を用いて、第 5 章で扱った速度超過運転をしないように制限速度を
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遵守しようとする行動意図 (制限速度遵守意図 )の規定因モデルを、計画

的行動理論と習慣理論を接合した立場から構築した。台湾の大学生の自

動二輪ライダーの速度超過運転行動を理解するために Chung は

see ming ly  i r r a t i ona l  d r iv ing  b e hav io r  mod e l (速度超 過意図を、計画的行動

理論の基本変数、予期的感情反応、習慣が規定し、さらに計画的行動理

論の基本変数と予期的感情反応が習慣も規定するという多変量媒介モデ

ル )を立て ており、このモデルを参考とした。構造方程式モデリングの結

果、「制限速度遵守意図」を従属変数、「速度超過運転習慣」を媒介変数

としたモデルの適合度は非常に高かった。「制限速度遵守意図」には、

衝動的な速度超過運転行動の原因となる感情や自動性に関係する習慣よ

りも、熟慮的過程を扱う計画的行動理論の基本変数である「主観的規

範」や態度関連の尺度のほうがより強い影響を与えていた。このことか

ら「制限速度遵守意図」は熟慮的過程の影響を受け、「制限速度超過意

図」は感情的な自動的過程の影響を受けると予想された。変数間の因子

分析によれば、「制限速度遵守意図」は、計画的行動理論の基本変数が

負荷する第 2 因子の「速度超過抑制因」にのみ負荷を示した。「制限速

度遵守意図」は熟慮にもとづく ‘心の ブレーキ ’の個人差を測る可能性が

ある。他方、第 1 因子の「速度超過促進因」に「速度超過運転習慣」や

速度超過を衝動的に起こす感情傾向の 2 尺度が負荷したことから、速度

が出ると快感情を抱く感情傾向と自動性を帯びた速度超過習慣との間に

共通部分があることが示唆された。追跡調査で用いた「制限速度超過意

図」の変数選択による重回帰式では、「キューへの反応」や「速度超過

運転習慣」、「速度抑制否定的感情」が予測因として選択されたことか

ら、「制限速度超過意図」は、自動性を帯びた習慣や衝動性によってス

ピード超過運転を起こす‘心のアクセル’の個人差を測っている可能性

が指摘された。  
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第 9 章「速度超過運転行動の心理的規定因の統合モデル」では、これま

での実証研究と文献研究に基づき、「制限速度超過運転行動（自己報告行

動）」を 終的な従属変数として、「制限速度超過意図」「制限速度遵守意

図」および「制限速度超過運転習慣 (自動性 )」、さらに計画的行動理論関連

変 数 や 衝 動 性 を 独 立 変 数 に 設 定 し た 統 合 モ デ ル の 構 築 を 試 み た 。 そ の 結

果、制限速度超過運転行動は、報酬感受性からくる衝動性、計画的行動理

論 変 数 の 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 、 速 度 超 過 肯 定 的 感 情 及 び 速 度 抑 制 否 定

的感情といった感情的態度、制限速度超過運転習慣の自動性、そして制 限

速 度 超 過 意 図 に 影 響 を う け る こ と が 明 ら か と な っ た 。 制 限 速 度 超 過 意 図

は感情的、自動的で非熟慮的とみられた。制限速度遵守意図は、主観的規

範や個人的規範などの熟慮的要因に影響をうけ、行動に直接影響はせず、

制 限 速 度 超 過 意 図 を 抑 制 し て 間 接 的 に 速 度 を 抑 え る こ と が 明 ら か と な っ

た。  

第 10 章「総合討議」では、本研究の結論を示した。制限速度超過意図

や 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 は 、 主 に 感 情 や 衝 動 性 で 動 か さ れ る 自 動 的 過 程

の 影 響 を う け 、 計 画 的 行 動 理 論 の 変 数 で あ る 自 己 効 力 感 も 衝 動 性 を 背 景

と し て い る た め 、 自 動 的 過 程 と 熟 慮 的 過 程 の 両 者 に 影 響 を う け る と 主 張

した。制限速度遵守意図は、スピード不安や認知的態度及び主観的規範 と

い っ た 熟 慮 的 過 程 に 関 わ る 変 数 の 影 響 を う け る と み ら れ た 。 制 限 速 度 遵

守 意 図 は 制 限 速 度 超 過 意 図 を 抑 制 す る こ と で 間 接 的 に 制 限 速 度 超 過 運 転

行動を抑制する役割があった。感情情報機能説を参考にして、生じやす い

感 情 の 違 い に よ っ て 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 に 及 ぼ す 自 動 的 過 程 と 熟 慮 的

過程の影響の仕方が異なるのではないかと推測した。また、高齢歩行者 が

乱 横 断 を 繰 り 返 し 、 確 認 な ど の 熟 慮 的 判 断 な し で 自 動 的 に 乱 横 断 を 繰 り

返し、事故にいたるプロセスをモデルとして表現し、介入策に関する提 案

を行った。速度超過運転行動や制限速度超過意図の抑制には、不快をさ け
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快 を も と め る 感 情 的 態 度 や 衝 動 性 の 高 い ド ラ イ バ ー の 発 見 と 教 育 的 介 入

法 の 開 発 が 重 要 で あ る 。 自 己 効 力 感 に 表 れ た 高 速 運 転 技 術 へ の 過 信 を 下

げ る た め に 、 そ の 危 険 性 の 理 解 を 進 め る 教 育 や 速 度 超 過 運 転 の 効 用 を 下

げる手法について提案した。制限速度遵守意図を高めるには、主観的規 範

へ の 介 入 が 効 果 的 で あ る 。 速 度 超 過 運 転 習 慣 を 形 成 さ せ な い 教 育 や 速 度

超 過 運 転 習 慣 が 環 境 手 が か り に よ っ て 自 動 的 に 発 動 さ せ な い 運 転 支 援 シ

ス テ ム の 開 発 が 有 効 だ と 指 摘 し た 。 課 題 と し て 自 己 効 力 感 の 速 度 超 過 運

転 行 動 へ の 影 響 過 程 お よ び 年 齢 と 速 度 超 過 運 転 行 動 と の 関 連 の 再 検 討 の

必要性を挙げた。理論的発展として、第 9 章の統合モデルの拡張として 、

PWM も取り込んだ新たな 2 過程モデルの可能性が指摘された。  
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序章 本論の射程と問題提起 
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１ .１  はじめに  

自 動 車 の 技 術 革 新 に よ っ て 、 わ れ わ れ は 座 っ た ま ま 運 転 操 作 を す る だ

け で 長 距 離 を 高 速 移 動 す る 手 段 を 手 に 入 れ た 。 自 動 車 と い う テ ク ノ ロ ジ

ーからできるだけ恩恵をうけるべく、現代人は、高速で運転して出来る だ

け早く目的地に到着し、所要時間を節約したいと考えていると思われる。 

スピードを出した運転は、事故リスクを高め、環境への悪影響もある こ

とを理解する人は多い一方、実際に、制限速度を超えて走行するドライバ

ーは非常に多い。OECD(2006 ,p .54 ) 1 )に よれば、制限速度超過運転は多くの

国 に 広 が る 社 会 現 象 で あ り 、 制 限 速 度 を 超 過 し た 運 転 を す る ド ラ イ バ ー

の 比 率 は 40~50%台 が OECD/ ECMT 加 盟 国 に お け る 典 型 で あ り 、 大 で

80%が 制 限 速 度 を 超 え て 運 転 す る 国 も あ る こ と を 報 告 し て い る 。 そ こ で 、

人 間 に は ス ピ ー ド を 出 し て 走 行 す る こ と を 選 好 す る 傾 向 が 広 く 認 め ら れ

るように思われる。  

な ぜ 人 は す こ し で も よ り 高 速 で 運 転 し よ う と す る の か ？ Pee r  &  

Rosenb loo m (2013 ) 2 )は、スピードを出して自動車を走らせようとするのは 、

時間節約 ( t ime  sav ing )と刺激追 求 ( s ensa t i on  seek ing )の 2 つの動機によると

している。  

ま ず 、 高 速 運 転 に よ っ て 時 間 節 約 を し た い と い う 動 機 は な ぜ 生 じ る の

か ？ 人 に は 低 速 域 か ら の ス ピ ー ド ア ッ プ よ り も 、 高 速 域 か ら の ス ピ ー ド

ア ッ プ の ほ う が 、 よ り 時 間 が 節 約 で き る と 誤 っ て 判 断 す る 認 知 バ イ ア ス

が存在するからとされている。この認知バイアスとは、比較的高速の状 態

か ら よ り ス ピ ー ド ア ッ プ す る と き に 節 約 で き る 時 間 を 過 大 評 価 し 、 比 較

的 低 速 の 状 態 か ら ス ピ ー ド ア ッ プ す る と き の 節 約 時 間 を 過 小 評 価 す る 時

間節約バイアス ( t ime- sav ing  b i a s )のこ とである。  

He rbe rz ,  Kacpe r sk i  &  Ku tzne r  (2019 ) 3 )を 参考に、このバイアスに関す る

クイズを紹介しよう。  
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＜ ク イ ズ ＞ こ こ で 速 度 に 関 す る ク イ ズ に 答 え て も ら い ま す 。 自 動 車 の

速 度 を 上 げ れ ば 上 げ る ほ ど 到 着 は 早 く な り ま す が 、 こ こ で 問 題 に す る の

は、どの選択肢が速くつく、所要時間が短いということではありません 。

あ る 速 度 か ら よ り 速 い 速 度 に 上 げ た 場 合 、 ど れ だ け 多 く の 時 間 を 節 約 で

きるかについて判断してもらいます。次の二つの選択肢のなかから、よ り

多くの時間を節約できる選択肢を選んでください。  

選択肢 A：時速 80  k m から 時速 100  km に速度 を増した場合  

選択肢 B：時速 100  k m から 時速 130  km に速度 を増した場合  

実際に回答を求めてみると、選択肢 B が選択されやすい。その理由 と

して、速度増加は A(時速 20 ㎞ )よりも B(時速 30 ㎞ )のほう が大きく、元

の速度を基準にした速度比 (Ａは 1 .25、Ｂは 1 .3 )もＢの方 が大きいことか

ら、数式による計算をせずに、直観的に判断すると、時間を節約できるの

は B だと 思えてしまうためであると推測される。しかし正解は選択肢Ａ

である。  

 

物理的に節約した時間 t は (1 )式によっ て求まる。ここで、ⅽは 分 と 時の

間の変換用の定数、 D は移 動距離、 V 1  は元の速度、 V 2 は増加したところ

の速度である。  

数値例を示す。走行距離を 100 ㎞と する。そして (1 )式 に従って節約さ

れた時間を計算すると、選択肢 A は 15 分、選択肢 B は 13 .85 分を節約で

きる。  

しかし、人はヒューリスティックで判断すると B の方 が時間節約にな

ると思ってしまう。このように、高速域での速度アップの方がより時間 節

約 で き る と 誤 判 断 し て し ま う こ と を 時 間 節 約 バ イ ア ス と い う 。 そ こ で 、

我 々 に は 高 速 域 で さ ら に 速 度 を 上 げ て 走 る こ と を 選 好 す る 一 般 的 傾 向 を
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有するのではないかと考えられている。  

次 に 人 は な ぜ 刺 激 を 求 め て 高 速 運 転 を す る の だ ろ う か ？ 自 動 車 の ス ピ

ー ド が 出 る と 不 安 や 恐 怖 を 感 じ る 人 も い る の で 、 こ の 動 機 の 強 さ に は 個

人 差 が 存 在 す る 。 ス ピ ー ド 志 向 性 が 強 い 人 は ほ か の 人 と ど の よ う な 心 理

的な違いがあるのかが明らかにされる必要がある。  

こ れ ま で の 交 通 科 学 は 、 ス ピ ー ド 志 向 性 の 高 い ド ラ イ バ ー の デ モ グ ラ

フ ィ ッ ク お よ び パ ー ソ ナ リ テ ィ の 特 徴 を 明 ら か に し て き た 。 Furnha m & 

Sa ipe  (199 3) 4 )は、有 罪判決 (酒 気帯びではなく、スピード違反など )を受け

た ド ラ イ バ ー と 有 罪 判 決 を 受 け て い な い ド ラ イ バ ー と の 間 で 、 パ ー ソ ナ

リ テ ィ の 違 い を 調 べ た 。 そ の 結 果 、 有 罪 判 決 を 受 け た ド ラ イ バ ー は 、

Psycho t i c i sm とスリ ルおよび退屈感受性が高く、神経症傾向が弱いことが

明らかになった。速度超過運転を行うドライバーは、若年層に多く、刺激

追求欲求が強く、高速運転のリスク評価が低すぎる (Renge ,  1998) 5 )とい っ

た特徴が指摘されている。他にも、刺激追求欲求などをふくむ衝動性や 速

度 超 過 運 転 に 対 す る 態 度 や 関 連 概 念 か ら 計 量 的 に 当 該 行 動 を 予 測 し 、 主

要 な 予 測 因 の 変 容 を 目 指 す 計 画 的 行 動 理 論 を 用 い た 研 究 が 世 界 中 で 行 わ

れている。  

本 研 究 は 、 こ の 計 画 的 行 動 理 論 に 基 づ く 危 険 運 転 行 動 の 研 究 の 範 疇 に

入る。しかし、計画的行動理論に基づく危険運転行動の研究は、本邦にお

いては極めて少ない。そのため、危険運転の行動意図を強く規定する要 因

を 探 り 、 そ の 要 因 へ の 態 度 変 容 を 図 る と い っ た 介 入 策 が ド ラ イ バ ー へ の

交通安全教育にほとんど反映されていない。さらに、ベースとなる計画 的

行 動 理 論 は 熟 慮 的 で 合 理 的 判 断 に よ る 行 動 を 主 に 扱 っ て き た が 、 危 険 運

転行動を引き出す自動的、感情的、衝動的側面は十分に扱うことができ な

い欠点がある。  

そ こ で 、 本 研 究 で は 、 ド ラ イ バ ー の 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 ( sp eed ing )の



11 
 

心理的規定因を明らかにするために、関連研究を展望したのち、計画的 行

動 理 論 を 基 に し た 実 証 研 究 を 経 て 、 自 動 性 を 捉 え る た め の 速 度 超 過 運 転

習慣尺度を開発し、計画的行動理論と習慣理論を接続することを試みた。

終的には、自動性を帯びた習慣以外に、熟慮を超えて危険運転を引き 起

こ す 感 情 や 衝 動 性 と の 関 連 も 検 討 し う る 統 合 モ デ ル を 構 築 し 、 制 限 速 度

超過運転行動の理解、予測、介入への示唆を行うことを目的とした。  

 次 に 、 本 研 究 が 速 度 超 過 運 転 行 動 を 研 究 す る 社 会 的 必 要 性 は 何 か を 明

らかにする。先に紹介したように、多くの人が制限速度を実際には守っ て

い な い 現 状 で 、 制 限 速 度 を 超 過 す る 行 動 を 抑 制 す る 施 策 や そ の た め の 基

礎研究にはなぜ意義があるかを示さなければならない。そこで、速度超過

運転行動による交通違反である「速度超過違反」とは何かをまず紹介し 、

本邦における速度超過違反の統計的現状を把握したうえで、「速度超過違

反」が重大な違反と考えられる根拠について論じる。  

 

1． 2 「速度超過違反」とは何か  

制限速度超過運転による交通違反は、俗称「ス ピード違反」とよ ばれる

が、正式には「速度超過違反」である。道路交通法第 22 条には、「車両は、

道 路 標 識 等 に よ り そ の 高 速 度 が 指 定 さ れ て い る 道 路 に お い て は 、 そ の

高 速 度 を 、 そ の 他 の 道 路 に お い て は 政 令 で 定 め る 高 速 度 を 超 え る 速

度で進行してはならない」とあり、「速度超過違反」とは法令に定められ

ている 高速度を超えるスピードを出したときの違反である。  

日本では、「速度超過違反」は交通三悪 (酒酔い 運転・無免許運転・ 高

速 度 超 過 )の 一 つ と さ れ 、 現 在 も 交 通 対 策 の 中 心 と な っ て い る 。 オ ー ス ト

ラリアでは、 Fa ta l  f i ve (d r ink  and  d rug  d r iv ing ,  d i s t r ac t i on  an d  ina t t en t i on ,  

speed ing ,  f a t i gue ,  and  f a i l u r e  t o  wea r  a  s ea t  be l t )とよ ばれる命にかかわる 5

つ の 危 険 運 転 の 中 に 速 度 超 過 運 転 ( sp eed ing )が 数 え ら れ て い る 。 こ れ ら の
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ことからも、世界的にも「速度超過違反」は制御すべき違反として重点化

対象であることがわかる。  

次に本邦における「速度超過違反」の現状を交通統計から把握する。  

 

1.3 我が国における速度違反の特徴と現状  

 統計上、「速度超過違反」は、 高速度違反として扱われている。 高

速 度 違 反 は ， 種 々 の 交 通 違 反 の 中 で も 多 い 違 反 で あ る 。 内 閣 府 (2016 ) 6 )

の平成 28 年交通安全白書によれば，平成 27 年の「車両等の運転に関す る

違反」の中で 高速度違反は も多く，全体の 27 .0%を占めた。警察庁交

通局 (2018 ) 7 )の平成 30 年警察白書の統計資料「平成 29 年 中の交通事故の

発生状況」によれば、道路交通法違反のうち、車両等の運転に関する違反

のなかで、 高速度違反は平成 28 年 で、 23 .9％、 29 年 で、 22 .8％と両年

ともに、第 1 位を占めた。第 2 位は、両年ともに、一時不停止であり、平

成 28 年が 19 .8%、平成 29 年が 20 .5%であった。  

 次 に 、 高 速 度 違 反 と 事 故 と の 関 係 を 見 て み よ う 。 警 察 庁 交 通 局

(2018 ,p .20 )の原付以 上運転者 (第１当事者 )の法令 違反別・年齢層別免許保

有者 10 万人当たり交通事故件数 (平成 29 年中 )の 報告をみると (表 1－ 1 参

照 )、全年 齢層の第 1 位は安全運転義務違反の「安全不確認」の 166 .8 件

で、 高速度違反は 0 .7 件であった。年齢層別でみると、第 1 位は変わ ら

ないが、 高速度違反は、16~19 歳で 6 .6 件、20~24 歳で 2 .4 件、25~29 歳

で 1 .3 件 と、 16 歳～ 29 歳までの若年層で件数が多くなる傾向があった 。

高 速 度 違 反 に よ る 事 故 の 背 景 に は 、 若 年 層 の 特 徴 で あ る 衝 動 性 の 高 さ

が影響していることが示唆される。  
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表 1－ 1 原付以上運転者 (第 1 当事者 )の法令違反別・年齢層別免許保有

者 10 万人当たり交通事故件数 (平成 29 年中 ) 

 

 

1.4  速度超過違反はなぜ悪質か  

以上の統計結果から、 高速度違反の検挙数が多いのは、取締りが容 易

で 頻 回 に あ る た め で あ り 、 死 亡 事 故 に つ な が る 大 き な 要 因 で は な い と い

う見方もできる。さらに、 高速度違反は取締りがしやすいために検挙 数

が 多 い だ け で 、 交 通 安 全 の 維 持 に と っ て さ ほ ど 優 先 さ れ る べ き で な い と

いう意見がネット上をにぎわすこともある。  

中には、制限速度を守ろうにも、多くの人が制限速度を守っていない か

ら と か 、 車 の 流 れ に の る た め に は 仕 方 が な い と い っ た 意 見 や 多 少 速 度 を

出しすぎたとしても、 近の自動車は性能が上がっており、ブレーキ制 動

が効くので事故には至らないという意見もある。  

しかし、それは明らかに間違いである。車両 速度は、運転および路上の

交 通 参 加 者 の 安 全 に 大 き く 関 わ る 要 素 で あ る 。 道 路 状 況 に 適 さ な い 高 速

運転は、衝突や路面逸脱の危険性を高め、事故のダメージを深刻化させ 、

年齢層別 15歳 16～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55～ 60～ 65～ 70～ 75～ 80～ 85歳 全年齢
法令違反別 以下 19歳 24歳 29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳 64歳 69歳 74歳 79歳 84歳 以上 層
信号無視 － 64.8 28.2 17.1 13.1 12.5 13.0 13.3 13.5 14.0 14.5 16.2 18.6 24.9 29.6 26.9 16.5
通行区分 － 27.9 9.6 5.0 3.2 2.9 2.6 2.5 3.3 3.6 3.8 3.7 4.5 5.7 7.5 11.5 4.3
最高速度 － 6.6 2.4 1.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.7

左折等方法 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
進行妨害 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
安全進行義務 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

優先通行妨害 － 48.0 22.2 15.3 11.7 10.9 10.1 10.1 10.8 11.5 12.3 14.1 15.9 19.2 22.4 30.7 13.6
歩行者妨害等 － 18.3 13.6 11.9 11.4 11.5 12.8 14.7 15.5 16.1 17.0 18.7 19.1 20.9 22.6 19.0 15.2
一時不停止 － 78.6 34.5 22.8 18.3 16.5 16.6 16.3 15.5 17.3 21.1 23.8 27.7 34.5 38.9 45.4 21.9
酒酔い運転 － 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2
過労運転 － 4.4 1.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5

運転操作不適 － 152.5 79.4 47.0 33.6 27.9 26.4 26.3 26.9 27.3 28.2 30.9 35.3 44.7 56.0 73.5 35.8
漫然運転 － 193.1 120.4 75.2 54.2 43.3 38.9 37.6 35.5 35.0 32.5 29.2 29.3 37.2 40.9 46.9 46.6
脇見運転 － 308.8 198.1 139.5 101.2 85.8 79.0 74.2 65.4 62.1 60.6 53.0 52.0 56.9 61.9 74.0 84.9
動静不注視 － 208.1 135.3 96.3 73.7 64.1 60.1 54.9 49.0 44.5 41.5 39.9 39.0 43.8 48.4 52.5 61.5
安全不確認 － 351.9 230.1 183.9 151.3 145.4 149.0 153.4 147.8 146.5 158.1 171.1 176.9 204.3 210.1 232.5 166.8
安全速度 － 17.6 8.3 5.2 3.4 3.1 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.0 2.1 2.0 2.0 3.2 3.3
その他 － 19.5 11.3 8.0 7.0 5.7 6.0 6.6 6.7 5.8 6.0 6.7 6.6 8.2 9.3 10.7 7.1

その他の違反 － 148.7 83.9 67.5 57.0 55.2 57.8 60.5 56.7 59.0 61.8 67.8 69.3 77.7 78.9 81.5 64.3
違反不明 － 0.9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.5 3.2 0.4
全法令違反 － 1,649.9 979.7 697.4 541.1 486.1 476.4 474.4 450.5 446.5 461.4 478.4 497.6 581.8 630.5 712.2 543.5
注１　算出に用いた免許保有者数は、平成29年12月末現在の値である。
　２　「原付以上運転者」とは、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車の運転者をいう。
　３　「第１当事者」とは、事故当事者のうち最も過失の重い者をいう。

環状
交差

点

安
全
運
転
義
務
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負 傷 や 死 亡 事 故 に つ な が る 可 能 性 を 高 め て し ま う (Aar t s  &  Van  Schagen ,  

2006) 8 )。さらに高速度がもたらすドライバーの生理学的限界の見地から、

速 度 超 過 運 転 は 危 険 な 状 況 を 生 み だ し や す く な る 。 以 下 に 車 両 速 度 が 事

故を生み出しやすくなる理由を説明する。  

第 1 に、運動エネルギーは、重量に 比例し、速度の２乗に比例するとい

う 物 理 法 則 で あ る 。 1 t を 超 え る 重 い 車 体 が 速 度 を 増 し た 状 態 で 障 害 物 と

衝突すれば、自車および乗員はすさまじい衝撃を受ける。歩行者と衝突 す

れば、歩行者が受ける衝撃の大きさは明らかである。さらに速度が上が る

と、制動距離や遠心力が増して、危険回避がより難しくなる。制動距離や

カーブでの遠心力は速度の 2 乗に比例する。速度が 2 倍になれば、制動距

離は 4 倍となり、前方に横断中の人を発見しても、避けきれない可能性 が

高まる。  

財団法人交通事故総合分析センター (2008) 9 )に よれば，第 1  当事者の四

輪車運転車の速度別・状況別の致死率を計算した結果，速度が速くなると ，

事故時の致死率はどの状態であっても高くなることが判明した。  

速 度 と 事 故 の 重 大 性 の 関 係 は 事 故 統 計 で も 明 ら か で あ る 。

NHTSA(Na t iona l  H ig hwa y  t r a f f i c  s a fe t y  ad min i s t r a t i on ) に よ れ ば (NHT SA,  

2008) 1 0 )、死亡事故の全体の約 30％は速度超過運転が原因であり、制限速

度と負傷事故か死亡事故の違いには関連が見られた。具体的には、時速 30

〜 50 マイルの制限速度上の道路での事故は、負傷事故となる確率が高い

が、制限速度が 50 マイル /時を超えると死亡事故につながりやすかった。

なお、制限速度が高くなると、複数車両が絡む事故よりも単独事故とな り

やすいことも指摘されている。  

 第２に、速度と視力の関係である。速度が上がるにつれてドライバー の

視野は狭くなるため、動体視力や夜間視力は低下し、危険対象の発見が 遅

くなる。例えば、夜間に道が空いてくると車両速度が上がるが、それは、
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視 覚 情 報 が 得 に く い 状 態 で 高 速 走 行 を し て い る こ と を 意 味 す る 。 運 転 に

必 要 な 視 覚 情 報 を 得 に く い 夜 間 の 高 速 運 転 は 、 潜 在 的 危 険 の 発 見 能 力 が

低下した状態での運転であるといえる。  

 後 に 、 速 度 超 過 運 転 は 交 通 安 全 以 外 に も 、 環 境 問 題 (燃 料 消 費 、 温 室

効果ガス、騒音など )の悪化 に影響することから対策が必要とされる。  

 以上の理由から、 高速度違反および車両の不適切な高速運転は、社 会

的に制御の対象とされる。  

 

1.5  速度超過違反者の人口統計学的特徴と他の違反との関係  

速度超過違反をするドライバーは、性別、年齢といった人口統計学的 変

数、さらにはその他の違反歴・犯罪歴との関わりなどにおいて、速度超過

違 反 を し な い 層 と の 間 に 大 き な 違 い が あ る 。 さ ら に 速 度 超 過 違 反 を す る

ドライバーは、再犯性が高く、他の交通違反や他の犯罪も実行する可能 性

が高いことが交通科学的研究によって指摘されている。  

①  性差と年齢  

男性は女性よりもスピードを上げる傾向にある。また高齢、壮年より も

若年ドライバーは速度超過運転をしやすい。  

Ha r r ing ton  & McBr id e  (1970 ) 1 1 )は、走行距離で調整した速度違反率は、

加齢とともに低下し、男性は女性よりも違反率は高く、独身者は、既婚者

よりも高かった。死亡・負傷事故と関連した違反でも同様であることを 報

告した。  

WHO の年 齢及び性別と運転死亡事故のデータによれば (Peden ,  Scu r l i e ld ,  

S l ee t ,  Moh an ,  Hyde r,  &  Ja rawan ,2004) 1 2 ) ,全 死者の 73％が男性であった。ま

た全年齢区分において、女性より男性の死者数が多かった。これは、男性

の 方 が 自 動 車 を 運 転 す る 頻 度 が 多 い と い っ た 暴 露 率 の 高 さ 及 び リ ス ク テ

イキング行動の性差による可能性があると考えられた。 50 歳以上の運転
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手 (男女 )はスピード関連の死亡事故の 15％以下であるが、15 歳から 24 歳

の男性ドライバーは、スピード関連の死亡事故の 37％を占めていた。こ

れ ら の 結 果 は 、 様 々 な 行 動 や 態 度 に ま た が る 性 別 に 基 づ く リ ス ク テ イ キ

ン グ 行 動 の 性 差 に 関 す る メ タ 分 析 を し た Byr n es ,  M i l l e r,  &  Sch a fe r  

(1999 ) 1 3 )の知見と一致している。  

②  速度超過運転とその他の違反との関係  

Wi l l a ms ,  Kyrychenk o ,  &  Re t t i ng  (2006 ) 1 4 )は 、 悪 質 速 度 超 過 ド ラ イ バ ー

( sp eede r )を道路上の挙動から見つけ出し、ナンバープレート情報をもとに、

ド ラ イ バ ー を 特 定 化 し て 、 違 反 記 録 な ど と の 特 徴 を 明 ら か に す る こ と を

試みた。悪質速度超過ドライバーは、制限速度より少なくとも 15  mph(時

速 24 .135 ㌔ )以上で 走行し、周囲の車両よりも速い車両のドライバーとい

う定義をした。バージニア州の道路上で車速を記録して、悪質速度超過 ド

ライバーと制限速度を時速 5 マイル (時速 8 .045 ㌔ )超え て走行していない

ドライバーのナンバープレートを採取し、ドライバーの年齢と性別、車 種

と モ デ ル 、 お よ び 違 反 事 故 歴 な ど の 運 転 記 録 に 関 す る 情 報 を Vi rg in i a  

Depa r t men t  o f  Moto r  Veh ic l e s のデータから得た。その結果、観測された車

両の 5%が制限速度より 15  mph(時速 24 .135 ㌔ )以 上で走行しており、 3%

は 悪 質 速 度 超 過 ド ラ イ バ ー と し て 認 定 さ れ た 。 悪 質 速 度 超 過 ド ラ イ バ ー

群は、比較対象としたグループのドライバーより若く、新しい車を運転し 、

そしてスピード違反やその他の交通違反の記録があった。彼らの 60％以

上が事故を起こしていた。そこで、悪質速度超過ドライバー群は危険度 の

高いグループと考えられた。  

Wa t son ,Wa t son ,  S i sk ind ,  F l e i t e r,  &  Soo le  (2015) 1 5 )は 、速度超過違反をし

た ド ラ イ バ ー を 違 反 の 重 大 性 で 以 下 の ３ つ の カ テ ゴ リ ー に 分 け 、 犯 罪 歴

およびデモグラフィック変数との関係を明らかにした。  

・累犯の高速度域違反群 (Repea t  h igh - r ange  o f f en de r s )：対 象期間中に 2 回
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以上の速度違反を起こし、それらの違反中、少なくとも 2 回、制限速度 30  

k m /  h 以 上である者 (400 名 )。  

・ 1 回のみ低速度域違反群 (once  on ly  l ow- range  o ff ende r s ) :対象期間内に低

速度域のスピード違反を１回犯した者 (300 名 )。  

・その他の違反群 (o the r  o ff ende r s ) :少 なくとも 1 回の中速度域または高速

度の違反者であり、時速 30  k m 以上 あるいはそれ以上の速度違反は 1 回

のみの者 (300 名 )。  

3 群間の違反・犯 罪歴およびデモグラフィック変数のクロス分析やロジ

スティック回帰分析から、男性および若年運転手が、高速度域における 速

度超過違反を累犯する可能性が高いことが示された。さらに、刑事犯罪 歴

で比べると、累犯の高速度域違反群は 55 .2%、低速度域違反群は 7%、そ

の他の違反群は 21%であった。  

これらの結果をうけて、 Watson  e t  a l .  ( 2015) 1 5 )は 、重大な速度超過違反

者は、交通事故に巻き込まれたり、その他の交通違反だけでなく刑事犯 罪

に関わったりする可能性が高い問題のある群であるとした。また、罰金 な

ど の 処 罰 の リ ス ク を 軽 視 し 、 諸 領 域 に わ た っ て リ ス ク を と り が ち で あ る

ことに注意すべきとした。この研究は、高速度域でのスピード違反を繰 り

返すドライバーの問題点を浮き彫りにしたものといえる。  

 本 邦 に お け る 速 度 違 反 者 の 傾 向 性 に つ い て 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー

(2007 ) 1 6 )が調査研究を行った。男性ドライバーについて 2001 年から 5  年

間 に 犯 し た 違 反 の 種 類 別 に そ の 違 反 だ け を 犯 し た 者 の 比 率 を み た と こ ろ ，

速度違反を犯した 6 ,905 人のうち 47 .1％のドライバーが速度違反だけを

繰り返し犯しており，速度違反の累犯傾向があることが示唆された。さ ら

に 速 度 違 反 な ど の 累 犯 性 の 高 い ド ラ イ バ ー は 事 故 を 起 こ し や す い こ と も

明らかにされた。  
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1.6  速度違反研究の重要性  

これまで見てきたとおり、違反件数の多さや累犯性の高さ，そして交 通

事故の人的・物的被害を悪化させる 大要因であることから，速度違反 は

交通安全対策の重点化対象といえる。海外の研究成果であるが、速度違 反

者は、事故を起こす確率、他の種類の違反をする確率、他の犯罪をする確

率も高かった。治安の維持の目的からも、危険な運転につながる速度超 過

運転を取り締まることは重要である。  

さらに、効果的な介入計画を立てるために，変容可能な要因をさぐる た

めの研究が重要となる。本論文では、第 2 章、第 3 章、第 4 章で、計画 的

行動理論 ( t heo ry  o f  p l anned  beh av io r： TPB)と速度 超過運転行動 ( sp eed ing )

に関する 近の応用研究や危険運転の心理的背景要因を紹介し、第 5 章、

第 7 章、第 8 章、第 9 章を通じて、制限速度を遵守あるいは無視させる心

理的要因と速度超過運転行動との関係に関する実証研究を展開する。  

 

1.7  本論文の目的と構成  

 本論文は、交通事故の被害を重大化させる「速度超過運転行動」を引き

起こす心理的要因について、計画的行動理論を理論的基盤とし、習慣理 論

や 感 情 、 衝 動 性 に 関 わ る 変 数 を 加 え た 修 正 モ デ ル を 構 築 す る こ と で 明 ら

かにし、それらの結果から「速度超過運転行動」を抑制する介入法への示

唆を得ることを 終目的にした。本論文は、以下の 10 章か ら構成される。

図 1－ 1 に本論文の全体構成を示す。  

 

序 章 「 本論 の 射 程と 問 題 提起 」  

導入として、速度 超過違反の統計的現状、速 度超過運転の危険性、 高

速 度 違 反 を す る ド ラ イ バ ー の 人 口 統 計 学 的 特 徴 を 紹 介 し 、 本 研 究 の 必 要

性について論じた。その後、本論文の研究目的、本論文の構成について説
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明した。  

第 2 章「計画的行動理論の概観」  

交 通 心 理 学 を は じ め 、 種 々 の 領 域 で 用 い ら れ て き た 計 画 的 行 動 理 論 と

その前身である合理的行為の理論の概要、測定法について概観した。  

第 3 章「交 通 違 反行 動 へ の計 画 的 行動 理 論 の適 用 と 展開 」  

計 画 的 行 動 理 論 を 用 い た 速 度 超 過 運 転 行 動 に 関 す る 応 用 研 究 の 展 開 を 、

各 構 成 概 念 の 測 定 法 と と も に 概 観 し た 。 交 通 心 理 学 で 用 い ら れ た 主 要 な

追加変数について、その概念と測定法について展望した。行動意図形成 に

い た る 熟 慮 的 側 面 を 中 心 と し て 扱 う 計 画 的 行 動 理 論 に 対 し 、 自 動 性 に 関

わ る 習 慣 強 度 の 測 定 に よ っ て 危 険 な 運 転 行 動 の 自 動 的 側 面 を と ら え る と

い う 2 過 程 モ デ ル に 基 づ く 新 た な 動 向 を 紹 介 し た 。 新 の 動 向 で あ る

Pro to t ype  wi l l i ngn es s  mode l と計画的行動理論を用いた危険な運転行動の

介入研究についても紹介した。  

第 ４ 章 「危 険 な 運転 行 動 の心 理 的 背景 要 因 」  

危 険 な 運 転 行 動 の 背 景 に あ る と 考 え ら れ る パ ー ソ ナ リ テ ィ 的 要 因 で あ

る衝動性 (センセーションシーキング、強化感受性理論など )に関 する理論

と 測 定 法 に 関 す る 議 論 を 紹 介 し た 。 衝 動 性 が 計 画 的 行 動 理 論 の 背 景 要 因

として使用可能であることを紹介した。  

第 5 章「計 画 的 行動 理 論 に基 づ く 制限 速 度 遵守 意 図 の規 定 因 」  

本研究の実証分析の手始めとして、 2003 年に 計画的行動理論にもとづ

い て お こ な っ た 調 査 デ ー タ の 再 分 析 を お こ な っ た 。「 制 限 速 度 遵 守 意 図 」

を 従 属 変 数 と し た 潜 在 変 数 を 伴 う 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ の 結 果 を も と に 、

今後必要な変数や尺度開発の方針が明らかにされた。  

第 6 章「習 慣 理 論か ら み た高 齢 歩 行者 の 乱 横断 行 動 」  

危 険 な 交 通 行 動 を 計 画 的 行 動 理 論 お よ び 習 慣 理 論 の 両 面 か ら 理 解 し よ

う と す る 端 緒 が 乱 横 断 研 究 で あ っ た こ と か ら 、 環 境 手 が か り に よ り 無 自
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覚 の う ち に 行 動 を 発 現 さ せ る 習 慣 (ha b i t )に 関 す る 理 論 を 交 通 行 動 に 応 用

す る 効 用 を 示 す た め に 、 高 齢 歩 行 者 の 乱 横 断 行 動 を 乱 横 断 習 慣 の 観 点 か

ら検討した。  

第 7 章「速 度 超 過運 転 習 慣尺 度 の 構成 」  

交 通 行 動 理 解 に 有 用 な 習 慣 強 度 を 質 問 紙 法 で 測 定 す る 方 法 と し て 、

Verp lanken  & Orb e l l  ( 2003 )に よる SRHI(Se l f - r epo r t  hab i t  i nd ex )を、速 度超

過 運 転 習 慣 (hab i t  o f  sp eed ing )用 に 変 更 し た 尺 度 の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 検 証

し た 。 こ の 尺 度 に よ っ て 自 動 性 を 帯 び た 習 慣 測 度 を 計 画 的 行 動 理 論 と つ

なぐことが可能となった。  

第 8 章 「 計 画 的 行動 理 論 と習 慣 理 論に 基 づ くド ラ イ バー の 制 限速 度 遵 守

意 図 の 規定 因 モ デル 」  

制限速度超過習慣尺度を用いて、第 5 章で扱った速度超過運転をしな

い よ う に 制 限 速 度 を 遵 守 し よ う と す る 行 動 意 図 (制 限 速 度 遵 守 意 図 )の 規

定因モデルを、計画的行動理論と習慣理論を接合した立場から構築した。

因子分析および重回帰分析によって、「制限速度遵守意図」は熟慮的変数

による規定をうけ、「制限速度超過意図」は、感情、衝動性といった自動

的過程による規定をうけていることが示唆された。そして前者は「心の ブ

レーキ」、後者は「心のアクセル」として機能している可能性を示唆した 。  

第 9 章「速 度 超 過運 転 行 動の 心 理 的規 定 因 の統 合 モ デル 」  

これまでの実証研究と文献研究に基づき、「制限速度超過運転行動」を

終的な従属変数として、「制限速度遵守意図」および「制限速度超過習

慣」、それらを規定する計画的行動理論関連変数、速度超過運転習慣、こ

れ ら の 変 数 の 背 景 要 因 と し て 、 衝 動 性 を 設 定 し た 統 合 モ デ ル の 構 築 を 試

みた。その結果、速度超過運転行動は、報酬感受性からくる衝動性、計画

的行動理論変数の自己効力感、速度超過肯定的感情、速度抑制否定的感 情

といった感情的態度、速度超過運転習慣、そして制限速度超過意図に影 響
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をうけることが明らかとなった。速度超過意図は感情的で衝動的であり、

自動的で非熟慮的とみられた。制限速度遵守意図は、主観的規範や個人 的

規範などの熟慮的要因に影響をうけ、行動に直接影響はせず、速度超過 意

図を抑制して間接的に速度を抑えることが明らかとなった。  

第 10 章 「総 合 討 議」  

以 上 の 研 究 結 果 に も と づ い て 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 の 規 定 因 の 定 式 化

をおこなった。また、習慣理論にもとづいた高齢歩行者の乱横断が事故 に

至るプロセスのモデル化を行った。結果から得られた実践的示唆を示し、

今 後 再 検 討 す べ き 点 を 提 示 し 、 今 後 の 理 論 的 発 展 と し て pro to type  

wi l l i ngn ess  mode l との接合可能性についての展望がのべられた。  

 

なお、第 2 章は東 (2 006) 1 7 )を 、第 4 章は東 (2018 ) 1 8 )を、第 5 章は東・藤

本・内山・坂口・山口 (2019 ) 1 9 )、第 6 章は東・治部・山口 (2016 ) 2 0 )、第 7

章は東 (印 刷中 ) 2 1 )を 修正加筆したものである。  
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図 1－ 1 本論文の構成  
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第 2 章 計画的行動理論の概観 
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2.1 はじめに  

こ の 章 で は 、 本 研 究 の ベ ー ス と な る 計 画 的 行 動 理 論 (Theo ry  o f  P l anned  

behav io r )を提唱者のアイディアを中心に説明する。同時に、計画的行動 理

論 の 前 身 で あ る 熟 慮 的 行 為 理 論 (Theo ry  o f  r ea soned  ac t i o n ,  F i shbe in  &  

Ajzen ,197 5) 1 )もあわ せて説明する。  

計 画 的 行 動 理 論 は 、 先 行 理 論 で あ る 熟 慮 的 行 為 理 論 の 提 唱 か ら 数 え れ

ば、40 年以上の歴史がある。現在でも、健康行動、交通行動、消費者行 動

の 予 測 と 理 解 に 盛 ん に 用 い ら れ て い る 。 種 々 の 社 会 的 行 動 の 予 測 や 主 要

な 規 定 因 の 探 索 と 理 解 を め ざ し 、 望 ま し い 方 向 に 態 度 や 行 動 を 変 容 す る

プ ロ グ ラ ム を 提 案 し て い く と い っ た 応 用 心 理 学 的 研 究 の 理 論 的 枠 組 み と

して、計画的行動理論は有用である。  

一方で、その名の通り、意 志的に決定された、すなわ ち熟慮的過程を経

た 行 動 を 予 測 す る た め の 理 論 で あ る た め 、 現 代 心 理 学 で 議 論 さ れ る ２ 過

程 (熟慮的・自動的過程 )の全 般を理解することができないという限界があ

る。また、一部意志的であっても、感情や衝動性に左右されるリスク行動

を十分に理解できないという欠点も指摘できる。  

本研究は、この計画的行動理論をベースにしつつ、速度超過運転行動 や

乱 横 断 行 動 と い っ た 自 動 的 あ る い は 衝 動 的 な 非 熟 慮 的 行 動 へ の 接 近 を 目

指す。そこで、習慣や感情的態度、衝動性といった変数を追加して計画的

行動理論を拡張するが、その内容については次章以降で紹介する。  

本章では、まず、計 画的行動理論の前身となる熟慮的行為理論が提唱さ

れるきっかけとなった「態度 ( a t t i t ude )は行動を 予測できるか」という論争

か ら 概 観 す る 。 態 度 は 行 動 を 予 測 で き な い と い う 悲 観 論 に 対 す る 反 論 と

し て 、 熟 慮 的 行 為 理 論 お よ び 計 画 的 行 動 理 論 が 提 唱 さ れ た 経 緯 お よ び 行

動予測力を向上させる工夫を紹介する。  
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2.2 行動の予測因としての態度  

態 度 ( a t t i t u de )は 、 種々 の 社会的 行 動を予 測 するた め の構成 概 念であ り 、

20 世紀の社会心理学において、理論的にも応用的にも中心的なテーマで

あった。まず、態度概念の定義の歴史を概観する。  

古典的な態度の定義として も引用されるのは G. W. Al l po r t によ る定義

である。 Al lpo r t  ( 193 5 ,p .810 ) 2 )は、“ a  me n ta l  and  n eu ra l  s t a t e  o f  r ead in es s ,  

o rgan i zed  t h rough  exp e r i ence ,  ex e r t i ng  a  d i r ec t i v e  o r  dyna mic  i n f luence  up on  

the  i nd iv id ua l’s  r e spo nse  to  a l l  o b j ec t s  and  s i t ua t ion s  w i th  wh ich  i t  i s  r e l a t e d .” 

としている。また、Krech  & Cruch f i e ld  (1948 ,p .15 2 ) 3 )は“ An  a t t i t ude  ca n  b e  

de f ined  a s  an  endur ing  o rgan iza t i on  o f  mo t iva t i ona l ,  e mo t iona l ,  pe rcep tu a l ,  

and  cogn i t i ve  p ro ces se s  wi th  r e spec t  t o  so me  a spec t  o f  i nd iv idu a l ’s  wo r ld .”

と す る 。 こ れ ら の 定 義 は 態 度 の 持 続 的 性 質 と 行 動 と の 密 接 な 関 係 を の べ

ている。  

今日的な定義の代表は、 Eag ly  & Cha ik en  (1993 ,p . 1 ) 4 )の“ a  p s ycho log i ca l  

t endenc y  t ha t  i s  exp re s sed  by  e va lua t ing  a  pa r t i cu l a r  en t i t y  w i t h  so me  deg re e  

o f  f avo r  o r  d i s f avo r.”である。この定義にあるように、今日では態度概念

の内容はより狭くなって、評価成分に限定されている。これは対象が異 な

っても常に共通し機能する成分は常に評価成分であることによる。  

A jzen  & F i shbe in  (20 00 ,p .2 ) 5 )は 、「今や、態度は、その人の心理的対象に

つ い て の 好 意 的 あ る い は 非 好 意 的 な 程 度 で あ る と 見 な す の が も よ い と

い う 一 般 的 な 同 意 が あ る に も か か わ ら ず 、 あ る 種 の あ い ま い さ が 残 っ て

い る 。 お そ ら く も は っ き り し て い る こ と は 、 全 体 的 な 評 価 (す な わ ち 態

度 )と感情 ( a ff ec t )と の明確な区別である。」と述べた。  

彼らは評価成分のみを態度とみなした。そして、感情は、行動、意図の

強力な決定因となることがあるとしながらも、態度からは明確に分離し、

モデルにはあえて入れなかった。その理由は、彼らの対象とする行動が 熟
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慮的で意志的な行動であったためである。  

しかし、感情的態度を外すことは、感情的で衝動的な背景をもつ危険 運

転 な ど の リ ス ク 行 動 の 予 測 と 理 解 が 不 十 分 な も の と な る 。 後 に Ajz en  

(2006 )は、感情的態度を用いた諸研究の成果をうけて、感情的態度を態度

の下位成分に位置づけている。  

 

2.3 態度概念の有用性に関する初期の悲観主義  

態度研究の黎明期である 1920 年代前後、大半の研究者は、態度が社会

的 行 動 の 原 因 で あ り 、 態 度 を 知 る こ と で 種 々 の 社 会 的 行 動 を 予 測 し う る

と考えていた。態度測定法も開発され、態度から行動を予測できると期 待

していた。しかし、一部の研究者は、シンボリックな刺激に対する言語的

反 応 に も と づ く 態 度 測 定 が 、 現 実 の 行 動 そ の も の を 予 測 し う る か ど う か

を疑っていた。  

 態度と行動の関係に関する初期の悲観主義は、LaPie re  (1934 ) 7 )が 初で

ある。この研究者は、中国人カップルをつれてアメリカをあちこち旅した 。

彼はアジア人への偏見が強かった 1930 年代のアメリカでは、中国人を同

伴した旅をすると、訪れたホテルやレストランで断られると考えた。と こ

ろが 251 店舗のうち、断られたのはたった１つであった。彼は６ヶ月後 、

これらの店舗に郵便をだして、中国人の入店を認めるかを訊いた。質問 紙

の回答が返ってきた 128 店舗のうち、92%にあたる 118 店舗から、受け入

れ な い だ ろ う と の 返 事 を 得 た 。 こ れ ら の 言 明 さ れ た 態 度 と 外 顕 行 動 の 食

い違いから、質問紙の反応は、個人の態度の真の測度としては妥当でな い

と し た 。 質 問 紙 に よ る 態 度 測 定 は 単 な る シ ン ボ リ ッ ク な 反 応 を 捉 え た だ

け に す ぎ ず 、 政 治 心 理 学 に お け る 投 票 行 動 を 予 測 す る 問 題 に 限 定 す べ き

と結論した。  

LaP ie re の 研究手法について多くの不備が指摘できる。例えば反応者の
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態 度 は 実 際 行 動 の 後 で 測 定 さ れ て い る 。 中 国 人 の 入 店 を 断 っ た 人 物 と 質

問 紙 に 回 答 し た 人 物 が 同 じ で あ る と は 保 証 さ れ な い 。 店 を 訪 れ た の は 英

語を話す中国人であり、しかも白人のアメリカ人と一緒であった。果た し

て中国人と特定化できていたのか疑わしいなどといった不備である。  

しかし、方法論的にも問題がなさそうな他の諸研究でも、態度と行動 の

相関が低い結果を報告していた。Conrey  (1937 ) 8 )は態度と行動の関係を 実

証 し よ う と し て 、 カ ン ニ ン グ ( chea t in g )に 対 す る 態 度 測 度 か ら 教 室 で の 実

際 の カ ン ニ ン グ を 予 測 す る 試 み を し た 。 ま ず カ ン ニ ン グ に 対 す る 態 度 を

測定して おき、そ の後、実 際のカン ニング行 動を測定 した。 Con re y は 彼

の学生の テストの 結果をこ っそりつ けていた 。学生は 、 Conrey が回 答 の

正 誤 を フ ィ ー ド バ ッ ク す る の に も と づ い て 自 己 採 点 す る こ と に な っ て い

ると思っていた。このとき自己採点と Conrey による採点の違いがカンニ

ン グ 行 動 の 指 標 で あ っ た 。 カ ン ニ ン グ に 対 す る 態 度 と カ ン ニ ン グ 行 動 の

間の相関はほぼゼロであった。  

De F leu r  &  Wes t i e  (1 959) 9 )の研 究では、黒人に対する態度を 250 人の白

人大学生に測定した。その中から も偏見が弱い 23 人と も偏見が強い

23 人を選び出した。この実験参加者らは若者の画像スライドを見せられ

た。各スライドには一人の黒人と一人の白人が写っていた。彼らは魅力 的

で身なりもよかった。そして、この種のスライドがもっと必要なので、異

性 の 黒 人 と と も に 写 真 を と る つ も り が な い か と 頼 ま れ た 。 も し 同 意 す れ

ば、写真公開許可書にサインを求められる。その使用は段階的であって 、

も 制 約 が あ る 公 開 (実 験 室 の み で の 使 用 )か ら 、 も 制 約 が な い 扱 い (人

種 統 合 を 主 張 す る 全 国 規 模 の 宣 伝 広 報 で 使 用 さ れ る )ま で の 幅 が あ っ た 。

この行動測度と態度測度の相関は . 40 で有意であった。しかし、被験者の

選抜において態度強度の も極端な 2 群を用意した割には、小さな相関

値であった。  
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2.4 Wicker(1969) 1 0 )にはじま る態度概念への本格的な批判  

その後、態度から行動を予測しようとした多くの研究でも、態度と行 動

の低い相関が報告され、次第に態度概念の有用性が疑われはじめた。  

な か で も 、 影 響 が 大 き か っ た の は 、 Wicke r  (1 969) 1 0 )の 論 文 で あ っ た 。

Wicke r は 、 45 件の研究をレヴューし、態度と外顕行動の積率相関係数は

めったに . 30 をこえず、しば しばゼロであるとして、行 為に影響を与える

個人内の安定した態度の存在は疑われると主張した。  

こうして、1960 年代から 1970 年代前半にかけて、態度 概念の有用性へ

の 疑 問 や 悲 観 が 広 が っ て い っ た 。 当 代 き っ て の 社 会 心 理 学 者 Al lpo r t  

(1954 ) 1 1 )の態度概念に対する著名な言明である「現在 のアメリカ社会心理

学における も独特で欠くべからざる概念 (p .4 3 )」との 確信が社会心理学

者の間で揺らぎ始めたのである。  

 

2.5 一般的態度から単一行動を予測することはなぜ困難か  

様 々 な 態 度 対 象 に 対 す る 一 般 的 あ る い は 広 範 な 態 度 を 一 般 的 態 度

(gena ra l  a t t i t udes ) と い う 。 特 定 の 状 況 下 に お け る 特 定 行 動 を 単 一 行 動

(un i t a ry  behav io r )と いう。一般的態度と、その態度に関係する単一行動の

間の相関係数は低くなる傾向がある。  

先の Wick er  (1969 ) 1 0 )の「態度から行動を予測できない」という主張 を

言い換えると、「一般的態度から個々の単一行動を予測できない」という

主 張 に なる 。 Wicke r の ア ン チ 態 度 論に 反 対 して い た 人た ち も 、一 般 的態

度から、個々の単一行動、しかも複数の様々な単一行動を予測しうると 仮

定していた。  

例えば、初期の態度研究は、人種差別、権威主義、宗教といった広範な

社会現象を対象とした一般的態度を扱っていた。これらの態度研究者は、
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関 係 す る 個 々 の 社 会 的 行 動 は 一 般 的 態 度 を 反 映 し た も の と 考 え て い た と

みられる。例えば特定の人種差別は、自分と異なる「様々な」人種に対す

る 偏 見 に 満 ち た 態 度 、 す な わ ち 異 人 種 に 対 す る 一 般 的 態 度 に よ っ て 引 き

起こされるというようにである。  

初期の研究は、予 測対象となる行動は、単一 行動で、容易に観察可能な

も の が 取 り 上 げ ら れ る 傾 向 に あ っ た 。 例 え ば 人 種 差 別 の 場 合 は 異 性 の 黒

人 と 写 真 を と り 、 さ ま ざ ま な 理 由 で 写 真 を 公 開 す る こ と を 求 め ら れ て 承

諾するといった単一行動を行動測度としていた。  

し か し 、 単 一 行 動 が 発 現 す る に は 、 個 人 特 有 な ( id io s yn c ra t i c )要 因 や 状

況・文脈要因、さらには一般的態度以外の種々の要因も影響する。しかも 、

た っ た 一 つ の 行 動 を と り あ げ た だ け で は 、 行 動 母 集 団 か ら の 代 表 的 サ ン

プルには決してならない。  

一 般 的 態 度 と 単 一 行 動 間 の 相 関 関 係 は さ ほ ど 強 く は な か っ た こ と か ら 、

1970 年代後半以降、態度研究者は調整変数の発見や新たな測定手段を開

発しようとしたが、予測効率はさほど向上しなかった。そこで、 Fi shbe in

と Ajz en らは、単一の行動測定ではなく、「複数の特定行動の観測値の尺

度化」によって信頼性を上げる工夫を行い、態度との相関係数を高めよ う

とした。  

 

2.6 測定方法の工夫を用いた「態度－行動関係」の一貫性を高める方法  

Fi shbe in  や Ajzen は、行動母集団を適切に反映し、信頼性の高い行動 測

度を得るために、集積原則という指針を提案した。  

(１ )集積 原則 ( agg rega t ion  p r in c ip l e )  

こ れ は 行 動 の 観 測 値 を 合 計 、 す な わ ち 尺 度 得 点 化 す る こ と を 推 奨 す る

原則である。行動母集団からの代表性サンプルを複数個測定し、それら の

加 算 を す る こ と が 行 動 測 度 の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 高 め る 工 夫 と し て 考 え ら
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れ た 。 加 算 に よ っ て 多 く の 関 連 行 動 を 取 り 上 げ た 基 準 変 数 の こ と を 多 重

行 動 基 準 ( mu l t i p l e - ac t  c r i t e r i a ) あ る い は 行 動 の 集 積 測 度 ( a gg rega t i o n  

me a su r e )という。  

F i shbe in  &  Ajzen  (19 74) 1 2 )は宗 教的態度と行動をとりあげ、多重行動基

準によって態度との高い相関係数を得た。具体的には、宗教に関する行 動

領域から 100 個の関連行動に従事したか否かを質問し、それらの集積測

度 と 一 般 的 態 度 で あ る 宗 教 に 対 す る 態 度 尺 度 群 と の 相 関 を も と め た 。 そ

の結果、 . 61 から . 71 の高い相関を得て、行動の集積測度は一般的な宗 教

行動尺度として妥当性をもつことができた。  

 この集積測度、すなわち行動の尺度化が高い妥当性をもったことは、心

理測定学的には当然の結果である。心理測定学では、ひとつの尺度内に 多

くの項目をとりあげ、採点方向をそろえた上で、それらの合計を求める と

信頼性 ( r e l i ab i l i t y )が 向上することが知られている (Cronbach ,1951) 1 3 )。  

そ し て 測 度 の 信 頼 性 が 向 上 す れ ば 、 基 準 関 連 妥 当 性 な ど も 向 上 し や す

いことも知られている。反対に速度の信頼性が低下すれば、本来得られ る

べ き 相 関 係 数 よ り も ず い ぶ ん 低 い 相 関 に と ど ま っ て し ま う こ と は 、 相 関

係数の希薄化 ( a t t en ua t ion  o f  c o r r e l a t i on  coe ff i c i en t s )の公式 が示唆するとこ

ろである。そこで、多くの行動観察 (測定 )結果 を集積した結果、行動の集

積 測 度 の 信 頼 性 が 向 上 し 、 そ の 結 果 、 行 動 と 態 度 の 相 関 と い う 妥 当 性

(va l id i t y )を高めることができる。  

こ の 集 積 原 則 は 、 態 度 測 度 と 行 動 測 度 の 対 応 原 則 (p r inc ip l e  o f  

co r r e spond ence )ない し適合性原則 (p r inc ip l e  o f  co mp a t ib i l i t y )の特殊ケ ース

である (A j zen  & F i sh be in， 2005 ,p .182 ) 1 4 )といわれている。つぎにその適 合

性原則を説明する。  
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(２ )適合 性原則 (p r i nc ip l e  o f  c o mpa t ib i l i t y )  

 先の集積原則は、一般的態度を測定した場合には、その一般的水準に 対

応 す る 行 動 測 度 と し て 多 重 行 動 基 準 を 用 い る べ き で あ る と い う よ う に 、

分 析 水 準 の 態 度 と 行 動 間 の 対 応 が 必 要 で あ る こ と を 意 味 す る 。 多 重 行 動

基 準 を 用 い る 場 合 は ヴ ァ ラ エ テ ィ に 富 ん だ 諸 行 動 に 関 心 が 向 け ら れ る こ

とが多い。  

一 方 、 応 用 心 理 学 で は 単 一 行 動 を 研 究 対 象 と し て 予 測 を 試 み た い 場 合

が多い。例えば、禁煙行動、特定ガンの自己チェック、 AIDS 予 防のため

の コ ン ド ー ム 使 用 、 運 動 に よ る ダ イ エ ッ ト な ど 現 代 社 会 で 健 康 維 持 の た

め の 推 奨 し た い 単 一 行 動 の 規 定 因 を 探 り 、 そ の 単 一 行 動 の 実 行 促 進 を め

ざす介入プログラムを考えるといった場合である。しかし、単一行動を 一

般的態度の測定値で予測することは困難である。  

そこで、 Ajzen  & F i shbe in  (197 7) 1 5 )は、 行動対象への一般的態度ではな

く、その「行動に対する態度 ( a t t i t udes  t o wa rd  th e  behav io r )」を測定するこ

とを提唱した。そして、主観的規範、知覚された行動統制感などを含めて

行 動 意 図 を 予 測 し 、 さ ら に 行 動 そ の も の を 行 動 意 図 か ら 予 測 し よ う と す

る 彼 ら の 熟 慮 的 行 為 理 論 や 計 画 的 行 動 理 論 に も と づ い た 研 究 図 式 の 利 用

を推奨した。  

 この場合、Ajzen らは、あ る時点での所与の文脈における対象に向けら

れた行為の ATCT 要素 ( an  ac t ion  d i r e c t ed  a t  a  t a rge t ,  pe r fo rmed  in  a  g iven  

con tex t ,  a t  a  ce r t a in  po in t  i n  t ime )をあげ 、態度，行動の双方の測定にお い

て、同じ行為、対象、文脈、時間の要素を同じにすることを求めている。

そして、特殊水準で定義するか、より一般的な水準で定義するかを決定 し

ておかなければならないとしている。  

例 え ば 時 間 要 素 で よ り 狭 い 限 定 を か け る か 、 よ り 広 い 範 囲 に す る か の

例を挙げて考えてみよう。  



34 
 

①  特殊水準での態度と行動の定義：「次 の夏休みに旅をすること」に対す

る態度および「次の夏休み」における旅行行動 (単独、団体、家族旅行

を問わない )の実行 具合 (回数 など )を測 定する  

②  よ り 一 般 的 な 水 準 で の 態 度 と 行 動 の 定 義 ： 大 学 生 に 「 大 学 生 の う ちに

旅をすること」に対する態度および今後１年間における旅行行動 (単独 、

団体、家族旅行を問わない )の実行具合を測定する  

ともに ATCT 要素はほぼ一致し、整合しているので、それぞれの態度 と

行動は高い相関関係をもつことが期待される。もし、漠然と「旅をするこ

と」に対する態度を測定し、１年間の旅行行動の頻度と相関をとったと す

ると、先の 2 ケースよりも低い相関が観察されるだろう。さらに１年間 の

一人旅回数を行動指標とすると、より低い相関が観察されるだろう。な ぜ

ならば、「旅をすること」はいつ、どのような文脈でといった特定化され

た態度ではなく、一般的態度 (gene ra l  a t t i t ude )であ るからである。そこで、

こ れ ま で の 議 論 通 り 、 一 般 的 態 度 と 行 動 指 標 と の 相 関 は 低 く な る と 予 想

される。  

一 般 的 態 度 の よ う な 広 範 な 傾 性 で は な く 、 Targe t , ac t i on , con tex t , t i me  

e l e men t  の ATCT 要素を厳密に押さえた「行 動に対する態度」を用いるこ

と は 特 殊 的 す ぎ 、 研 究 の 有 用 性 や 一 般 化 可 能 性 を 下 げ る と い う 意 見 も あ

る。しかし、 Ajzen  & F i shbe in  (2005) 1 4 )は、この意見は適合性原則の誤 解

であるとした。  

つ ま り 適 合 性 原 則 は 単 に 予 測 因 と 行 動 基 準 が 一 般 性 － 特 殊 性 次 元 に お

け る 同 じ 水 準 で 定 義 さ れ な け れ ば な ら な い と い う こ と を 要 求 し て い る だ

けである。研究者は、目的に応じて、一般性あるいは特殊性のいずれかの

水準で定義するかを自分で決定すればよい。適合性原則が、どんな研究 も

「行動」や「行動に対する態度」について AT CT 要素を 限定した「特殊」

行動に限定すべきである…というのは、よくある誤解だとした。  
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まとめると「対象 に対する一般的態度」は、単 一の特殊な行動の予測因

と し て は 不 十 分 で あ り 、 多 項 目 測 定 尺 度 に よ る 一 般 的 態 度 測 定 自 体 の 信

頼 性 と 妥 当 性 を 向 上 さ せ つ つ 、 多 く の 状 況 と 文 脈 を カ ヴ ァ ー し た 多 重 行

動基準による行動尺度との相関をもとめなくてはならない。Co mpa t ib i l i t y

の原則は、態度と行動の関係を研究する際に、測定値間の分析水準の対 応

を考慮すべきであることを示している。特定態度は特定行動を予測し、一

般 的 な 態 度 は 文 脈 や 時 点 を 越 え た 行 動 集 積 測 度 を 予 測 す る の が よ い と い

うことである。  

 

2.7 熟慮的行為理論と計画的行動理論の関係  

熟慮的行為理論も計画的行動理論も、 終的 に予測の対象とするのは、

「行動 (be hav io r )」である。この「行動」の直接的先行因は、その行動を実

行しようとする「行動意図 (behav io ra l  i n t en t ion )」である。  

熟慮的行為理論は、行動を予測するために、 近接要因を行動意図とし 、

この行動意図を規定する要因として行動に対する態度 ( a t t i t ude  t o wa rd  th e  

behav io r )，主観的 規範 ( sub jec t i ve  no r m)を 用いて 計量的に 予測し， 介入要

因 を 探 る 理 論 で あ る 。 計 画 的 行 動 理 論 は 熟 慮 的 行 為 理 論 の 図 式 に 知 覚 さ

れた行動統制感 (pe rce ived  beh av io ra l  con t ro l )が追 加されたものである。  

以 下 で は 、 両 理 論 の 概 略 と 測 定 法 に つ い て 説 明 し 、 そ の 後 、 Ajz en  &  

F i shbe in  (2005) 1 4 )の 論考にもとづき Aj zen 自身によって行われた理論的洗

練について紹介する。まず、両理論の背景には期待―価 値モデルという数

学的モデルがあり、先に説明する。  

 

2.8 期待―価値モデル (expectancy-value model) 

 類 似 モ デ ル は 、 モ チ ベ ー シ ョ ン や 意 志 決 定 の モ デ ル と し て 利 用 さ れ る

こ と が 多 い 。 こ こ で い う 期 待 ― 価 値 モ デ ル は 態 度 を 信 念 (b e l i e f )の 集 計



36 
 

( agg rega t ion )として みる数学モデルであり、 Fi shbe in  (196 7a ,b ) 1 6 ) 1 7 )が提唱

した。彼のモデルは、対象に対する態度を、期待 ( expe c t anc y )×価値 (va lue )

の積の合計として記述する。  

( 1 )       Ao=∑ b i e i  

この等式では、Ao は対象 O に対する態度、b i は信念 (こ こでは対象があ

る属性 I をもつ主観的確率 )、そして e i は属性の主観的な評価である。こ

の等式には、顕現的 ( s a l i en t )な属性 ( a t t r i bu t e )の みが含まれる。ここで顕現

的な属性とは、人々が関連するとみなし、注意をはらうものをさす。  

信念とは「教義ないし思想を固く信じていること」ではなく、「態度対

象 が あ る 属 性 を 持 っ て い る と み な す 主 観 的 確 率 (「 あ り そ う か 、 あ り そ う

で な い か 」 の 期 待 、 見 込 み )」 の こ と で あ る 。 主 観 的 確 率 と し て の 信 念 は

量的と見なしうる (これを強調する場合には信念強度と記す )。主 観的確率

が高くなるほど信念は強くなる。  

 

図 2‐ 1 熟慮的行為理論 (Fishbein&Ajzen,1975) 1）  
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次に、熟慮的行為理論の図式を表した図 2‐ 1 に基づき、「行動に対す る

態度 (A t t i t ude  towa rd s  t he  behav io r )」と「 主観的規範 (Sub jec t i ve  no r m)」を

期待―価値モデルで表現する。  

まず、「行動に対する態度」を期待―価値モデルで表現する。行動的信

念 (Behav i o ra l  be l i e f s )とは「 行動遂行の結果についての信念」である。そ

して、結果評価 (Ou tco me  eva l ua t ions )と は「行動遂行それぞれの結果に対

する評価」である。「行動に対する態度」は、先に示した期待―価値モデ

ル に し たが っ て 、期 待 ×価値 の 値 を属 性 ご とに 合 算 した 値 で 定義 さ れ る 。

つまり、「行動に対する態度」は、行動がある結果をもたらす主観的確率

(＝期待、ありえる見込み )に 対して、この結果に対する主観的価値の積の

合計である。  

あ る 行 為 を す る こ と で あ る 成 果 を 期 待 す る こ と が で き る か ど う か の 見

込みは、その特定の成果が生じると思われる主観的確率で表現できる。公

認 会 計 士 の 資 格 を 得 て 会 計 事 務 所 で よ い ポ ス ト に つ く こ と が で け れ ば 若

くして 1 千万を超える高収入が期待できるし、独立すればもっと高収入

が期待できる (中程 度の主観的確率と非常によい結果評価である )。しかし、

自 分 が 公 認 会 計 士 に な る た め に は 、 会 計 士 を 輩 出 す る 会 計 学 の 名 門 ゼ ミ

に所属するために優秀な成績が必要で、さらに必死の特訓に 4 年間耐え

つ づ け な け れ ば な ら な い 。 ゼ ミ に は 合 格 で き る 可 能 性 は す こ し あ り そ う

だが 4 年間も我慢することはあまりしたくない (低いプ ラスの主観的確率

とややネガティブな結果評価である )。これらの 2 属性の期待×価値の合

計は、「公認会計士の勉強をすること」に対するややポジティブな態度を

うみだすと想像される。  

主観的規範 ( sub jec t i ve  no r m)も期待―価値モデルにしたがって、重要 基

準 と な る 他 者 が そ の 行 動 を 遂 行 す べ き と 考 え て い る と 見 積 も る 信 念 と 、

そ の 基 準 と な る 他 者 に 応 じ る モ チ ベ ー シ ョ ン と の 積 和 で 表 さ れ る 。 規 範
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的 信 念 (Norma t ive  be l i e f s )と は 「 そ の 行 動 を す る こ と を 期 待 す る 重 要 他 者

のそれぞれの期待について知覚された度合い」であり、同調への動機づけ

(Mot iva t io ns  t o  co mply )は 「 行 動 を する 基 準 とな る 他 者の 期 待 に同 調 す る

傾向」である。例えば、経営者である父親が、大学生の息子が公認会計士

養成の名門ゼミに参加し、試験にトライすべきだと考えているとしても、

息 子 は 父 親 の 考 え に 近 は 同 調 し た く な い と 感 じ て い る 。 将 来 を 約 束 し

た 彼 女 が 大 学 卒 業 後 に 何 年 も 浪 人 す る か も し れ な い 公 認 会 計 士 の 受 験 に

時間を費やすことをいやがると感じており、その気持ちも理解できる。こ

の ２ つ の 準 拠 対 象 へ の 思 慮 に も と づ く な ら ば 、 こ の 主 観 的 規 範 は ネ ガ テ

ィブな値となるだろう。そして、これらの行動に対する態度と主観的規 範

の 状 態 を 考 え る と 、 会 計 士 養 成 の ゼ ミ に 参 加 し 資 格 取 得 を め ざ す 行 動 へ

の意欲は低下するとみられる。  

 

2.9 熟慮的行為理論 (the theory of reasoned action)とは  

 Fi shbe in  &  Ajzen  (1 975) 1 )によ って提唱されたもので、後に計画的行動理

論 に 拡 張 さ れ た 。 先 に み た 態 度 － 行 動 の 相 関 関 係 の 低 さ を 解 消 す る た め

に 構 築 さ れ た 理 論 で あ る 。 態 度 － 行 動 関 係 の 多 く の 研 究 が 態 度 を 行 動 の

先行要因であるとするのに対して、両理論ともに、「態度を、行動の直接

の影響因とは前提しない」という違いがある。  

先に見たように Fi shbe in と Ajzen は 態度から行動を予測する可能性を

高める提案をしているが、彼らの熟慮的行為理論では、態度から行動意 図

(behav io ra l  i n t en t ion :個人がその行為を意図するかどうかの強度 )を 予測し、

その行動意図から行動を予測するという図式をとる。それゆえ、ここで あ

つかう行動は本質的に意図にもとづいたものである。つまり、個人がそ の

行 動 を す る こ と を 選 択 す れ ば 行 動 が 実 行 さ れ 、 さ も な け れ ば 行 動 は 遂 行

されないといった行動を扱う。  
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熟慮的行為理論において、「行動意図」の２つの決定因は行動に対する

態度 ( a t t i t u des  t o wa rd s  t he  behav io r )と主 観的規範 ( sub j ec t i v e  no rm)であ る。

行 動 に 対 す る 態 度 は 当 該 行 動 を す る こ と を 良 い と み る か そ れ と も 悪 い と

見るかの評価 ( eva lu a t ion )の程 度である。主観的規範は、個人が重要と考え

る 他 者 が そ の 行 動 を 遂 行 す る こ と (遂 行 し な い こ と )を 期 待 す る こ と に 関

する知覚である。換言すれば、主観的規範は個人が当該行動を遂行する ／

遂行しないことに対する知覚された社会的圧力の程度である。  

図 2－ 1 は熟慮的行為理論を表現したものである。後の 節で紹介する測

定法によって得た各測定値を用いて、図 2‐ 1 のパスダイヤグラムをもと

に し て 重 回 帰 分 析 や 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ を 行 っ て 得 た 標 準 偏 回 帰 係 数

あ る い は パ ス 係 数 に よ っ て 、 行 動 に 対 す る 態 度 と 主 観 的 規 範 の 意 図 に 対

する相対的重要性 ( r e l a t i ve  i mpor t anc e  o f  a t t i t ud in a l  and  no rma t ive  f ac to r s )

が表現される。  

 

2.10 行動に対する態度と主観的規範の測定  

行 動 に 対 す る 態 度 を 測 定 す る に は 、 行 動 を す る こ と に 対 す る 好 悪 の 評

価を表すリッカートタイプの質問項目を用いる。また、 SD 法に よって当

該行動に対して「良い－悪い」「ためになる－ためにならない」「ムダな－

役に立つ」「楽しい－楽しくない」といった形容詞で評定させる (7 件法を

よく用いる )ことも 多い。この SD 法 による評定結果について、採点方向

をそろえて加算し、あるいは項目数で平均化して「行動に対する態度」得

点とする。  

主観的規範のリッカートタイプの質問項目は、「私にと って重要な人の

大半は、～することを、私がすべきであると考えている」「私にとって重

要な人々の大半は、私が～することを、認めるだろう」といった形で表さ

れる。  
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こ の よ う な 方 法 で 測 定 さ れ る 主 観 的 規 範 は 指 示 的 な い し 命 令 的 性 質 を

持 っ て い る ( 命 令 規 範 ： i n junc t ive  no r m) 。 し か し 、 一 般 に 、「 重 要 他 者

( s ign i f i can t  o the r s )は 好 ま し い 行 動 を 認 め 、 望 ま し く な い 行 動 を 嫌 が っ て

いる」と認知する可能性が高く、回答にばらつきがでにくい。そこで、記

述 的 規 範 (desc r ip t i ve  no rms )－ 当 該 行 動 を 重 要 他 者 が し て い る か ど う か －

を把握できる項目を入れることがある。例えば「私にとって大事な人々 の

大半は、～している」に対して「全く正しい－全く間違いである」、「私に

とって大事な人々の大半は、～をしている－していない」の 5 件法で評 価

させることもある。  

以上の「 行動に対する態度」、「主観的 規範」と いった熟慮的行為理論の

基本要素を「直接的」に測定することを「直接的 (d i r ec t )」測定と よぶ。同

じ方法で、計画的行動理論で加わった新要素の「知覚された行動統制感 」

も「直接的測定」がなされる。直接的という名称は、理論の主要要因であ

る「行動に対する態度」、「主観的規範」、「知覚された行動統制感」を‘ 直

接’測定するという意味で用いる。  

この「直接的測定」と対比される信念 (be l i e f )ベース の「間接的 ( i nd i r ec t )」

測定を紹介する。間接的測定法とは、図 2‐ 1 のなかで、「行動に対する態

度」の先行要因である行動的信念 (Be hav io ra l  b e l i e f s )と 結果評価 (Ou tco me  

eva lua t ion s )、「主観 的規範」の決定因である規範的信念 (No rma t ive  be l i e f s )

と 同 調 への 動 機 づけ (Mot iva t ions  t o  co mp l y)を 測 定 す る 方法 で あ る。 間 接

的という名称は、理論の主要要因である「行動に対する態度」、「主観的規

範」、「知覚された行動統制感」を‘直接’測定するのではなく、それら の

先行要因である信念などを‘間接的’に測定するという意味である。また 、

先に説明した期待―価値モデルに基づいた測定である。  

ま ず 行 動 的 信 念 を 得 る た め に は 、 当 該 の 行 動 を す る こ と に よ っ て 生 じ

る「よい結果、利点、連想すること」を被験者に出してもらう。それら の
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結果から頻出する行動的信念 (Behav i o ra l  be l i e f s )を表す 、例えば「運動す

ることは血圧低下に役立つ」といった言明を複数個抽出する。それぞれ の

行動的信念について、「とてもありそうなことだ－全くありそうもないこ

とだ」の 7 件法くらいの評定尺度で信念強度の評定を行う。さらにそれぞ

れの行動的信念について、「とてもよい―とても悪い」の 7 件法くらいの

評定尺度で結果評価 (Ou tco me  eva lua t io n )を問う のである。そして行動的信

念 強 度 と 結 果 評 価 の 積 和 を 信 念 ベ ー ス の 「 当 該 行 動 を す る こ と に 対 す る

態度」得点とみなす。  

規 範 的 信 念 も 同 様 に し て 測 定 す る 。 ま ず 顕 現 性 の 高 い 規 範 的 準 拠

(Nor ma t ive  r e fe ren t s )を抽出する。「私の両親は私が ･･･すべきである」と い

った言明の「私の両親」が準拠にあたる。要するに行動遂行に関する重要

他者のことである。この準拠を複数個抽出する。それぞれの準拠につい て

規 範 的 信 念 の 強 度 を 、「 私 の 両 親 は 私 が ･･･す べ き で あ る と 考 え て い る －

すべきであるとは考えていない」といった形式で、7 件法くらいの評定尺

度で測定する。さらに遵守への動機づけを、「一般的にいって、あなたが

… す べ き で あ る と ご 両 親 が 考 え て い る こ と を 、 あ な た は ど の 程 度 そ う し

たいと思いますか？」といった質問に、全くそうでない－全くそうとい っ

た形式で 7 件法くらいの評定尺度で測定する。そして、規範的信念強度と

遵守への動機づけの積和を規範的信念とする。  

こ の 期 待 ― 価 値 モ デ ル に も と づ く 信 念 ベ ー ス の 間 接 的 測 定 は 、 日 本 語

を用いた場合、堅苦しく、形式的で、回答者に対して不親切な質問紙がで

き て し ま い が ち で あ る 。 期 待 ― 価 値 モ デ ル の 積 和 か ら 計 算 さ れ た 態 度 得

点は、先に述べた直接的測定とよばれるところの、要するに普通の態度 測

定 (SD 法 やリッカ ートタイ プの項目 )と通常高 い相関を 示すため 、実 際 の

研究においてはリッカートタイプの測定法で代用できると考えられる。  
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2.11 計画的行動理論とは  

 熟慮的行為理論の不備を補うために「知覚された行動統制感」の要因 を

加えて拡張された理論が、 Ajzen  (1985， 1988， 1991) 1 8 ) 1 9 ) 2 0 )による計画的

行動理論である。  

熟慮的行為理論の不備とは、個人内 要因としての特殊なスキルや能力、

実 行 の 機 会 や 他 者 の 協 力 と い っ た 環 境 側 に あ る 外 的 要 因 を 考 慮 し て い な

いことである。例えば「一人旅にいく」という行動を取り上げる。「一人

旅にいくこと」についての態度や主観的規範が、強い行動意図を形成す る

のに十分であっても、個人要因としての特殊なスキルや能力、実行の機 会

(時 間 や 金 銭 面 な ど )や 他 者 の 協 力 と い っ た 環 境 側 の 要 因 が 全 く 満 た さ れ

て い な い 場 合 は 、「 一 人 旅 」 と い う 行 動 を 多 く の 人 は 実 行 し な い だ ろ う 。 

様々な社会的行動には、個人要因としての特殊なスキルや能力、実行 の

機 会 や 他 者 の 協 力 と い っ た 環 境 側 の 要 因 が 必 要 な も の が 多 い 。 個 人 の 意

志、意欲だけでは短期的に条件を満たすことができない場合は、本人の 意

志的な行動意図だけでは、行動を実行できないだろう。  

こ の よ う に 熟 慮 的 行 為 理 論 は 意 志 的 統 制 (vo l i t i ona l  con t ro l )下 に あ る 行

動 に 制 限 さ れ る が 、 計 画 的 行 動 理 論 は 意 志 的 統 制 に な い 社 会 的 行 動 を 説

明できるように、知覚された行動統制感 (pe rce iv ed  behav io ra l  con t ro l：PB C )

を説明変数に付加した。  

知覚された行動統制感は、「 行動遂行に関する知覚された困難さあるい

は容易さ」と定義され、「予期された障害と同様に過去の経験を反映して

いる」とされる (Ajzen ,  1987 ,p .44 )。こ の「知覚された行動統制感」の付加

に よ っ て 、 意 志 的 な 統 制 だ け で は 遂 行 困 難 な 行 動 の 予 測 を 高 め る こ と が

でき、計画や準備が必要な複雑な行動を含む、より広範な行動まで予測 で

きると考えられた。  
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ここでいう意志的統制にない行動とは、本人 の意志、願い、思 いだけで

はなかなか遂行可能でない行動のことである。例えば、しろうとがフルマ

ラソンを走ること、ダイエット、家庭内廃棄物を 20 種類以上も細かく分

別するなどである。実際に Ajzen  & M adden(198 6) 2 2 )は、計画的行動理論に

基づく変数を配置した測定を行うと、熟慮的行為理論よりも、遂行困難 で

ある行動の場合に優れた予測力をもつことを示唆した。  

図 2‐ 2 にあるように、「知覚された行動統制感」は、「行動に対する態

度 」、「 主 観 的 規 範 」 と と も に 「 行 動 意 図 」 に 影 響 を あ た え 、「 行 動 意 図 」

を経由して「行動」に間接的に影響を与える。これは、ある行動遂行にど

ん な に ポ ジ テ ィ ブ な 評 価 を 持 っ て い て も 、 ま た 重 要 他 者 か ら 期 待 さ れ て

いても、「出来るか出来ないか」がわからなければ行動を遂行する意図 (行

動意図 )は 、形成されにくいということを表している。  

例をあげる。ある学生の父親は公認会計士で、公認会計士になるため に

「大学 4 年間、ハードな勉強をする」ことに対して、学生自身はポジティ

ブな態度を持っているとする。彼は、父親の期待も感じている。でも、自

分はどうしても勉強が苦手で試験に受かりっこないと思えば、「行動意図」

は形成されにくいであろう。  
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図 2‐ 2 計画的行動理論 (Ajzen,1988) 1 9）  

 

ここで、前者と同じレベルのポジティブな「行動に対する態度」をもち 、

同じような「主観的規範」を感じているもう一人の学生が「公認会計士に

なるために大学 4 年間、ハードな勉強をする」ことに対して、「自分はで

きるはずだ」と考えるならば、前者の学生よりも公認会計士の勉強をす る

行動意図は強くなると考えられる。  

次に、図 2‐ 2 において、 pe rce ived  beh av io ra l  co n t ro l から  behav io r に

点線が引かれていることについて説明する。これは、「知覚された行動統

制感」から行動への点線 (あ いまいさを意味する )による パスである。これ

は、内的要因に該当する Bandura (1997 ) 2 3 )  の自 己効力感と、内的要因と外

的要因の双方に関わる計画的行動理論の「知覚された行動統制感」が概 念

的 に 重 な っ て い る こ と か ら 説 明 で き る 。 当 該 領 域 に 関 し て 自 己 効 力 感 が

ある人は、多少の困難であっても、その行動に固執する傾向にある。同様

に、「知覚された行動統制感」が高い人は低い人に比べ、より熱心に行動
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遂 行 を 試 み 、 結 果 と し て 行 動 遂 行 の 頻 度 は 高 く な る こ と を 点 線 パ ス で 表

現している。  

さらに、ある時点における「知覚された行動統制感」の内容は、過去の

行 動 へ の 試 行 経 験 が 反 映 さ れ る 。 過 去 に お い て そ の 行 動 遂 行 に 失 敗 し た

場 合 、 行 動 統 制 感 は 低 い と 判 断 (状 況 要 因 か 内 的 要 因 に 帰 属 )さ れ や す い 。

そうなると行動意図は高いが、「知覚された行動統制感」が低く、状況が

悪いため、あるいは能力の不足のために、実際の行動遂行は少なくなる だ

ろう。  

例えば、ダイエットのために、今年中は週に 3 回、 30 分以上のウォー

キ ン グ を す る こ と を 意 図 し て い る 人 が い る と し よ う 。 ウ ォ ー キ ン グ す る

ことは好ましいと考え、回りの人もそれを推奨していると感じている。  

し か し 、 こ れ ま で も 多 忙 で 突 発 的 な 仕 事 が 舞 い 込 ん で く る と い う 職 業

上 の 問 題 で な か な か 実 施 で き ず 、 自 分 に は ウ ォ ー キ ン グ す る 機 会 に め ぐ

まれないと嘆息している。この人が実際にウォーキングする頻度は、そ う

でない人よりも少ないであろう。この人の場合、「行動意図」は一定レベ

ル以上にあるが、「現実統制」の経験から「知覚された行動統制感」が低

いために、行動実行の頻度が下がっている。  

このような行動意図に合致した「知覚された行動統制感」ではないケ ー

ス が 存 在 す る 場 合 に は 、 行 動 意 図 だ け で な く 、「 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 」

を加えて予測するとさらに行動の予測が正確となる。「知覚された行動統

制感」が、十分な直接的体験や間接的体験に基づいて自分の現状を正確に

知覚している人が多ければ、「知覚された行動統制感」は行動予測の際に 、

行動意図とともに行動をより正確に予測するのに寄与する。  

し か し 「 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 」 が 正 確 で な け れ ば 、 予 測 精 度 (相 関 係

数の２乗、いわゆる決定係数 )が下が る。「知覚された行動統制感」とは 違

って、実際はもっと容易であったり、思ったほど行動が遂行できなかっ た
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り す る ケ ー ス が 多 い 場 合 に は 、 行 動 意 図 と 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 を 合 わ

せ て 予 測 し た 場 合 の 決 定 係 数 が 、 行 動 意 図 だ け の 決 定 係 数 よ り も 有 意 に

は 増 加 し な い 。 前 述 し た よ う に 、 行 動 の 意 志 的 統 制 が 高 す ぎ る (だ れ で も

や ろ う と 思 え ば 実 行 で き る )場 合 に は 、 行 動 意 図 に 「 知 覚 さ れ た 行 動 統 制

感 」 を プ ラ ス し て 行 動 を 予 測 し て も 有 意 な 説 明 分 散 の 増 分 は 期 待 で き な

いと考えられる。  

 

2.12 知覚された行動統制感の測定法  

  知覚された行動統制感の直接的測定 (d i r ec t  me a su re s )は多くの場合、「～

することは、容易である (困 難である )」として評定される。これは、知 覚

された自 己効力感 (pe rce ived  s e l f - e f f i cacy )を捉え る項目と 考えられ ている 。 

「知覚された行動統制感」の下位要素として、「行動遂行は自分次第で

ある」という信念である統制可能性 ( con t ro l l ab i l i t y )を置 くこともある。こ

の統制可能性を測定する項目として、次のものがよく用いられる。  

 

①「～すること」に、あなたはどれくらい統制 (管理、調整 )でき ると信 じ

て い ま す か ？    全 く コ ン ト ロ ー ル で き な い － 完 全 に コ ン ト ロ ー ル で

きる  

 

②「～すること」はほとんど私次第である。   全くその通り－全くそ

うでない  

 

③私は「～すること」に完全なコントロール (統制、管理、調整 )が行な え

ると感じている。    全くその通り－全くそうでない  

 

次に知覚された行動統制感の間接的測定法を紹介する。これは「 行動に
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対する態度」と「主観的規範」の信念にもとづく測定 (be l i e f -based  me asu re s )

と同様の手続きである。  

まず統制信念 ( con t ro l  be l i e f s )を設定する。行動遂行を促進／邪魔をする

可能性のあるアクセス可能 ( acces s ib l e )な要因のリストを得るために、パイ

ロットスタディにおいて、参加者らに、行動を遂行するために彼らにと っ

て よ り 困 難 と さ せ た り 、 容 易 に さ せ た り す る と 信 じ る 要 因 群 を 挙 げ て も

らう。  

 ここでは Ajzen  (2002) 2 4 )の あげた例をもとに説明する。レジャー行動に

関する研究を例とする。事前に行ったパイロットスタディにおいて、大 学

生に、登山を容易あるいは困難にする要因を挙げてもらった。それらは 、

よい天候、適切な用具を持っていない、山の近くに住んでいる、技能や知

識の欠落であったとする。本格的な研究段階では、新サンプルの参加者 ら

に、これらの要因のそれぞれについて、つぎのような評定をしてもらう 。  

 

①  統制信念強度 ( con t ro l  be l i e f  s t r eng th )  

私は登山の適切な道具をもっていない  

本当である  1-2 -3 -4 -5 -6 -7 間違いである  

 

②  統制信念作用力 ( co n t ro l  b e l i e f  po we r )  

適切な道具をもたないことは登山を、  

私にとってより容易にする  1-2 -3 -4 -5 -6 -7 私 にとってより困難にする  

 

これらの回答結果から、期待―価値モデルにもとづいて、知覚された 行

動 統 制 感 の 信 念 に も と づ く 測 定 値 は 、 ア ク セ ス 可 能 な 統 制 要 因 の 全 て に

ついての信念強度と作用力の積和から得られる。  
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2.13 熟慮的行為理論と計画的行動理論にもとづく行動予測  

熟 慮 的 行 為 理 論 は 多 方 面 の 予 測 に 応 用 さ れ て 、 そ の 妥 当 性 は 確 か め ら

れている。Shephe rd ,  Ha r twick ,  &Warshaw(1988 ) 2 5 )によれば、行動に対する

態度と主観的規範をもちいた 87 の研究の重相関係数の平均は . 66、意図と

行動の相関は . 53 であった。その後 Su t ton (1998 ) 2 6 )も熟慮的行為理論は高

い 予 測 的 妥 当 性 を も つ こ と を 認 め て い る 。 次 に 妥 当 性 の 細 部 を み て み よ

う。  

 行動意図と行動の相関の平均は . 47 (A mi t age&Conne r,20 01 ;No tan i , 1998)  

2 7 ) , 2 8 )、 . 53 (Shepapa rd ,  Ha r tw ick ,  &  Wa rshaw,1988 ) 2 5 )、 . 45 (Ran da l l  &  Wol ff ,  

1994 ) 2 9 )、 . 62 (van  den  Pu t t e ,  199 3) 3 0 )とい った値が報告されている。Shee ran  

(2002 ) 3 1 )のメタアナリシスによれば . 53 の相関であった。そこで、行動意

図の行動予測力は高いとみられた。  

行動意図は、行動 に対する態度、主 観的規範、知覚さ れた行動統制感に

規定されるが、この 3 つの構成概念の測度から行動意図はどの程度予測

できるのだろうか。結論を先にいえば、行動意図は３つの構成概念から か

なり予測可能である。  

実 証 的 研 究 の 文 献 を メ タ ア ナ リ シ ス し た い く つ か の 研 究 ( Al b a r rc i n ,  

Johnson ,  F i shbe in ,  &  Mue l l e r l e i l e , 2001； Armi tage  &  Conne r,20 01； Godin  &  

Kok，199 6 など ) 3 2 ) , 2 7 ) , 3 3 )から 、広範な行動において、態度は行動意図とよ

く 相 関 し て い る こ と が 見 出 さ れ て い る 。 さ ま ざ ま な メ タ ア ナ リ シ ス に よ

れば、相関の平均は . 45 から . 60 の範囲にある。主観的規範からの行動 意

図の予測においては、相関の平均は、 . 34 から . 42、知覚された行動統制感

の場合は、 . 35 から . 46 の範囲にある。態度と主観的規範で予測した場 合

の重相関係数が . 66 から . 70 の範囲に対し、これらに知覚された行動統 制

感を付加した場合の重相関係数は、 . 63 から . 71 であった。これは知覚 さ

れ た 行 動 統 制 感 の 追 加 に よ っ て 予 測 改 善 が な い こ と を 示 唆 す る が 、 こ れ
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ら の 結 果 は 異 な る デ ー タ か ら 得 ら れ た こ と を 考 慮 に い れ る 必 要 が あ る 。

同じデータを用いた研究では、知覚された行動統制感は平均して 6%の付

加的説明力をもつという (Armi t age  &  Conne r,20 01) 2 7 )。  

以 上 の よ う に 、 両 理 論 の 妥 当 性 を 示 す そ れ ぞ れ の 相 関 係 数 は 実 質 的 な

高さを示しており、十分な行動予測力を持っていると考えられる。  

 

2.14 熟 慮的行為理論と計画的行動理論の最近の展開  

熟慮的行為理論、その理論的拡張である計画的行動理論は、提唱者で あ

る Ajzen と Fi shbe in によって現在も修正、発展が加えられている。ここ で

は彼らによる 近の論考 (Ajzen  & F i sh be in ,2005) 1 4 )から、有用と考えられ

る主張点を紹介したい。彼らは、両理論の概要を図 2‐ 3 として示してい

る。以下では、これをもとに彼らの理論的主張をみていく。彼らは図 2‐

3 に示したモデルの暗黙的な基本的仮定として、以下の 4 点をあげた。  

①  意図は実際行動の直接の先行因である。  

②  意図は、行動に対する態度、主観的規範、知覚された行動統制感に よ

って決定される。  

③  これらの決定因 (行 動に対する態度、主観的規範、知覚 された行動統制

感 )はそれ ぞれ背後にある行動的、規範的、統制信念の関数である。  

④  行動的、規範的、統制信念は広範な背景要因の関数として変化しうる。 

これまでの彼らのモデルと図 2‐ 3 に 表現された Aj zen  & F i shbe in  (2005)

モデルが異なる点が 2 つある。第 1 に、現実の行動発現の際に関わっ た

「実際の行動統制 (Ac tua l  beh av io ra l  con t ro l )」が行 動意図 ( In t en t ion )か ら行

動 (B ehav i o r )への パ スの中ほ どに影響 を与えて いること を示す実 線のパス

が描き加えられていることである。第 2 に Background  f ac to r s (背 景要因 )

が 、 行 動 信 念 (Beha v io ra l   be l i e f s )な ど の 信 念 に 影 響 を 与 え る 要 因 と し て

設定されていることである。以下では、これらについて説明する。  
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図 2‐ 3 熟慮的行為理論と計画的行動理論 (Ajzen&Fishbein,2005) 1 4 ) 

 

まず、「実際の行動統制」について説明する。「実際の行動統制」から意

図 ― 行 動 の リ ン ク の 中 ほ ど に 実 線 矢 印 の パ ス が 刺 さ っ て い る の は 、 意 図

― 行 動 関 係 の 調 整 効 果 、 す な わ ち 両 者 の 間 の 相 関 関 係 を 上 下 さ せ る こ と

を示す。「実際の行動統制」が高い場合は、意図－行動関係はより強くな

る。さらに、「実際の行動統制」は、いわば経験値となって「知覚された

行動統制感」にフィードバックされる。この「知覚された行動統制感」が 、

確実さの程度を増すと、行動の予測力を高めることになる。それらは、可

能性としての因果関係であり、マイナーな関係であるので、実線ではな く

点線で示されている。図中には、「実際の行動統制」から「知覚された行

動統制感」への接続、「知覚された行動統制感」から意図－行動の関係に

つなげる可能性を表現している。  

次に「背景要因 (Background  f ac to r s )」の役割について説明する。両理 論
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は、行動意図および行動の主要な予測因は、それぞれ行動、規範、統制信

念 か ら 生 じ る と 仮 定 し て い る 。 こ の 信 念 の 形 成 に は 多 く の 変 数 が 潜 在 的

に関わると考えている。それらは、年齢、ジェンダー、マイノリティであ

ること、社会経済的地位、教育、国籍、宗教的親和性、パーソナリティ 、

気分、情動、一般的態度と価値、知能、所属集団、過去の経験、情報への

接触、ソーシャルサポート、対処スキルなどである。  

特に、対 象に対する一般的態度は、特定行動の遂行に対して、行動結果

に つ い て の 歪 ん だ 知 覚 (選 択 的 注 意 あ る い は 不 注 意 、 合 理 化 、 帰 属 バ イ ア

スなど )に よって、「行動に対する態度」に影響を与える。同様に、そのよ

うな一般的態度は、ときおり規範あるいは統制信念に影響を及ぼし、規 範

や統制感の知覚を変えることによって間接的に行動に影響を与える。  

 両理論ともに、基本的には種々の背景要因の「潜在的」な重要性を認め

ている。所与の「背景要因」が、行動的、規範的、統制信念に影響するこ

とは想定可能である。しかし、あくまで点線の矢印パスであって、「背景

要因」と信念の間の実線パスは引かれていない。これは、特定の信念が所

与の「背景要因」に影響をうけるかうけないかは、どのような行動をとり

あげるか、どのような母集団を想定するかで異なってくるからである。膨

大な「背景要因」のなかから、研究対象である行動領域に関係する背景要

因を選択する判断基準は、当該領域の理論から導出されるべきであって、

熟慮的行為理論や計画的行動理論の守備範囲ではない。  

さらに Aj zen  & F i shbe in (2005 )は「背景 要因」の一部が行動に対する態

度、主観的規範、行動意図などに直接影響することも許容できるとした 。

しかし、多くの実証的研究は、背景要因は、行動的、規範的、統制信念 に

影響することで、意図と行動に間接的に影響を与えることが多く、直接 的

な影響を認めることは少ない。 Ajzen  & F i shbe in  (2005 )は 、これらの背 景

要 因 に よ る 説 明 分 散 の 総 量 は と て も 小 さ く 、 パ ー ソ ナ リ テ ィ あ る い は デ
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モ グ ラ フ ィ ッ ク 要 因 が 意 図 や 行 為 の 近 接 要 因 で あ る と 主 張 で き る こ と

はまれであるとしている。  

 後 に 両 理 論 モ デ ル の 背 景 に あ る い く つ か の 重 要 な 関 係 に つ い て 言 及

した内容を紹介する。彼らは、図をあまり複雑にしないためにいくつか の

重要な関係 (因果関 係を表すパス )を省 略している。それらの内容は次のと

おりである (Ajzen  & F i sh be in ,  2005 ,p .1 95 )。  

第 1 に、行動の遂行は、起 こりうる行動の成果や他者の期待、統制の結

果や問題点に関する新しい情報を与え、各信念を変容させ、態度、主観的

規範、知覚された行動統制感を変える可能性がある。これらのフィード バ

ッ ク ル ー プ は も ち ろ ん 将 来 の 意 図 と 行 動 に 影 響 を 与 え る だ ろ う 。 こ れ ら

は、各信念に影響を与える背景要因のひとつに入る「過去の行動」によっ

て、一部捕捉可能である。  

第 2 に、いったん形成されると、行動に対する態度は新しい行動信念 の

形成に逆行的に影響する可能性がある。つまり、既存の態度は新しい情 報

の知覚と解釈をゆがめる (時 にそれは wi sh fu l  t h ink ing や合理化であったり

す る )。 同 様 に 、 主 観 的 規 範 は 規 範 的 信 念 に フ ィ ー ド バ ッ ク し 、 既 存 の 統

制 へ の 知 覚 が 新 し い 統 制 信 念 の 形 成 に 影 響 す る と い っ た こ と も 実 際 に あ

りえる。  

第 3 に、態度、主観的規範、知覚された行動統制感の３概念は、概念的

には独立であるが、互いに相関しうる。なぜならば同じ情報に一部もと づ

いている可能性があるからである。例えば、ある健康行動が健康的な好 ま

し い 成 果 を 生 み 出 す と 考 え ら れ て い る な ら ば 、 そ の 健 康 行 動 に 対 す る ポ

ジ テ ィ ブ な 態 度 を 形 成 す る だ ろ う 。 そ し て 配 偶 者 な ど 準 拠 対 象 と な る 他

者 は そ う い っ た 健 康 行 動 を す る こ と を 希 望 し て い る と 推 測 す る だ ろ う 。

同様に、当該行動を遂行するスキルを欠落させていると考えるならば、失

敗 が 予 想 さ れ る た め に 、 当 該 行 動 に 対 す る 否 定 的 態 度 を 形 成 さ せ る だ ろ
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う。  

第 4 に、行動意図の予測に関係する、態度、主観的規範、知覚された行

動統制感の相対的な重要性 (ウエイトづけ )は図 中に示していない。これら

は、特定行動と対象母集団の関数として変化することが仮定されている。

そこで、ある行動は態度を考慮することによって導かれるが、他の行動 は

お も に 規 範 的 要 因 あ る い は 統 制 要 因 に 影 響 を う け る と い う こ と も あ り 得

る。実際の応用場面において、3 つのうちひとつの要因からのパス係数が

統 計 的 に 有 意 で な い と い う 結 果 で 示 さ れ る こ と も あ る 。 お な じ よ う な こ

とが母集団を変えても生じる。これは、単に、特定行動あるいは特定母集

団 に と っ て 、 当 該 因 子 が 重 要 な 考 慮 の 対 象 で は な い こ と を 示 唆 し て い る

だ け で あ り 、 こ の よ う な ケ ー ス は 熟 慮 的 行 為 ア プ ロ ー チ が 適 切 で な い 証

拠であると考えるべきではないという。  

以上の説明は、両理論を応用する際にいくつかの示唆を与える。第１ 、

２ の 関 係 の 指 摘 は 介 入 計 画 の 実 証 計 画 を 立 案 す る 際 に 参 考 と な る 。 第 ３ ,

４の指摘は、構造方程式モデリングの際に、行動に対する態度、主観的規

範 、 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 の ３ 概 念 間 に 相 関 を 仮 定 し て よ い こ と を 示 唆

す る 。 さ ら に い ず れ か の 構 成 概 念 か ら の 行 動 意 図 へ の パ ス の 一 部 が 有 意

でなくても、熟慮的行為理論や計画的行動理論が妥当でない、あるいは そ

れらの理論からの逸脱事例であるといった解釈ではなく、当該行動、当 該

母 集 団 の 性 質 を 反 映 し た も の と し て 解 釈 で き る 可 能 性 が あ る こ と を 示 す 。 

 

2.15 今後の検討課題  

 これまでの検討をつうじて、熟慮的行為理論、計画的行動理論は応用 研

究にとって今も有用であると考えられた。欧米、特にヨーロッパやイギ リ

ス で は 実 際 に 社 会 的 に 問 題 と さ れ る 特 定 行 動 (交 通 行 動 、 健 康 行 動 、 環 境

配 慮 行 動 、 学 習 行 動 等 々 の 各 領 域 に お け る 特 定 行 動 )発 現 の 原 因 究 明 と 理
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解に利用されている。計画的行動理論を応用するうえで重要なことは、標

準 的 測 定 手 段 が 確 定 さ れ る こ と で あ る 。 い ま の と こ ろ 態 度 と 主 観 的 規 範

について、標準的測定手段は次第に確立されようとしている。  

行 動 に 対 す る 態 度 は 基 本 的 に 認 知 的 態 度 (道 具 的 態 度 )で よ い と さ れ て

きたが、応用研究では、感情的態度 (経験的態度 )を態度 の下位要素として

用いる動きが一般的になりつつある。 Ajzen  (2 006) 6 )は、 評価的態度 (道具

的 態 度 )に 加 え 、 感 情 的 態 度 (経 験 的 態 度 )か ら 態 度 を 構 成 す る こ と を 認 め

ている。 Se man t i c  D i ff e r en t i a l 法を用いて「行動に対する態度」を測定す

る 場 合 は 、 道 具 的 側 面 (有 用 性 ： 望 ま し い ― 望 ま し く な い 、 価 値 あ る ― 価

値 の な い )と 経 験 的 側 面 (好 ま し い ― 好 ま し く な い 、 面 白 い ― 退 屈 な )を 含

むとよい (Ajzen  &  F i shbe in ,  20 05 ,p .199 )とされている。  

主 観 的 規 範 の 測 定 に は 、 命 令 的 規 範 (他 者 が そ う す べ き だ と 考 え て い る

と い う 知 覚 )と 記 述 的 規 範 (他 者 が し て い る こ と に 関 す る 知 覚 )の 両 方 を 含

む べ き で あ る と 考 え ら れ る よ う に な っ た (Cha ld in i , 20 03 ； Hea t h  & 

Gi ffo rd ,20 02 ) 3 4 ) ，3 5 )。そして個人的規範 (pe r sona l  no rm)も追 加すべきである

という議論も計画的行動理論を応用した諸研究から出てきている。  

 しかし、いまだに論争になっているのは、計画的行動理論で追加され た

「知覚された行動統制感」の概念的内容と性質および測定の問題である。

下位概念として２因子が存在すると言われており、一つは、行動遂行の 容

易さあるいは困難さ、あるいは遂行能力の認知である。もう一つは、行動

に お よ ぼ す 統 制 に 焦 点 を あ て る も の で 、 そ の 行 動 が 行 為 者 次 第 で あ る 程

度のことである。第１因子が自己効力感、第 2 因子が統制信念とする見方

もあるが、Bandura  (1997 ) 2 3 )の自己効力感の概念化と一部が一致せず議 論

が続いている。知覚された行動統制感の包括的な測定は、両者の因子を 代

表 す る 項 目 を 含 む こ と に よ っ て 得 ら れ る と い う 提 案 を Ajzen  (20 02) 2 4 )が

しているが議論はまだ続いている。「知覚された行動統制感」の概念と測
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定法について、今後とも検討を加える必要がある。  

後に、両理論とも、自動 的過程や衝動性、感情の影響をうけた非熟慮

的 行 動 を 十 分 に と ら え き れ な い 限 界 が あ る 。 こ れ ら に つ い て は 次 章 以 降

で論じる。  
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第３章 交通違反行動研究への計画的行動理論の応用と

展開 
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3.1 はじめに  

計画的行動理論 ( t heo ry  o f  p l an ned  behav io r :；以下 TPB;Ajzen ,1991) 1 )を 用

いた交通違反行動研究は、各種交通違反行動が、その行動意図と行動に 対

する態度、主観的規範、その知覚された行動統制感から予測できるとい う

モデル化を行ってきた。そして各違反行動に TPB の各 変数が相対的にど

の よ う な 影 響 を 与 え て い る か を 検 討 し 、 そ の 結 果 を も と に し た 介 入 研 究

も行われている。交通違反行動への TPB の応 用研究が展開されてしばら

く た つ と 、 TPB の 基 本 変 数 以 外 の 追 加 変 数 を 用 い た 「 拡 張 (修 正 )さ れ た

TPB」に よる研究もみられるようになった。 近では、 2 過程モデルを参

考とした拡張 (修正 )モデルも 提案されるようになった。  

以下では、TPB が交 通違反行動研究に用いられてきた歴史を振り返る。  

 

3.2 TPB を用いた交通違反研究  

交通違反行動を対象に TPB を用いた初期の研究に、 Pa rke r，

Mans tead， St rad l in g， Reason  & Bax te r  (1992a ) 2 )がある。この研究以前に

TPB はシ ートベルト着用行動 (Wi t t enb rake r,  G ib bs ,  &  Kah l e ,1983) 3 )などに

用いられていたが、ルールを逸脱した運転行動には適用がほとんどない

と Park e r  e t  a l .  ( 1992 ) 2 )は述べ ている。そこで、同研究を交通違反行動に

TPB を適 用した初期の研究として位置付けることができる。 Pa rke r らは

同じデータセットを用いてデモグラフィック要因の影響をより詳細に論

じた論文を同年に発表している (Pa rke r,  M ans t ead ,  S t r ad l in g ,  &  Reaso n  

(1992b )。 3 )  

この研究の目的は、計画的行動理論を用いて 4 つの特定の運転違反 (飲

酒運転、スピード違反、過剰接近 (い わゆるあおり運転 )、危険な追い越

し )を犯そ うとするドライバーの行動意図を、主観的規範、知覚された行

動制御感、行動に対する態度から予測を試み、 TPB の 有用性を示すこと
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であった。この研究の特徴として、パイロットスタディによる 4 つの違

反に関する顕著な行動信念と準拠対象 ( r e fe ren t s )を特定 したこと、４つの

違反はシナリオによって表現されていること、期待―価値モデルによっ

て、態度、主観的規範、知覚された行動統制感の測定を行っていること

があげられる。なお、知覚された行動統制感は、各違反を避けることが

できる程度を各シナリオの状況および一般的状況においてそれぞれ回答

を求めた結果の合算値で測定された。  

行動に対する態度、主観的規範、および知覚された行動統制感に対す

る信念測定値は、飲酒運転意図の 42 .3％、スピード違反意図の 47 .2％、

接近追従意図の 23 .4％、および危険な追い越し意図の 31 .7％を説明し

た。相関係数と回帰係数の両方は、主観的規範と知覚された行動統制感

が 4 つの違反全ての意図の重要な予測因子であることを示唆した。４つ

の運転違反の場合、認識された他者期待と、違反行動に関わることを容

易に避けることができるという認識が、違反行動意図への重要な影響因

であることを示唆した。  

知覚された行動統制感は、 4 つの違反全ての行動意図の予測に大きく

貢献し、飲酒と運転、スピード違反、過剰接近、危険な追い越しに関す

る行動意図分散説明率は、順に 21％、 14％、 3％、 7％であった。標準偏

回帰係数は負であり、知覚された行動統制感が増加するにつれて行動意

図が弱まったことを示した。  

TRA に関 する公表された研究の多くは、行動に対する態度が行動意図

の も強い規定因であるとするが、この研究では主観的規範が も主要

な要因であった。その理由は、ドライバーの運転行動は公道で他の交通

参加者と関わりあう公的領域で行われる社会的遂行であり、他者に重要

な影響を与える可能性が高い行為であるからと考えられた。各違反は他

の道路利用者にとって悲惨な結果を招く可能性があるため、主観的規範
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が行動意図の形成に重要な役割を果たした可能性があり、 4 つの運転違

反全てについて、主観的規範が行動意図の形成に重要な役割を果たした

可能性があるという。これらのことから主観的規範への態度変容などの

介入が効果的であるとしている。  

TRA では なく TPB を用いることによって、研究者らはどのような新知

見を得ようとしたのだろうか。  

 

3.3 TRA の限界と TPB への期待  

当時、 TR A の適用は、自分の意志で統制可能な行動の予測に限定され

ることが認識されていた。 TRA は、個 人要因としての特殊なスキルや能

力、実行の機会や他者の協力といった環境側の要因を考慮していない。

これらの要因は短期的には個人の意志、意欲だけでは満たすことができ

ない。  

そこで、意志的統制にない社会的行動を説明できるように、 TR A の発

展形としての TPB は、知覚された行動統制感 (pe rce ived  behav io ra l  

con t ro l： PBC)を説明 変数に付加したのであった。ここで、知覚された行

動統制感は、「行動遂行に関する知覚された困難さあるいは容易さ」で

あり、「予期された障害と同様に過去の経験を反映している」とされる

(Ajzen ,  19 87 ,  p .44 ) 4 )。この「知覚された行動統制感」という変数の付加

によって、計画や準備が必要な複雑な行動や「意志的統制にない行動」

を含む、より広範な行動を予測できると考えられた。  

今日の心理学からみれば、上に述べた改良を加えた TPB にも限界があ

る。 TPB の文脈でいう「意志的統制にない行動」とは、「本人の意志、

願い、思いだけではなかなか遂行可能でない行動」のことである。今日

の 2 過程モデルが解明しようとする「非合理的、自動的側面をもつ行

動」やその決定過程は TPB の適用範囲には含まれていない。 TR A を改良
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した TPB も、衝動的、感情的、自動的側面を持つ交通違反行動を解明す

るには、さらに TPB の拡大を図る必要があった。  

 

3.4 TPB の拡張をめざした研究  

Parke r  e t  a l .  ( 1992 ) 2 )以降、TPB の主要構成概念以外に，各交通違反行 動

予測効率を向上させるために、新たな追加変数 ( add i t i ona l  va r i ab l e s )を設定

する試みが続いた。態度に 関しては「感情的 態度」や「 予期された後悔」、

主観的規範に関しては「個人的規範」、「記述的規範」といった追加変数の

設定がなされてきた。  

例えば、 Parke r,  Man s t ead ,  &  S t r ad l ing  (19 95) 5 )は T P B の基本変数に

「予期された後悔」「個人的規範」を加えて、これらの追加変数が予測

を実質的に改善したことを見出した。以降、 T PB に追加 変数を用いて速

度超過運転行動の予測を行った研究が現在も行われている (  Pa r i s  & Van  

den  Broucke ,  2008 ;  Wa rne r  &  Åberg ,  200 8 ;  Fo rward ,  2009； El l io t t  &  

Tho mson， 2010 など ) , 6 ) , 7 ) , 8 ) , 9 )  

基本的に追加変数は TPB の 基本変数の下位次元に設定されることが多

い。以下では、態度、主観的規範、知覚された行動統制感に関する下位

次元の設定について、個々説明する。  

3.4.1 認知的態度と感情的態度  

TPB で は 「行動に対する態度」として認知的態度 ( cogn i t i ve  a t t i t u de )を

使用するのが長らく標準的であった。認知的態度とは、当該行動に対す る

合理的推論による「良い－悪い」の連続体上の評価 ( ev a lua t ion )である。交

通 違 反 行 動 研 究 に お け る 認 知 的 態 度 測 定 は 、 各 種 交 通 違 反 が 道 交 法 に 違

反 す る 悪 質 な 行 為 で あ る と と も に 危 険 を 招 く 行 為 で あ る こ と を 、 回 答 者

が合理的推論によって認識しているかを測定しようとする。  

こ の 認 知 的 態 度 に 加 え て 、 交 通 違 反 行 動 研 究 で は 感 情 的 態 度 ( a ff ec t ive  
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a t t i t ude )を 追加変数とすることが多い。感情的態度は、当該行動の実行中

に、楽しくなる、気分がよくなる、不安が減るといった理由によって生じ

るところの、「快－不快」の評価である。交通違反は、感情的で衝動的な

側面があるので、感情的態度の測定は重要である。例えばスピードを出 し

て 走 る こ と に よ っ て ド ラ イ バ ー は 快 感 を 得 る な ど の 感 情 的 態 度 の 個 人 差

が 速 度 超 過 運 転 傾 向 の 予 測 に 役 立 つ だ ろ う 。 実 際 に 、 El l io t t  &  Tho mso n  

(2010 )は、感情的態度が認知的態度と同様に速度超過運転行動意図と行動

に影響を及ぼすことを示した。  

他にも TPB を応用する健康行動研究でも認知的態度と感情的態度をよ

く用いるようになっている。前者をクールな態度、後者をホットな態度 と

呼んで、応用研究においては、態度の下位次元に両方の態度を位置付け ら

れるというコンセンサスができつつある (Rhod es  &  Courneya ,2003 ) 1 0 )。こ

こ で ク ー ル な 態 度 で あ る 認 知 的 態 度 は 熟 慮 的 過 程 下 に あ り 、 ホ ッ ト な 態

度である感情的態度は自動的過程下にあるとみることができる。  

このような応用研究の成果の蓄積をうけて、 T PB の提唱 者である

Ajzen  (20 0 6) 1 1 )  は「 行動に対する態度」の下位要素は、認知的態度と感

情的態度であるとして、その測定法を自身の HP で紹介 するに至ってい

る。  

さ ら に 交 通 違 反 行 動 研 究 で よ く 使 わ れ る 感 情 に 関 係 し た 態 度 関 連 概 念

として、「予期された後悔 ( an t i c ipa t ed  r e g re t )」が ある。経済学のゲーム理

論から社会心理学の意思決定理論に導入された概念である。人は後悔を

避けるように行動するという前提をおくと、或る行動選択肢を選択する

と後悔することが予想される場合は別の選択肢を選ぶと予測される。交

通違反行動研究では、事故や違反で検挙されるなど、遂行された行動結

果 が 表 れ た と き に 生 じ る と 予 想 さ れ る 後 悔 や 罪 悪 感 な ど の 自 己 意 識 的

感情を指す。実際の項目例を示す。  
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Conne r,  Lawton ,  Pa rk e r,  Cho r l t o n ,  Mans t ead ,  &  S t r ad l ing (2007 ) 1 2 )が使用

した速度超過に対する「予期された後悔」の項目の一つは、“ I  wou ld  r eg re t  

d r iv ing  10 mp h  o r  mo re  above  t he  pos t ed  speed  l imi t  on  a  ru r a l  r oad  du r ing  

t he  da y” (日中の郊外道路の制限速度を時速 10 マイル以上で運転すると

後悔するだろう )で あった。評定は un l ike ly - l i ke ly の 7 件法であった。項

目表現からみて感情的態度に含まれるとともに、内在化された規範であ

る 個 人 的 規 範 を 破 っ た 時 に 生 じ る 後 悔 の 度 合 い を 測 定 し て い る と 考 え

られる。 Conne r ら の研究でも道徳的規範 (mo ra l  no rm)と 「予期された 後

悔」の間には . 71 の高い正相関が報告されており、道徳的規範はここでい

う個人的規範と同じであることから、先の推論が成り立つと考えている。 

A jzen  & Sh e ikh  (2013 ) 1 3 )は、「予 期された後悔」を 含む上位概念として、

予期された感情 ( an t i c ipa t ed  a f f ec t )を設 定した。行 動遂行により、その 結果、

生じるであろう感情に関する信念を指す。生じる感情として後悔以外に、

心配や緊張、満足感などを含む。行動を実行中の「快―不快」の評価が「感

情的態度」であり、行動遂行後の感情予想の信念が「予期された感情」と

いう違いがある。  

3.4.2 記述的規範と個人的規範  

記述的規範は、社会規範の下位分類の一つである。Cia ld in i ,  Ka l lg ren ,  &  

Reno  (199 1) 1 4 )  は社 会規範を、多くの人が是認する／しないという知覚に

基づく「 命令的規 範 ( i n jun c t ive  no r m)」と、多 くの人が 実際に行 っている

行動であるとの知覚に基づく「記述的規範 (de sc r ip t i ve  n o rm)」の 2 つに分

けた (C ia ld in i ,  e t  a l . ,  1991 ,  p . 20 3 )。この「記述的規範」が追加変数として、

「主観的規範」、次に紹介する「個人的規範」とともに用いられる。  

規 範 関 係 の 概 念 で も 行 動 意 図 に 影 響 す る と さ れ る の が 「 個 人 的 規 範

(pe r son a l  n o r m)」で ある。Sch warz (1977 ) 1 5 )  によれば、「個人的規範」は道

徳 的 義 務 の 感 情 と し て 経 験 さ れ 、 内 在 化 さ れ た 価 値 観 に 基 づ く 期 待 と さ
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れる。 Parke r,  Man s t ead ,  &  S t r ad l ing  (19 95) 5 )は、 個人が重要であると考え

る規範的価値 (個人 的に～すべきだと思っていること )を「個人的規範」と

している。 Mans tead  &  Pa rke r  (1995) 1 6 )  は、交通行動の 10〜 15％が「個人

的規範」によって説明できると結論づけた。  

ここで、上記３つの規範の関係をまとめておく。当該行動をすること を

多 数 者 が 是 認 し て い る と 知 覚 （ 命 令 的 規 範 )し 、 そ の 行 動 が 多 く の 人 が 実

際にしていると知覚  (記述 的規範 )  することは、当該行動遂行に対する重

要他者からの知覚された社会的圧力と同調である「主観的規範」を形成 す

ることにつながる。さらに内在化された道徳的規範である後述の「個人 的

規範」をも伴うならば、より行動意図を形成しやすくなる。  

De  Pe l s ma cke r  &  Ja ns sen s  (20 07) 1 7 )は、「個人的規範」、「記述的規範」、

「主観的規範」、「個人的アイデンティティ」などの規範関連変数が制限 速

度超過運転行動に対する「態度」に影響を与え、「態度」を経て間接的に

「行動意図」、「行動」に影響を与えることを明らかにした。  

3.4.3 知覚された行動統制感の下位要素としての能力と自律性  

近は、知覚された行動統制感の下位次元として、T P B を用いた研究で

は 、 ｢知 覚さ れ た行動 統 制感」 を 、「 能力  ( ab i l i t y， capac i t y )」 と 「自律 性

( au tono my )」の  2 つ の下位概念に分けることがある。「能力」は研究者に

よって「自己効力感 ( s e l f  e ff i cac y )」と よばれることが多い。「能力」、「自

己効力感」ともに特定行動を実行する／しないに関する (知覚さ れた )能力

を指す。「自律性」は「統制可能性 ( co n t ro l l ab i l i t y )」とも よばれる。  

速度超過運転行動に TPB を 適用した Chung  (20 15) 1 8 )  は、「能力」測定

のために、急ぎの事態を表現したシナリオの状況下で「私は 20k m /  h を

超えることができると確信しています」という項目を使用した。「自律性 」

の測定には、シナリオの状況下で「私が制限速度 20k m /  h 以上で走行す

るかどうかは私次第である」という項目を使用した。T PB モデル の推定結
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果 (Chung ,  2015 ,  p .8 3 ,  F ig .2 ) 1 8 )は「能力」は行動意図への有意な正の影響

力をもったが、「自律性」はそうでなかった。総じて、速度超過運転行動

の研究において、「自律性」は行動意図に影響をもたず、「能力」は、速 度

超過運転意図に正の影響をもつ傾向にある。  

 

3.5 2 過程モデルへの過渡期  

これらの追加変数を網羅した研究として El l io t t  &  Tho ms on(2010 ) 8 )の研

究を紹介する。道具的態度 (＝認知的態度 )およ び感情的態度、主観的規

範および記述的規範、知覚された統制可能性 (pe rce i ved  con t ro l l ab i l i t y )、

自己効力感、道徳的規範、予想された後悔、自己同一性、および過去の

スピード違反行動を加えた測定を行った。 6 カ月後に、自己報告式でス

ピード違反行動を測定した。  

この研究における道徳的規範は前節で紹介した個人的規範のことであ

る。また、知覚された行動統制感 (pe rce ived  beh av io ra l  con t ro l )に関 する

測定のために、同研究では、違反をしないように自己コントロールでき

る信念の強さを測る自己効力感 ( s e l f  e ff i cac y )と 知覚された統制可能性

(pe rce ived  con t ro l l ab i l i t y )の下 位次元を設定した。知覚された行動統制可

能性は、外的環境 (例：他の車両が速い。流れにのって走行すると速度超

過になりがちである )に対す る統制感である。ここでは「次の 6 か月間、

制限速度を超える速度での運転を避けることはあなたの制御下にあると

どの程度感じますか？」という項目が使用された。  

分析の結果、拡張された TPB モデルは、時点 1 の行動意図分散の

68％と、時点２で測定された自己報告による行動分散の 51％を説明し

た。行動意図の予測因は、道具的態度、感情的態度、自己効力感、道徳

的規範、予想される後悔および過去の行動であった。行動の独立した主

要な予測因は、行動意図、自己効力感、予期された後悔、および過去の



68 
 

行動であった。知覚された統制可能性や自己同一性は独自の影響力を持

たなかった。  

この論文の中で、過去の行動の扱いをめぐる議論の紹介の際に、安定

した環境下で行動が繰り返されると習慣化され、自動的に行動が発現す

ることや、記述的規範や予期された後悔が行動を自動的に発現するなど

が論じられている。また、近年、速度超過運転行動研究に用いられ始め

た Pro to type  Wi l l i ng nes s モデ ルに関する研究が文献に挙げられているな

ど、 2 過程モデルへの移行をうかがうことができる。  

速度超過運転行動に習慣が大きく影響することを示し、後続の研究に

影響を及ぼした研究が De Pe l sma cke r  &  Jans sen s  (2007 ) 1 7 )の研究である。

De Pe l s ma cke r  &  Jan ssen s  (200 7)は，ベ ルギーのドライバー 333 名を対象

とした調査データに基づき、制限速度超過運転を規定する要因を構造方

程式モデリングで明らかにした。  

 

 

図 3-1 制限速度超過運転行動のパスモデル (De Pelsmacker & 

Janssens， 2007)  1 7 ) 
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図 3-1 のモデルに基づいて、行動に及ぼす標準化された総効果が構成

概念ごとに求められた結果、 4 つの主要な影響因が見出された (De  

Pe l sma cke r  &  Jan s sen s ,2007 ,p .11 の Tab le5 ) 1 7 )。  

一番の要因は、習慣であった (総効果 ＝ . 787 )。 習慣は直接的、間接的

に大きな影響を与えた。 2 番目の要因は速度超過運転行動意図 (総効果

＝ . 471 )で あった。 3 番目の影響因は個人的規範 (総効果 ＝ . 307 )で あり、 4

番目が速度超過に対する態度 (総効果 ＝ . 300 )で あった。知覚された行動

統制感 (pe rce ived  beh av io ra l  con t ro l )は当 初仮定された行動への影響力を

もたなかったため、 終的に採択されたモデルでは外された。  

 Sh ina r (2 007) 1 9 )は 、 De Pe l sma cke r  &  Jans sens (20 07)の行動 意図よりも習

慣の方が行動への影響が強かった結果から、 ”Th i s  mean s  t ha t  much  o f  ou r  

speed ing  b ehav io r  i s  hab i tua l ,  e s sen t i a l l y  i nvo lv ing  n o  consc iou s  

dec i s ion . ”、つまり、私たちのスピード違反行動の多くが習慣的であり、

本質的に意識的な決定を伴わないことを意味する (Sh ina r,2007 ,p . 2 78 )と受

け止めている。  

なお、制限速度超過運転行動意図は速度超過運転行動に対する認知的

態度に影響を受けるが、個人的規範は制限速度に対する感情的態度と速

度超過に対する態度を介して間接的に速度超過行動意図に影響を及ぼ

す。したがって、個人的規範は第 3 番目の影響因として、行動意図に影

響を与えた。   

 

3.6 ２過程モデルとしての修正された TPB モデル  

追加変数を加えて TPB の拡 張を図った研究の流れのあとに、交通違反

行動の自動性を捉えるために習慣理論や 2 過程モデルの影響をうけた研

究がでてきた。 TPB は前身の熟慮的行為理論 (TRA)とと もに熟慮的過程

を前提とした態度―行動関係の理論であるが、熟慮的過程と自動的過程
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の 2 過程モデルが基礎社会心理学の領域で研究が盛んに行われるように

なったことが、交通違反研究における自動性を考慮した修正 TPB モデル

への動きを生んだ。以下では、まず、 2 過程モデルについて紹介し、そ

の後、修正モデルの展開を論じる。  

3.6.1 ２過程モデルとは  

2 過程モデルあるいは 2 重過程モデル (dua l  p roces s  mod e l )とは、 人間に

は 2 つの情報処理過程、すなわち自動的過程と熟慮的過程が備わってい

るとするモデルの総称である。人は熟慮すれば行わないような非合理的

な意思決定をすることがしばしばあるが、その理解のために有効とされ

る見方である。 近ではビジネス書にまで、自動的で即断的に進む「シ

ステム 1」と熟慮的な「システム 2」の分類が紹介されるに至ってい

る。  

2 過程モデルは、認知、推論、説得、自己制御など、適用分野によ

り、様々ある。感情や衝動を含まない意志決定や推論研究に用いられる

2 過程モデル以外に、システム１に感情を入れた Kahaneman  (20 03) 2 0 )に

代表されるモデルが有名である。さらに、感情と衝動性を含んだ Eps te in  

(1994 ) 2 1 )と Metca l f e  &  M isch e l (1999 ) 2 2 )のモデルや、 St rack  & Deu t sch  

(2004 ) 2 3 )の自己制御に関係するモデルもある。交通違反行動は、快感情

を求めて衝動的に行われたり、自己制御の失敗であったりする側面があ

る。そこで、感情、衝動性、自己制御に関する 2 過程モデルが参考とな

る。  

Eps t e in  (1 994) 2 1 )は CEST(Cog n i t i ve  Exp e r i en t i a l  Se l f -Th eory )というモ デ

ルを提案した。経験的 ( expe r i en t i a l )処 理過程がシステム１，合理的

( r a t i ona l )過程がシステム２に対応する。経験的過程は分析的でなく包括

的、全体的に処理され、快を求め、苦を避ける原則にしたがった感情的

側面があり、迅速ですぐに行動に結びつきやすいなどの特徴がある。合
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理的過程は、分析的、論理的であり、事態の意識的評価によって行動に

結びつき、そしてその処理は遅い。経験的処理が高度化すると合理的過

程と交互作用することがある。  

Me tca l f e  &  Misch e l  (1999) 2 2 )は ，マシュマロ実験のような満足遅延

(de l a y  o f  g ra t i f i c a t i o n )パラダ イムにおける自己制御に成功あるいは失敗

する過程を理解するために、システム 1 とシステム  2 をホットシステム

(感情的、 衝動的、反射的である )とク ールシステム (感情 から独立し、柔

軟で熟慮的だが遅い )と名付 けるモデルを提案した。ホットシステムの内

部にある感情の断片のホットスポットが活性化すると，感情的反応に従

った合理的ではない行動をしてしまうが、クールシステム内にあるクー

ルノードが活性化すると合理的な行動をするというものである。  

S t r ack  & Deu t sch  (20 04) 2 3 )は社 会的行動を説明するモデルとして、熟慮

( r e f l ec t i v e )システム と衝動 ( i mpu l s ive )シ ステムが交互作用することを強

調したモデルを提案した。 10 個の原則的命題が提案された。例えば、衝

動システムは熟慮システムに働きかけるが、その逆はない。熟慮システ

ムは認知資源を多く使うが、衝動システムはそうでない。熟慮システム

では意味関係を介して宣言的知識同士が接続するが、衝動システムでは

知識は連想関係 (一 貫性・類似性関係 )によりリンクする。熟慮システム

の決定は、価値とその達成確率の観点から、将来状態の評価によって導

かれるが、衝動的システムは行動スキーマの活性化の広がりを通して行

動が生じるといったことが記述されている。この社会的行動に関する熟

慮―衝動モデル ( r e f l ec t i ve– i mpu l s ive  mo de l  o f  soc i a l  behav io r )とニュー ロ

イメージングなどの神経心理学的研究が接続することで、意図によって

制御が困難な社会的行動の衝動的側面を理解できるとしている。  

本研究は、交通違反を理解する枠組みとして、熟慮的過程に重きをお

いた計画的行動理論よりも、感情や衝動を含んだ自動的過程と熟慮的過
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程の 2 過程モデルとしての修正された計画的行動理論の方が利用可能性

は高いと考える。そして、自動性の特徴をそなえた習慣だけでなく、衝

動や感情的態度の影響を受ける行動意図や行動は自動的過程の影響を受

けていると考えた。他方、 T PB の主要 変数の影響を受ける行動意図や行

動は基本的に熟慮的過程の影響を受けていると考えられる。特に行動に

対する態度の下位次元の評価的態度と主観的規範の影響を受けた場合

は、熟慮的行為理論の仮定通りに、熟慮的過程の影響を受けていると考

えた。もちろん、行動意図を形成する際に、自動的過程と熟慮的過程の

両方から影響を受けていることもありえると考える。  

 そこで、本研究では自動性を備えた習慣、そして感情と衝動性を含む

自動的過程および熟慮的過程の 2 過程モデルを背景として交通違反行動

の規定因について議論をすすめていくことにした。  

2 過程モデルに関する批判として、論者によって異なるモデルや内容

があって未整理である点、ある処理がどの過程であるかは事後的で恣意

的である点、隠喩以上の実体のある神経処理過程が存在するかどうかが

確定的ではない点があげられることがある。しかし、少なくとも交通行

動を理解するうえでは、有用な視点を与えてくれると考えた。  

3.6.2 2 過程モデルからみた交通行動の理解  

交通行動も、システム１に該当する即断的で高速処理される自動的処

理過程 ( au to ma t i c  p ro ces s )と、 システム２にあたる制御下過程 ( con t ro l l ed  

p roces s )あ るいは熟慮的過程（ r e f l ec t iv e  p roc es s）の両観点から理解可能

だとするのが本研究の立場である。  

ドライバーの平常時の運転操作行動は無意識的、あるいは無自覚な操

作の連続であり、自動的行動である。熟練のドライバーはいちいち意識

的な決定に基づかずとも、前方への注意をある程度保ったまま、ほぼ自

動的に運転操作をすることで効率的かつ疲労を軽減しながら運転する。
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これらのことから、交通違反行動を理解するには、熟慮的過程とともに

運転時の無自覚的な速度調整行動や衝動的操作傾向を含む自動的過程を

考慮すべきである。  

熟慮的過程は、意識的、意図的で、中断可能な特性をもつ熟慮による

推論、意思決定過程であり、自動車運転の初心者や取締り地点にさしか

かった場合に優位となる心的過程である。  

自動的過程は、努力不要で、速く、本能的で、自覚も制御もできない

脳内神経活動による処理過程であり、ついうっかり違反行為をしてしま

うときや普段の運転時にも作動している認知過程である．衝動や快感情

追求によって、熟慮はされず、自動的過程に従った行為をしてしまいや

すい。  

この 2 過程モデルへの関心の広がりの影響で、交通心理学にも自動的

過程を扱う動きが表れ始めたとみられる。 初に、交通違反行動の自動

性を捉えるために「習慣」概念を利用する動きが表れ、次いで青年の健

康リスク行動研究に用いられていた TRA の 2 過程モデルへの修正モデル

である Pro to type -Wi l l i ngnes s  M ode l (PWM )が交通違 反行動研究に次第に用

いられはじめた。  

 

3.7 自動的過程としての習慣を加えた TPB 

 TPB を 用いた交通違反行動研究において、追加変数としての「習慣

(hab i t )」 が用いられるきっかけとなったのが、 De Pe l sma cke r  & Janssens  

(2007 )  1 7 )の研究である。 De Pe l sma cke r  &  Jan s sen s  (2007 )は 、習慣強度の

測度として用いた「過去の行動頻度」が、 ｢行動意図 ｣、 ｢行動」に も

強く影響することを確かめた。  

近の神経科学は、単なる行動の頻度とみなされてきた習慣の機能性

を明らかにした (Grayb ie l  &  Smi th ,  2014 ) 2 4 )。文脈 手がかり  ( con tex t -c ued )
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を知覚するだけで、習慣実行に関わる神経システムが活性化し、一連の

チャンク化した行動連鎖が自動的に発生することを明らかにした。そし

て、習慣的行動は、自動性を持つことが認識され、意識的、熟慮的な意

志決定以外の心理過程であることが認識されていった。  

Ba rgh (199 4) 2 5 )によ る自動性 ( au to ma t i c i t y )研究な どにあるように、今日

の社会心理学は、熟慮下の行動だけでなく自動的行動も扱うようになっ

たことも影響し、交通違反行動研究においても自動的過程が次第に扱わ

れるようになった。  

例えば、 Xu,  L i ,  &  Zhang  (2013 ) 2 6 )は、 T P B を 2 過程モデルに拡張しよ

うとした研究である。対象行動は乱横断である。中国の歩行者が乱横断

をする意図の決定因を明らかにしようとした。この研究で用いた拡張モ

デルのうち TPB に よって説明されるプロセスは熟慮的過程と同義の制御

下過程 ( co n t ro l l ed  p roces s )であ り、「過去の行動」に影響される過程は自

動的過程をとらえるとした。成人 323 人に対する調査データの分析によ

れば、個人的規範は交通違反の意図と有意に関連していたのに対し、記

述的規範は有意ではなかった。「過去の行動」は、違反意図の分散の

42％を説明した。 2 過程モデルにしたがうと、歩行者の乱横断意図の形

成は、 TPB の基本成分よりも「過去の行動」によって測定される習慣に

大きく影響を受けることを明らかにした。  

速度超過運転行動への適用は Chung  (2015) 1 8 )に よってなされた。

Chung は熟慮的過程に関わる TPB の 測度に加え、習慣と感情傾向を測定

することによって自動的に作動する認知や感情によって突き動かされる

自動二輪ライダーの速度超過運転行動をとらえようとした。自動性をも

つ習慣特性と強度を測る Verp lanken  & Orbe l l  ( 20 03) 2 7 )によ る SRHI(Se l f -

r epo r t  hab i t  i ndex )を 翻案し、自動二輪車で制限速度 20 キロ以上の速度超

過で運転をする習慣を測定し、その習慣が行動意図を規定するととも



75 
 

に、 TPB の基本変数らが習慣も規定するという多変量媒介モデルを検証

している。  

Jovanov i ´c ,  S raml ,  M a tov i ´c ,  &  Mi ´c i ´c  (2 017) 2 8 )の 目的はスピード違反の

決 定 要 因 を 測 定 す る 尺 度 の 内 的 整 合 性 と 信 頼 性 を 明 ら か に す る こ と 及 び

速度超過運転行動に関する修正された TPB モ デルの予測的妥当性をテス

トすることであった。 Srpska 共和国の 5 つの地域社会からの 546 人の 自

動車運転者を対象としてアンケートが行われた。主成分分析によって、個

人的規範、知覚された行動統制感、速度超過運転に対する感情的態度、主

観的規範、習慣、記述的規範、および速度超過運転に対する認知的態度と

して解釈される 7 つの要素があることを明らかにした。  

構造方程式モデリングにより、「速度超過運転行動モデル」が推定され

た。個人的規範、主観的規範および感情的態度は、スピード違反を理解す

る上で、修正された TPB 内 の重要な変数であることが示された。全体と

して、本調査の結果は、農村道路での速度超過運転行動に関連する修正 さ

れた TPB の理論的枠組みについて支持するものであった。「速度超過運転

行動モデル」に基づいた介入に関する示唆が議論されている。  

 

3.8 TRA を修正した 2 過程モデルとしての prototype-willingness 

model 

交通違反研究で用いられた熟慮的過程を主に対象とする計画的行動理

論に 近の違反習慣を組み入れて 2 過程を対象とする流れに、本研究は

位置づけられる。一方、 近の新たな流れとして、熟慮的行為理論を修

正した 2 過程モデルが交通違反研究で用いられ始めた。それが

pro to t ype -wi l l i ngn ess  mode l (PWM )であ る。ここでは簡単にその概要と適

用された研究を紹介しておく。  

PWM は、 Gibbon s  &  Ge r ra rd (1 995) 2 9 )に よって提唱された 2 過程モデル
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の一種であるとともに、 TR A の改良モデルでもある。主に青年や若年成

人の健康リスク行動の予測と理解のためのモデルとして利用されてき

た。例えば、過度の飲酒、避妊を考えない性行為、暴走行為、喫煙に従

事する若者のリスク行動が研究対象である。  

意志的行動 (vo l i t i on a l  behav io r )に適用さ れる熟慮的行為理論や計画的

行動理論による健康リスク行動の予測を改善するために、 PWM は対人

的、社会的状況に対する反応に注目した。 PWM は、リスク行動に至る 2

つの経路として、態度と主観的規範が行動意図の予測因となる合理的経

路 ( r ea soned  pa th )に 加えて、リスクにつながる社会的状況に対する自発的

反応としてリスク行動が発生する社会的反応経路 ( so c i a l  r e ac t ion  pa th )を

想定する。  

PWM は、行動を予測する 近接要因として、行動意図と行動意欲

(behav io ra l  wi l l i ngnes s )の 2 つを使用するのが特徴である。行動意図は、

熟慮的行為理論にしたがい、態度と主観的規範の影響を受けた熟慮的意

思決定であり、合理的経路に対応したものである。他方、行動意欲

(behav io ra l  wi l l i ngnes s )は、状 況に対する反応的意思決定であり、社会的

反応経路に対応したものである。行動意欲 (be hav io ra l  w i l l i ngnes s )は、態

度、主観的規範に加えて、プロトタイプイメージ (p ro to type  i ma ge :リスク

行動をもっぱらする典型的人物に関するイメージ )から より重要な影響を

受けると仮定されている。速度超過運転行動の場合、プロトタイプイメ

ージは、速度超過運転をしょっちゅうするヤンチャな若者、走り屋とい

った典型人物に対するイメージである。  

行動の直近の予測因として新しく導入された行動意欲 (behav io ra l  

w i l l i ngn ess )は、人 がリスク行動をする機会や状況に置かれた場合、リス

ク行動を受け入れる意思や心的準備状態である。 behav io ra l  w i l l i ngnes s

は、行動意欲と訳されるが、むしろリスク行動をする機会や状況への開
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放性 (open ness )であ る。言い換えれば、リスク行動への誘惑のある状況

(例：仲間 から誘われる、魅力的な異性の前でいい格好をしたい、急いで

いるときに道がすいてきたといった状況 )を受 け入れる意思や心的準備状

態のことである。  

この行動意欲に影響を与えるのは、プロトタイプイメージであり、二

つの下位要素がある。それらは、当該のリスク行動をとる典型的な人物

イメージ (プロトタイプイメージ )に対 し、かっこいい、大人びていると

いった肯定的イメージの度合いであるプロトタイプ好意度 (p ro to type  

f avo rab i l i t y )と、自 分がそのプロトタイプイメージとよく似ているかどう

かを測るプロトタイプ類似性 (p ro to t ype  s i mi l a r i t y )である 。  

プロトタイプ好意度およびプロトタイプ類似性が高い人は、リスク行

動をとる準備状態にあたる behav io ra l  w i l l i ngn es s が高くなり、リスク行

動をとる機会や状況にいると、思慮なく実行してしまいやすいと想定さ

れる。プロトタイプは記憶から活性化されると、しばしば低い意識水準

にある意図とともに行動反応を素早く引き出してしまうからである。  

このように PWM は、非意図的、自動的についついおこなってしまい

がちなリスク行動を扱うための理論的構成要素を、熟慮的行為理論の構

成要素と連携させて修正した 2 過程モデルである。現在、青年や若年成

人の男性に多いとされる速度超過運転行動に適用されつつある。  

その初期の取り組みとして、 Cr i s t e ,  Pa ran ,  &  De lho mme  (2 013) 3 0 )は 、若

年ドライバーを対象に、計画的行動理論を拡張するために、様々な追加

変数を加えた調査をおこなった。その変数の中に速度超過運転をするプ

ロトタイプとの知覚された類似性 (制 限速度を上回って走行するドライバ

ーとどの程度似ていると考えるか )、 制限速度を遵守するプロトタイプイ

メージ (制 限速度を遵守するドライバーはどの程度危険と思うか )を測定

したものを追加した。典型的な危険ドライバーと自己同一視することで
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速度超過運転をするという関係が示唆された。  

近の比較的まとまった PWM を応用した試みとして、 El l i o t t ,  

McCa r t an ,  Bre ws te r,  Coy l e ,  Emerson ,  &  Gibson  (201 7) 3 1 )があ る。彼らは

TPB に比 して PWM のほうが行動をよりよく予測するかどうかを検討し

た。まず TPB の独 立変数として行動意図、態度、主観的規範、知覚され

た行動統制感を使用した。そして PWM の独立変数としてプロトタイプ

類似性とプロトタイプ好意度を用いた。本来の PWM においては

pe rce ived  vu lne rab i l i t y (知覚さ れた脆弱性、言い換えると行動のリスク認

知 )を態度 として用いるところを、この研究は TPB にお ける行動に対す

る評価的態度を用いた。  

事前に測定された TPB およ び PWM の独立変数群から 1 か月後に速度

超過運転行動の頻度を自己報告させた「行動」を予測した。従属変数を

TPB の基 本変数に限った場合のパス解析 (モデ ル１ )の結 果、速度超過運

転行動の分散の 72%を説明した。この TPB モ デルに PWM 関連変数を追

加したパス解析 (モ デル２ )は 速度超過運転行動分散の 89％を説明し、

TPB のみ で説明された分散を大きく上回った。  

行動意図と行動意欲の両方が行動に直接影響力をもったが、行動意欲

のほうが有意に大きな効果を持った。このことから、速度超過運転行動

は、態度と主観的規範による合理的意思決定である行動意図よりも、プ

ロトタイプ類似性、態度、主観的規範に規定された「スピードを出した

くなる状況に置かれた時についついしてしまう反応」としての行動意欲

によって影響を強くうけることを示唆した。  

これまで見てきた内容から判断すると、 PWM は TRA と TPB の修 正 2

過程モデルとして、有望なモデルであるといえる。特に青少年のリスク

行動を理解するうえで有効な概念を提供している。さらに、具体的な介

入策への示唆が得られやすいというメリットがある。例えば、プロトタ
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イプ好意度やプロトタイプ類似性が行動意欲に影響していることが分か

れば、プロトタイプに対する否定的な情報提供を用いたキャンペーンや

教育がリスク行動抑制につながると考えられる。  

今後、日本のドライバーの速度超過運転行動に適用するにあたって、

危険な運転行動をする典型的な人物イメージの詳細 (そ の内容と適用年齢

範囲 )を事 前に調べておく必要性、モデルの主要な概念を測定する方法の

開発など、様々な課題が残されている。  

 

3.9 TPB にもとづく介入研究  

 心理学の目的は記述 (de sc r ip t i o n )・ 理解 (unde r s t and ing )・予測

(p red ic t ion )・コント ロール ( co n t ro l )であ る。 TPB の諸変数を用いてドラ

イバーの違反行動やその行動意図を規定する要因がみつかれば、それら

の要因に対して、コントロールすることをねらった態度変容技法を用い

た介入法の開発が目指されなくてはならない。 TPB を 用いた応用研究が

終的にめざすのは、速度超過運転行動に影響を与える要因のコントロ

ール、すなわち変容 ( change )によって、速度超過運転行動を低減させる

ことである。交通違反行動研究において態度・行動変容を目指した介入

研究は数少ないが、代表的な研究をここで紹介しておく。  

E l l i o t t  &  Armi t age  (2 009) 3 2 )は 、一般ドライバーを対象として、制限速

度順守を促進するための TPB をベースにした介入の有効性をテストし

た。実験デザインはランダム化比較デザイン ( r ando mized  con t ro l l ed  

des ign )で あり、参加者 (N＝ 3 00)は、無 作為に実験的条件 (信念を変えるよ

うに設計された説得力のあるメッセージの条件 )か、対 照条件かに分けて

割り当てられた。郵便によるアンケート配布と回収が行われた。対照群

(N=159 )は アンケートのみ回答が求められた。実験群 (N＝ 141)は 、アンケ

ート回答後、実験的操作を受けた。実験的操作は小冊子の形でおこなっ
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た。参加者にはアンケートと一緒に小冊子が「指示されるまで開かない

でください」と書かれた封筒に入れて送られた。ベースラインを測定す

るためのアンケートの 後に封筒を開けて小冊子を読むように指示があ

った。ベースライン測定の 1 ヵ月後に、アンケートを返した全ての参加

者にフォローアップアンケートが送られた。  

結果は、介入メッセージがコントロール信念の変容に有意な影響を及

ぼし、そして知覚された行動統制感および報告された行動を有意に増加

させることを示した。  

この実験で用いられた行動信念、主観的規範および知覚された行動統

制感の変容に用いられたメッセージを章末に示した。  

S t ead ,  Taag ,  Mar i e ,  MacKin tosh ,  &  Ead ie  (2005 ) 3 3 )は、マスメディアを通

じて広く一般にむけた TPB にもとづく介入効果を実証した。スコットラ

ンドで、態度、主観的規範、知覚された行動統制感の個々の態度変容を

目的にした TV 広告 3 種の放映を行うキャンペーン (Th e  Sco t t i sh  Road  

Sa fe ty  Camp a ign  Fo o l s sp eed  campa ign )が行われた。広告の放映は 1998 年

から 2001 年までの 3 年間通じて行われた。  

4 年間の縦断的コホート研究によってキャンペーンの影響を調べた結

果、態度の大幅な変化と速度超過運転行動についての感情的信念の変化

が報告されている。なお、主観的規範には弱い影響があったが、知覚さ

れた行動統制感には影響が認められなかった。この結果について、態度

広告が先行して放映されたため、接触回数が多くなったことに起因する

可能性が指摘された。主観的規範と知覚された行動統制感は、個人内要

因だけでなく、外部要因の影響をうけるために、態度変容の効果は低か

ったのではないかと解釈された。記憶に残りやすい交通安全広告を用い

れば、事故の悲惨で強烈な場面やメッセージを使用する必要がないこと

も示唆されている。  
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態度変容に焦点をあてた TV 広告シーンの内容を以下に紹介する。  

『 3 0 代 の 男 性 ド ラ イ バ ー が 住 宅 街 を 運 転 し て い ま す 。 彼 の 別 の 自 我 /良 心 は バ ッ ク ミ ラ

ー に 現 れ 、 ド ラ イ バ ー が 以 前 に 抜 き 去 っ た 車 が 交 通 信 号 灯 で 彼 の 車 に 追 い つ い た こ と に 気

づ か せ る こ と に よ っ て 、 都 市 部 で の ス ピ ー ド 違 反 の 愚 か さ を 指 摘 し ま す 。 ド ラ イ バ ー が 学

校 に 近 づ く と 、 良 心 は ス ロ ー ダ ウ ン す る べ き だ と 主 張 し 、 ド ラ イ バ ー は 「 ほ と ん ど の ド ラ

イ バ ー よ り も 上 手 だ 」 と 反 論 し ま す (し た が っ て 速 度 を 安 全 に 処 理 で き る と い う 意 味 で

す )。 若 い 女 性 が 小 さ な 子 供 と 一 緒 に 歩 道 を 歩 い て い る こ と に 、 ド ラ イ バ ー の 注 意 が 一 瞬

散 漫 と な り ま す 。 道 路 に 視 点 を 戻 す と 、 前 の 車 が 学 校 前 の 交 差 点 で 停 止 し た こ と に 気 付 い

て シ ョ ッ ク を 受 け ま す 。 運 転 手 は 騒 々 し く 急 停 止 し 、 良 心 は 鏡 の 中 で 頭 を 振 る 。 停 止 線 に

は 「 運 転 中 は 自 分 を よ く 見 ろ (ぼ ん や り す る な )」 と 書 か れ て い ま す 。』 (S t ead ,  Ta gg ,  

Anne ,  MacKin to sh ,  &  Ead ie ,  20 05 ,  p .39 の Tab le1 より引用 )  

 これらの介入研究の成果から、実際に交通安全教育やキャンペーンを

行う際のコミュニケーションメッセージの作成のポイントが指摘でき

る。 El l io t t  &  Ar mi t a ge  (2009 )の研究において介入効果が認められた知覚

された行動統制感のメッセージには、高速運転がさほどの時間節約効果

がないことやリスクを明らかにした後、実行可能性の高い運転法が推奨

された。このメッセージでは、不安喚起などによるメッセージとともに

対処法を対提示されているため、より効果的である。 El l io t t  &  Armi t age  

(2009 )と Stead ,  Tagg ,  Anne ,  M a cKin to sh ,  &  Ead ie ,  D  (2005 )  が 使用したメ

ッセージ内容や映像展開は洗練されており、十分に説得的な内容が作り

こまれている。  

本来、キャンペーンで使用するメッセージや画像は注目をひきつけ、

見栄えが必要であり、そして印象や記憶に残りやすいことが必要である

(東 , 2015 ) 3 5 )。印象に残りやすく、何度も見たくなる TV 広告は、継続的

に放映されることで単純接触効果 (me re  expo su re  e f f ec t ;  Za jonc ,  196 8) 3 6 )が

働いてより効果を生みやすくなる。 T PB を用い た交通違反研究の中で行
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動や行動意図に強い影響を与えた要因に対して、効果的に働きかけるこ

とで、介入、教育効果を上げることができるだろう。  
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付録： Elliott& Armitage(2009)が用いた介入用のメッセージ  

①  行動信念の変容をターゲットとしたメッセージ  

3 0  m p h の 制 限 速 度 を 守 る と 、 事 故 や 歩 行 者 の 怪 我 の 危 険 性 が 減 り 、 危 険 を 簡 単 に 発 見 で き ま す 。

昨 年 だ け で も 、 車 両 が 歩 行 者 を 襲 っ た 3 5 , 0 0 0 以 上 の 交 通 事 故 が あ り ま し た 。 こ れ ら の 事 故 の ほ と ん

ど は 、 時 速 3 0 マ イ ル の 制 限 が あ る 道 路 で 発 生 し ま し た 。 高 速 で 運 転 す る の で は な く 、 時 速 3 0 マ イ

ル の 制 限 速 度 を 守 る こ と で 、 歩 行 者 の 生 活 を 危 険 に さ ら す こ と が 少 な く な り ま す 。 歩 行 者 が 突 然 あ

な た の 目 の 前 に 一 歩 踏 み 出 し た 場 合 、 あ な た は ブ レ ー キ ン グ に 必 要 な 余 裕 時 間 を 得 る で し ょ う 。 時

速 3 0 マ イ ル の 制 限 速 度 を 超 え た 時 速 わ ず か 5 マ イ ル で 、 平 均 し て 車 を 止 め る の に 6  m ( 2 1 フ ィ ー ト )

余 分 に か か り ま す 。 ま た 、 サ イ ク リ ス ト や 歩 行 者 を は ね た 場 合 、 衝 撃 力 は 3 分 の 1 以 上 増 加 し ま

す 。 た と え 周 囲 に 歩 行 者 が い な い よ う に 見 え て も 、 制 限 速 度 内 に 保 つ こ と は 依 然 と し て 重 要 で す 。

誰 か 、 お そ ら く は 子 供 が 駐 車 し て い る 車 の 間 か ら 、 ま た は 停 車 中 の 車 (バ ス な ど )の 後 ろ か ら 外 に 出

る 可 能 性 が あ る た め 、 突 然 停 止 す る 必 要 が あ り ま す 。  3 0  m p h の 制 限 速 度 を 守 れ ば 、 そ の よ う な 危

険 に 気 付 く 可 能 性 が 高 く な り 、 そ れ ら に 反 応 す る 時 間 が 長 く な り ま す 。 3 0  m p h の 制 限 速 度 を 守 っ て

も 、 時 間 に 間 に あ う の は 難 し く あ り ま せ ん 。 多 く の ド ラ イ バ ー は 、 制 限 速 度 を 守 る と 時 間 に 間 に 合

う の が 困 難 に な る と 考 え て い ま す 。 し か し 、 こ れ は 多 く の 場 合 現 実 で は な く そ う 誤 っ た 認 識 を し て

い る だ け な の で す 。 時 速 3 0  m p h の 地 域 で の 運 転 が 一 般 的 に ど の よ う な も の で あ る か を 検 討 し て く

だ さ い 。 時 速 3 0  m p h 以 上 の 道 路 で さ え 、 ロ ー タ リ ー 、 信 号 機 、 横 断 歩 道 、 お よ び 交 通 が 減 速 ま た

は 停 止 す る こ と を 必 要 と す る そ の 他 の も の が あ り ま す 。 前 方 の 車 両 が あ な た か ら 離 れ 始 め て も 、 3 0  

m p h の 速 度 を 維 持 す る こ と に よ っ て 、 あ な た は そ の 車 両 に 追 い つ く こ と に な る で し ょ う 。 彼 ら は 時

間 を 節 約 す る こ と は な く 、 彼 ら は ほ と ん ど ま た は ま っ た く 利 点 を 得 ら れ な い で し ょ う 。 3 0  m p h の 制

限 速 度 を 守 る こ と で 、 よ り リ ラ ッ ク ス し て 燃 料 を 節 約 で き ま す 。 た と え あ な た が 時 速 3 0  m p h の 地

域 を 運 転 し て い る 間 何 も 停 止 す る 必 要 が な か っ た と し て も 、 あ な た が 実 際 に 制 限 速 度 を 超 え る こ と

に よ っ て 節 約 す る 時 間 の 量 に つ い て 考 え て み な さ い 。 3 0  m p h で は な く 3 5  m p h で 1 0 マ イ ル 運 転 し た
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場 合 、 2 分 3 0 秒 し か 節 約 で き ま せ ん 。 そ の 節 約 で き た 時 間 で あ な た が 現 実 的 に す る こ と に つ い て 考

え て く だ さ い 。 さ て 、 あ な た が そ の わ ず か な 時 間 を 節 約 す る た め に 経 験 す る か も し れ な い 全 て の ス

ト レ ス に つ い て 考 え て く だ さ い (例 え ば 、 あ な た ほ ど 速 く 走 ら な い 前 方 の 車 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ

た 欲 求 不 満 の 状 態 に あ る )。 た い て い の ド ラ イ ブ に お い て ほ ん の 数 分 を セ ー ブ す る こ と の 全 て に 価

値 が あ る で し ょ う か 。 制 限 速 度 を 守 れ ば 、 そ の よ う な ス ト レ ス は な く な り ま す 。 あ な た は は る か に

リ ラ ッ ク ス し 、 あ な た の 運 転 ス タ イ ル が よ り ス ム ー ズ に な る で し ょ う (例 え ば 、 あ な た は 頻 繁 に そ

し て 激 し く ブ レ ー キ を か け る 必 要 が よ り 少 な く な る で し ょ う )。 こ れ は あ な た と あ な た の 同 乗 者 の

た め に な る で し ょ う 、 そ し て そ れ は ま た 、 よ り 環 境 に や さ し く 、 経 済 的 に な る で し ょ う  。 よ り ス

ム ー ズ な 運 転 ス タ イ ル は 実 際 に よ り 使 用 燃 料 を 少 な く す る で し ょ う 、 そ し て そ れ で あ な た の お 金 を

節 約 し ま す 。  

 

②  主観的規範の変容をターゲットにしたメッセージ  

あ な た に と っ て 重 要 な 人 々 は 、 あ な た 自 身 が 事 故 を 起 こ す こ と 、 ま た は 自 分 自 身 が 事 故 に 巻 き 込

ま れ る こ と を 望 ん で い ま す か ？  多 く の ド ラ イ バ ー は 、 時 々 制 限 速 度 よ り 速 く 運 転 す る 理 由 は 、 他

の 人 が そ う し た い と 思 う か ら だ と 言 っ て い ま す 。  ド ラ イ バ ー は 、 自 分 に と っ て 重 要 な 人 々 、 ま た

は 彼 ら の 考 え を 尊 重 す る 人 々 が 、 制 限 速 度 よ り も 速 く 運 転 す る こ と を 承 認 す る と 考 え る か も し れ ま

せ ん 。  し か し 、 こ れ は 本 当 で す か ？  走 行 速 度 が 上 が る と 、 交 通 事 故 の 危 険 性 が 高 ま る こ と は 事 実

で す 。  そ れ が 起 こ る な ら ば 、 そ れ は 運 転 速 度 の 増 加 が 事 故 の 重 大 度 を 増 加 さ せ る と い う こ と も 事

実 で す 。 自 問 し て み て く だ さ い 。 私 に と っ て 重 要 な 人 々 は 、 私 が 、 ま た は 自 分 自 身 が 交 通 事 故 に 巻

き 込 ま れ る こ と を 本 当 に 望 ん で い る で し ょ う か 。 私 の 友 達 は 、 私 の ガ ー ル フ レ ン ド /ボ ー イ フ レ ン

ド 、 ま た は 私 の 妻 /夫 、  私 の 両 親 ま た は 私 の 子 供 は 、 事 故 が 起 き て ほ し い と 望 ん で い ま す か ？  

 

③  知覚された行動統制感の変容をターゲットにしたメッセージ 

急 い で 運 転 し ま す か ？ 制 限 速 度 内 に 収 め る の は 実 際 に は 非 常 に 簡 単 で す 。 3 0  m p h の 制 限 速 度 を 守

る こ と は 、 誰 も が す べ き こ と 、 そ し て で き る こ と で す 。 多 く の ド ラ イ バ ー は 、 遅 刻 や 急 い で い る た

め に 、 ス ピ ー ド を 上 げ て い る と 言 っ て い ま す 。 た だ し 、 前 述 の よ う に 、 制 限 速 度 よ り も 速 く 運 転 し
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て も 、 時 速 3 0 マ イ ル の 地 域 で 運 転 す る 場 合 、 そ れ ほ ど 時 間 を 節 約 す る こ と は で き ま せ ん 。 あ な た

が 時 間 通 り に 時 間 を き め 、 前 も っ て 計 画 し 、 そ し て あ な た の 目 的 地 に 到 達 す る た め に 十 分 な 時 間 を

取 っ て お く な ら ば 時 速 ３ ０ マ イ ル の 制 限 速 度 を 保 つ こ と は よ り 容 易 で あ る と 思 い ま す 。 他 の 車 は 制

限 速 度 を 超 え て い ま す か ？ 周 囲 の 他 の 交 通 量 が 制 限 速 度 を 超 え て い る 場 合 は 、 3 0  m p h の 制 限 速 度 を

維 持 す る の は 難 し い と 感 じ る か も し れ ま せ ん 。 た だ し 、 他 の 人 が 運 転 す る 速 度 を 無 視 し て 自 分 の 運

転 に 集 中 す る 場 合 は 、 時 速 3 0 マ イ ル の 制 限 速 度 を 維 持 す る 方 が 簡 単 で す 。 長 く ま っ す ぐ な 道 は ど

う で す か ？ 特 に 長 い 、 ま っ す ぐ で 広 い 道 路 で は 、 時 速 3 0 マ イ ル に 制 限 す る の は 難 し い と 言 う 運 転

手 も い ま す 。 し か し 、 こ れ ら の 道 路 の 多 く で は 、 歩 行 者 や サ イ ク リ ス ト 、 ま た は 頻 繁 に 方 向 転 換 す

る 交 通 と の 衝 突 の 可 能 性 が 依 然 と し て あ り ま す 。 し た が っ て 、 ド ラ イ バ ー が そ れ ら の 道 路 の 制 限 速

度 を 守 る こ と が 重 要 で す 。 あ な た が 毎 時 3 0 マ イ ル の 制 限 速 度 に 保 つ こ と を よ り 簡 単 に で き る 非 常

に 単 純 な こ と が あ り ま す 。  4 速 以 上 の ギ ア で は な く 、 3 速 で ド ラ イ ブ し て み て く だ さ い 。 3 0  m p h で

車 を 運 転 し た と き の 感 覚 は ま っ た く 異 な り ま す 。 3 速 で 走 行 す る と 、 3 0  m p h の 制 限 速 度 を 守 る の が

簡 単 に な る だ け で な く 、 車 両 を よ り 細 か く 制 御 で き ま す 。 例 え ば 、 必 要 に 応 じ て 加 速 す る の が 簡 単

に な り ま す 。 ま た 、 非 常 に 多 く の エ ン ジ ン ブ レ ー キ が か か る た め 、 非 常 時 に 減 速 ま た は 停 止 す る 方

が 簡 単 で す 。  
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第 4 章 危険な運転行動の心理的背景要因 
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4.1 はじめに  

Ti l lman  & Hobb s  (19 49)  以来 1 )、交通事故傾性としてのパーソナリティ

要 因 の 重 要 性 が 認 識 さ れ 、 今 日 で は 交 通 ル ー ル に 対 す る 態 度 や 衝 動 性 な

ど の パ ー ソ ナ リ テ ィ 要 因 が ド ラ イ バ ー の 安 全 ／ 危 険 運 転 行 動 に 影 響 す る

ことが明らかにされている。ところが、現在の事故防止策の多くは、エア

バ ッ ク や 衝 突 被 害 軽 減 ボ デ ィ 、 自 動 ブ レ ー キ 等 の 自 動 車 安 全 技 術 や 道 路

構造による事故防止技術が主流である。そして、運転者の事故の原因と な

るパーソナリティ要因への教育的働きかけは、二次的なものにとどまる。 

しかし、潮目は変わりつつある。きっかけはノーベル経済学賞をうけ た

教育経済学者 Ja me s  Hack man が知能などの「認知能力」よりも、パーソナ

リティ要因をさす「非認知能力」の方が社会経済的地位の予測に役立ち 、

か つ 効 果 的 に 教 育 的 介 入 が 可 能 で あ る こ と を 実 証 し た こ と で あ る 。 パ ー

ソナリティ心理学の動向を展望した高橋 (2016 )は 2 )、Hack man の 業績によ

る影響で、「非認知的能力」であるパーソナリティ特性や自己制御、抑制

に 関 す る 研 究 成 果 に 基 づ く 教 育 的 介 入 策 へ の 関 心 度 が 上 が っ て い る こ と

を指摘している。  

ならば、交通心理学においても、無謀な運転による社会的損失を効果 的

に 低 減 す る 教 育 的 介 入 策 を 講 じ る た め に 、 違 反 や 危 険 な 運 転 行 動 に 影 響

す る パ ー ソ ナ リ テ ィ 要 因 に 関 す る 研 究 が 活 性 化 し て も お か し く な い 。 パ

ー ソ ナ リ テ ィ 心 理 学 で 盛 ん に 研 究 さ れ る 自 己 制 御 に 深 く 関 連 す る 衝 動 性

( i mpu l s iv i ty )を取 り 上げた交 通心理学 的研究が 、実際に 多くみら れるよう

になってきている。そこで、違反・事故傾向性の高いドライバーのパーソ

ナ リ テ ィ 要 因 を 十 分 に 理 解 し て 、 介 入 策 の 効 果 を 高 め て い く こ と が い ま

や必要である。  

本章は、危険な運転行動に関係する態度、パーソナリティ要因に関す る

様 々 な 交 通 心 理 学 的 研 究 を 展 望 し 、 そ の 動 向 を 把 握 す る こ と を 目 的 と す
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る。  

 

4.2 熟慮的行為理論と計画的行動理論の応用  

4.2.1 理論の概要  

ド ラ イ バ ー の 安 全 運 転 の 普 及 を 目 的 と し た 教 育 的 介 入 策 を 実 施 す る た

めには、各行動の科学的理解により、効果的に変容可能な決定要因を見 つ

け る こ と が 必 要 で あ る 。 対 象 行 動 の 要 因 説 明 と 理 解 の た め に も 頻 繁 に

用 い ら れ る 社 会 心 理 学 的 理 論 が 、 熟 慮 的 行 為 理 論 ( t h eo ry  o f  r ea so ned  

ac t i on ： TRA) と そ の 発 展 形 で あ る 計 画 的 行 動 理 論 ( t heo r y  o f  p l an n e d  

behav io r： TPB )であ る (Ajzen ,  1985 ,1991 ;  A jzen  &  F i shbe in ,  20 05 )。 3 ) ４ ) ５ )  

こ れ ら は 態 度 か ら 行 動 を 予 測 し よ う と す る 態 度 ― 行 動 関 係 ( a t t i t ude -

behav io r  r e l a t i onsh ip )の 代 表 的 理 論 で あ る 。 そ の 名 の 通 り 、 合 理 的 で 熟 慮

下にある行動決定を予測することを前提とした理論である。特に TPB は 、

環境保全行動から、交通行動、健康行動といった様々な社会的行動の規 定

因 を さ ぐ り 、 科 学 的 根 拠 に も と づ く 介 入 策 立 案 の た め に 広 く 利 用 さ れ て

いる。交通科学領域では、自動二輪車・自動 車の運転者、歩行者の違反行

動、交通需要マネジメントなどに TPB が幅広く利用されている。ここで

は理論の概要を紹介する (T PB の詳細な解説は第 2，第 3 章参照 )。  

 

図 4－ 1 TPB の理論図式  
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図 4－ 1 にあるように、モデルの予測対象は、行動 (beha v io r )であ る。対

象行動は、特定の状況下での顕在的な反応として、明確に定義すること が

重 要 で あ る 。 TPB は 、 時 間 や 場 所 な ど ( an  ac t i on  d i r e c t e d  a t  a  t a rge t ,  

pe r fo rmed  in  a  g iven  con tex t ,  a t  a  ce r t a in  po in t  i n  t ime： ATC T 要素 )を 、具

体的に特定化した行動の予測に適するからである。  

「行動」を測定するには工夫が必要である。一回きりの行動観察によ る

測 定 値 は 信 頼 性 が 低 い た め 、 よ り 広 範 な 行 動 母 集 団 か ら 、 時 間 や 文 脈 の

様 々 で 生 じ た 行 動 を 選 ん で 、 観 察 結 果 を 集 計 し た 尺 度 値 (mu l t i p l e  

behav io ra l  c r i t e r i on： 多重行動基準 )を利 用すべきとされている。  

行動の直接的先行因は、その行動を実行しようとする意図であり、行 動

に 影 響 す る モ チ ベ ー シ ョ ン を 捉 え て い る と 仮 定 さ れ る 「 行 動 意 図

(behav io ra l  i n t en t ion )」である。当該行動を実行するのに、必要なスキルや

リソース、機会などの実際の条件が揃っていることを意味する「実際の 行

動統制 ( ac tua l  behav io ra l  con t ro l )」 が十 分な場合 、行動意 図さえあ れば行

動 は 生 じ る と 考 え る 。 次 に 行 動 意 図 が 生 じ る に は 、 行 動 に 対 す る 態 度

( a t t i t ude  t o wa rd  t he  behav io r )、主観的規範 ( sub jec t i ve  no r m)、および知覚さ

れた行動統制感 (pe rce ived  beh av io ra l  con t ro l )の 3 要因が必要である。  

まず「行 動に対する態度」は、その 行動に対する好意あるいは非好意的

な評価の程度、と定義される心理要因である。Fi shb e in  (1967a ,b )は 6 ) ，7 )、

この態度を信念 (be l i e f )の集計 ( agg rega t ion )として 定式化した。これを期待

―価値モデル ( expec t ancy -va lue  mode l )といい、行動に対する態度は、行動

に よ り 生 じ る 成 果 や 、 行 動 を 実 行 す る こ と に よ っ て 発 生 す る コ ス ト な ど

の他の属性と結びついた「行動的信念」の集合によって決定づけられる と

した (他の 要因も同様のモデル化がされる )。態 度は想起しうる ( ac ces s ib l e )

各 行 動 的 信 念 に 対 す る 期 待 の 強 度 と そ の 結 果 や 成 果 の 評 価 の 積 和 と し て

モデル化される (次 式 )。  
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(1 )   Ao=∑ b i e i  

ここで Ao は対象 O に対す る態度、 b i は信念 (ここでは対象がある属 性

I をもつ主観的確率 )、 e i は属性の主観的評価である。  

例えば「速度超過運転をすると目的地へ早くつける」という信念の期 待

(そ う‐そ うでない )とその主 観的評価 (良い‐悪 い )の選択 肢に与え た数値

の 積 を 求 め る 。 速 度 超 過 運 転 の 他 の 信 念 に つ い て も 信 念 の 強 度 と 主 観 的

評価の積を求め、そして合計する。このように信念と主観的評価の積和 に

よって態度測定を行うことを、信念に基づく測定 (be l i e f -b ased  mea su re s )と

いう。この測定法は交通違反行動の研究で採用されることがあるが、う ま

くいかないことが多い (Warn e r  &  Åb erg ,  2008)  8 )。本稿では、実用性の観 点

か ら 、 通 常 の 多 項 目 加 算 尺 度 に よ る 測 定 法 の 実 際 に つ い て 次 ペ ー ジ で 紹

介する。  

次に、「主観的規範」は社会的、対人的影響を反映したもので、個人に

と っ て 重 要 な 他 の 人 々 が 、 そ の 行 動 を 承 認 す る か ど う か に つ い て の 認 知

として定義される。「知覚された行動統制感」は、当該の行動を実行する

際に個人が感じる容易さ、または難しさを指す。予測される行動の障害 と

なるものや過去の経験を反映した認識であると仮定される。  

4.2.2 TPB をもちいた介入研究の手順  

ここで、 T PB の基本 変数を用いた介入研究の一般的な手順を示す。ま

ず、対象行動の定義を適切に行う必要がある。前章で言及した時間や場

所など ( an  ac t ion  d i r e c t ed  a t  a  t a rge t ,  pe r fo rme d  in  a  g iven  con tex t ,  a t  a  

ce r t a in  po i n t  i n  t i me : ATCT 要素 )を具体的 に特定化する方がよい。例え

ば、パーク &ライ ドによる公共交通の利用行動の場合、「次回、この観光

地を訪れる際にパーク &ラ イドを利用して市営バスに乗車する行動」と

いうように時点、場所、文脈などを限定する。  

次に介入対象となる観光客 30 人ほどのサンプルに対して自由記述や
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面接によって、対象集団が想起しやすい信念を採取する。例えばパーク

&ライド の利用行動遂行の利点と欠点 (態度に 関する信念 )、パー ク &ライ

ドの利用を同行する家族や友人が認めるかどうか、すなわち行為の遂行

／不遂行が是認されるか (主 観的規範 )、利用促進や試したくなる要因 (行

動制御や効力感 )を リストアップする。これらの結果をもとに TPB の枠

組みで測定計画をたて、重回帰分析などによって行動意図に も影響す

ることが明らかになった要因について介入キャンペーンを計画する。あ

るいは、推奨行動に対して好意的、リスキー行動に対して非好意的な

「記憶に残りやすい」メッセージを作成し、様々な手段を用いて、機会

あるごとに伝える。  

4.2.3 TPB にもとづく主要概念の測定法  

 TPB の 概 念 を 質 問 紙 法 に よ っ て 測 定 す る に は い く つ か の 工 夫 が 必 要 で

ある。その留意点を説明するため、地方道路での速度超過運転に TPB を

適用した Jovanov i ´c ,  S r a ml ,  Ma tov i ´c ,  &  Mi ´c i ´c  (2 017)  9 )や De  Pe l s ma cke r,  

P.  ,  &Jan ssens ,  W.  (20 07) 1 0 )  の 項目を中心に示した表 4－ 1 を用いる。紙面

の都合上、各尺度 につき 2 項目を掲載したが、Jovanov i ´c  らの研 究では各

変数は 2～ 5 項目の加算尺度によって測定され、α係数も比較的高い。以

下では、各概念の測定法の留意点について、表 4－ 1 に提示した概念に付

した番号順 (①～⑪ )  に説明 する。  

①  自己報告による行動  

予算等の都合で実際の「行動」に関する多重行動基準による測定がで き

ない場合に「自己報告による行動」測定が行われる。実際の行動を観察し 、

測 定 す る こ と が も よ い が 、 代 わ り に 自 己 報 告 に よ る 行 動 測 定 を 用 い て

も、実用的には問題がないとされている。観察された速度と報告された 速

度 が 有 意 に 相 関 し た こ と を 報 告 し た Aberg ,  La r sen ,  G lad  & B e i l i n s son  

(1997 )  1 1 )の研究などがその根拠としてあげられる。  
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表 4－ 1  TPB の構成概念の測定項目例  

 

 

少 な く と も 速 度 超 過 運 転 行 動 に 関 し て は 、 自 己 報 告 さ れ た 行 動 を 行 動

の 代 わ り に 予 測 対 象 と し て 使 用 す る こ と は 、 許 容 可 能 で 実 用 的 な 近 似 と

みなせる。例えば地点、期間、通常時、そして制限速度 (例：時 速 80 キロ )

を 限 定 し た 各 場 合 に つ い て 、 速 度 超 過 運 転 行 動 の 頻 度 を 「 決 し て し な い

(neve r )－ いつもする ( a l wa ys )」の 7 件法で回答を求めるというやり方がな

される。  

②  行動意図  

行 動 測 定 を 行 わ ず 、 行 動 の 直 接 予 測 因 で あ る 行 動 意 図 を 従 属 変 数 と し

た研究が 行われる ことがあ る (例： Ch ung ,  2015)  1 2 )。 行動 意図だけ を従属

変 数 と す る 根 拠 と し て は 、 行 動 意 図 と 行 動 の 相 関 が 高 い こ と が 挙 げ ら れ

る。例えば El l io t  (2001)  1 3 )による意図と行動との間に . 54 の相関の報告、

Vog e l  &  Ro thenga t t e r  (1984 )  1 4 )による高速道路での速度意図と自己報告行

動の間に . 79 の相関の報告などである。 Jovanov i ´c， e t  a l． (2017 )は 、自己

報告式の行動と意図の間に . 81 の高い相関を報告した。構造方程式モデリ

ン グ を 行 う 際 に 、 相 関 が 高 い 行 動 と 行 動 意 図 を と も に 変 数 に 含 め る こ と

構成概念 項目例
あなたは過去2週間に何回制限速度を超えましたか？
あなたは概してどの程度制限速度を超えた運転をしますか？
今後は制限速度を超えないようにします
今度市街地を走るときは制限速度より速い速度で運転するだろうと思う
制限速度を10km / h以上超過することは無謀である
スピードを出して運転することは男らしい行動だ
制限速度を10㌔オーバーで走ると、より早く目的地に着くことができる
制限速度を10㌔オーバーで走ると、時間を節約できる
速く走ると興奮が得られる
市街地の道路で制限速度を守った運転をするとイライラする
私の最も親しい友人は、私が制限速度を守るべきだと思っている
私にとって大事な人のほとんどは私が制限速度を守るべきだと思っている
直線路を走っているとき、制限速度を遵守することはどの程度困難ですか？（とても困難―とても簡単の7件法）
他のすべての車が非常にスピードを出しているとき、あなたは制限速度を守ることはどの程度難しいですか？

⑧自己効力感 今から6カ月後までの間、制限速度を超えた運転をしないようにする自信はどの程度ありますか？
⑨統制可能性 今から6カ月後までの間、制限速度を超えない運転をすることをどの程度あなた自身で決めることができますか？

あなたの最も親しい友人は、どの程度制限速度を守っていますか？
あなたの知っている人達は、どの程度制限速度を守っていますか？
もし制限速度を時速10㌔オーバーしたら、いやな気持になるだろう
もし制限速度を時速10㌔オーバーしたら、後悔するだろう

⑩記述的規範

⑪個人的規範

②行動意図

①自己報告による行動

③行動に対する態度

⑦知覚された行動統制感

④行動に対する認知的態度

⑤行動に対する感情的態度

⑥主観的規範
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でモデルが立てにくくなることもある。しかし、なるべく自己報告式の 行

動頻度および行動意図の両者を質問する方がよい。  

③  行動に対する態度・④認知的態度・⑤感情的態度  

交 通 行 動 関 係 の 研 究 に お い て は 、 行 動 に 対 す る 態 度 測 定 を 行 う だ け で

なく、認知的、感情的側面についても態度測定が行わることが望ましい 。

標準的な TPB モデ ルは、感情的態度を通常扱わないが、交通違反行動研

究では、古くから感情的態度が扱われている。スピードを出した運転を 好

む ド ラ イ バ ー は 快 感 情 を 得 た い か ら で あ ろ う し 、 ス ピ ー ド 超 過 運 転 に つ

い て 怖 い 、 不 安 に 思 う と い っ た 否 定 的 な 感 情 が ス ピ ー ド 超 過 を 抑 止 す る

可能性も考えられるからである。実際に， El l i o t t  &  Tho mson  (201 0) 1 5 )は，

感 情 的 態 度 が 認 知 的 態 度 と 同 様 に 速 度 超 過 に 影 響 を 及 ぼ す こ と を 示 し た 。 

⑥主観的規範  

主観的規範の源泉となる他者や集団は、親友などの個人、家族や仲間 、

職場の集団に関して測定されることが多い。職業ドライバーの場合は、職

場集団に関する測定は欠かせない。  

⑦知覚された行動統制感、⑧自己効力感、⑨統制可能性  

知覚された行動統制感を「能力」と「自律性 ( au tono my)」の２つの下 位

概念に分けて測定することが多い。「能力」を「自己効力感」とよぶ研究

者も多い。また「自律性」は「統制可能性 ( co n t ro l l ab i l i t y )」ともいう。こ

こで「能力」または「自己効力感」とは、主に特定行動を実行する /しな い

に関する (知覚された )能力で ある。「自律性」または「統制可能性」は、特

定 行 動 の 実 行 に 及 ぼ す と こ ろ の 、 知 覚 さ れ た 自 分 の コ ン ト ロ ー ル の 程 度

である。TPB を応用 した研究では知覚された行動統制感 (PBC)を測 定する

際に、能力 ( capa c i t y  ,  ab i l i t y )あるいは効力感 ( e ff i cac y )につ いて質問するこ

とが多い。  

ここでは速度超過運転行動に TPB を 適用し、能力と自律性を共に測定
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し た 例 を 用 い て 説 明 す る 。 速 度 超 過 運 転 行 動 に TPB を 適 用 し た Chung  

(2015 ) 1 2 )は 、「能 力 ( capa c i t y )」 の 測定の た めに、 急 ぎの事 態 を表現 し た シ

ナリオの状況下で「私は 20k m /  h を超えることができると確信していま

す」という項目を使用した。自律性の測定には、シナリオの状況下で「私

が制限速度 20k m /  h で走行するかどうかは私次第である」という項目を

用いた。 T PB モデル の推定結果 (Chung ,2015 ,p .83 ,F ig .2 )では 「能力」が速

度 超 過 運 転 行 動 意 図 に 有 意 な 正 の 影 響 を 示 し た が 、 自 律 性 は 有 意 で は な

かった。さらに後述の習慣測度である SR HI を用 いたモデルでは、「能力」

が SRHI に有意な影響をもったが、「自律性」はそうではなかった。  

速 度 超 過 運 転 行 動 の 研 究 に お い て 、「 自 律 性 」 あ る い は 「 統 制 可 能 性 」

は行動意図に影響をもたない傾向がある。一方「能力」あるいは「自己効

力感」は、速度超過運転意図に正の影響をもつ傾向がある。ドライバーの

高 速 運 転 時 の 制 御 能 力 の 過 信 を 戒 め 、 自 信 過 剰 に 気 づ か せ る 教 育 が 効 果

的であるといった提言の根拠となっている。そこで、交通違反行動の研 究

においては、「自律性」の測定は有用ではないと考えられる。  

A jzen  (200 2) 1 6 )は、様 々な研究結果や論争をうけて、「知覚された行動統

制感」の概念および測定手段のあいまいさと混乱を認め、整理を試みて い

る。そし て「知覚 された自 己効力感 (pe rce ived  s e l f - e f f i cacy )と「知 覚され

た統制可能性 (pe rce ived  con t ro l l ab i l i t y )」の二次因子として、「知覚された

行動統制感」を位置付けている。下位因子同士は正相関が仮定されるた め

に両方から項目を出しあって「知覚された行動統制感」の全体的な単一 測

定尺度 (二 次因子を反映した尺度 )を構 成するか、自己効力感尺度と統制可

能性尺度両方を用意するかは、研究目的によるとしている。「知覚された

自己効力感」は内的要因を、「知覚された統制可能性」は外的要因を反映

していることを確認するとよいとしている。  
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⑩記述的規範・⑪個人的規範  

Armi t age  &  Conne r  (2001) 1 7 )  のメタ分析の結果によると、態度と知覚さ

れた行動統制感に比して、主観的規範の行動意図・行動に対する予測力 は

弱 い 。 そ こ で よ り 広 い 規 範 領 域 を カ ヴ ァ ー す る 追 加 変 数 が 設 定 さ れ る こ

とが多い。その代表が記述的規範 (de sc r ip t i ve  n o rm)と個 人的規範 (pe r sona l  

no rm)であ る。それぞれ表 4－ 1 の⑩と⑪を参照されたい。  

記 述 的 規 範 は 、 社 会 心 理 学 に お け る 社 会 的 規 範 の 下 位 分 類 の 一 つ で あ

る。Cia ld in i ,  Ka l lg ren ,  &  Reno  (1991)  1 8 )  は社会規範を、多くの人が是認す

る／是認 しないと いう知覚 に基づく 命令的規 範 ( i n jun c t ive  no r m)と、多く

の人が実際に行っている行動であるとの知覚に基づく記述的規範の 2 つ

に分けた (C ia ld in i ,  e t  a l . ,  1991 ,  p .203 )。 例えば「赤信号で渡ってはならな

い」ことは法的な命令的規範であり、「赤信号だけど、みんなが渡るから 、

自分も渡る」というのは記述的規範に従った行為である。  

運 転 時 の 記 述 的 規 範 の 例 を 挙 げ る 。 夜 半 の 交 通 量 が 少 な く な っ た 道 路

では、まわりのドライバーがスピードを上げがちになるが、それを見た ド

ライバーが「流れにのるために」スピードをあげることが多い。これは、

速 度 を 上 げ る 他 者 の 行 動 が 一 種 の 基 準 と な っ て 、 ド ラ イ バ ー の 行 動 に 影

響 を 与 え て い る か ら で あ る と 考 え ら れ る 。 こ の 時 働 く 規 範 的 要 因 が 記 述

的規範である。しかし、質問紙法による測定法は研究者により様々で、行

動 や 行 動 意 図 に 対 し て 有 意 な 影 響 力 が な か な か 示 さ れ な い 。 交 通 行 動 を

理 解 す る う え で 重 要 な 概 念 で あ る の で 、 TPB の 文 脈 に 適 し た 測 定 法 の 開

発が今後の課題である。  

規 範 関 係 の 概 念 で も 行 動 意 図 に 影 響 す る と さ れ る の が 個 人 的 規 範 で

ある。 Sch warz  (1977 )  1 9 )によれ ば、個人的規範は道徳的義務の感情として

経験され、内在化された価値観に基づく期待とされる。 Pa rke r,  Mans t ead ,  

&  S t r ad l in g  (1995 )  2 0 )は、個人が重要であると考える規範的価値 (個 人的に
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～ す べ き だ と 思 っ て い る こ と )を 個 人 的 規 範 と し た 。 Mans tead  & Pa rke r  

(1995 )  2 1 )は、交通行動の 10〜 15％がこの個人的規範によって説明できる

と結論づけ、 De  Pe l sma cke r  &  Janssen s  (2007 )  1 3 )が行った研究では、個人

的規範が速度超過運転行動の有力な予測因子の 1 つであるとしている。

規 範 要 因 の 中 で 、 個 人 的 規 範 は 欠 く べ か ら ざ る 変 数 と し て み な さ れ つ つ

ある。  

 

4.3 TPB の新たな追加変数‐習慣  

4.3.1 習慣理論の概要  

TPB を応 用した交通違反行動において、追加変 数として習慣 (hab i t )はこ

れまでも利用されてきた。例えば習慣強度の測度として、「過去の行動頻

度」が TPB の追加変数に採用されてきた (De  Pe l s macke r  &  Jan s sen s ,  2007 ;   

E l l i o t t  &  Tho mson ,  20 10 ;  C r i s t ea ,  Pa ran ,  &  De lho mme， 2013)  1 0 ) , 1 5 ) , 2 2 )。し か

し、 Ajzen  & F i shbe in  (2000 )  2 3 )は、 TPB の追加変数としての過去の行動頻

度、すなわち習慣について否定的であった。彼らは、過去の行動と後の行

動 と の 間 の 強 い 関 係 が あ る に し て も 、 そ れ は 当 該 行 動 の 時 間 的 安 定 性 を

反映しただけであり、同義反復的だからあえて加える価値がないという。 

これに対し、 近の神経科学は、単なる行動の安定性を超えた次のよ う

な習慣の機能性を明らかにし、習慣概念の有用性を再認識させた (Gra yb ie l  

&  Smi th ,  2 014)  2 4 )。 まず、行動が何度も同じ文脈で反復 ( r epe t i t i on )される

ことで、習慣が成立する。習得された習慣は、ドーパミンシステムによっ

て、行動結果の意図的推論を飛ばして行動実行に至るようになる。さら に

習 慣 成 立 の 際 に 存 在 し て い た 文 脈 手 が か り ( con tex t - cu ed )を 知 覚 す る だ け

で、習慣実行に関わる神経システムが活性化し、一連のチャンク化した 行

動 連 鎖 が 自 動 的 に 発 生 し て し ま う 。 こ の 行 動 連 鎖 過 程 で は 意 識 的 な 制 止

や 望 ま し い 目 標 達 成 の た め の 行 動 へ の 切 り 替 え が 困 難 で あ る こ と が 示 唆
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された。  

このように、習慣は，いちいち熟慮を要することなく (認知 資源の節約 )、

わ れ わ れ の 生 活 を 効 率 的 に す る 機 能 を も つ 一 方 で 、 習 慣 行 動 が い っ た ん

獲 得 さ れ て し ま う と 、 柔 軟 に 行 動 を 変 化 さ せ る こ と が 難 し く な る と い う

ことが明らかになった。  

Wood  & Ne a l  (2007 )  2 5 )は、これらの習慣の特徴を、習慣の 3 要件として

まとめた。それらは反復性 ( r epe t i t i on )・文脈手がかり ( co n tex t -cu ed )・自動

性 ( au to ma t i c i t y )であ る。ここで、自動性 ( au to ma t i c i t y )とは 、効率性、意識

欠 落 、 無 意 図 性 、 お よ び /ま た は 制 御 不 能 性 に よ っ て 特 徴 づ け ら れ た 行 動

をさす (Ba rgh ,  1994 )  2 6 )。習慣的行動は、Bargh の自動性の要件のほとんど

に合致する。そこで、習慣は意識的、熟慮的な意志決定によって発動する

のではなく、いわば人間の「意識外」の原因によって駆動するといえる。

これらの知見を踏まえた習慣の定義は次の通りである。「習慣とは、過去

の遂行時に反応と同時に発生した文脈の合図 (手がかり )によって、自動的

に活性化される反応傾性である」 (Nea l ,  Wood  & Qu inn ,  20 06 ,  p .198 )  2 7 )。  

今日、現代人が様々な悪習慣の制御に関心を持つことから、習慣は社 会

心 理 学 や 神 経 科 学 だ け で な く 多 方 面 で 注 目 さ れ る よ う に な っ た (Wood  & 

Ruenge r,  2 016)  2 8 )。様々な悪習慣の抑止を困難にするのは、習慣が持つ「自

動性 ( au to ma t i c i t y )」および自動性を引き出す「 手がかり ( cue )」の存 在のた

めである。例えば速度超過運転の場合、スピード違反を誘発する文脈、環

境条件 (遅 刻、交通量の少ない直線路など )は日 常の反復実践によって連合

学習され、習慣化される。そして、環境条件などの手がかりがそろうと、

速度超過運転は熟慮をともなわず、いわば自動的に実行されやすくなる。

つまり、速度超過運転行動が習慣化すると、リスクに対する熟慮もなく 、

だ い た い 安 全 だ ろ う と い う 気 分 で 、 あ る い は 明 確 な 意 図 を 形 成 す る 間 も

なく、特定箇所や文脈、状況が引き金となって、熟慮なくスピードを出し
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始める。そこで、乱横断や速度超過、信号無視などの悪習慣による事故対

策 と し て 、 事 故 多 発 地 点 に お け る 手 が か り 要 因 の 除 去 と 制 御 が 有 効 で あ

ることが示唆される。  

4.3.2 計画的行動理論と習慣の接合‐熟慮的過程と自動的過程  

交通場面の運転者の知覚、認知判断は明らかに自動的過程である。運 転

行動や歩行行動も、自動性の基準 (無 自覚、無意図、効率性など )を満たす

ので、自動的行動の側面をもつ。そして、危険な運転行動は悪習慣化し、

ほとんど熟慮なく実行されている。そこで熟慮的過程に焦点をあてた T PB

に習慣を追加することで、交通行動の自動的過程にも接近でき、交通行 動

をよりよく理解できると考えられる。  

そ の 代 表 と し て 、 Chung  (20 15) が 立 て た see min g ly  i r r a t i o na l  d r iv in g  

behav io r  mode l がある。 Chung は、従来の速度超過運転行動の研究が、熟

慮的過程に焦点をあてた TPB を基にしているが、それだけでは不十分で

あると主張した。熟慮を介さない自動的過程にも焦点をあてるため、習 慣

を TPB に 接続した同モデルを提案し、習慣が行動意図を強く規定してい

ることを実証した。次に紹介する SR HI を Chu ng は習慣測定に使用した 。 

4.3.3 習慣強度の測定  

当 該 行 動 の 発 生 頻 度 や 習 慣 行 動 を 行 う 文 脈 の 安 定 性 を 観 察 、 自 己 報 告

さ せ て 習 慣 強 度 を 測 定 す る こ と も あ る が 、 自 動 性 な ど の 習 慣 の 特 徴 が 明

ら か に さ れ て き た の を 受 け て 、 自 己 報 告 形 式 の 新 た な 習 慣 測 度 と し て 、

Verp lanken  & Orbe l l  (2003 )  2 9 )  は SRHI( th e  Se l f -Rep or t  Hab i t  I ndex )を開 発

した。 SR HI は内的 整合性信頼性係数も高く、他の習慣強度測度との相関

も高く、併存的妥当性を有している。  
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表 4-2  SRHI の項目  

 

 

この SR HI を採用 した研究として Chung  (2015 )と Jovano v i´c  e t  a l．  

( 2017 )  が ある。両研究ともに、速度超過運転行動を対象とし、 T PB をベ

ースにして自動性を扱うために SR HI を利用した。表 4 .2 に様々な行動を

対象にして使用可能な SR HI の項目を示す。この 12 項目は、自動性や習

慣の要件を反映した行動の反復歴、行動コントロールの困難度、意識の 欠

落、効率性、アイデンティティ (自分 らしさ )の 5 個の特徴に基づいて作ら

れた 1 次元尺度である。評定は ag ree /d i sag ree (全くそう思う／全くそうは

思わない )の 7~11 件法である。なお、自動性に関する項目 2， 3， 5， 8 の

4 項 目 に 対 す る 反 応 を 合 計 し た 尺 度 ( t he  Se l f -Repo r t  Behav io ra l  

Au to ma t i c i t y  Index :  SRBAI ,  Ga rdne r,  Abraham,  La l ly,  &  Bru i jn ,  2012)  3 0 )も

利用される。  

交通行動の習慣強度を測定する際には、表中の Behav io r  X を対 象行 動

におきかえる。例えば Driv ing  f a s t  i s  so me th ing  I  do  wi thou t  t h ink ing .とい

うようにである。  

 こ の よ う に 危 険 運 転 に つ な が る 運 転 習 慣 に 関 す る 研 究 に よ っ て 、 ド ラ

イバーの運転心理を、自動性の観点から明らかにし、気づきにくい習慣 へ

Behavior X is something . . .
1 I do frequently.
2 I do automatically.
3 I do without having to consciously remember.
4 that makes me feel weird if I do not do it.
5 I do without thinking.
6 that would require effort not to do it.
7 that belongs to my (daily, weekly, monthly) routine.
8 I start doing before I realize I'm doing it.
9 I would find hard not to do.
10 I have no need to think about doing.
11 that's typically "me."
12 I have been doing for a long time.
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の介入といった運転者教育手法の開発が期待できよう。一方で、神経科学

に よ る 研 究 成 果 を 、 運 転 行 動 の よ う な 自 動 化 と ル ー ル 判 断 と い っ た 低 次

過 程 と 高 次 過 程 が 錯 綜 す る 場 合 に も 適 用 可 能 か と い う 議 論 も 続 い て お り 、

人間の日常的習慣に関する神経科学的解明を期待したい。  

 

4.4 衝動性に関わる諸概念と測定  

4.4.1 衝動性の定義と構造  

ドライバ ーの衝動 性 ( i mpu l s iv i t y )は 、 あおり運 転、他者 ・他車へ の攻撃

など運転 時の攻撃 性 (d r iv ing  ange r )、 速度超過 運転や違 法な追い 越しな ど

の違反、薬物やアルコールの影響下にある運転など、危険な運転行動に 影

響を与え、交通事故の原因となる。このような危険行為はしてはならな い

し、発覚すれば何らかの制裁があることも理解しているが、本人は実行 へ

の衝動を止められずに実行してしまう特徴がある。さらに、本研究では 、

第 3 章で述べた通り、2 過程モデルにおける自動的過程に感情や衝動性を

加 え た 枠 組 み で 交 通 違 反 行 動 を 理 解 す る こ と に し て お り 、 衝 動 性 に 関 す

る研究成果は重要である。そこで、衝動性は運転者の異常な危険運転行 動

を理解するために重要なパーソナリティ特性であるといえる。  

衝 動 性 の 定 義 に 関 し て 明 確 な コ ン セ ン サ ス は ま だ な い 。 定 義 の 例 と し

て「行動結果の熟慮や評価もなしに、ほとんど見通しなしに行動する傾向 」

( t enden c y  to  ac t  w i th  l i t t l e  fo re though t ,  w i thou t  de l i be ra t i on  a nd  eva lua t ion  

o f  con sequ ences： Cac i ,  Nada l e t ,  Bay lé ,  Ro be r t ,  &  Bo ye r,  2003 ,  p .  34 )  3 1 )を示

す。衝動性は多次元構造を持つというコンセンサスがあるため、因子分 析

に よ っ て 次 元 性 を 扱 う 研 究 は 多 い 。 並 行 し て 衝 動 性 尺 度 の 作 成 も 試 み ら

れている。  

交通心理学でよく用いられる UPPS 衝動的行動尺度 ( t he  UPPS i mpu l s ive  

behav io r  s ca l e： Wh i te s ide  &  Lynam,  2001 )  3 2 )は以下の 4 因子からなり、忍
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耐性以外は様々な逸脱行動と関連することが報告されている。  

①  緊急性 (Urgency)： 衝動の制御困難さ  

②  計画性 (P re med i t a t i o n )：計画 を立てるなどよく考えて行動する傾向  

③  忍耐性 (Pe r seve rance )：一つの 行動を継続して行う傾向  

④  刺激追求性 (Sensa t i on  Se ek ing )：新奇刺 激を求める傾向  

 危険運転傾向の研究に も用いられるのは、 Bra t t ら が開発した衝動性

ス ケ ー ル (Ba r r a t t  Imp u l s ivene ss  Sca l e ： BIS) の 新 バ ー ジ ョ ン (B ar ra t t  

Impu l s iv en ess  Sc a l e -11：BIS11 ,  Pa t ton ,  S t an fo rd ,  &  Bar ra t t ,  1995)  3 3 )である。

30 項目からなり、リッカートタイプ 4 件法で評定される。この尺度は、

一 次 ６ 因 子 を ま と め た ２ 次 因 子 の 認 知 的 衝 動 性 で あ る At ten t iona l  

Impu l s iv en es s、運動 的側面の衝動性である Motor  Impu l s ivenes s、そし て自

己制御機能である Non -P lann ing を測るものとして提案された。この BIS

にはセンセーションシーキングは含まれていない。  

しかし、同尺度の信頼性や因子構造の再現性が良いとは言えず、特に 異

文化での使用に問題がある ( So me y a， Sakado，Se k i，Koj i ma，Rei s t，Ta ng，

& Takah as h i， 2001)  3 4 )。小橋・井田 (20 13)  3 5 )は Back  t r an s l a t i on を日本語

に 堪 能 な 米 国 人 心 理 学 研 究 者 ら に 依 頼 し 、 ２ 次 ２ 因 子 と し て 運 動 的 衝 動

傾向、非計画的衝動傾向を得た。認知的衝動性については社会制度や文 化

の違いで、項目内容の解釈が異なるため、完全に再現できなかった。  

新たな動向として、 B ıcak s ız  &  Özkan  (2016)  3 6 )が 、特定の交通場面にお

ける衝動性の定義と測定の必要性を提案したことが挙げられる。例えば、

他 者 や 他 車 を 待 つ こ と が で き な い 、 運 転 中 に 他 者 に 怒 り と 攻 撃 を 表 出 す

る、速度超過運転をする、運転中に携帯電話を使用する、車間距離を縮め

て接近する、といった特定の衝動性の測定の試みは、個々の危険運転の 理

解 に 資 す る だ ろ う 。 次 に 衝 動 性 の 下 位 次 元 に 数 え ら れ る こ と も あ る セ ン

セーションシーキングの研究を紹介する。  



105 
 

4.4.2 センセーションシーキング (sensation seeking) 

センセーションシーキングとは、「変化し、新奇で、複雑かつ強い刺激

を求める傾向によって定義されるパーソナリティ特性」(Zuck e r ma n，1994，

p .27 )  3 7 )で あり、この刺激を求める欲求が強い人は、先のような刺激を求

めるために身体的、社会的、法的、金銭的リスクをとる行動をしがちであ

る (Zuck e rman ,  1994 )。この傾向を測るために Zucke rma n は sen sa t ion  seek ing  

sca l e を構 成した。改訂が重ねられ、現在は  Zu cke r man  (1994)の 4 つの下

位尺度からなる SSS-V が広 く用いられている。下位尺度は「スリルと冒

険」 (Th r i l l  and  Adven tu re：  TAS)、「新 奇な経験」  (Expe r i ence  Seek i ng：  

ES) 、「 脱 制 止 」 (D i s inh ib i t i o n ：  D i s ) 、「 繰 り 返 し へ の 嫌 悪 」 (B ord e n  

Suscep t ib i l i t y： B S )  である。なお、運転場面に特化したものとして、Dr ive r  

S t r e s s  Sc a l e の下位尺度 (Ma t thews ,  De smo nd ,  Jo yn e r,  Ca rca ry,  &  Ki rb y,  1997)  

3 9 )の Thr i l l -Seek ing  subsca l e が ある。  

セ ン セ ー シ ョ ン シ ー カ ー は ス リ ル を 求 め て 危 険 な 運 転 行 動 を 行 う 。

Jonah  (199 7)  3 9 )が 諸 研 究 の 成 果 を ま と め た と こ ろ 、 危 険 運 転 行 動 (飲 酒 運

転、速度超過運転、シートベルト非着用 )に も相関が高いのは、「スリ ル

と 冒 険 (ふ つ う で な い 刺 激 と 体 験 を 与 え る 身 体 活 動 に 関 わ り た い 欲 求 ：

Zucke rman ,  1994 ,  p .  13 )」であ った。さらに「脱制止」、「繰り返しへの嫌

悪」が危険運転傾向と関連が強い (Wisha r t ,  So moray,  &  Rowland ,20 17) 4 0 )。

SSS は西 洋諸国では同じ因子構造が確認されるが、麻薬使用など日本社会

で は タ ブ ー と さ れ る 内 容 が あ る た め 、 日 本 文 化 に あ わ せ た 尺 度 項 目 の 入

れ替えをせざるをえない。寺崎・塩見・岸本・平岡 (19 87)  4 1 )  は 日本語版

SSS を作 成し、古澤 (1989 )  4 2 )は TAS,  Di s ,  E S  の 3  下位尺度と刺激希求の

全 般 的 傾 向 を 合 計 得 点 で 表 す 刺 激 希 求 尺 度 –抽 象 項 目 (SSS-AE )  を 作 成 し

た。柴田 (2008)  4 3 )は 青年用刺激希求尺度を構成した。  

今 後 の 議 論 の た め に 衝 動 性 と セ ン セ ー シ ョ ン シ ー キ ン グ の 概 念 的 違 い
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を押さえておく必要がある。蓮花 (2000 )  4 4 )は運転 時のリスクテイキング行

動 の 心 理 的 過 程 と リ ス ク 回 避 行 動 促 進 策 を 論 じ る な か で 、 セ ン セ ー シ ョ

ン シ ー キ ン グ を 交 通 場 面 に お け る リ ス ク テ イ キ ン グ 行 動 を 起 こ す 「 リ ス

クモチベーション」として位置づけた。 Dahlen ,  Mar t in ,  Ragan ,  &  Kuh l ma n  

(2005 )  4 5 )によれば、衝動性は人の行動と思考に対する自己制御過程に影響

す る こ と に 特 徴 が あ る が 、 セ ン セ ー シ ョ ン シ ー キ ン グ は リ ス ク を 抱 え よ

うとする動機 (リス クモチベーション )であり、新奇な経験と刺激を得るた

めのリスクを抱える意欲であるという違いが指摘できる。  

 次に脳神経系の影響による衝動性を理解するための理論を紹介する。  

4.4.3 強化感受性理論と個人差の測定  

Gray  (197 0)  4 6 )は、 脳神経系における報酬および罰への感受性の個人差

を 生 む 動機 づ け シス テ ム を提 案 し た。 彼 の 強化 感 受 性理 論 (Re in fo rce men t  

Sen s i t i v i t y  Theo ry：R ST )は、危 険な運転行動の理解によく用いられる。RST

は、罰への感受性の個人差を生む Behav io ra l  In h ib i t i on  Sys t e m  (行 動抑 制

系：BIS)と報酬への感受性の個人差を生む Behav io ra l  Ac t iva t ion  sys t e m(行

動 賦 活 系 ： BAS)の 神 経 シ ス テ ム を 提 唱 し 、 衝 動 的 な 危 険 運 転 と の 関 連 が

指摘されている。  

B IS(行 動 抑 制 系 )は 、 罰 の 受 身 的 な 回 避 、 無 報 酬 な 信 号 に 対 す る 消 去 、

そ し て 新 規 刺 激 に 対 す る 反 応 を 抑 制 す る シ ス テ ム で あ り 、 こ の シ ス テ ム

が活性化するとネガティブ感情を喚起する。BIS の傾向 が強い人は、罰に

反応しやすく、特性不安が高く、フラストレーションを体験しやすく、悲

しみ感情などネガティブな感情傾向が強い (Ca rve r,  2004 ;  Gray,  197 8 ,  1987 ,  

1990)  4 7 ) ， 4 8 ) , 4 9 ) , 5 0 ) , 5 1 )。  

BAS(行動 賦活系 )は 、報酬を求め、罰から逃れようとする反応や報酬へ

の接近行動を促し、衝動的行動を顕在化し、ポジティブ感情を喚起する シ

ステムである。BAS の傾向が強い個人は、衝動的、楽観的で、ポジティブ
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感情を示す傾向がある。次に、 BIS と BAS の 測定法を紹介する。  

 交通行動以外に、飲酒、賭博、摂食障がいなどの病理的行動も含めた行

動 傾 向 の 研 究 に も 使 用 さ れ て い る 尺 度 が 、 Carve r  &  Whi t e  (19 94) 5 1 )の

BIS /B AS Sca le s であ る。日本では、髙橋・山形・木島・繁桝・大野・安 藤

(2007 )  5 2 )によって国際比較研究に使用できるように Back  t r an s l a t i on を経

て、BIS /B AS 尺度日 本語版が作られた。BIS /B AS 尺度日本語版は、BIS 尺

度 (7 項目 )、 BAS の 正相関をする 3 次 元に対応した B A S 駆動 (d r ive ,4 項

目 )、B A S 報酬反応性 (Reward  Respon s ivenes s ,5 項目 )、B A S 刺激探求性 ( fun  

seek ing ,4 項目 )の 3 尺度の計４尺度 (全 20 項目 )からなる。なお、BAS の下

位 3 尺度 得点を合計した測度を BAS 得点とする。さらに、行動遺伝学的

分 析 に よっ て 、 BIS  と BAS は 遺 伝 要因 と 非 共有 環 境 によ っ て 説明 さ れ ，

と も に 独 立 の 遺 伝 因 子 か ら 影 響 を 受 け て い る こ と が 示 さ れ た 。 参 考 ま で

に 付 け 加 え る と 、 B A S 駆 動 (d r ive )は 危 険 な 運 転 行 動 へ の 関 与 と は 関 係 せ

ず、BAS 刺激探求 (BAS Fun -seek ing )は 危険運転行動と関連する (Ha rbeck  & 

Glendon ,2 013) 5 3 )。  

Ca rve r  &  Whi t e  (19 94)の BIS / BAS Sca l e s は、 G ra y の理論 的枠組みを拡

大 解 釈 し て 構 築 さ れ た 尺 度 で あ る た め 、 構 成 概 念 妥 当 性 が 疑 わ し い と い

う批判がある。例えば BAS fun -se ek in g はセンセーションシーキングと同

義である。そこで Tor rub ia ,  Áv i l a ,Mol tó ,  &  Case ra s  (2001 )  5 4 )は Sens i t i v i t y  

t o  Pun i sh men t  and  Se ns i t i v i t y  t o  Rewa rd  Ques t ionna i r e  (SPSRQ)を開発した 。 

この SPSRQ は 48 項目で Se ns i t i v i t y  t o  Pun i sh men t  (罰感 受性： SP,  24  

i t e ms )と Sens i t i v i t y  t o  Reward  (報酬感 受性： SR,24  i t ems )の 2 尺度から な

る。ここで罰感受性は BIS、報 酬感受性は BAS に 対応する。回答は“ ye s /no”

の 2 値の選択肢である。尺度分散を確保するために 48 項目も使用する。

尺度数に比して項目数が多すぎて、あまりにも非効率である。そこで短 縮

版として、 Conne r,  Rah m-Knig ge ,  &Jenk ins  (2018 )  5 5 )は SPSR Q -  Rev i se d  and  
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C la r i f i ed  ( S P SR Q- RC )を構成し た。 2 次元で各 10 項目からなり、再検査信

頼性や妥当性も高かった。  

次に BIS / BAS と 危 険運転との関連を指摘した研究を紹介する。Cas te l l a  

&  Pe rez  (2 004)  5 6 )は SPSRQ を 成人 792 人に施行し、高い罰感受性 (高 BIS )  

と低い報酬感受性 (低 BAS)の ドライバーは、法律に従った運転をするので

交通違反が少なくなる傾向があり、低い罰感受性 (低 BIS)と高い 報酬感受

性 (高 BAS)の人は、 より頻繁に交通違反することを報告した。  

Ha rbeck  & Glendon  (2013)は、 若いドライバーの危険な運転への関与に

対する強化感受性及び知覚されたリスクの影響を、 Carve r  &  Whi t e (1994 )

の BIS  /  B AS 尺度を 使用して調査した。刺激探求性 (B AS fun -se ek in g )の水

準 が 高 い 若 年 ド ラ イ バ ー は 、 危 険 な 運 転 行 動 に 関 す る リ ス ク 知 覚 が 低 か

った。若年ドライバーは「楽しい」結果としてのリスクの高い運転行動に

ついて、その危険性を低く報告する傾向があった。ま た、B IS 尺度得点が

高い人ほど、危険運転行動のリスクがより高く知覚され、法執行、負傷、

死 亡 に つ い て 潜 在 的 な 悪 影 響 を 懸 念 し 、 危 険 運 転 行 動 が よ り 危 険 で あ る

と認識していた。一方、BAS 報酬反応性が高い人ほど、知覚されるリスク

が高いという結果は、意外かつ興味深い結果であった。  

Cons t an t in ou ,  Panay i o tou ,  Kons t an t inou ,  Lou t s iou‐ Ladd ,  &  Ka pa rd i s  

(2011)  5 7 )は、S P SR Q を用いて測定を行った結果、報酬 感受性、衝動性、

スリル追求、抑制解除傾向の高い人は、不適切な運転行動傾向と関連し て

いたことを報告した。この関連性は年齢とともに弱まった。  

 衝動性が危険な運転行動に影響することから、衝動性の背景にある BAS

と危険運転行動との関係は当然予想できる。BIS /B AS は 脳神経系システ ム

を 仮 定 し て い る の で 、 危 険 な 交 通 行 動 の 背 後 に あ る 神 経 心 理 学 的 メ カ ニ

ズムが今後明らかにされることを期待したい。政策的には、若年男性ド ラ

イバーの中で、 BIS が低く BAS が高 い人は楽しみとリスク知覚の低さか
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ら 交 通 ル ー ル を 破 り 、 あ お り 運 転 な ど ド ラ イ ビ ン グ ア ン ガ ー に 関 わ る 行

動をしやすいことに注目すべきである。  

 

4.5 全体的考察  

4.5.1  危 険 運 転 の 背 景 要 因 と な る パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 要 因 の 研 究 の 必

要性と TPB の応用可能性  

危 険 な 運 転 行 動 の 個 人 差 を 規 定 す る パ ー ソ ナ リ テ ィ 要 因 を 明 ら か に す

ることは、ドライバー心理の理解を進めるとともに、その知見をドライ バ

ー に 対 す る 安 全 運 転 教 育 や 教 育 的 介 入 の 手 法 選 択 に 利 用 で き る メ リ ッ ト

が あ る 。 TPB の 主 要 変 数 や 行 動 の 自 動 性 を 捉 え る 習 慣 や 衝 動 性 の 尺 度 を

用いて、今後行われるべき研究対象として、速度超過運転、信号無視、飲

酒運転、あおり運転などの危険運転行動や乱横断行動などがある。さら に

はシートベルト着用、ドライブレコーダー、チャイルドシート設置に対 す

る行動意図などの規定因を探るなどの応用的研究も構想できる。  

衝動性などのパーソナリティ要因を加えた TPB の応用研究によって、

対 象 行 動 に 強 い 影 響 を も つ 態 度 要 因 や パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 性 が 明 ら か に な

れば、次は変容可能性の高い要因に対する介入手法を考える段階に至る。

例 え ば そ の 要 因 の 変 容 に も 効 果 の あ る メ ッ セ ー ジ 内 容 (恐 怖 喚 起 、 損 益

強調、知識 伝達 )や教 育介入手法 (早期教 育、教習や 講習、ワー クショップ、

交 通 カ ウ ン セ リ ン グ な ど )を 選 択 す る こ と に な る 。 交 通 計 画 に お け る 政 策

決定にも TPB は応 用可能性が高い (藤 井 , 2001 )  5 8 )。今後、様々な交通科学

研 究 お よ び 政 策 決 定 の 実 務 現 場 で 、 TPB に よ る 測 定 と 分 析 結 果 に 基 づ い

た効果的な介入策が策定されることを期待したい。  

4.5.2 衝動性測定と運転シミュレーター実験の接続  

危 険 な 運 転 行 動 に 影 響 す る 衝 動 性 研 究 に お い て は 、 認 知 神 経 心 理 学 な

どの基礎心理学の 新知見が応用されていくと予想される。現在、衝動 性
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測 定 に 関 す る 心 理 学 的 研 究 に お い て は 、 衝 動 的 行 為 へ の 動 機 要 素 を 含 む

パーソナリティテストを利用するのではなく、認知的、行動的衝動性を測

る実験的課題への反応を利用した研究が主流となっている。また、脳機 能

イ メ ー ジ ン グ 、 行 動 遺 伝 学 的 研 究 も 盛 ん に 行 わ れ て い る (こ れ ら に つ い て

は増井・野村 , 2010 を参照 )  5 9 )。  

こ れ ら の 成 果 を 交 通 心 理 学 に 接 続 す る 試 み も 今 後 増 え て い く と 予 想 さ

れる。例えば、運転シミュレーター実験の際に Go /No  go  課 題や Stop  S igna l  

Pa rad ig m による衝動性測定、N IR S に よる測定も併せ行うといった研究デ

ザインである。  

若 年 男 性 ド ラ イ バ ー の 衝 動 性 に よ る 事 故 と 高 齢 者 の 前 頭 前 野 萎 縮 に よ

る 衝 動 的 で 不 適 切 な 運 転 操 作 に よ る 事 故 発 生 は 異 な る 原 因 に よ る 現 象 で

あると思われるが、 Go/ No  g o  課題は両方の衝動性の基盤となる脳内基盤

の 個 人 差 を 反 映 で き る の で 、 運 転 シ ミ ュ レ ー タ ー に よ る 発 達 的 視 点 を 取

り入れた研究に有用ではないかと思われる。  

4.5.3  危険運転行動の機能やメカニズムへの接近  

今後、交通心理学における違反や危険行動の研究は、個人差変数の測 定

法 の 開 発 や 因 果 モ デ ル の 構 築 だ け で な く 、 そ の 行 動 を 引 き 起 こ す 機 能 や

メ カ ニ ズ ム に よ り 接 近 し て い く こ と に な る と 思 わ れ る 。 こ こ で 取 り 上 げ

たセンセーションシーキング、強化感受性理論、衝動性に関するパーソ ナ

リティ心理学は、神経科学、行動遺伝学の影響を受けて、単なる個人差の

測 定 だ け で な く 、 そ の 背 後 に 脳 神 経 系 の 機 能 や 遺 伝 子 多 型 と の 関 連 の 解

明に至ろうとしている。  

すでにその影響が交通科学に及んでいる。一例を挙げる。衝動コント ロ

ー ル に 中 枢 セ ロ ト ニ ン シ ス テ ム が 関 連 す る と い う 観 点 に 基 づ き 、 Eens o o ,  

Paave r,  Va h t ,  Lo i t ,  &  Ha r ro  (201 8)  6 0 )は、 セロトニントランスポーター多型

遺 伝 子 型 (5 -HTTLPR)が 、 交 通 違 反 ・ 事 故 経 験 お よ び 介 入 効 果 の 有 無 と ど
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のように関連しているかどうかを検証した。その結果、事故発生が衝動 性

コ ン ト ロ ー ル に 脆 弱 性 の あ る 遺 伝 子 型 と 関 連 し て い る も の の 、 教 育 的 介

入によって飲酒運転の抑止効果があることを確認した。  

このように、今後の交通心理学は、急速に進展している行動遺伝学や 神

経科学の影響をうけた展開を見せる可能性が十分あるだろう。例えば、行

動プランニング、意思決定、行動抑制や切り替えを行う前頭前野に関わ る

神 経 機 構 に よ る 実 行 機 能 ( execu t ive  fu nc t ion )や 報 酬 に 対 す る 感 受 性 (線 条

体 な ど )に 関 わ る 自 己 制 御 機 能 に 関 す る 集 中 的 な 研 究 が 行 わ れ て い る (高

橋 , 2016，内山，2017)  6 1 )。これらの成果が発達交通心理学に応用可能な水

準に達すると、幼児期の実行機能の発達と交通行動、青年期の実行機能 と

自 己 制 御 能 力 の 低 さ に よ る 危 険 運 転 、 老 年 期 に お け る 前 頭 前 野 の 機 能 低

下 に 起 因 す る 実 行 機 能 の 低 下 に よ る 乱 横 断 や 運 転 操 作 不 適 が 、 脳 機 能 の

観点から理解できるようになる可能性がある。  

今 後 の 新 た な 展 開 は 、 交 通 心 理 学 へ の 自 然 科 学 的 な 基 礎 心 理 学 手 法 の

単 な る 応 用 に と ど ま ら ず 、 交 通 参 加 者 へ の よ り 効 果 的 な 教 育 的 介 入 法 の

開発につながることを期待したい。  
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第 5 章 計画的行動理論に基づく制限速度遵守意図の規

定因 
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5.1 はじめに  

本 章 は 、 速 度 違 反 ・ 信 号 無 視 ・ 飲 酒 運 転 と い っ た い わ ゆ る 3s (Speed，

Signa l，Sak e )違反を しないように心掛ける傾向の規定因を明らかにするた

め に 、 Ajzen (1991 ) 1 )の 計 画 的 行 動 理 論 ( t heo ry  o f  p l anned  behav io r :以 下 、

TPB )を用 いた調査研究 (藤本・東・内山・坂口・山口・神田・高木・今井・

榎本・喜 田 , 2004； 東・藤本 ・内山・ 坂口・山 口・中西 , 2006 ) 2 ) , 3 )のデータ

から、速度違反を取り上げ、因子分析によって帰納的に構成された尺度 を

用いて、「制限速度遵守行動意図」を規定する要因構造モデルを構築した

結果を報告するものである。先に行われた藤本・東・内山・坂口・山口・

神田・高木・今井・榎本・喜田 (2004 )や東・藤 本・内山・坂口・山口・中

西 (2006 )の研究では、 3 つの違反を比較するために、事前に設定した共通

の 尺 度 項 目 を あ え て 用 い て い た が 、 個 々 の 違 反 行 動 の 要 因 構 造 は 必 ず し

も共通するものではない。そこで、本研究では、因子分析法によって尺度

化 さ れ た 変 数 を 用 い て 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ を 用 い て 、 制 限 速 度 遵 守 意

図の規定因モデルを構築する。  

本章では、計画的行動理論だけでなく、これまでの制限速度超過運転 行

動 研 究 で 使 わ れ た 態 度 項 目 を 含 め た 広 範 な 測 定 範 囲 を も つ モ デ ル 構 築 を

行い、制限速度遵守運転行動の規定因を明らかにするとともに、今後利 用

可能な構成概念および測定尺度を見出すことを目的とする。  

 

5.2 方  法  

1)調査項目  

フェイス項目は、性別、年齢、所持免許、免許取得後からの年数、よ く

運 転 す る 車 種 、 運 転 頻 度 、 速 度 違 反 を し な い よ う に し て い る ド ラ イ バ ー

の％推定、過去５年の違反や事故の回数などである。リッカートタイプ の

質問項目は、計画的行動理論及び Parke r，M ans tead，St ra d l ing，Reason ,  &  
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Bax te r  (19 92) 4 )の研 究を参考にして項目を設定した。表 5-1 に全項 目を示

す。従属変数として、速度違反をしないように心がける行動意図を測定 す

る 2 項目、その 2 項目以外の 34 項目が独立変数を測定する 15 尺度の 項

目である。これらに、緩衝項目 1 項目を加えて、計 37 項目を使用した。 

2)調査対象者  

優良運転者講習、一般運転者講習、初回更新者講習、違反運転者講習の

受 講 者 に 集 団 法 で 調 査 を 実 施 し た 。 今 回 分 析 す る の は ス ピ ー ド 違 反 を 対

象とするデータで参加者は 870 名であった。その内訳は男性 648 名 (平均

年齢＝ 37 .42、標準偏差＝ 11 .868、 小値＝ 18、 大値＝ 80)、女性 2 22 名

(平均年齢 ＝ 31 .95、標準偏差＝ 9 .034、 小値＝ 19、 大値＝ 66)であ った。  

3)調査実施時期・場所  

調 査 は 大 阪 府 門 真 市 に あ る 大 阪 府 警 察 本 部 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 で

2003 年 12 月初旬、特に 7 日及び 14 日の 2 日間に集中的に実施した。  

 

5.3 結果  

5.3.1 項目分析と尺度構成結果  

37 個 の 態 度 項 目 に つ い て 因 子 分 析 (斜 交 成 分 分 析 )を 行 っ て 、 比 較 的 明

瞭な解釈が可能な項目群をまず取り出した。相互相関が高いために、複 数

の 下 位 概 念 を 測 定 す る 一 般 的 な 因 子 が 得 ら れ た 場 合 に は 、 負 荷 す る 項 目

群 を さ ら に 因 子 分 析 し て 下 位 尺 度 を 構 成 す る こ と を 試 み た 。 概 念 を 測 定

する項目が 大でも 3 項目であるため、低い信頼性の尺度があっても因

子 分 析 に よ っ て 分 離 さ れ た 場 合 は 測 定 変 数 と し て 使 用 す る こ と に し た 。

項目分析によって得られた尺度の α 係数と項目表現を表 5－ 1 に示した。 

 尺 度 構 成 の 結 果 、 TPB の 基 本 変 数 と し て 、 制 限 速 度 遵 守 の 意 図 を 測 る

「行動意図」、認知的態度である「違反の否定的評価」、「遵法的態度」、主

観的規範としての「規範的信念」、知覚された統制感を測るために設定さ
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れた「違反をしない心がけ」が構成された。これは知覚された行動統制感

の下位概念の「自 律性 ( au ton o my)」に あたる変数とみられた。さ らに、T PB

で用いられる追加変数として、規範関係としての「個人的規範」、「記述的

規範」として「速度違反をしないように、心がけているドライバーの割合

(% )を推定 させた単一項目」、習慣測度としての「違反習慣性」、「予期され

た後悔」の測度としての「違反による後悔の予期」、「予期された感情」に

関連するとみられる「スピードに対する不安」がある。その他、因子分析

によってオリジナルの尺度を得た。項目分析の結果、α係数が低い尺度 も

構成されたが、本研究は探索的分析であることから、あえて全尺度を利 用

して分析を進めることにした。表 5－ 2 は、尺度間相関行列 (違反回 数と事

故回数を含む )であ る。  
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表 5-1 分析に用いた尺度項目と尺度のα係数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通量の少ない道路でも、制限速度は必ず守るつもりである　行動意図

（α＝．742）

個人規範

（α=．819）

違反の否定的評

価（α=．676）

いつも通っているところでやっている違反の取締りは、よく知っているから、めっ
たにつかまることはないと思う

うっかり信号や標識を見逃すことがあると、つぎからは気をつけるように自分に
言い聞かせる

スピード違反をするかどうかは、自分の心がけ次第である　

私は家族や知人に心配をかけたくないので、制限速度を絶対に守るようにしよう
と思う

制限速度を守らなくても、つかまることはめったにないと思う　

スピードを出しすぎないように心がけることは、事故防止のために必要である　

違反による後悔

の予期（α＝555）

速度管理の面倒

さ（α＝．733）

制限速度を守らないことが、自分のくせになっている　

スピードを出しすぎると、大きな事故を起こすのではないかと不安に思う

スピードを出して運転するのはこわい

交通違反で、罰金や反則金を払うことになれば、後悔するだろう　

交通違反で違反点数がつくことになれば、後悔するだろう　

急いでいても、慎重な運転をしようとこころがけている　

検挙可能性過小

評価（α＝．539）

違反をしない心が

け（α＝．328）

運転に生きがいを感じる　

制限速度を守ると、交通の流れに乗れずかえって危険だ　

事故さえ起こさなければ、少しくらいの違反はおおめに見てほしい　

交通ルールはどんな場合でも守るべきである　

違反習慣性

（α=．684）

享楽的運転志向

（α＝．623）

自己コントロール

（α＝．371）

違反の言い訳

（α=．561)

自己顕示的違反

（α=．390）

制限速度をいちいち守って運転するのはめんどうだ　

スピードの出しすぎを気にしながら運転するのはうっとうしい　

10km/hまでの速度超過は、スピード違反とは呼べない　

自分の運転がうまいところをひとに見せたいと思う

多くのドライバーが違反しているのに、一部の人だけが取締りを受けるのは不公
平である

信号無視の違反をしないように、心がけているドライバーは、どの程度の割合
（％）でいると思いますか。

最近、制限速度を守らないで運転したことが多かった　

運転はうまいほうである　

クラクションをよくならす

運転が好きだ　

遵法的態度

(α＝．421）

規範的信念

（α＝．632）

記述的規範

スピード違反は絶対にしないつもりである　

スピード違反をしたら罪悪感を感じる　

スピード違反は悪質な違反である

制限速度を守らないことは悪いことだと思う　

スピード違反をすると、よくないことをした気分になる

私の家族や知人は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　

スピードに対する

不安（α＝．704）
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表 5-2 尺度間相関行列  

 

**… p＜ . 01 .  *… p＜ . 05 .  

 

5.3.2 制限速度遵守意図の規定因に関する構造方程式モデルの設定  

 まず、構造方程式モデル構築の参考とするために、表 5-1 の尺度と年齢

を用いて斜交成分分析を行った (表 5-3 )。  

第 1 成分には、制限速度遵守の「行動意図」と規範関係の変数および

「 違 反 の 否 定 的 評 価 」 と 「 ス ピ ー ド へ の 不 安 」 が 負 荷 し た 。「 行 動 意 図 」

を も規定する要因として、潜在変数『規範』を設定できることが示唆さ

れた。また、「スピードへの不安」が違反に伴う規範を活性させる可能性

も示唆された。  

第 2 成分は遵法的態度に代表される制限速度の不遵守／遵守行動に関

わる態度尺度が負荷していることから、潜在変数『態度』が設定できると

考えられた。第 1 成分と高い負の成分相関を示すことから、『態 度』は『規

範』から規定される可能性が示唆された。「違反習慣性」は第 1 成分にも

負の負荷を示すことから、制限速度遵守の「行動意図」を弱めると考えら

れた。  

行動意図 -0.553 ** 0.430 ** -0.559 ** -0.352 * -0.494 * 0.446 ** 0.160 ** 0.337 ** 0.017 -0.147 ** 0.655 ** 0.664 ** 0.395 ** 0.682 ** 0.483 ** 0.243 ** -0.161 ** -0.035
違反習慣性 -0.553 ** -0.386 ** 0.545 ** 0.389 * 0.444 * -0.357 ** -0.076 * -0.216 ** 0.091 ** 0.243 ** -0.396 ** -0.433 ** -0.274 ** -0.405 ** -0.351 ** -0.127 ** 0.228 ** 0.100 **
遵法的態度 0.430 ** -0.386 ** ** -0.484 ** -0.420 * -0.481 * 0.332 ** 0.109 ** 0.313 ** -0.030 -0.198 ** 0.484 ** 0.448 ** 0.299 ** 0.409 ** 0.347 ** 0.236 ** -0.162 ** -0.033

速度管理の面倒さ -0.559 ** 0.545 ** -0.484 ** 0.442 * 0.484 * -0.407 ** -0.136 ** -0.292 ** 0.055 0.242 ** -0.507 ** -0.545 ** -0.287 ** -0.451 ** -0.392 ** -0.183 ** 0.205 ** 0.061
検挙可能性過小評価 -0.352 ** 0.389 ** -0.420 ** 0.442 ** * 0.386 * -0.292 ** -0.105 ** -0.186 ** 0.046 0.220 ** -0.326 ** -0.358 ** -0.258 ** -0.310 ** -0.299 ** -0.161 ** 0.108 ** 0.095 **

違反の言い訳 -0.494 ** 0.444 ** -0.481 ** 0.484 ** 0.386 ** -0.259 ** -0.048 -0.239 ** 0.014 0.174 ** -0.493 ** -0.445 ** -0.243 ** -0.417 ** -0.322 ** -0.189 ** 0.144 ** 0.054
自己コントロール 0.446 ** -0.357 ** 0.332 ** -0.407 ** -0.292 * -0.259 ** 0.266 ** 0.339 ** 0.054 -0.200 ** 0.396 ** 0.448 ** 0.266 ** 0.407 ** 0.363 ** 0.155 ** -0.123 ** -0.017

違反後の後悔予期 0.160 ** -0.076 * 0.109 ** -0.136 ** -0.105 * -0.048 0.266 ** 0.291 ** 0.018 -0.037 0.205 ** 0.252 ** 0.081 * 0.224 ** 0.195 ** 0.019 -0.054 -0.053
違反をしない心がけ 0.337 ** -0.216 ** 0.313 ** -0.292 ** -0.186 * -0.239 * 0.339 ** 0.291 ** 0.040 -0.114 ** 0.401 ** 0.375 ** 0.187 ** 0.361 ** 0.304 ** 0.112 ** -0.066 -0.014

享楽的運転志向 0.017 0.091 ** -0.030 0.055 0.046 0.014 0.054 0.018 0.04 0.357 ** 0.054 0.030 0.063 0.101 ** -0.092 ** -0.027 0.012 0.036
自己顕示過信 -0.147 ** 0.243 ** -0.198 ** 0.242 ** 0.220 * 0.174 * -0.200 ** -0.037 -0.114 ** 0.357 ** -0.151 ** -0.150 ** -0.047 -0.107 ** -0.250 ** -0.048 0.130 ** 0.060

違反の否定的評価 0.655 ** -0.396 ** 0.484 ** -0.507 ** -0.326 * -0.493 * 0.396 ** 0.205 ** 0.401 ** 0.054 -0.151 ** 0.689 ** 0.336 ** 0.637 ** 0.468 ** 0.254 ** -0.152 ** -0.071 *
個人的規範 0.664 ** -0.433 ** 0.448 ** -0.545 ** -0.358 * -0.445 * 0.448 ** 0.252 ** 0.375 ** 0.030 -0.150 ** 0.689 ** 0.403 ** 0.659 ** 0.508 ** 0.244 ** -0.176 ** -0.069 *

遵法運転者%推定 0.395 ** -0.274 ** 0.299 ** -0.287 ** -0.258 * -0.243 * 0.266 ** 0.081 * 0.187 ** 0.063 -0.047 0.336 ** 0.403 ** 0.386 ** 0.295 ** 0.188 ** -0.095 ** -0.031
規範的信念 0.682 ** -0.405 ** 0.409 ** -0.451 ** -0.310 * -0.417 * 0.407 ** 0.224 ** 0.361 ** 0.101 ** -0.107 ** 0.637 ** 0.659 ** 0.386 ** 0.420 ** 0.242 ** -0.116 ** -0.045

スピードへの不安 0.483 ** -0.351 ** 0.347 ** -0.392 ** -0.299 * -0.322 * 0.363 ** 0.195 ** 0.304 ** -0.092 ** -0.250 ** 0.468 ** 0.508 ** 0.295 ** 0.420 ** 0.183 ** -0.174 ** -0.077 *
年齢 0.243 ** -0.127 ** 0.236 ** -0.183 ** -0.161 * -0.189 * 0.155 ** 0.019 0.112 ** -0.027 -0.048 0.254 ** 0.244 ** 0.188 ** 0.242 ** 0.183 ** -0.028 -0.042

過去5年間の違反回数 -0.161 ** 0.228 ** -0.162 ** 0.205 ** 0.108 * 0.144 * -0.123 ** -0.054 -0.066 0.012 0.130 ** -0.152 ** -0.176 ** -0.095 ** -0.116 ** -0.174 ** -0.028 0.318 **
過去5年間の事故回数 -0.035 0.100 ** -0.033 0.061 0.095 * 0.054 -0.017 -0.053 -0.014 0.036 0.060 -0.071 * -0.069 * -0.031 -0.045 -0.077 * -0.042 0.318 **

違反の否定
的評価

行動意図 違反習慣性 遵法的態度
速度管理の

面倒さ
検挙可能性
過小評価

違反の言
い訳

自己コント
ロール

違反後の後
悔予期

違反をしない
心がけ

享楽的運
転志向

自己顕示
過信

過去5年間
の事故回数

個人的規範 遵法運転者% 規範的信念
スピードへの

不安
年齢

過去5年間
の違反回数
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表 5-3 尺度間斜交成分分析 (Promax 回転，因子パタン ) 

 

 

第 3 成分は自制的運転の傾向を測ると考えられた。同成分に負荷する

変数を規定する潜在変数の『自制的運転傾向』が設定できると考えられた 。

第 1 成分および第 2 成分との相関から、『自制的運転傾向』は『規範』に

規定され、『態度』に規定されると見られた。  

第 4 成分に負荷する「享楽的運転志向」や「自己顕示過信」から潜在変

数『自己顕示的運転傾向』が設定できると考えられた。第 4 成分と第 2 成

分の弱い正の成分間相関から、『自己顕示的運転傾向』は『態度』と弱く

関わる可能性が示唆された。第５成分は「年齢」のみ負荷しており、外生

変数とすることが妥当と考えられた。  

これらの結果および T PB の 前提にもとづき、「行動意図」を規定する要

第1成分 第2成分 第3成分 第4成分 第5成分
行動意図 0.851 -0.072 -0.070 0.019 -0.045

規範的信念 0.838 0.052 0.064 0.116 0.027

個人的規範 0.789 -0.010 0.106 0.019 0.024

記述的規範 0.760 0.133 -0.184 0.079 0.119

違反の否定的評価 0.693 -0.100 0.097 0.063 0.073

スピードへの不安 0.651 0.139 0.127 -0.284 0.025

検挙可能性過少評価 0.278 0.913 -0.061 0.003 -0.055

遵法的態度 -0.051 -0.749 0.090 0.032 0.196

違反の言い訳 -0.143 0.709 0.147 -0.069 -0.020

速度管理の面倒さ -0.249 0.587 0.003 0.056 0.088

違反習慣性 -0.357 0.484 0.171 0.122 0.224

違反後の後悔予期 -0.083 0.135 0.891 0.000 -0.053

違反をしない心がけ 0.062 -0.118 0.645 0.047 0.045

自己コントロール 0.274 -0.152 0.405 -0.023 -0.068

享楽的運転志向 0.050 -0.133 0.088 0.873 -0.102

自己顕示的違反 0.060 0.165 -0.070 0.749 0.036

年齢 0.134 -0.085 -0.039 -0.067 0.913

成分間相関 第1成分 第2成分 第3成分 第4成分 第5成分
第1成分 -0.677 0.444 -0.151 0.110

第2成分 -0.677 -0.328 0.243 -0.060

第3成分 0.444 -0.328 -0.090 0.055

第4成分 -0.151 0.243 -0.090 0.059

第5成分 0.110 -0.060 0.055 0.059
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因をパス図に配置した。観測変数が多いため、潜在変数と下位測定変数 を

設定して、図にあるモデルを構築し、AM OS による構造方程式モデリング

( 尤推定 )をおこな った。適合度指標 (GFI＝ . 958，AGFI＝ . 939，CFI＝ . 9 5 9，  

RMSEA＝ . 049 )によ れば、モデルの適合度は良好であった。  

 

図 5-1 制限速度遵守の「行動意図」を規定する要因モデル  

 

5.3.3 潜在変数と観測変数の関係  

設 定 さ れ た 潜 在 変 数 か ら 観 測 変 数 へ の 影 響 力 に つ い て 標 準 化 パ ス 係 数

に よ っ て 評 価 し た 。 パ ス 図 (図 5‐ 1)の 上 部 に あ る 潜 在 変 数 か ら 反 時 計 ま

わりにみていく。まず『態度』は、「速度管理の面倒さ (β＝ － 0 .77，p< .001 )」、

「違反の言い訳 (β＝－ 0 .67，p< .001)」、「違反習慣性 (β＝ － 0 .66，p< .001)」、

「 検 挙 可 能 性 過 小 評 価 (β＝ － 0 .58， p< .001)」 に 負 の 影 響 を 、「 遵 守 的 態 度
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(β＝ 0 .66， p< .001)」 に 正 の 影 響 を 与 え た 。『 自 制 的 運 転 傾 向 』 は 「 自 己 コ

ントロール (β＝ 0 .66，p< .001)」、「違反をしない心がけ (β＝ 0 .57，p< .001)」、

「 違 反 後 の 後 悔 予 期 (β＝ 0 .38， p< .001)」 に 正 の 影 響 を 与 え た 。『 自 己 顕 示

的運転』は「自己顕示過信 (β＝ 0 .84，p < .001)」、「 享楽的運転志向 (β＝ 0 .41，

p< .001)」に正の影響を与えた。『規範』は「個人 的規範 (β＝ 0 .83，p< .001 )」、

「違反の否定的評価 (β＝ 0 .81，p< .001)」、「規範的信念 (β＝ 0 .79，p< .001)」、

「違法運転者 %(β＝ 0 .47， p< .0 01)」に正 の影響を与えた。  

(１ )『行 動意図』を規定する変数  

制限速度を遵守する「行動意図」に直接引かれたパスの中で統計的に 有

意であったのは、正の影響を与えた「規範」 (β＝ 0 .84，p＜．001)と負の影

響を与えた「違反習慣性」 (β＝－ 0 .19， p＜． 001)のもの だけであった。  

(２ )規範 が他の変数に与える影響  

も多くの変数に影響を与えたのが『規範』で あった。『規範』から「 行

動意 図 」への 正 の影響 に くわ え、『 規 範』 か ら ,『態 度 』 (β＝ 0 .76 , ) ,『 自 制

的運転傾向』 (β＝ 0 .78，p< .00 1)に正の 影響を与えた。さらに『規範』か ら

影響をうけた『自制的運転傾向』は『自己顕示的運転』に負の影響 (β＝ －

0 .24， p< .0 01)を与え た。  

外 生 変 数 で あ る 「 年 齢 」 か ら 、『 規 範 』 (β＝ 0 .21， p< .001)と 「 ス ピ ー ド

への不安」 (β＝ 0 .18， p＜ . 001 )への正の影響があった。そして、「年齢」か

ら 影 響 を う け た 「 ス ピ ー ド へ の 不 安 」 か ら 『 規 範 』 (β＝ 0 .55， p<0 .001)へ

の正の影響があった。  

5.3.4 行動意図に与える諸変数の直接効果・間接効果・総合効果  

 本 モ デ ル は 複 雑 な 構 造 を も つ た め 、 行 動 意 図 へ の 各 変 数 の 影 響 力 を 評

価しづらい。そこ で、「行動 意図」に 影響する変数の直接効果、間接効果、

総合効果を求めて、各変数の行動意図に対する効果を評価した (表 5-4 )。

各効果とも標準化されたものを用いた。  
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表 5-4 行動意図に影響する変数の直接効果・間接効果・総合効果  

 

 

総合効果をみると、制限速度遵守の「行動意図」を も規定したのが「 規

範」であった。次いで、「スピードへの不安」、「年齢」である。これらは

直接効果がみられないが、「規範」を経た間接効果があり、そのために総

合効果が認められる。「自制的運転傾向」、「違反習慣性」は、制限速度遵

守の「行動意図」を下げる直接効果をもった。T PB の基本予測因である 態

度は、行動意図には有意な直接効果をもたなかったが、下位変数の違反 習

慣を介して弱い間接効果はあったが、総合効果は低かった。「自己顕示的

危険運転」は全ての効果が低かった。  

 

5.4 考  察  

5.4.1 結果の概要と考察方針  

本 章 で は 、 若 年 か ら 老 年 ま で の 幅 広 い 年 齢 に わ た る 男 女 ド ラ イ バ ー の

デ ー タ に 基 づ き 、 計 画 的 行 動 理 論 を も と に し た 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ を

行い、制限速度を遵守する「行動意図」に影響を与える要因について探索

した。その結果、 も大きな直接的影響を与えたのは潜在変数の『規範』

であった。ここでは、交通安全政策上の示唆や今後の研究方向について 考

察 す る と と も に 、 今 後 の 速 度 超 過 運 転 行 動 理 解 の た め の モ デ ル 化 に 必 要

な尺度の設定方針について考察する。  

直接効果 間接効果 総合効果
年齢 -0.010 0.261 0.251

スピードへの不安 0.000 0.455 0.455
規範 0.838 -0.015 0.823

自己顕示的危険運転 0.021 -0.020 0.001
自制的運転傾向 -0.112 0.000 -0.113

態度 -0.025 0.120 0.095
違反習慣性 -0.189 0.000 -0.189
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5.4.2 交通安全施策への示唆－規範と年齢をめぐる議論  

「行動意図」を規定する 大の要因が『規範』であったことから、速度

超 過 運 転 抑 止 の た め に は 、 制 限 速 度 を 遵 守 す る こ と へ の 周 囲 の 人 々 (家族

や 友 人 )の 期 待 の 知 覚 で あ る 「 主 観 的 規 範 」 を タ ー ゲ ッ ト に し た 対 策 が 有

効であると考えられる。例えば、家族が事故を起こさないかを心配して い

るというメッセージを用いた広報は効果が期待できる。また、ド ライバー

に 対 す る 周 囲 の 人 間 関 係 が 向 社 会 的 影 響 を も つ よ う に す る た め 、 小 学 校

単 位 で 保 護 者 と 児 童 が 一 緒 に 参 加 す る 交 通 安 全 教 育 も 有 効 と 考 え ら れ る 。 

さ ら に 規 範 、 ス ピ ー ド 不 安 と 年 齢 の 関 係 に つ い て 興 味 深 い 結 果 が 得 ら

れた。つまり、周囲の人々の制限速度遵守への期待を測る『規範』、「スピ

ードへの不安」は、「年齢」が高くなると強まる傾向があった。「年齢」に

よって高まる「スピードへの不安」は『規範』を増進させることも示唆さ

れた。「年齢」が上がれば、家族の重要性が高まり、高速での運転が怖く

なるのは納得できる。しかし、実践的、理論的に考えると追及すべき問題

がでてくる。  

例えば年齢が上がるほど「 スピードへの不安」が増す ならば、恐怖アピ

ー ル 法 に よ る 速 度 抑 制 の 安 全 キ ャ ン ペ ー ン は 、 他 の 年 代 に 比 べ る と 若 年

者 に は 効 果 的 で は な い 可 能 性 も 示 唆 さ れ る 。 恐 怖 管 理 理 論 ( t e r ro r -

ma nage me n t  t heo ry： TMT )か らみると、若年層は死の恐怖から逃れるため

に 運 転 テ ク ニ ッ ク の 卓 越 さ を 誇 っ て 自 尊 心 の 回 復 を は か る こ と や 死 の 恐

怖 を 否 定 す る 防 衛 機 制 と し て よ り 速 度 を 出 し た 運 転 を す る 可 能 性 も 想 定

できるため、恐怖アピール法は逆効果になることもありうる。例えば Ben-

Ar i ,  F lo r i an ,  &  Miku l ince r  (199 9) 5 )は TM T に基づき、 18 歳から 21 歳のイ

ス ラ エ ル 兵 士 を 対 象 に し た 実 験 を 行 っ た 。 死 を 意 識 さ せ る 操 作 に よ っ て

死 の 顕 現 性 (mo r t a l i t y  s a l i en ce )が 高 め ら れ た 状 態 に 誘 導 さ れ た 人 た ち の 内 、

運 転 が 自 尊 心 に 関 連 す る と 認 識 さ せ ら れ た 人 た ち は よ り 速 い 速 度 で 運 転
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し た こ と を 報 告 し た 。 こ の よ う な 副 作 用 を 心 配 せ ず に 行 う こ と が で き る

介入としては、思春期以前の交通安全教育によって「個人的規範」を形成

し て 交 通 ル ー ル の 内 面 化 を 進 め る こ と が 考 え ら れ る 。 よ り 効 果 的 な 交 通

ルールの内面化をうながす心理的介入策を考案する研究が必要となる。  

さ ら に 若 年 ド ラ イ バ ー は 何 故 制 限 速 度 を 守 ら ず 危 険 運 転 を 好 む の か を

説明する立場が複数存在する。効果的な介入策を考えるためには、各立 場

による説明について科学的検討を加える必要がある。例えば、藤本・橋本・

東 ・ 奥 田 (1998) 6 )は 若 者 の 危 険 運 転 の 特 徴 と し て 「 ス ピ ー ド 志 向 性 」、「攻

撃的運転行動」、「性急な運転」、「危険感受性の低さ」、「運転技術の過信」

の 5 点を挙げ、速度超過運転の傾向が強い若年運転者は、「危険感受性が

低い」ために「スピードへの不安」をもたないので規範認識も低くなると

み て い る 。 若 者 を 取 り 巻 く 社 会 環 境 (暴 走 を か っ こ い い と 価 値 づ け る 若 者

文 化 、 同 輩 集 団 な ど )の 影 響 に よ っ て 、 危 険 な 速 度 超 過 運 転 に つ な が る と

する説明もある。例えば、魅力的な異性が助手席にいると若年者ドライ バ

ーは速度を出すことが知られている。また、近年の交通心理学では、衝動

性、リスク希求性などの「典型的な青年の行動」は、思春期の脳の主要な

構 造 変 化 に 起 因 す る 可 能 性 に 着 目 し て い る 。 思 春 期 か ら 青 年 期 に か け て

は 、 強 い 感 情 や 衝 動 を 生 む 大 脳 辺 縁 系 の 制 御 を 行 う 前 頭 前 野 に 位 置 す る

制御機能が未発達であるため、いわば「心のブレーキ」が効きにくい状態

にあると考える。  

これらに加え、年齢、規範、制限速度不遵守との正相関は、統計的アー

チ フ ァ ク ト に よ っ て 強 調 さ れ 過 ぎ て い る 可 能 性 も あ る 。 若 者 サ ン プ ル の

中 に 、 速 度 超 過 運 転 な ど 危 険 な 運 転 を す る 傾 向 が 特 に 強 い ク ラ ス タ ー (群

内 分 散 が 低 い 一 団 )が 存 在 し て い る と 、 そ の ク ラ ス タ ー を 含 ん だ 若 者 サ ン

プ ル と 相 対 的 に 規 範 性 と 制 限 速 度 遵 守 傾 向 が 高 い 中 高 齢 者 の 群 ら を 合 併

して計算すると、年齢、規範と制限速度不遵守傾向の間の正相関がより 強
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調される可能性がある。この点に関して、本分析は明確な答えをだして い

ない。統計的アーチファクト説以外の各立場は、若者に関する常識的理 解

に沿っているため、それぞれ説得的だが、今後、より精緻な議論を深めて

いく必要があるだろう。  

5.4.3 モデル構築のための尺度改良と選択  

まず表 5-1 でα係 数が . 60 を 下回った項目はそのままでは今後利用しな

いこととした。次にその他の尺度の改良方針を示す。今回は目的変数で あ

る「行動意図」は 2 項目であったため、潜在変数が定義できず、潜在変数

間の因果パスを用いることができなかった。今後は「行動意図」の項目数

を増やすとともに、個々の従属変数の影響度を査定しやすくするために、

尺 度 得 点 化 さ れ た 観 測 変 数 だ け で 構 造 方 程 式 モ デ ル を 構 築 す る こ と が 考

えられる。そのためには、基本変数として必須概念を測る項目を改良す る

とともに、モデル化において必要／不必要な変数を見定める必要がある。

以下にその他の変数の設定方針を示す。  

まず第 1 に規範的信念尺度の改良が必要である。本研究が扱った『規

範』は、「個人的規範」や記述的規範を測定する「遵法運転者％推定」が

負荷したことからも、規範に関する傾向を測っているとみられる。しかし 、

主観的規範を測定する「規範的信念」 2 項目のうち、「私は家族や知人に

心配をかけたくないので、制限速度を絶対に守るようにしようと思う」と

いう項目は、制限速度遵守の行動意図も測定している可能性がある。『規

範』が「行動意図」に も影響するという知見の一般化の確度に関わるた

め、同尺度を改良した上で、新たなデータのもとで再検証する必要がある 。 

第 2 に、想定とは異なる潜在変数に影響をうけた尺度変数が複数存在

した。まず、本来、認知的態度を測定しているはずの「違反の否定的評価 」

が規範の下位尺度に属した。『規範』が行動意図だけでなく、様々な変数

に影響力を持ったためであると考えられる。同尺度は『態度』の測定に必
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須であるため、今後とも使用すべきである。また、「行動意図」に影響を

ほとんど持たなかった『自制的運転傾向』の下位尺度の「違反後の後悔の

予期」と「 違反をしない心がけ」は今 後使用せず、「違反 後の後悔の予期」

の代わりに「感情的態度」や「予期された感情」を用いる予定である。「 違

反をしない心がけ」は、知覚された行動統制感の下位変数の「自律性」を

想定したものであるが、既往研究に基づき、「行動意図」の規定力を持つ

「能力」あるいは「自己効力感」のほうを用いるべきと思われる。例えば 、

速 度 超 過 運 転 が で き る か ど う か の 運 転 能 力 の 自 己 過 信 を 測 定 す る 尺 度 を

用いることが考えられる。  

 第 3 に、『態度』に含まれた「違反習慣性」は、「行動意図」に独自の影

響力をもっていたので、今後、信頼性と妥当性のある習慣尺度 ( SR HI の制

限速度超過運転行動版 )を開 発し利用する必要がある。習 慣の「行動 意図」

へ の 影 響 の 在 り 方 を 明 ら か に す る こ と は 、 交 通 違 反 行 動 を 理 解 す る う え

で重要である。  

 後に、制限速度遵守の「行動意図」だけでなく、制限速度不遵守の「行

動意図」および制限速度超過運転の「自己報告された行動」を測定する尺

度を開発して利用すべきだろう。  

今後は、本章におけるモデリングや変数選択の知見を参考にして、新 た

なデータにもとづいて「自己報告された行動」、制限速度遵守および不遵

守の「行動意図」を用いたモデリングを行うことが課題である。  
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第 6 章 習慣理論から見た高齢歩行者の乱横断行動 
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6.1 はじめに  

 この章は、高齢歩行者の乱横断行動について、その機能が明らかにさ れ

つ つ あ る 習 慣 (hab i t s )の 観 点 か ら 、 ア ン ケ ー ト デ ー タ を も と に 理 解 を 試 み

たものである。本論文全体で、計画的行動理論とその拡張、修正モデルを

も ち い た 速 度 超 過 運 転 行 動 の 理 解 が 試 み ら れ る が 、 計 画 的 行 動 理 論 の 拡

張、そして 2 過程モデルからの交通行動の理解には、自動性をもち自動 的

行動を引き起こす習慣概念が有望である。実際に、歩行者の乱横断行動 の

理解に、2 過程モデルが適用されており、速度超過運転行動に 2 過程モデ

ルが適用され始めた時期が同じである。ここでは、高齢歩行者の乱横断 と

いう交通安全上、喫緊の課題に対して、習慣の観点からの理解が可能で あ

り、今後種々の交通行動を理解するうえで有用であることを示したい。  

 

6.2 問題意識  

日 本 の 道 路 事 故 に お け る 大 の 犠 牲 者 は 高 齢 歩 行 者 で あ る 。 内 閣 府

(2016 ) 1 )に よる「平成 28 年版 交通安全白書」によれば、平成 27 年 中の交

通事故死者数は 4117 人であるが、高齢者 (65 歳以上 )の歩行 中の死者数は、

他の年齢層を大きく上まわる 1070 人 (男性 487 人、女性 583 人 )で あり、

歩行中の全死者数 1534 人中、実に 69 .75%を占めている。世界に先駆けて

超高齢社会となった日本の 65 歳以上の高齢率は 2015 年時点で 26%であ

るが、 2030 年には 3 1 .8%とな り、ほぼ 3 人に 1 人が高齢者になる。我が

国 に お い て 高 齢 歩 行 者 事 故 を 減 ら す 取 り 組 み の 強 化 は 極 め て 急 務 と い え

る。  

しかし、高 齢歩行者の主な事故原因と考えられる乱横断 ( j aywa lk )を 実質

的に防止するとなると、相当の困難が予想される。各地で行われる高齢 者

対 象 の 安 全 教 室 な ど の 取 り 組 み は 一 定 の 効 果 を 生 ん で い る が 、 足 の 悪 い

高 齢 者 に 遠 回 り を し て 横 断 歩 道 を 渡 っ て も ら う の は な か な か 難 し い と い
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うのが現場の本音ではないかと推察される。高齢化がすすむ中、安全教 育

キ ャ ン ペ ー ン の 展 開 の 質 と 量 を 強 化 す る だ け で な く 、 教 育 以 外 の 多 面 的

な取り組みも必要である。  

本 研 究 は 、 奈 良 県 の 高 齢 者 の 交 通 安 全 に 関 わ る 取 り 組 み の 提 案 を 行 う

(株 )修成 建設コンサルタントより、一般社団法人交通科学研究会が委託を

受けた「奈良県における高齢者事故に関する調査研究」のうち、高齢者を

対象としたアンケート調査の分析結果と考察を報告する。  

ま ず 、 奈 良 県 高 齢 歩 行 者 の 乱 横 断 行 動 の 分 析 結 果 を 検 討 す る 準 備 と し

て、性別、年齢、免許保有の有無といったデモグラフィック要因と乱横断

行動との関係に関する研究を中心にレヴューする。  

6.2.1 デモグラフィック要因別の横断行動の特徴   

性別、年齢、運転免許保有といったデモグラフィック要因によって乱 横

断傾向が異なることが明らかにされている。  

まず、男性は女性よりも乱横断をする傾向が強いことは、多くの研究 の

一致するところである。例えば Gran ie ,  Panne t i e r,  &  Gu eho  (2013 ) 2 )は 全年

代 に 適 用 可 能 な 歩 行 者 行 動 傾 向 尺 度 を 用 い て 、 男 性 は 女 性 よ り も 違 法 な

横断をする傾向を指摘した。同様の結果は Hol l and  & Hi l l  ( 2007) 3 )の計画

的行動理論に基づく危険状況下での横断行動意図の分析、 Diaz  (2002) 4 )の

行動の言語報告の分析においても見られた。さらに Tom & Gran ie  (2011) 5 )

は 、 男 性 が 女 性 に 比 し て 歩 行 者 信 号 に 従 わ な い こ と を 行 動 観 察 か ら 明 ら

かにした。  

Gran ie  e t  a l .  ( 2013 ) 2 )  は、このような乱横断傾向の性差は、社会的役 割

期待に沿ったしつけや教育による結果であるという。つまり、男性は女 性

よりも、競争や優位性を求めて、横断時及び運転時にルール破りをしや す

いからと解釈している。  

さ ら に 若 者 は そ の 他 の 世 代 よ り も 横 断 に 関 す る ル ー ル に 従 お う と し な
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いことも明らかにされている。 Diaz  (2002 ) 4 )は 、若者 (17－ 25 歳 )は、大人

(26 歳以上 )にくらべ 、歩行者としての違反行動に肯定的で、知覚された 主

観 的 規 範 や 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 も 低 い こ と を 示 し た 。 Gran ie ,  e t  a l .  

( 2013 ) 2 )  は、駐車や渋滞車列の間のすり抜け、斜め横断などの誤った横断

方法の主観的実行頻度に関する e r ro r 尺度得点において、45－ 55 歳群、56

歳以上群の平均値は、 26－ 35 歳群と 1 5－ 25 歳群といった 35 歳以 下のグ

ル ー プ に 比 し て 低 い こ と を 明 ら か に し た 。 こ れ ら の 年 代 間 比 較 の 結 果 に

も と づ く と 、 高 齢 者 は 若 者 に 比 べ て 遵 法 的 な 横 断 意 図 や 態 度 を も っ て い

ると考えられる。  

しかし、安全な道路横断スキルにおいて、高齢者は若者よりも低いと 考

えられる。 Hol l and  & Hi l l  ( 20 10) 6 )は、 実際の道路状況の画像を見ながら、

英 国 在 住 の 参 加 者 に 横 断 判 断 選 択 や 横 断 行 動 を さ せ る こ と で 実 際 の 横 断

スキルを見るシミュレーション実験を行った。その結果、男性に危険横 断

が多いことに加え、高齢者は中年よりも危険横断が増えること、高齢者 に

比して若者は危険な横断判断をしないことを見出した。なお Hol l and らの

横 断 ス キ ル の 操 作 的 定 義 と そ の 分 析 結 果 は 高 齢 者 の 横 断 行 動 理 解 に 有 用

であり、ここで一部を紹介する。不安全横断回数を従属変数にした重回 帰

分析によれば、歩き出しの遅れ ( s t a r t -up  de l ay :自 動車の切れ目を見つけて、

後 の 自 動 車 が 通 過 後 、 横 断 開 始 す る ま で の 時 間 )が も 重 要 な 予 測 変 数

で あ っ た 。 高 齢 者 に 多 い 歩 き 出 し の 遅 れ は 安 全 に 渡 る こ と が で き る 時 間

を無駄に使ってしまうため、リスクを高めると考えられた。さらに 2 車線

道 路 に お け る 遠 い 車 線 で の 高 齢 者 の 事 故 が 多 い 理 由 と し て 、 左 方 向 確 認

スキルの欠如の影響が示唆された。英国では日本同様、2 車線道路の歩行

者 側 の 車 線 で は 車 両 は 右 か ら く る が 、 遠 い 車 線 の 車 両 に 対 す る 左 確 認 は

安 全 横 断 に つ な が り 、 歩 き 出 す 前 の 右 確 認 の 多 さ は 不 安 全 横 断 や 安 全 余

裕距離 ( s a f e ty  ma rg in )の短縮に つながることが示唆された。  
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Rosenb loo m,  Man de l ,  Rosn e r,  &  E ldo ro r (2015) 7 )は 、道路横断時のハザー

ド発見能力を測定するため、イスラエルのテルアビブの人々に対して、ビ

デ オ ク リ ッ プ を 用 い た イ ン タ ラ ク テ ィ ブ な コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム に よ

る Haza rd  Pe rcep t ion  t e s t  fo r  pe des t r i ans の事前事後測定を行った。子ど も

と成人には訓練による改善効果がみられた。このことから、高齢者のハ ザ

ード発見能力を改善することは容易でないと考えられる。  

移 動 手 段 や 運 転 免 許 保 有 と の 関 連 も 検 討 さ れ て い る 。 Gran ie ,  e t  a l .  

( 2013 ) 2 )  によれば、自動車を保有していない人はよりエラーやうっかり横

断をし、運転しない人ほど違反をすること、めったに運転しない人ほど う

っ か り 横 断 を す る こ と 、 定 期 的 に 歩 く 人 ほ ど 違 反 や エ ラ ー を す る 傾 向 が

あった。自動車や運転免許を持っていない人は、違反を行う歩行機会が 多

いと推察される。そこで、歩く頻度や距離が長いほどエラーをするリス ク

が増大して、うっかり横断や違反横断をしやすくなると考えられた。また 、

運 転 経 験 の あ る 高 齢 者 (特 に 女 性 の 場 合 )  は 、「 ド ラ イ バ ー と の や り 取 り 」

や「交通リスクの自覚」など、運転と道路横断に共通スキルがあることか

ら、横断時にリスクを冒さなくなる可能性も指摘されている。  

一方、Hol l and  & Hi l l  ( 2010 ) 6 )は 男性の運転経験が危険な横断行動に悪影

響を与えることを示唆し、女性運転者は男性と運転しない女性に比して、

危 険 横 断 が 少 な い こ と を 報 告 し た 。 京 都 府 内 に 居 住 す る 高 齢 者 に 横 断 行

動 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 を 行 っ た 東 ・ 藤 本 ・ 奥 田 ・ 橋 本 (2002 ) 8 )は 、 免

許 を 持 っ て い る 男 性 高 齢 者 ほ ど 横 断 歩 道 外 を 渡 る 傾 向 に あ る の に 対 し 、

横 断 禁 止 標 識 を 知 ら な い 高 齢 女 性 ほ ど 横 断 歩 道 外 を 渡 る 傾 向 が あ り 、 免

許保持や知識との関係は性別によって異なることを示唆した。  

このようにデモグラフィック要因が乱横断に対する態度、行動、横断ス

キ ル 、 交 通 安 全 や ル ー ル に 対 す る 知 識 に 影 響 し て い る こ と は 明 ら か で あ

る。そこで、対象者の乱横断傾向のデモグラフィック要因別の特徴を把 握
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することは、交通安全対策のターゲットをしぼるために必要である。  

6.2.2 乱横断行動を理解する新たな視点  

前項の研究知見によれば、高齢歩行者は他の年代に比して、乱横断を す

る意図が強いとはいえない。しかし、歩行中の高齢者の死者数はとびぬけ

て多い。高齢者は乱横断をする行動意図が低いのにもかかわらず、なぜ 乱

横 断 行 動 を 繰 り 返 し て 事 故 に つ な が る の か に つ い て 、 い ま だ 十 分 に は 説

明できていない。  

高 齢 者 の 横 断 ス キ ル の 低 下 を 指 摘 し た Hol l an d  & Hi l l  ( 2010 ) 3 ) や

Rosenb loo m, e t  a l .  ( 2 015) 6 )の結 果にもと づくと、 次のよう な事故発 生に 至

る図式をたてることができる。高齢者は、足の痛みが生じたり歩行速度 が

落ちたりしてくると、時間と労力の節約のために、危険であっても近道 に

なる乱横断をしはじめる。そして、横断スキルが低下した状態で、リスク

の 十 分 な 考 慮 な し に 危 険 な 乱 横 断 を 繰 り 返 し つ い に は 事 故 に 至 る と い う

図式である。  

こ の 図 式 が 成 り 立 つ に は 、 リ ス ク を 考 慮 せ ず に 乱 横 断 行 動 を 繰 り 返 す

心理過程とは何かを説明する必要がある。そのような試みの一つが Xu,  L i ,  

&  Zh ang  (2013) 9 )の 研究である。彼女らは意識的な心がけに関わる統制下

過 程 ( con t ro l l ed  p roces s ) と 、 ほ と ん ど 意 識 も せ ず 進 行 す る 自 動 的 過 程

( au to ma t i c  p roces s )か らなる社会心理学における 2 過程モデル (dua l  p roces s  

mo de l )を 乱横断行動意図形成の理解に応用した。  

そ し て リ ス ク な ど の 合 理 的 な 熟 慮 に よ る 統 制 下 過 程 と 習 慣 (hab i t )に 基

づ い た 自 動 的 過 程 が 乱 横 断 行 動 意 図 の 形 成 に ど の よ う に 影 響 す る か を 検

討するために、成人サンプルを対象に計画的行動理論 (Ajzen ,  199 1) 1 0 )にも

とづいた質問紙調査を行った。  

そ の 結 果 、 合 理 的 な 熟 慮 を 伴 う 統 制 下 過 程 に 関 わ る 乱 横 断 の 危 険 性 な

どに対する態度や主観的規範 (周囲の 人の期待や同調圧力 )より、自動的過
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程 に 関 わ る 乱 横 断 習 慣 (hab i t )の 方 が 乱 横 断 行 動 意 図 を も 強 く 規 定 し た

ことを報告している。  

この研究では、安定的な文脈で同じ行動が繰り返されると、環境や文 脈

の手がかりだけで、リスクの熟慮なしに、行動が自動的に遂行されやす く

な る と い う 習 慣 理 論 (Wood ,  Qu inn ,  &  Ka shy,  2002 ;  Wood  &  Nea l ,  2007 ;  

Wood  & Ru enge r,  201 6) 1 1 ) , 1 2 ) , 1 3 )  の観点を採用し、行動頻度が習慣的行動 の

予測因になりうると前提している。  

乱 横 断 が 習 慣 化 し た 結 果 、 環 境 的 手 が か り に よ っ て 自 動 的 ( au to ma t i c )、

す な わ ち 不 注 意 か つ あ ま り 考 え ず に 乱 横 断 が 実 行 さ れ る 可 能 性 は あ る と

考えられる。横断中の事故多発地点の現地調査や事故事例分析をすると、

事 故 地 点 に 乱 横 断 を 誘 発 す る 特 定 の 環 境 的 手 が か り が 見 つ か る こ と が 多

い。例えばスーパーの入り口近くに、横断防止柵の開口部があるため、遠

く に あ る 横 断 歩 道 ま で い か ず に そ こ を 渡 り た く な る と い う ケ ー ス で あ る 。

他にも、鉄道駅近くの斜め横断、渋滞車両のすり抜け横断を誘発する手 が

か り が 見 つ か る こ と も 多 い 。 乱 横 断 し が ち な 高 齢 者 が 日 常 的 に 歩 行 す る

経 路 に こ の よ う な 手 が か り が あ れ ば 、 危 険 な 横 断 を す る 可 能 性 が あ る と

考えられる。  

そ こ で 乱 横 断 行 動 意 図 と 乱 横 断 行 動 が 環 境 的 、 文 脈 的 手 が か り に よ っ

て 活 性 化 さ れ た 習 慣 の 自 動 的 過 程 を へ て 、 統 制 下 過 程 と は 独 立 に 生 じ る

とする Xu,  L i ,  &  Zh ang(2013 ) 8 )の視点は，高齢者の乱横断習慣が事故につ

ながるという図式を説明する際に有益かつ示唆的であると考えられる。  

以 上 の 既 往 研 究 を 参 考 に 、 本 研 究 は 高 齢 者 の 乱 横 断 行 動 を 理 解 す る た

めに、奈良県の高齢歩行者を対象とした質問紙調査データを分析し、デ モ

グ ラ フ ィ ッ ク 要 因 と 乱 横 断 と の 関 わ り や 乱 横 断 行 動 の 頻 度 が 道 路 歩 行 中

のヒヤリハット体験に結びついているかどうかを分析し検討する。  
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6.3 方法  

6.3.1 調査項目  

(1 )フェイ ス項目：性別、年齢、居住地域、所持免許、免許取得後からの年

数、よく運転する車種を質問した。  

( 2 )道 路 歩 行 中 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 の 有 無 に 関 す る 質 問 ： 質 問 文 は 「 あ な

た は 道 路 を 歩 行 中 に 事 故 に あ い そ う に な っ た こ と は あ り ま す か ？ 」 で あ

った。回答は「ある・ない」の中から 1 つを選択させた。あると回答し た

場合に、道路歩行中のヒヤリハット体験ありとみなした。  

(3 )交通安 全知識に関する質問：  

①内輪差の既知問題：質問 文は「あなたは自動車の「内輪差」を知ってい

ますか？」であった。選択肢は「知っている・知らない」であり、「知っ

ている」と回答した場合、正答とした。  

②自転車の車道走行時の通行帯問題：質問は「自転車が車道を走る時、右

側通行でしょうか、左側通行でしょうか？」であった。選択肢は、「右側

通行・左側通行・どちらでもよい」であった。「左側通行」の回答を正答

とした。③「止まれ」標識問題：質問文は、「止まれ」の標識がある場所

では、必ず自転車は止まらなければならないでしょうか？」であった。選

択肢は、止まらなければならない・止まらなくともよい、の 2 件法であっ

た。「止まらなければならない」の回答を正答とした。上記 3 質問の正答

に 1 点を割り当てて合計した得点を「交通安全知識」の測度とした。な

お、未回答反応は誤答とみなした。  

(4 )乱横断 頻度に関する質問  

①横断歩道外の横断：教示文は「近くに横断歩道があっても横断歩道以 外

を渡ることがありますか？」であった。  

②渋滞車列のすり抜け横断：教示文は「渋滞などでとまっている車の間 を

ぬけて、道路を横断することはありますか？」であった。  
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上記 2 質問の回答選択肢は、「よくある」－「ある」－「時々ある」－

「めったにない」－「全くない」の 5 件法を用いた。この 2 項目の合計得

点を「乱横断行動傾向」の測度とし、分散分析やロジスティック回帰分析

といった量的分析に用いた。  

なお、本分析で使用しなかった項目として、青信号中にわたりきれな か

っ た 体 験 の 有 無 及 び 交 差 点 横 断 中 に 曲 が っ て く る 車 に 危 険 を 感 じ た 体 験

の有無 (よ くある－全くない (1 点～ 5 点 )の 5 件法 )、安全対 処行動 (横 断時

の左右安全確認・目立つ服装や反射材の利用：必ずする－だいたいする―

時々する－あまりしない―全くしない (1 点～ 5 点 )の 5 件法 )、安 全講習受

講 経 験 の 有 無 ・ 地 域 の 安 全 取 り 組 み の 熱 心 さ の 評 価 (そ う 思 う － や や そ う

思う－そうは思わない－思わない (1 点～ 4 点 )の 4 件法 )などの質問も行っ

た。これらは、乱横断傾向やヒヤリハット体験と特に関連がなかったため 、

分析対象とはしなかった。以上 20 項目からなる質問紙を用いて調査を行

った。  

6.3.2 調査実施時期・場所  

奈 良 県 各 所 で 行 わ れ た 高 齢 者 対 象 の イ ベ ン ト や 交 通 安 全 講 習 会 の 開 催

前に調査を実施した。調査は 2015 年 9 月から 11 月にかけて行われた。  

6.3.3 対象者  

65 歳以上の高齢者 748 名 (男 性 289 名、女性 449 名、無回答 10 名 )を分

析対象とした。対象者の平均年齢は 76 .4 歳 (男 性 76 .8 歳、女性 76 .2 歳 ；

小値 65 歳、 大値 93 歳 )であった。  

 

6.4 結果  

6.4.1 デモグラフィック要因と交通安全知識  

 交通安全知識に関して、性別、前期／後期高齢者別、運転免許保有の有

無の３要因分散分析を行った (表 6－ 1 参照 )。性別の主効果が 0 .1％水準で
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有意であり (F (1 ,662 )  =  21 .158， p＜ . 001 )、運転免 許保有の有無の主効果が

0 .1％水準で有意であった (F  (1 ,662 )=  26 .861，ｐ＜ . 001 )。 さらに前期／ 後

期 高 齢 者 別 の 主 効 果 は 0 .1％ 水 準 で 有 意 で あ っ た (F (1 ,662 )=  14 .402， ｐ

＜ . 001 )。全ての交互作用は有意ではなかった。男性高齢者は女性高齢者 よ

り も 交 通 安 全 や ル ー ル に 関 す る 知 識 を 持 ち 、 前 期 高 齢 者 は 後 期 高 齢 者 よ

りも、運転免許保有者は保有していない人よりも、交通安全知識を持っ て

いた。  

表 6－ 1 性別、運転免許保有の有無、前期／後期高齢者別の  

交通安全知識の平均値と標準偏差  

 

 

表 6－ 2 道路歩行中のヒヤリハット体験と性別のクロス集計  

 

 

6.4.2 道路歩行中のヒヤリハット体験  

男 女 別 に 道 路 歩 行 中 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 率 を 比 較 し た (表 6－ 2)。 男 性

は女性に比してヒヤリハット体験率が有意に高かった (χ２ =  30 .110 ,  d f  =  1 ,  

性別 免許の有無 前期／後期高齢者 度数 平均値 標準偏差
前期高齢者 85 2.54 0.65
後期高齢者 147 2.20 0.86

232 2.33 0.80
前期高齢者 12 2.08 0.79
後期高齢者 38 1.87 0.88

50 1.92 0.85
282 2.26 0.83

前期高齢者 87 2.15 0.90
後期高齢者 62 1.90 0.78

149 2.05 0.86
前期高齢者 74 1.78 0.69
後期高齢者 164 1.27 0.90

238 1.43 0.87
387 1.67 0.92

女性

免許有

総和

免許なし

総和
女性総和

男性

免許有

総和

免許なし

総和
男性総和

ある  ない 合計
度数 125 150 275
 % 45.5% 54.5% 100%

度数 101 300 401
 % 25.2% 74.8% 100%

度数 226 450 676
 % 33.4% 66.6% 100%

道路を歩行中に事故 あなたは道路を
歩行中に事故にあいそうになったこと
はありますか？

男性

女性

合計
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p＜ . 001； Cra me r ' s  V  =  0 .211 ,  p＜ . 001 )。  

 さらに男女ごとにクロス集計を行って、前期／後期高齢者別にヒヤリハ

ッ ト 体 験 の 有 無 を 比 較 し た (表 6－ 3)。 男 性 は 前 期 ／ 後 期 高 齢 者 別 で 有 意

差は見られなかった (χ２ = 2 .1 94 ,  d f  =1 ,  n . s .； C ra me r ' s  V =  0 . 090 ,  n . s . )。女

性では、0 .1％水準で有意差が見られた (χ２ =  7 .101 ,  d f  =  1 ,  p＜ . 001；Cra mer ' s  

V =  0 .136 ,  p＜ . 01 )。  

 

表 6－ 3 道路歩行中のヒヤリハット体験と前期／後期高齢者別の  

クロス集計 (男女別 ) 

 

 

表 6－ 4 性別、運転免許保有の有無、前期／後期高齢者別の  

乱横断行動傾向の平均値と標準偏差  

 

 

ある ない 合計
度数 48 44 92

% 52.2% 47.8% 100%
度数 76 102 178

% 42.7% 57.3% 100%
度数 124 146 270

% 45.9% 54.1% 100%
度数 51 111 162

% 31.5% 68.5% 100%
度数 44 180 224

% 19.6% 80.4% 100%
度数 95 291 386

% 24.6% 75.4% 100%

あなたは道路を歩行中に事故
にあいそうになったことはあり
ますか？

男性

前期高齢者

後期高齢者

合計

女性

前期高齢者

後期高齢者

合計

性別 免許の有無 前期／後期高齢者 度数 平均値 標準偏差
前期高齢者 84 5.26 1.67
後期高齢者 133 4.86 1.96

217 5.02 1.86
前期高齢者 11 4.45 1.57
後期高齢者 35 4.09 1.62

46 4.17 1.60
263 4.87 1.84

前期高齢者 80 4.51 1.55
後期高齢者 55 3.76 1.63

135 4.21 1.62
前期高齢者 63 3.90 1.68
後期高齢者 140 4.10 1.77

203 4.04 1.74
338 4.11 1.69

総和

男性総和

女性総和

女性

男性

免許有

免許なし

免許有

免許なし

総和

総和

総和
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6.4.3 デモグラフィック要因と乱横断行動頻度及び乱横断行動傾向  

まず「横 断歩道外を渡る」、「渋滞車 列を抜けて渡る」の 2 つの乱横断頻

度 間 の 相 関 分 析 を 行 っ た 。 男 性 の 場 合 の 相 関 係 数 は 、 r  = . 491 (p＜ . 001 )で

あり、女性では r  = . 401 (p＜ . 0 01 )であっ た。男女ともに 2 つの乱横断行動

頻 度 に 高 い 相 関 関 係 が み ら れ 、 乱 横 断 行 動 を し や す い 一 般 傾 向 の 存 在 が

示唆された。なお、男女ともにこれらの乱横断頻度と交通安全知識との間

に は 有 意 な 相 関 が み ら れ な か っ た 。 そ こ で 交 通 安 全 や ル ー ル に 対 す る 知

識の多寡が、危険な乱横断につながるというわけではなかった。  

 前述のとおり、２個の乱横断頻度に高い正相関が認められたので、そ の

合 計 得 点 を 乱 横 断 頻 度 の 一 般 傾 向 を は か る 「 乱 横 断 行 動 傾 向 」 と し た

(Cronbach ’s  α  = .623 )。  

この「横断行動傾向」に関して、性別、前期／後期高齢者別、運転免 許

保有の有無の 3 要因分散分析を行った (表 6－ 4)。まず性 別の主効果が 1％

水準で有意であった (F (1 ,594 )  =  9 .76 3，ｐ＜ . 01 )。さらに運転免許保有 の

有 無 の 主 効 果 が 5％ 水 準 で 有 意 で あ っ た (F (1 ,5 94)=5 .919 ,  ｐ ＜ . 05 )。 前 期

／ 後 期 高 齢 者 別 の 主 効 果 及 び 全 て の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た 。 男 性

高 齢 者 は 女 性 高 齢 者 よ り も 乱 横 断 行 動 傾 向 が 強 く 、 運 転 免 許 保 有 者 の 方

が保有していない人よりも乱横断をする行動傾向が強かった。  

6.4.4 道路歩行中のヒヤリハット体験と乱横断行動頻度の連関  

高 齢 者 の 道 路 歩 行 上 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 (あ な た は 道 路 を 歩 行 中 に 事 故

に あ い そ う に な っ た こ と は あ り ま す か ？ 」 の 回 答 )の 原 因 と 考 え ら れ る 各

乱横断行動の頻度を測定する 2 項目とのクロス集計を行った。  

男性高齢者の場合 (表 6－ 5  参照 )、近 くに横断歩道があっても利用しな

い人ほど、道路歩行中にヒヤリハット体験をしやすく、横断歩道を利用 す

る人ほどヒヤリハット体験をしにくいという統計的に有意な連関が 0 .1％

水 準 で 認 め ら れ た (χ２ =  20 .16 2 ,  d f  = 4 ,  p＜ . 001； Cra mer ' s  V =  0 .2 76 ,ｐ
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＜ . 001 )。 さ ら に 渋 滞 車 列 を す り ぬ け て 横 断 す る と い う 危 険 な 横 断 を す る

人 ほ ど 、 道 路 歩 行 中 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 を し や す い と い う 統 計 的 に 有 意

な連関が 0 .1％水準で認められた (χ２ =  20 .263， d f  =4， p＜ . 001 ;  Cra mer ' s  V  

=0 .285 ,  ｐ＜ . 001 ,表 6－ 6 参照 )。  

 

表 6－ 5 道路歩行中のヒヤリハット体験と横断歩道外を渡る  

乱横断頻度とのクロス集計 (男性高齢者 ) 

 

 

表 6－ 6 道路歩行中のヒヤリハット体験と渋滞車列を抜ける  

乱横断頻度とのクロス集計 (男性高齢者 ) 

 

 

女性高齢者の場合 (表 6－ 7)、横断歩道があっても利用しない人ほど、道

ある ない
度数 9 3 12

% 75.0% 25.0% 100%
度数 25 16 41

% 61.0% 39.0% 100%
度数 54 49 103

% 52.4% 47.6% 100%
度数 23 40 63

% 36.5% 63.5% 100%
度数 11 34 45

% 24.4% 75.6% 100%
度数 122 142 264

% 46.2% 53.8% 100%

合計

合計

あなたは道路を歩行中
に事故にあいそうになっ
たことはありますか？

近くに横
断歩道が
あっても
横断歩道
以外を渡
ることが
あります

か？

よくある

ある

時々ある

めったにない

全くない

ある ない
度数 5 2 7

% 71.40% 28.60% 100%
度数 14 8 22

% 63.60% 36.40% 100%
度数 42 24 66

% 63.60% 36.40% 100%
度数 35 47 82

% 42.70% 57.30% 100%
度数 26 59 85

% 30.60% 69.40% 100%
度数 122 140 262

% 46.60% 53.40% 100%

合計

渋滞など
でとまって
いる車の
間をぬけ

て、道路を
横断する
ことはあり
ますか？

合計

よくある

ある

時々ある

めったにない

全くない

あなたは道路を歩行中に
事故にあいそうになったこ
とはありますか？



147 
 

路 歩 行 中 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 を し や す く 、 横 断 歩 道 を 利 用 す る 人 ほ ど ヒ

ヤ リ ハ ッ ト 体 験 を し に く い と い う 連 関 が 10%水 準 で 統 計 的 有 意 傾 向 と し

て認められた (χ２ ＝ 9 .013，d f＝ 4，p＜ . 1 ;  Cra me r ' s  V＝ 0 .061，ｐ＜ . 1 )。さら

に、渋滞車列をすりぬけて横断するという危険な横断をしない人ほど、道

路 歩 行 中 に ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 を し に く く 、 危 険 な 横 断 を す る 人 ほ ど ヒ ヤ

リ ハ ッ ト 体 験 を し や す い と い う 統 計 的 に 有 意 な 連 関 が 5％ 水 準 で 認 め ら

れた (χ２ ＝ 10 .449， d f＝ 4， p＜ . 05 ,  Cra me r ' s  V＝ 0 .16 9 ,ｐ＜ . 05；表 6－ 8)。  

 

表 6－ 7 道路歩行中のヒヤリハット体験と横断歩道外を渡る乱横断頻度

とのクロス集計 (女性高齢者 ) 

 

 

表 6－ 8 歩行中のヒヤリハット体験と渋滞車列を抜ける乱横断頻度との

クロス集計 (女性高齢者 ) 

 

ある ない
度数 6 12 18

% 33.30% 66.70% 100%
度数 11 30 41

% 26.80% 73.20% 100%
度数 35 78 113

% 31.00% 69.00% 100%
度数 26 72 98

% 26.50% 73.50% 100%
度数 14 84 98

% 14.30% 85.70% 100%
度数 92 276 368

% 25.00% 75.00% 100%
合計

あなたは道路を歩行中に
事故にあいそうになったこ

とはありますか？
合計

近くに横
断歩道が
あっても横
断歩道以
外を渡るこ
とがありま

すか？

よくある

ある

時々ある

めったにない

全くない

ある ない
度数 1 1 2

% 50.00% 50.00% 100%
度数 5 13 18

% 27.80% 72.20% 100%
度数 20 29 49

% 40.80% 59.20% 100%
度数 29 76 105

% 27.60% 72.40% 100%
度数 38 155 193

% 19.70% 80.30% 100%
度数 93 274 367

% 25.30% 74.70% 100%
合計

あなたは道路を歩行中
に事故にあいそうになっ
たことはありますか？

合計

渋滞など
でとまって
いる車の
間をぬけ

て、道路を
横断する
ことはあり
ますか？

よくある

ある

時々ある

めったにない

全くない
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表 6－ 9 歩行中のヒヤリハット体験の有無を従属変数としたロジスティ

ック回帰分析の結果  

 

 

6.4.5  道 路 歩 行 中 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 の 有 無 を 従 属 変 数 と し た ロ ジ ス

ティック回帰分析  

 前項の χ２ 検定の 結果から、ヒヤリハット体験と乱横断頻度との関連が

示唆されたが、ヒヤリハット体験には性別、前期／後期高齢者別、交通安

全知識などの他の要因も関連していた。そこで、上記の変数群を同時に 扱

っ た う え で 、 乱 横 断 行 動 傾 向 な ど の 個 々 の 変 数 が ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 の 有

無 に 独 自 の 影 響 力 が あ る か ど う か を 検 討 す る 必 要 が あ っ た 。 そ こ で ヒ ヤ

リ ハ ッ ト 体 験 の 有 無 を 従 属 変 数 と し た ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 を 行 っ た 。

欠損値を除いた結果、分析対象者は 601 名であった。モデルの適合度を調

べるため Ho s me r- Le me sh o w t e s t を行った結果、ｐ値は 0 .843 であった。5%

水準で帰無仮説 (モ デルはデータに適合する )を 棄却できないため、モデル

が妥当であると考えた。 Nag e lke rk e  R 2 は . 166 であった。カテゴリー変数

のコーディングは、男性、前期高齢者、免許ありをそれぞれ１とした。  

分析結果を表 6－ 9 に示す。ｐ値によれば、乱横断行動傾向が 0 .1%水 準、

性別は 1%水準で有意な影響を与えていた。乱横断行動傾向のオッズ比は

1 .311 であり、乱横 断行動傾向の評定が 1 単位高くなると道路歩行中のヒ

ヤ リ ハ ッ ト 体 験 を す る 確 率 が 31 .1％ 増 加 す る こ と を 示 し て い た 。 さ ら に

下限 上限

性別 .654 .211 9.597 1 .002 1.923 1.271 2.908

前期／後期高齢者別 .220 .195 1.282 1 .257 1.247 .851 1.826

交通安全知識 .181 .120 2.280 1 .131 1.199 .947 1.517

乱横断行動傾向 .271 .053 25.716 1 .000 1.311 1.181 1.455

免許の有無 .273 .222 1.514 1 .219 1.314 .851 2.030

定数 -2.872 .350 67.196 1 .000 .057

オッズ比
オッズ比の95%信頼区間ロジスティック回

帰係数
標準誤差 Wald df ｐ値
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女 性 に 比 し て 男 性 は ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 を す る 確 率 が 92 .3%増 加 す る こ と

を示した。  

 

6.5 考察  

6.5.1 デモグラフィック要因別の高齢歩行者の特徴  

男 性 高 齢 者 は 女 性 高 齢 者 よ り も 交 通 安 全 知 識 を 持 っ て い た 。 さ ら に 前

期 高 齢 者 は 後 期 高 齢 者 よ り も 、 運 転 免 許 保 有 者 の 方 が 保 有 し て い な い 人

よりも、交通安全知識を持っていた。しかし、交通安全やルールを理解し

て い る は ず の 男 性 の 方 が 女 性 よ り も ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 が 多 か っ た 。 こ れ

ら の 結 果 は 、 男 性 の 方 が 女 性 よ り も 危 険 な 横 断 を し て い る こ と を 示 唆 す

る。実際に男性高齢者は女性高齢者よりも乱横断行動傾向が高く、それ が

ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 に 影 響 す る こ と が ク ロ ス 集 計 や ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分

析によって統計的に示唆された。  

既 往 研 究 及 び 本 研 究 の 結 果 に よ れ ば 、 男 性 は 女 性 に 比 し て 危 険 な 横 断

行動の傾向性が強いという見方を支持することになる。しかし、この結果

に も と づ い て 、 横 断 に 関 す る 交 通 安 全 教 育 の 対 象 は 男 性 高 齢 者 に 重 き を

おくべきであるとは結論できないことに注意する必要がある。  

内閣府 (20 16) 1 )によ る「平成 28 年交通安全白書」によれば、状態別事故

死者数に占める歩行中事故死の比率が男性高齢者で 38 .7%、女性高齢者で

58 .9%と、女性高齢者の歩行中事故死が状態別事故死に占める割合が他の

年 齢 層 と 比 し て 高 い こ と が 報 告 さ れ て い る 。 女 性 高 齢 者 が 交 通 事 故 で 亡

くなる場合は、ほぼ 6 割が歩行中事故であるという事実からすると、女 性

高齢者の横断行動が男性よりも危険である可能性を否定できない。  

事故統計結果を解釈するとき、高齢 者人口では女性のほうが多いため、

人口比の統制なしに、一般的傾向を主張しにくい。男性よりも女性の後 期

高 齢 者 比 率 が 高 い た め 、 歩 行 中 事 故 の よ う な ダ メ ー ジ の 大 き い 事 故 に あ
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っ た 場 合 の 死 亡 確 率 が 高 く な っ た 可 能 性 や 、 食 材 購 入 の 買 い 物 の た め に

外 出 頻 度 が 多 い 女 性 ほ ど 事 故 に 遭 い や す く な る 可 能 性 な ど 様 々 に 考 え ら

れる。  

男 性 高 齢 者 、 女 性 高 齢 者 の ど ち ら の 横 断 行 動 が よ り 危 険 か に つ い て 実

証的に答えるには、さらに分析が必要である。例えば、単路横断中の人身

事 故 の 死 亡 リ ス ク を 高 め る 事 故 の 背 景 要 因 に 関 す る ロ ジ ッ ト 分 析 を 行 っ

た中井 (20 16) 1 4 )のよ うな研究が必要である。関係諸機関による詳細なデー

タの提供が望まれる。さらに、外出頻度との関連、高齢者の脳機能低下に

関わる性差の有無を含め、多面的な検討が必要である。  

一方、本研究では Gran ie , e t  a l .  ( 2013 ) 2 )とは逆の結果として、運転免許

がある人ほど、危険横断をする傾向がみられた。運転免許保有者は自動 車

運 転 の 経 験 か ら 道 路 横 断 ス キ ル に つ い て も 過 信 し て い る た め に 危 険 横 断

を し て い る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 前 期 高 齢 期 に お け る 運 転 経 験 に 起 因 し

た 過 信 を 伴 っ た 乱 横 断 の 繰 り 返 し が や が て 習 慣 化 し 、 体 力 や 判 断 力 の 低

下 し た 後 期 高 齢 期 で の よ り 危 険 な 乱 横 断 に つ な が る 可 能 性 も 考 え ら れ る 。 

な お 、 本 研 究 で は 性 別 及 び 運 転 免 許 の 有 無 の 交 互 作 用 が 乱 横 断 傾 向 に

与 え る 影 響 に つ い て 十 分 に 検 討 で き な か っ た 。 こ れ ま で も 京 都 在 住 の 高

齢 者 を 対 象 に 同 様 の 調 査 を 行 っ た 東 他 (2002 ) 8 )は 免 許 を 持 っ て い る 男 性 高

齢者ほど横断歩道外を渡る傾向を指摘し、 Hol l and  &  Hi l l (2010 ) 6 )も 同様な

示唆をしている。交通安全施策上、重要なポイントであるため、性別と運

転 免 許 や 運 転 経 験 と の 交 互 作 用 が 乱 横 断 に ど の よ う に 影 響 す る か に つ い

て、今後、サンプル数を増やして検討する必要がある。  

6.5.2 乱横断行動傾向とヒヤリハット体験の関連  

男女ともに、近くに横断歩道があっても横断歩道以外を渡る、渋滞車 列

を す り ぬ け て 道 路 を 横 断 す る と い っ た 危 険 な 横 断 行 動 を す る 人 ほ ど 、 歩

行 中 の ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 率 が 高 く な る と い う 結 果 が 得 ら れ た 。 そ の 連 関
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度は女性よりも男性において強かった。さらに、ヒヤリハット体験を従 属

変 数 と し た ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 に よ っ て 他 の 変 数 の 影 響 を 統 制 し た

と こ ろ 、 乱 横 断 行 動 傾 向 が ヒ ヤ リ ハ ッ ト 体 験 の 確 率 を 増 す 効 果 が あ る こ

とが示唆された。これらのことから、高齢者の歩行中のヒヤリハット体 験

の原因は、偶発要因によるものではなく、頻繁に乱横断をしていること に

起因する可能性がある。  

一 方 で 、 危 険 な 横 断 行 動 と 交 通 安 全 知 識 度 と の 相 関 が な か っ た こ と か

ら 、 加 齢 に よ る 交 通 安 全 に 対 す る 無 理 解 が 乱 横 断 行 動 を 引 き 起 こ し て い

る と は い え な か っ た 。 こ れ は 交 通 安 全 や ル ー ル に 対 す る 知 識 が 乱 横 断 行

動の抑制にも効かないことをも示唆する。また、前項で考察した通り、免

許を持っている人の方が乱横断をする傾向すらあった。  

そ こ で 、 乱 横 断 行 動 は 知 識 に 則 っ た 熟 慮 に よ る 統 制 下 過 程 と は 独 立 し

ており、乱横断習慣をもつ高齢者が、熟慮なしに特定箇所の乱横断を繰 り

返 す 、 す な わ ち 自 動 性 を 持 っ た 乱 横 断 習 慣 が 歩 行 中 事 故 の リ ス ク を 高 め

ているという解釈もありうると考えられた。  

乱 横 断 習 慣 が 自 動 的 過 程 を 介 し て 行 動 意 図 や 行 動 発 現 に 影 響 す る と い

う立場をとる Xu,  L i ,  &  Zhang  (2 013) 9 )は過去の乱横断行動の頻度を (赤 信

号で渡る主観的頻度及び過去 2 週間 の頻度を neve r- a lwa ys までの 7 件法 )

で測定し、その合計得点を過去の行動頻度の測度とし、さらに習慣測度 と

もみなしている。  

しかしながら、本研究で扱った乱横断行動傾向が、自動性を持った習 慣

の測度であるといえるかは、本研究の枠組みでは直接明らかにできない。 

この限界を踏まえたうえで、仮に「乱 横断行動頻度」が 自動性を持った

習 慣 強 度 を 測 定 し た も の で あ る と み な す と 、 習 慣 研 究 の 知 見 か ら い く つ

か の 介 入 策 に 関 す る 示 唆 が 導 か れ る 。 後 に そ れ ら の 示 唆 と そ の 可 否 に

ついて実証すべき課題を記して結びとする。  
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習慣研究 (Wood ,  e t  a l . ,  2002 ;Wood  & Nea l  2007 ;Wo od  & Ru en ge r,  2016)  

 1 1 ) , 1 2 ) , 1 3 )が明らかにしたところによれば、同じ文脈内で行為が繰り返さ れ

て 習 慣 が 形 成 さ れ て し ま う と 、 環 境 手 が か り に よ っ て 習 慣 的 行 動 が 意 図

の介在なく遂行されやすくなると考えられる。そこで、乱横断習慣を持つ

者 が 乱 横 断 を 開 始 す る と 、 意 識 的 な 介 入 に よ る 適 切 な 安 全 行 動 へ の 切 り

替えが難しくなることが予想される。高齢者の場合、特に心身機能の低 下

によって習慣的行動の制止がより難しくなっていると考えられる。次に、

高 齢 者 の 危 険 な 乱 横 断 行 動 の 多 く が 普 段 通 る 道 路 と い う 環 境 文 脈 で 形 成

された習慣的行動であるとすると、交通安全知識や安全な態度・行動変容

を 目 指 す 安 全 教 育 だ け で は 不 十 分 で あ り 、 一 連 の 乱 横 断 行 動 を 引 き 出 す

初 の き っ か け で あ る 環 境 手 が か り の 除 去 と 制 御 が 重 要 に な る と 予 想 さ

れる。具体的には、近隣住民が習慣的に危険な横断をしている事故多発 地

点での現地対策、例えば乱横断行動を促す手がかり ( cu e )の発見 と対策 (防

護 柵 設 置 な ど )が 考 え ら れ る 。 今 後 は 、 こ れ ら の 予 想 の 精 緻 化 と 操 作 可 能

性 の 検 討 を 行 い 、 高 齢 者 の 乱 横 断 習 慣 に よ っ て 自 動 的 に 乱 横 断 が 行 わ れ

るかどうかに関する実証的検討を行うことが課題である。  
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第 7 章 速度超過運転習慣尺度の構成 
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7.1 はじめに  

第 8 章、第 9 章の分析において、速度超過運転行動の自動的行動の側 面

をとらえる習慣測度として速度超過運転習慣を利用するため、本章では、

速度超過運転習慣尺度を構成し、信頼性と妥当性を検証しておく。  

  

7.2 問題と目的  

ス ピ ー ド を 出 し 過 ぎ た 運 転 は 交 通 事 故 の 被 害 を 拡 大 し 悪 化 さ せ る 一 大

要 因 で あ る 。 そ こ で 、 速 度 超 過 運 転 行 動 ( sp eed ing )を 促 進 ／ 抑 制 す る 要 因

を 明 ら か に す る こ と は 交 通 科 学 に と っ て 重 要 な 課 題 で あ る 。 速 度 超 過 運

転 を は じ め と す る 種 々 の 交 通 違 反 行 動 の 原 因 と 制 御 に 関 す る 交 通 心 理 学

的研究は、Ajzen  (1 991) 1 )の計 画的行動理論 ( t heo ry  o f  p l anned  behav io r,以下

TPB )に基 づくものが多く、一定の成果を上げてきた。  

しかし、その名の通り、 TPB は、意志的行動 (vo l i t i ona l  behav io r )に焦点

をあてており、あせりや不注意によって、うっかり実行してしまう違反 行

為 の 背 景 に あ る 自 動 的 で 無 自 覚 的 な 心 理 過 程 ま で 十 分 に 解 明 で き な い 。

そこで、 T PB に自動 性 ( au to ma t i c i t y )をお びた習慣測度を接続することで、

速 度 超 過 運 転 行 動 の よ り 広 い 理 解 と 予 測 を 可 能 に す る こ と が で き る と 考

えられる。  

本 研 究 は 、 特 定 の 文 脈 手 が か り ( con te x t - cued )に よ っ て 結 果 を 熟 慮 せ ず

自 動 的 に 一 連 の 行 動 を 引 き 起 こ す 神 経 機 構 が 近 明 ら か に さ れ た 習 慣

(hab i t s )の 測定法を開発することで、自動的過程 ( au to ma t i c  p roces s )  と熟慮

的 過 程 ( r e f l ec t ive  p ro ces s )の 両 方 を 視 野 に い れ た 種 々 の 違 反 行 動 の 理 解 を

進めることができると考えた。具体的には、種々の行動に適用できる習 慣

強 度 (hab i t  s t r eng th )の 測 定 法 で あ る Ve rp lanken  & Orbe l l  ( 2003)  2 )に よ る

SRHI(Se l f - r epo r t  hab i t  i ndex )を 速度超過運転習慣の測定用に修正、変更 し

て作成された速度超過運転習慣尺度 ( speed ing  h ab i t  s ca l e : SHS)の信 頼性と
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妥当性を検証することを目的とした。  

以下では、交通行動を理解するうえで、意志的行動決定に関わる熟慮 的

過 程 と 無 自 覚 に 作 動 す る 自 動 的 過 程 の ２ 過 程 を 同 時 に 視 野 に い れ る こ と

の重要性を指摘し、自動的過程に深く関わる習慣概念と SHS の もととな

った SR HI について述べ、習慣を用いた 近の交通違反行動研究について

説明する。  

 

7.3 交通行動研究における熟慮的過程と自動的過程  

  人間の認知的処理に関する 2 過程モデルは、 1970 年代から認知心理学

や社会心理学で注目され始めた。単純ではあるが、人間の心的過程を見 る

の に 有 効 で あ る 。 こ の モ デ ル は ノ ー ベ ル 経 済 学 賞 を う け た Kah ne man  

(2011)  3 )が 、人の思考過程を「システム 1」と「システム 2」に分け、前者

をファスト、すなわち即断的で自動的な過程、後者をスロー、コントロー

ルされた熟慮的な過程とみる見方を紹介し、広く知られるようになった。

交 通 行 動 も 、 シ ス テ ム １ に 該 当 す る 即 断 的 で 高 速 処 理 さ れ る 自 動 的 処 理

過 程 ( au toma t i c  p roces s )と 、 シ ス テ ム ２ に あ た る コ ン ト ロ ー ル さ れ た 熟 慮

的過程 ( r e f l ec t i ve  p ro ces s )の両 観点から理解可能である。  

熟慮的過程は、意 識的、意 図的で、中断可能な特性をもつ熟慮による推

論、意思決定過程であり、自動車運転の初心者や取締り地点にさしかか っ

た場合に優位となる心的過程である。  

自動的過程は、努力不要で、速く、本能的で、自覚も制御もできない脳

内 神 経 活 動 に よ る 処 理 過 程 で あ り 、 つ い う っ か り 違 反 行 為 を し て し ま う

ときや普段の運転時にも作動している認知過程である。  

ド ラ イ バ ー の 平 常 時 の 運 転 操 作 行 動 は 無 意 識 的 、 あ る い は 無 自 覚 な 操

作の連続であり、自動的行動である。熟練のドライバーはいちいち意識 的

な決定に基づかずとも、前方への注意をある程度保ったまま、ほぼ自動 的
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に 運 転 操 作 を す る こ と で 効 率 的 か つ 疲 労 を 軽 減 し な が ら 運 転 す る 。 こ の

ように、交通違反行動を理解するには、熟慮的過程とともに運転時の無 自

覚 的 な 速 度 調 整 行 動 や 衝 動 的 操 作 傾 向 を 含 む 自 動 的 過 程 を 考 慮 す べ き で

ある。  

 

7.4  2 過程モデルと TPB の拡張   

これまでの TPB に もとづく交通違反行動研究は、熟慮的過程における

行 動 意 志 決 定 に 焦 点 を あ て 、 無 自 覚 な 心 理 過 程 を 扱 う こ と が で き な か っ

た。その理由は TPB の前提にあった。同理論において、運転者は、行動

意図を形成する前に、時間節約や安全面、違反への賛否や規範、損得の評

価 を 行 う と 前 提 し て い る た め 、 意 識 的 な 統 制 下 に あ る 行 動 に 関 わ る 心 理

過程の理解にとどまっていた。そのため、あせりや急ぎからくる衝動的 か

つ自動的な違反行動の実行を説明することができなかった。例えば、交 通

ル ー ル を 守 る 必 要 性 を 人 々 に 説 く 立 場 の 人 間 で さ え 、 急 ぐ と き は 交 通 規

範 や リ ス ク を 斟 酌 せ ず に 、 制 限 速 度 以 上 で つ い つ い 走 行 し て し ま う こ と

をうまく理解できないのである。  

しかし、自動的過程研究で用いられるプライミング、反応時間、  fMR I

を 利 用 し た 交 通 心 理 学 の 研 究 は 少 な い の が 現 状 で あ る 。 こ れ ら は 実 験 室

実 験 以 外 で は 利 用 し 難 い か ら で あ ろ う 。 特 に 現 実 場 面 で の 運 転 行 動 や 高

齢者を含む生活者を対象に上記手法の使用は困難である。  

そこで、単に手がかかりによって自動的に行動を引き出す「習慣強度 」

と い う 自 動 的 過 程 を 反 映 し た 、 測 定 し や す い 測 度 を 使 う こ と が 考 え ら れ

る。また、習慣概念は、速度超過、信号無視、右左折時の不十分な確認 な

ど の 運 転 時 の 悪 習 慣 を と ら え る う え で も 有 用 と 考 え ら れ 、 交 通 安 全 教 育

の ツ ー ル と し て 、 各 違 反 行 動 習 慣 を 測 定 す る 手 段 の 開 発 は 意 義 が あ る と

考えられる。  
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7.5 習慣と SRHI 

習慣は特定文脈における反復 ( r epe t i t i on )により 形成され、手がかりが与

えられると ( con tex t -cued )、熟 慮をへずに自動的 ( au to ma t i c i t y )に実行 される

特徴  (Woo d  & Nea l ,  2007)  4 )を 持つ。ここで、自動性 ( au to ma t i c i t y )とは、

「精神的効率性 (Me n ta l  e ff i c i ency )」「 小限の意識 (Min i ma l  aware nes s )」、

「無意図性 (Lack  o f  consc iou s  i n t en t )」、「 制御不能性 (Di f f i cu l t y  o f  con t ro l )」

の４つの特徴をもつ行動である (Ba rg h ,  1994)  5 )。  

習 慣 的 行 動 は 、 Ba rgh の 挙 げ た 自 動 性 の ４ つ の 特 徴 に 合 致 す る (１ つ で

も 該 当 す れ ば 自 動 的 行 動 と み な さ れ る )。 そ こ で 習 慣 的 行 動 は 意 識 的 、 熟

慮的な意志決定によって実行されるのではなく、いわば人間の「意識外 」

の原因によって駆動する自動的行動である。例えば、夜間の通行量が減 っ

て き た 高 速 道 路 を 走 行 中 、 特 に 意 識 し な い ま ま 速 度 を 上 げ て い る 自 分 に

ふと気づくことがある。この速度超過運転行動は、夜間の車両密度の低 下

という手がかりから生じた習慣的で自動的な速度超過運転行動である。  

習 慣 の 概 念 は 古 く か ら あ る が 近 に な る ま で 閑 却 視 さ れ て い た 。 こ れ

は、かつて心理学を席巻した行動主義の退潮にともない、習慣概念は単 な

る行動反復の履歴にすぎないとされたからである。しかし、神経科学に よ

って、習慣を支える神経基盤が明らかにされて、現代人が悩まされる様 々

な悪習慣の理解と制御のために有用な概念として復活した。  

近 の 神 経 科 学 の 知 見 に よ れ ば 、 行 動 が 何 度 も 同 じ 文 脈 で 反 復

( r epe t i t i on )さ れ る と ド ー パ ミ ン シ ス テ ム に よ っ て 報 酬 価 値 の 変 化 に 鈍 感

に な っ た 習 慣 が 形 成 さ れ 、 文 脈 的 手 が か り が 与 え ら れ る だ け で 関 連 す る

神 経 系 が 活 性 化 し 、 行 動 結 果 に 関 す る 推 論 な し に チ ャ ン ク 化 し た 一 連 の

行 動 連 鎖 が 無 自 覚 に 実 行 さ れ 、 意 識 的 な 制 止 が 難 し い こ と な ど が 判 明 し

ている (Grayb ie l  &  Smi th ,  2014 )  6 )。  

習 慣 理 論 に も と づ く と 速 度 違 反 行 動 は 次 の よ う に 理 解 で き る 。 あ せ り
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や楽しみのために速度超過運転を続けると、  次第に速度超過運転が習慣

化されて自動化するため、  本人の意志による制御が難しくなる。取締り

を 意 識 す る 間 は 熟 慮 的 過 程 で 自 制 的 な 運 転 を し て い て も 、 速 度 が 出 や す

い 地 点 に さ し か か っ た り 、 夜 間 に 道 が 空 い て き た り と い っ た 環 境 的 手 が

かりがあると、無自覚的に、  或いは「早く着きたい」という曖昧な動機

が自動発生し、速度超過運転を実行すると考えられる。   

こ の 習 慣 強 度 を 測 定 す る の に も 望 ま し い の は 客 観 的 行 動 記 録 で あ る 。

し か し 常 に 利 用 可 能 で は な い の で 、 対 象 と な る 習 慣 が 自 動 性 を 帯 び て い

るかを測定できる工夫が必要である。  

そこで、Ve rp lanken  & Orbe l l  ( 20 03)は、自 動性や習慣の要件を反映した、

「行動の反復歴」、「行動コントロールの困難度」、「意識の欠落」、「効率性」、

「アイデンティティ (自分ら しさ )」の  5  個の特徴に基づいて 12 項目から

なる自己報告式の尺度である SRHI を開発した。 SR HI は、過度の飲酒、

喫煙などの  不健康習慣などの悪習慣測定に利用され、単なる行動の再現

性 や 一 貫 性 以 上 に 習 慣 行 動 の 自 動 性 を 捉 え る こ と が で き る と し て い る 。

SR HI  は 内的整合性信頼性係数も高く、他の習慣強度測度との相関も高か

っ た た め 併 存 的 妥 当 性 を 有 し て い る こ と が 確 か め ら れ て い る (SRHI  の 具

体的な項目については、第 4 章を参照 )。また 、12  項目の中で、自動性に

関する４つの項目反応を合計した、自動性を測定するための下位尺度 ( t he  

Se l f -Repo r t  Behav io ra l  Au to ma t i c i t y  Index :  SRBAI ,  Ga rdne r,  Abraha m,  La l ly,  

&  Bru i jn ,  2012)  7 ) も 利 用 さ れ て い る 。 な お 、 SR HI は 、「 Behav io r  X  i s  

so me th ing…」の X に対象行動を代入して、参加者に各項目への回答を求

める様式をとる。しかし、 SRHI の日 本語版を作成し、同じ様式で回答を

求 め る と 、 回 答 慣 れ し て い な い 人 に 質 問 意 図 が 伝 わ り に く い 恐 れ が あ っ

た。本研究では幅広い年代層に施行するには、項目表現を工夫する必要 が

あると考え、 SR HI の項目を和訳してから、表現を修正して用いることに
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した。  

 

7.6 習慣概念をとりいれた交通違反研究  

計画的行動理論を提唱した Ajzen  & F i shbe in  (2 000)  8 )  は 、 TPB の 追加

変 数 と し て 習 慣 を 利 用 す る こ と に つ い て 、 行 動 と 同 義 反 復 的 で あ る と の

理 由 か ら 否 定 的 で あ っ た 。 TPB を 用 い た 交 通 違 反 研 究 に 習 慣 概 念 を 取 り

入れるきっかけは、 De Pe l sma cke r  &  Jans sens  (2 007)  9 )の研 究であった。彼

らは、習慣強度の測度として用いた「過去の行動頻度」が、「行動意図」、

「行動」に も強く影響することを明らかにした。  

その後、Chung  (2015 )  1 0 )は、自 動二輪車の大学生ライダーの速度超過運

転行動を理解するために、熟慮的過程と自動的過程からなる 2 過程モデ

ル を 元 に 、 計 画 的 行 動 理 論 の 枠 組 み に 自 動 的 過 程 を 反 映 し た 習 慣 と 感 情

に 影 響 を 受 け た 意 思 決 定 傾 向 を と ら え る seeming ly  i r r a t i ona l  d r i v in g  

behav io r  mode l を提案した。 Verp lank en  & Orbe l l  ( 2003)によ る SRHI  を用

いて、台湾の大学生の自動二輪車の制限速度 20  キロ以上の速度超過運転

習慣を測定できるようにした。そして、速度超過意図 ( speed ing  i n t en t ion )

を、 TPB の基本変数、予期的感情反応、習慣が規定し、さらに TPB の 基

本 変 数 と 予 期 的 感 情 反 応 が 習 慣 を も 規 定 す る と い う 多 変 量 媒 介 モ デ ル を

立てた。  

SR HI  を 採 用 し た 近 の 研 究 と し て  Jovanov i ´ c ,  S raml ,  Ma tov i ´c ,  &  

Mi ´c i ´c  (20 17)  1 1 )  が ある。この研究では、速度超過運転行動の自動性をと

ら え る た め に  習 慣 の 自 動 化 傾 向 を 測 定 す る 下 位 尺 度 の SRB AI を 利 用 し

た。  

本研究では、Ve rp lanken  & Orb e l l  ( 2003 )、Chung  (20 15)、Jovan ov i ´c ,  S raml ,  

Ma tov i ´c ,  &  Mi ´c i ´c  (2017 )   を参考にし、本研究の対象行動を「自動車運

転時の速度超過運転行動」として、 SRHI をも とにして速度超過運転習慣
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尺 度 の 構 成 を 行 い 、 そ の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 検 討 す る こ と に し た 。 ま た 、

SRB AI に 対応した下位尺度の自動性尺度についても検討を加えた。  

 

7.7 方  法  

(1 )データ 収集の方法  

本分析データは複数回のインターネット調査から得た。第 1 調査は東

京都、愛知県、大阪府、福岡県の 18-29 歳、 30 歳代、 40 歳代、 50 歳代 、

60 歳以上の 5 つの 年齢区分で 50～ 100 人を目標数としたインターネッ ト

調査を 2016 年 12 月 16、 17 日に行った。この調査で 2563 名のデータ を

得た。第 2 調査は、 2017 年 10 月 17、 18 日に、神奈川県、静岡県、兵庫

県、広島県で第 1 調 査と同じ年齢区分で 50～ 10 0 人を目 標数として行い、

3112 名のデータを得た。さらに第 2 調査の参加者に対し、 2 か月後の 12

月 18、 19 日に追加質問および速度超過運転習慣尺度の再施行をおこなっ

た (以下、追跡調査 )。第 2 調査に引き続く追跡調査では 515 名の有効デー

タ を 得 た 。 こ の デ ー タ は 速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 の 再 検 査 信 頼 性 を 検 討 す

るために用いられた。  

第 3 調査は 2018 年 11 月 09 日から 2018 年 11 月 12 日の期間中に 、 北

海道、宮城県、群馬県、京都府、徳島県、香川県、愛媛県、高知県在住者

を対象とした。四国 4 県以外では、18-29 歳、3 0 歳代、40 歳代、50 歳代、

60 歳以上の 5 つの年齢区分で男女合わせて 700 人、四国 4 県全体で 70 0

人を回収目標として調査を行った結果、全体で、3510 名 (男女と もに 1755

人 )のデー タを形成した。  

全調査とも運転頻度の質問で「全く運転しない」と答えた人はデータ か

ら除外された。全調査あわせると、計 9185 名 (男性＝ 46 71 名、女性＝ 4514

名 )のデー タとなった。全データにおける男性の年齢平均は 40 .0 9 歳、 SD

は 13 .422、女性の年齢の平均は 39 .48 歳で SD は 13 .242 であった。男女 と
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もに 年少は 18 歳で、 高齢は 69 歳であった。  

(2 )質問紙 の構成  

第 1 および第 2 調査の質問紙の内容は以下の通りであった。フェイ ス

項目は、よく運転する車種、事故と違反の頻度、運転頻度であった。運転

頻度の質問は「全く運転しない」と答えた人を分析から除外するのに用 い

た。T PB にもとづき、自己報告行動、制限速度遵守意図と制限速度超過 意

図からなる行動意図、態度、主観的規範、知覚された行動統制感に関係す

る 尺 度 群 に 加 え 、 予 期 さ れ た 感 情 反 応 の う ち 肯 定 的 感 情 と 否 定 的 感 情 を

測るためにそれぞれ 3 項目からなる尺度を作成した (章 末付表 1 参照 )。習

慣強度の測度として、SR HI  をもとに作成した SHS の 12 項目を用いた (表

7-1 )。SHS は広範な習慣行動に利用可能な SR HI の項目を日本語に翻訳し、

対 象 行 動 を 速 度 超 過 運 転 に 限 定 し た 表 現 に 修 正 し て 作 成 さ れ た 。 全 尺 度

の選択肢は、「 1．まったくそうではない」、「２．そうではない」、「３．ど

ちらかといえばそうではない」、「４．どちらかといえばそのとおり」、「５．

そのとおりである」、「６．まったくそのとおりである」の 6 件法を用い

た。  

第 3 調査は、第 1 及び第 2 調査で用いた尺度の中から、「速度管理の面

倒 さ 」 と 「 キ ュ ー へ の 反 応 」 を 除 き 、 Gray  (1 970)  1 2 )の 強 化 感 受 性 理 論

(Re in fo rce me n t  Sen s i t i v i t y  Theo r y： R ST )に基づく測度として、筆者が翻訳

した SPSRQ-RC(Con ne r,  Rah m-Knigge ,  &  Jenk in s ,  2 018)  1 3 )の 日本語版で あ

る 「 罰 感 受 性 」 と 「 報 酬 感 受 性 」 の ２ 尺 度 を 加 え た 。 Gray  (197 0) 1 4 )  は 、

脳 神 経 系 の 動 機 づ け シ ス テ ム と し て 、 罰 へ の 感 受 性 の 個 人 差 を 生 む

Behav io ra l  I nh ib i t i on  Sys t e m  (行動抑制系： BIS)と報酬への感受性の個人

差を生む Behav io ra l  Ac t iva t ion  Sys t e m(行 動賦活系： BAS)を 提唱した。BIS

す な わ ち 罰 感 受 性 が 活 性 化 し や す い 人 は 速 度 超 過 運 転 に よ る 罰 金 や 事 故

に 不 安 を 感 じ 、 BAS す な わ ち 報 酬 感 受 性 が 高 い 人 は 快 を 得 る た め の 行 動
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を衝動的に行う傾向が強いため、速度超過運転をしやすいと想定された。

そこで、罰感受性は速度超過運転の不安と、報酬感受性は速度超過運転 の

背 景 に あ る 衝 動 性 を 測 る 尺 度 と し て 用 い た 。 こ れ ら の 調 査 で 用 い た 尺 度

項目一覧を章末の付表１、２に示した。  

 

表 7－ 1 SHS12 尺度項目の主成分解  

 

 

7.8．結果  

7.8.1  速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 の 主 成 分 分 析 と 内 的 整 合 性 信 頼 性 及 び 再

検査信頼性  

 習慣尺度 12 項目の一次元性を確認するために主成分分析を行ない、第

１主成分を検討した。2016 年、2017 年および 2018 年に収集したデータご

とに主成分分析をおこなったところ、2016 年データで約 71％、2017 年デ

ータで約 67％、2018 年データで約 66％と、第 1 主成分が高い寄与率を示

した。通常、第 1 主成分寄与率が 30％以上であれば一次元性があるとみ

なされることから、当該尺度は明確に 1 次元性をもつとみられた。  

2016年 2017年 2018年

1 私は、しばしば制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している 0.836 0.820 0.811

2 私は、無意識のうちに制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している 0.864 0.856 0.853

3 私は、自分でも知らないうちに制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している 0.870 0.826 0.836

4 私にとって、制限速度から１０キロ以上を越えないスピードで運転をするには、努力が必要である 0.780 0.731 0.720

5 意識的にそうしようと思わないのに、制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している 0.842 0.834 0.838

6 制限速度から１０キロ以上を超えないように運転すると変な気分になる 0.767 0.759 0.718

7 制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転することは、私の日常の決まった行動の一つである 0.864 0.856 0.845

8 速度をあげようと自覚する前に、私は制限速度から１０キロ以上のスピードを出した運転をしている 0.881 0.857 0.866

9 制限速度から１０キロ以上のスピードを出さずに運転をしようとすることは私にとって難しいことである 0.805 0.729 0.733

10 考える必要もなく、私は制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している 0.896 0.884 0.886

11 制限速度から１０キロ以上のスピードで運転することは、まったく自分らしいことである 0.834 0.817 0.819

12 長い間ずっと、制限速度から１０キロ以上のスピードを出して私は運転してきた 0.865 0.864 0.862

寄与率 71.009 67.389 66.813

第1主成分負荷量

注：SRBAIに対応する項目の番号は２,３,５,８（自動性尺度項目）

SHSの項目
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次に本研究で構成した SHS および下位尺度の自動性尺度の 2 尺度につ

いて、内的整合性を検討した。  

 

表 7－ 2 調査年の SHS 及び自動性尺度のα係数  

 

 

自 動 性 尺 度 は 項 目 数 が 少 な く な っ た 分 だ け 、 12 項 目 か ら 計 算 さ れ る

SHS より も数値が少し小さくなったが、各年度ともに全て . 90 台であった。

SHS およ び自動性尺度の内的整合性信頼性は非常に高いといえる。  

 SHS お よび自動性尺度の再検査信頼性を評価するために、 2017 年の追

跡調査データから、2 時点間の相関係数を求めた。SHS の再検査信頼性係

数は、 . 678、自動性尺度の再検査信頼性係数は、 . 623 であった。 2 か月を

隔てた 2 時点間の再検査信頼性係数としては、決して低い値ではなかっ

た。  

7.8.2 SHS および自動性尺度と他の変数との相関関係  

 SHS の 妥当性を検討するため、関連尺度との相関を求めて検討した。危

険 な 運 転 行 動 に は 性 差 が あ る こ と が 知 ら れ て お り 、 こ こ で は 性 別 ご と に

相関分析をすることにした。2016 年と 2017 年収集データは測定変数が同

じであったため、まとめて相関分析の対象とした (表 7－ 3 参照 )．変数 の

追加がある 2018 年データでも相関分析をおこなった (表 7－ 4 参照 )。  

7.8.3  2016 年および 2017 年の合体データの相関分析  

SHS は、 表 7－ 3 にある尺度全てと 1%水準で有意な相関を男女とも に

示した。本研究のサンプル数は全体で 9000 人を超えるため、相関係数の

無相関検定では、極めて小さな相関値でも有意になりやすく、また、有意

調査年 SHS 自動性

2016 0.963 0.929

2017 0.956 0.918

2018 0.954 0.923
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な相関関係を個々見ていくのも煩雑である。そこで、ここでは . 50 以上の

相 関 係 数 の み 解 釈 す る こ と に し た 。 男 女 と も あ る い は 他 方 に お い て 同 尺

度との相関係数が絶対値 0 .5 以上となった変数は以下の通りであった。大

きい順に、速度抑制否定的感情 (男性： r= .642、女性： r＝ . 630 )、自 己効力

感 (男性： r= .614 ;女 性： r＝ . 6 31 )  、キ ューへの反応 (男性 ： r= .599、女性：

r＝ . 562 )、速度管理の面倒さ (男性： r=.5 94、女性： r＝ . 581 )、速度超過肯定

的感情 (男 性：r= .568、女性：r＝ . 582 )、制限速度遵守意図 (男性：r=‐ . 478、

女性： r＝ ‐ . 500 )で あった。  

 

表 7－ 3 速度超過運転習慣尺度・自動性尺度と他変数との相関  

(2016 年および 2017 年収集データ ) 

 

 

次に自動性尺度は、尺度全てと 1%水準で有意な相関を男女ともに示し

た． 12 項目全てを使用した SHS と同 じ相関パターンであった。項目数が

少 な い た め に 信 頼 性 が 低 下 し て 生 じ る 相 関 係 数 の 希 薄 化 に よ り や や 低 め

SHS 0.937 ** 0.949 **
自動性 0.937 ** 0.949 **

制限速度遵守意図 -0.478 ** -0.428 ** -0.500 ** -0.470 **
個人的規範 -0.285 ** -0.240 ** -0.342 ** -0.321 **
主観的規範 -0.236 ** -0.200 ** -0.302 ** -0.284 **

周囲の違反教唆 0.359 ** 0.310 ** 0.345 ** 0.297 **
記述的規範 0.455 ** 0.427 ** 0.395 ** 0.385 **

違反否定的評価 -0.339 ** -0.289 ** -0.384 ** -0.352 **
速度抑制否定的感情 0.642 ** 0.586 ** 0.630 ** 0.590 **
速度超過肯定的感情 0.568 ** 0.505 ** 0.582 ** 0.537 **

スピード不安 -0.278 ** -0.227 ** -0.383 ** -0.338 **
速度管理の面倒さ 0.594 ** 0.542 ** 0.581 ** 0.539 **
享楽的運転志向 0.181 ** 0.149 ** 0.211 ** 0.178 **
キューへの反応 0.599 ** 0.571 ** 0.562 ** 0.552 **

自己効力感 0.614 ** 0.579 ** 0.631 ** 0.615 **
年齢 0.002 -0.002 -0.025 -0.037

違反回数 0.152 ** 0.144 ** 0.165 ** 0.158 **
事故回数 0.124 ** 0.118 ** 0.078 ** 0.077 **

** p ＜.01.

男性 女性
習慣 自動性 習慣 自動性
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の 値 で あ っ た 。 男 女 と も あ る い は 他 方 に お い て 同 尺 度 と の 相 関 係 数 が 絶

対値 0 .4 以上となった変数は以下の通りであった。大きい順に、速度抑 制

否定的感情 (男性： r= .586、女性： r＝ . 590 )、自 己効力感 (男性： r= .579、女

性： r＝ . 61 5 )  、キュ ーへの反応 (男性： r= .571、女性： r＝ . 552 )、速 度管理

の面倒さ (男性：r=.5 42、女性：r＝ . 539 )、速度超過肯定的感情 (男性：r = .505、

女性： r＝ . 537 )であ った。  

 

表 7－ 4 速度超過運転習慣尺度・自動性尺度と他変数との相関  

(2018 年収集データ ) 

 

 

7.8.4 2018 年のデータの相関分析  

次に 2018 年データの相関分析をおこなった。速度超過運転習慣尺度は、

表 7－ 4 にある尺度全てと 1%水準で有意な相関を男女ともに示した。男

女 と も に あ る い は 他 方 に お い て 同 尺 度 と の 相 関 係 数 が 絶 対 値 で 0 .5 以 上

SHS 0.933 ** 0.945 **
自動性 0.933 ** 0.945 **

自己報告行動 0.711 ** 0.631 ** 0.689 ** 0.635 **
制限速度超過意図 0.658 ** 0.598 ** 0.659 ** 0.628 **
制限速度遵守意図 -0.388 ** -0.356 ** -0.528 ** -0.495 **

個人的規範 -0.243 ** -0.212 ** -0.317 ** -0.274 **
主観的規範 -0.144 ** -0.128 ** -0.340 ** -0.304 **
記述的規範 0.423 ** 0.369 ** 0.405 ** 0.399 **

違反否定的評価 -0.304 ** -0.260 ** -0.376 ** -0.333 **
速度抑制否定的感情 0.650 ** 0.561 ** 0.618 ** 0.578 **
速度超過肯定的感情 0.578 ** 0.499 ** 0.567 ** 0.516 **

スピード不安 -0.259 ** -0.235 ** -0.372 ** -0.331 **
享楽的運転志向 0.200 ** 0.160 ** 0.167 ** 0.145 **

自己効力感 0.633 ** 0.580 ** 0.635 ** 0.606 **
罰感受性 0.202 ** 0.188 ** 0.152 ** 0.168 **

報酬感受性 0.388 ** 0.330 ** 0.362 ** 0.317 **
年齢 0.036 0.050 * -0.043 -0.058 *

違反回数 0.146 ** 0.145 ** 0.107 ** 0.101 **
事故回数 0.125 ** 0.114 ** 0.084 ** 0.068 **

* p ＜.05.  ** p ＜.01.

男性 女性
自動性SHS 自動性 SHS
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となった変数を取り上げると、高い順に、自己報告行動 (男性： r = .711、女

性： r＝ . 68 9 )、制限速度超過意図 (男性： r= .658、女性： r＝ . 659 )、速度抑制

否定的感情 (男性： r= .650、女 性： r＝ . 61 8 )、知覚 された行動統制感 (男性：

r= .633、女 性：r＝ . 58 0 )、速度超過肯定的感情 (男性：r= .578、女性：r＝ . 567 )、

制限速度遵守意図 (男性： r=‐ . 388、女性： r＝‐ . 528 )  があ げられた。男性

に 比 し て 女 性 の 方 が 速 度 超 過 運 転 習 慣 強 度 の 低 い 人 ほ ど 、 制 限 速 度 を 守

ろうとする傾向が強いとみられた。   

自動化尺度は、表 7－ 4 にある尺度全てと 1%水 準で有意な相関を男 女

ともに示した。男女ともに絶対値で 0 .5 以上の 相関関係を取り上げると、

高い順に、自己報告行動 (男 性： r= .631、女性： r＝ . 635 )、制限速度超過意

図 (男性： r= .598、女性： r＝ . 628 )、速 度抑制否定的感情 (男性： r= .561、女

性： r＝ . 57 8 )、知覚された行動統制感 (男性： r=.5 80、女性： r＝ . 606 )、速度

超 過 肯 定 的 感 情 (男 性 ： r= .49 9、 女 性 ： r＝ . 516 )と の 正 相 関 関 係 が あ っ た 。 

7.8.5 尺度得点の性別×年齢層別の 2 元配置分散分析  

尺度得点平均の性差や年代差を検討するため、 9185 名 (男性＝ 4671 名、

女性＝ 4514 名 )の全データを用いて、 SHS の性別 ×年齢別の 2 元配置分散

分析をおこなった。  

 

表 7－ 5 SHS および自動性尺度の年齢区分×性別の平均値  

 

 

そ の 結 果 、 年 齢 要 因 (F (9 ,916 5)=3 .918 ,p < .001)お よ び 性 別 (F (1， 9165)＝

平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
男性 34.49 12.48 35.88 12.66 37.06 12.34 38.29 11.95 38.26 11.75 37.71 11.99 38.59 10.75 38.69 11.13 36.99 11.52 36.55 10.60 37.52 11.74
女性 32.16 10.06 31.78 12.13 33.16 11.99 33.20 11.75 32.99 11.15 32.91 11.01 32.31 11.17 33.04 10.64 32.08 10.98 31.44 10.87 32.66 11.40
男性 12.09 4.64 12.15 4.61 12.58 4.55 13.07 4.40 13.10 4.40 13.01 4.41 13.14 3.96 13.21 4.04 12.59 4.21 12.52 3.84 12.81 4.32
女性 11.22 3.91 11.20 4.58 11.61 4.52 11.73 4.48 11.56 4.16 11.49 4.04 11.02 4.05 11.45 3.85 11.18 4.16 10.87 3.97 11.41 4.26

自動化

45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上 合計

SHS

19歳まで 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳
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231 .82 ， p ＜ . 001 ) で 0 .1% 水 準 の 有 意 な 主 効 果 が 認 め ら れ た 。 交 互 作 用

(F (9 ,9165 )＝ 1 .056 は有意でなかった。  

 Bonfe r ro n i の検定の結果、男性集団において 5%水準で 20～ 24 歳代は、

35～ 39 歳代、45～ 49 歳代、50～ 54 歳代よりも速度超過運転習慣の平均値

が低かった。これらの結果から、男性集団では、運転経験を経て、自動化

さ れ た 速 度 超 過 運 転 習 慣 の 強 度 が 高 く な っ て い く と み ら れ た 。 女 性 集 団

では有意差が認められなかった。  

次に自動性尺度の性別×年齢別の 2 元配置分散分析をおこなった。その

結果、年齢 要因 (F (9 ,9 165)=3 .78 5 ,p< .001 )および性別 (F (1，91 65)＝ 149 .5 44，

p＜ . 001 )で 0 .1%水 準の有意な主効果が認められた。交互作用 (F (9 ,9165)＝

1 .636 ,n . s . )は有意で なかった 。 Bonfe r ro n i の検定 の結果、 男性集団 におい

て 5%水準で 20～ 24 歳代が、3 5～ 39 歳代、45～ 4 9 歳代、50～ 54 歳代に比

して自動性尺度の平均値が低かった。男性集団では、運転経験を経て、自

動 化 さ れ た 速 度 超 過 運 転 習 慣 強 度 が 高 く な っ て い く と み ら れ た 。 女 性 集

団では５％水準で 30～ 34 歳代が、60 歳以上よりも自動性尺度の平均値が

高かった。  

7.8.6 SHS 項目を用いた調査参加者のクラスター分析  

 速 度 超 過 運 転 習 慣 の 強 度 が 異 な っ た ド ラ イ バ ー の グ ル ー プ を 探 索 的 に

見出し、各グループの SHS の平均や違反・事故回数の違いを検討するた

め、速度超過運転習慣尺度項目を用いたクラスター分析 (k -me an s 法 )をお

こなった。  

先の分析の結果、SHS 尺度平 均に性差がみとめられたため、男女別に 分

析した。その結果、男女とも 5 個のクラスターが形成された。各尺度得点

や違反・事故回数について、各クラスターの平均値について分散分析を し

た結果を表 7-6、 7-7 に示した。クラスターへの分類は計算による帰納的

か つ 事 後 的 な 分 類 で あ る た め 、 平 均 値 に 関 す る 分 散 分 析 は あ く ま で 参 考
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とすべく行った。  

 

表 7－ 6 SHS の 12 項目を用いたクラスター分析の結果と  

各群の関連変数の平均と標準偏差 (男性 ) 

 

 

表 7－ 7 SHS の 12 項目を用いたクラスター分析の結果と  

各群の関連変数の平均と標準偏差 (女性 ) 

 

 

ｸﾗｽﾀ-番号 ％ 変数 SHS 違反回数 事故回数 自動性
平均値 15.30 0.69 0.51 5.01

標準偏差 3.07 0.92 0.63 1.41
平均値 27.19 0.71 0.53 9.24

標準偏差 3.17 0.88 0.67 2.00
平均値 37.21 0.85 0.57 12.76

標準偏差 2.34 1.01 0.72 1.63
平均値 46.05 0.99 0.63 15.72

標準偏差 2.95 1.10 0.81 1.75
平均値 61.10 1.16 0.77 20.97

標準偏差 5.81 1.25 0.93 2.64
平均値 37.52 0.87 0.59 12.81

標準偏差 11.74 1.04 0.75 4.32
F 値 15607.896 19.839 8.746 5554.797
確率 0.000 0.000 0.000 0.000
η2乗 0.930 0.017 0.007 0.826

合計

35.8

10

29.6

6.9

17.8

3

1

4

5

2

ｸﾗｽﾀ-番号 ％ 変数 SHS 違反回数 事故回数 自動性
平均値 14.66 0.58 0.55 4.90

標準偏差 2.64 0.71 0.70 1.28
平均値 25.62 0.64 0.57 8.98

標準偏差 2.86 0.77 0.69 1.80
平均値 36.02 0.66 0.57 12.61

標準偏差 2.44 0.80 0.70 1.58
平均値 44.44 0.84 0.64 15.57

標準偏差 2.78 0.98 0.77 1.51
平均値 57.43 0.95 0.72 20.24

標準偏差 5.38 1.06 0.85 2.35
平均値 32.66 0.69 0.59 11.41

標準偏差 11.40 0.84 0.72 4.26
F 値 17264.013 16.478 3.899 6682.577
確率 0.000 0.000 0.004 0.000
η2乗 0.939 0.014 0.003 0.856

合計

21.0

4.1

16.0

34.0

24.9

4

5

1

3

2



171 
 

男女ともに 5 個のクラスターの各得点平均の違いは、まず速度超過運

転 習 慣 尺 度 お よ び 自 動 性 尺 度 の 得 点 の 高 低 、 す な わ ち 習 慣 の 悪 質 度 の 高

低と対応していた。男女ともに、速度超過運転習慣の強度が も強いク ラ

スター (番 号５ )に属 した人数が小さかった (男性 は 6 .9%、女性は 4 .1%)。  

さらに、各クラスターの速度超過運転習慣の悪質度が高くなるほど、男 女

とも違反・事故回数の平均値が高くなり、実際に危険度が高い運転につ な

がった可能性があることが示唆された。  

 

7.9 考察  

本研究では、交通違反行動の自動的側面をとらえるために、 SR HI を も

と に 速 度 超 過 運 転 習 慣 の 強 度 を 測 定 す る 尺 度 (SHS)を 構 成 す る た め に 広

範 な 年 齢 に ま た が る デ ー タ を 収 集 し 尺 度 構 成 を お こ な っ た 。 速 度 超 過 運

転習慣尺度 (SHS)は 明確な一次元性を示し、下位尺度の自動性尺度を含め

て内的整合性信頼性は極めて高く、再検査信頼性も比較的高かった。SHS

と 自 動 性 尺 度 が 計 画 的 行 動 理 論 関 連 お よ び 衝 動 性 に 関 係 す る 尺 度 群 と 理

解 可 能 な 相 関 関 係 を も っ て い る か を 確 か め た と こ ろ 、 速 度 超 過 運 転 行 動

を促進する諸要因と理解可能な相関を示していた。また、SHS の性別お よ

び 年 齢 層 別 の 特 徴 を 知 る た め に 分 散 分 析 を 行 っ た と こ ろ 、 女 性 に 比 し て

男 性 は 速 度 超 過 運 転 習 慣 強 度 が 強 い 傾 向 が あ っ た 。 ク ラ ス タ ー 分 析 に よ

っ て 速 度 超 過 運 転 習 慣 の 類 型 化 を 行 い 各 ク ラ ス タ ー の 特 徴 を 検 討 し た 結

果、速度超過運転習慣強度が強くなればなるほど違反・事故可能性が高 く

なることが示された。以下では、これらの結果にもとづき考察を行う。  

7.9.1 速度超過運転習慣尺度および自動性尺度の信頼性と妥当性  

12 項目を全て利用した速度超過運転尺度の内的整合性は 0 .9 台と高く、

4 項目で構成された自動性尺度も 0 .9 台であった。そ こで、計 画的行動理

論 が と ら え き れ な い 速 度 超 過 違 反 の 自 動 的 側 面 を 扱 う た め だ け な ら ば 、
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自動性尺度で十分であるといえる。  

さ ら に 相 関 関 係 が 予 想 さ れ る 尺 度 や 変 数 と の 相 関 が 解 釈 可 能 で あ っ た

こ と か ら 、 速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 お よ び 自 動 化 尺 度 は 基 準 関 連 妥 当 性 が

あると考えられた。特に Wood  & Ne a l  (2007 )  が あげた習慣の 3 要件の一

つ 、 文 脈 手 が か り ( con tex t - cu ed )に よ っ て 習 慣 行 動 を 繰 り 返 す 傾 向 を 測 る

「キューへの反応」尺度と 男女とも 0 .5 台の高い相関係数を得たことから、

妥当性の一端が示されたと考えられた。また、衝動性の背景にある行動賦

活系に関わる報酬感受性尺度と 0 .3 台の正相関を示したことから、衝動 的

な人ほど速度超過運転習慣を形成しやすいことも示唆された。  

SHS お よ び 自 動 性 尺 度 は 、 速 度 超 過 運 転 行 動 の 頻 度 を 自 己 報 告 さ せ た

「自己報告行動」とその決定因とされる「制限速度超過意図」に 0 .7～ 0 .5 9

台 の 高 い 正 相 関 を 示 し た こ と か ら 、 速 度 超 過 運 転 行 動 や そ の 行 動 意 図 形

成 に 強 く 影 響 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 習 慣 強 度 は 従 来 の 計 画 的 行 動

理 論 の 測 度 で は と ら え き れ な か っ た 速 度 超 過 運 転 の 行 動 意 図 お よ び 行 動

の分散を説明できる可能性がある。  

ま た 、 計 画 的 行 動 理 論 の 独 立 変 数 と も 解 釈 可 能 か つ 有 意 味 な 相 関 関 係

がみられた。この結果は、速度超過運転習慣が以前に形成された態度特 性

などから影響を受けるとした Chang  (2015 )の see ming l y  i r r a t i ona l  d r iv i n g  

mo de l が 今回のデータにおいても成り立つ可能性を示唆する。そこで、習

慣 形 成 前 の 若 年 ド ラ イ バ ー に 対 す る 計 画 的 行 動 理 論 の 行 動 規 定 因 (態 度・

主 観 的 規 範 ・ 知 覚 さ れ た 行 動 制 御 感 )を よ り 向 社 会 的 方 向 に 変 容 さ せ る 介

入法が効果をもつ可能性があると考えられた。  

さらに、計画的行動理論の独立変数群のうち、元来、T PB が仮定 してき

た「熟慮下での判断傾向」である主観的規範や個人的規範よりも、SHS と

自動性尺度は、速度超過運転を促進する感情的態度を測る「速度抑制否 定

的感情」と「速度超過肯定的感情」により高い相関を示す傾向が見られた 。
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こ れ ら の 結 果 か ら 、 速 度 超 過 運 転 に よ っ て 得 ら れ る 快 感 情 と 速 度 抑 制 に

よ っ て 生 ま れ る 否 定 的 感 情 が 強 い 人 ほ ど 、 熟 慮 し な い 自 動 的 な 習 慣 的 反

応により速度超過運転を実行する可能性が示唆された。今後、熟 慮的過程

と 自 動 的 過 程 の 機 序 を 考 慮 し た 統 合 さ れ た モ デ ル を 立 て て 検 討 す る 必 要

がある。  

7.9.2 速度超過運転習慣尺度の評価基準の設定にむけて  

 運 転 者 教 育 の 一 環 と し て 、 SHS に よ る ド ラ イ バ ー の 個 別 ア セ ス メ ン ト

を行うには、評価基準 (no rm)が設定さ れる必要がある。SHS の平均 に明確

な性差が認められたため、評価基準を作成する際には、性別ごとに作成 す

ることが必要である。  

一方で、男女ともに大きな年代層差はみられなかった。多重比較に検 出

力の低い Bonfe r ron i 検定を使用し、一部に年代層ペアの標準誤差が大き

くなったこともあり、明確な差が見出しにくかったと考えられた。他の 年

齢 に 比 し て 若 年 ド ラ イ バ ー の 危 険 運 転 傾 向 が 問 題 と さ れ て い る が 、 男 性

デ ー タ で は 、 若 年 層 の 速 度 超 過 運 転 習 慣 強 度 が 他 の 年 代 と 比 し て 強 い わ

けではなく、むしろ中年層よりも低かった。これらの結果は、速度超過運

転 を す る 者 は 若 年 男 性 ド ラ イ バ ー に 多 い と さ れ る 一 般 的 な 見 方 と 相 い れ

ない結果であった。この理由として、インターネット調査によるサンプ リ

ン グ バ イ ア ス の 影 響 が 考 え ら れ 、 危 険 運 転 を す る 若 年 層 の 比 率 が 母 集 団

よりも小さかった可能性がある。実際に、男性データにおける速度超過 運

転 習 慣 が も 強 い ク ラ ス タ ー (番 号 5)の 年 代 群 別 比 率 を 見 る と 、 全 体 で

6 .9%に比 して、 19 歳までの群で 4 .7%、 20～ 24 歳群で 6 .7%であり、 も

多かったのが 35～ 39 歳群の 9 .4%であ った。  

ク ラ ス タ ー 分 析 の 結 果 か ら は 、 違 反 回 数 が 多 い 速 度 超 過 運 転 習 慣 群 が

存 在 す る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 習 慣 強 度 の 違 い で 質 的 に 異 な る グ ル ー プ

が存在している可能性 (悪質 的、常習的な速度超過運転者群 )があ り、潜在
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ラ ン ク 分 析 な ど の 適 用 に よ り 、 尺 度 得 点 上 で ど の グ ル ー プ に 属 す る 可 能

性 が 高 い か ど う か を 判 断 評 価 し う る 基 準 を 作 成 す る こ と も 今 後 考 え ら れ

る。  

7.9.3 SHS の利用について  

SHS の よ う な 危 険 運 転 行 動 の 習 慣 強 度 を 測 定 す る 尺 度 は 、 交 通 心 理 学

だけでなく、交通安全技術の開発や運転者教育にも応用可能性が高い。  

速 度 超 過 運 転 の 実 行 に 習 慣 が 大 き く 関 わ っ て い る な ら ば 、 第 一 の 習 慣

抑 制 策 は 、 ス ピ ー ド を 出 し た 運 転 の き っ か け と な る 文 脈 手 が か り の コ ン

トロールである。SHS やその 他の違反行動習慣尺度が開発されれば、各 違

反の制御機能をもった運転支援システム開発にも資するだろう。  

例 え ば 自 動 車 運 転 行 動 の 時 系 列 的 特 徴 か ら 、 ド ラ イ バ ー に 警 告 を す る

装 置 系 や 運 転 支 援 シ ス テ ム を 設 計 す る 際 に 、 SHS に よ っ て 超 過 運 転 習 慣

強 度 の 高 い 群 及 び 低 い 群 を 事 前 に ス ク リ ー ニ ン グ す る こ と で 、 効 率 的 に

実 験 を 進 め る こ と が で き る 。 開 発 さ れ た シ ス テ ム の 妥 当 性 検 証 の た め の

試 用 者 の ス ク リ ー ニ ン グ や 訓 練 効 果 の 測 定 な ど 種 々 な 目 的 に 利 用 可 能 だ

ろう。  

また、前 項で述べた個人結果を評価する基準を定めることができれば、

個 々 人 の 速 度 超 過 運 転 習 慣 強 度 の ア セ ス メ ン ト や 教 育 に 利 用 で き る 。 例

えば、処分者講習を受けたドライバーや事故多発者、違反累犯者の事例 研

究 や 教 育 に お け る ア セ ス メ ン ト ツ ー ル の 一 つ と し て 用 い る こ と が で き る

だろう。  

7.9.4 今後の課題  

本 研 究 が 分 析 対 象 と し た デ ー タ に は 、 介 入 が 必 要 な ほ ど の 危 険 な ス ピ

ー ド で 運 転 す る ド ラ イ バ ー が ど の 程 度 含 ま れ て い た か が 不 明 な ま ま で あ

った。インターネット調査によるサンプルの偏りを避けるために、速度 違

反 で 検 挙 あ る い は 処 分 者 講 習 受 講 者 の サ ン プ ル を 追 加 し て 、 危 険 な 速 度
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で 運 転 す る ド ラ イ バ ー 群 の 速 度 超 過 運 転 習 慣 の 強 度 を 明 ら か に す る こ と

が今後必要である。  
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付表１  2016， 2017 年実施の調査尺度項目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尺度名 項目表現 α係数
スピード違反は絶対にしないつもりである　
高速道路の制限速度は出来るだけ守るつもりである
交通量の少ない道路でも、制限速度は必ず守るつもりである　
スピード違反をすると、よくないことをした気分になる
スピード違反をしたら罪悪感を感じる　
私の友人、知人は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　
私の家族は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　
家族が、自分に向かって、制限速度をきっちり守らなくてよいということがある
友人、知人が、自分に向かって、制限速度をきっちり守らなくてよいということがある
家族は制限速度を超えて運転することが多い
友人、知人は制限速度を超えて運転することが多い
制限速度を守らないことは悪いことだと思う　
スピード違反は悪質な違反である
遅く走っていると、落ち着かない
制限速度を守って運転するとかえって疲れる
遅い速度で走っているとイライラする
スピードをだして走ると気持ちがいい
制限速度よりも速く走って目的地に早く着くと、とても気分がよい
制限速度以上で走ると楽しい
スピードを出しすぎると、大きな事故を起こすのではないかと不安に思う
スピードを出して運転するのはこわい
制限速度をいちいち守って運転するのはめんどうだ　
スピードの出しすぎを気にしながら運転するのはうっとうしい　
運転が好きだ　
運転に生きがいを感じる　
まわりの車がスピードを出してくると、自分もスピードを出したくなる
出発が遅れるとついついスピードを出したくなる
道がすいているとスピードを出したくなる
一般の道路がすいていたら、私は制限速度より10キロ以上の速度で走行することができる
高速道路がすいていたら、私は制限速度より20キロ以上の速度で走行することができる
まわりの車がスピードを出しているならばそれに合わせて速度をあげて走るつもりである
道がすいてきたら、制限速度以上のスピードを出して走ろうと思う
遅刻しそうなときなど急いでいるときはスピードを出して走ろうと思う
取り締まりに引っかかりそうにないときはスピードを出して走ろうと思う

注：制限速度超過意図以外、α係数は2016年、2017年データを結合して算出した。

主観的規範 0.705

周囲の違反教唆 0.716

制限速度遵守意図 0.787

個人的規範 0.788

速度抑制否定的感情 0.770

速度超過肯定的感情 0.793

記述的規範 0.587

違反否定的評価 0.727

享楽的運転志向 0.729

キューへの反応 0.738

スピード不安 0.696

速度管理の面倒さ 0.662

自己効力感 0.732

制限速度超過意図
(2017年第2波調査で

使用）
0.817
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付表２  2018 年実施の調査で新たに使用した尺度項目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尺度名 項目表現 α係数
一般道を運転するときは、制限速度より10キロ以上で運転する

高速道路を運転するときは、制限速度より２０キロ以上で運転する

自動車を運転するときは、他の車よりもかなり速い速度で走っている

まわりの車がスピードを出しているならばそれに合わせて速度をあげて走るつもりである

道がすいてきたら、制限速度以上のスピードを出して走ろうと思う

遅刻しそうなときなど急いでいるときはスピードを出して走ろうと思う

取り締まりに引っかかりそうにないときはスピードを出して走ろうと思う

私は、恥ずかしさを恐れるあまり、何かをしたいと思っても気持ちを抑えてしまう

私は、新しい状況や予想外の状況を恐れています

知っている人と自分を比べることで、私は、多くのことを恐れるようになってしまう

私は、自分が言ったり、したことを心配するほうだ

私は、困難な状況になるとすぐにがっかりしてしまう

私は、他人から拒否や反対をされないように、好きなことをするのを自らおさえてしまうほうだ

私は、恥ずかしがり屋です

私は、他の精神的作業ができなくなるほど、物事について心配することがある

私が不安や恐怖を感じさえしなかったら、もっと多くのことをやりとげただろうにと思うことがある

私は、すべての活動の中でも、競争をすることが好きです

私は、競争が好きであり、勝つためにできることをすべてやりたいと思っている

私は、たとえ危ない目にあいそうになっても、自分の身体能力を人に見せるのが好きなほうだ

社会で出世するチャンスがあれば、たとえ間違ったことであっても、私は行動にうつそうとする

私は、パーティーや社交的な集まりで注目のまとになるのが好きです

人の集まりのなかにいるとき、私は自分の意見を最も知的なものか、あるいは最も面白いものにしようとします

私は、自分が魅力的だと思う人とつきあう機会は逃しません

私は、社会的に有力な人になりたいです

私は、すぐに得られる利益のために行動する

私は、すぐに利益につながる活動を好む

注：制限速度超過意図以外は2018年調査で新たに加えられた尺度項目である。

報酬感受性 0.867

私は、恥ずかしい思いをさせられてしまうことを恐れて、自分のスキル（能力）を証明することを
避けます

自己報告行動 0.711

制限速度超過
意図

0.806

罰感受性 0.874
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第 8 章 計画的行動理論と習慣理論に基づくドライバー

の制限速度遵守意図の規定因モデル 
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8.1 はじめに  

これまで第 2 章と第 3 章では計画的行動理論の 2 過程モデルへの拡 張

の研究史を説明してきた。第 3 章と 第 4 章で は習慣概念の有用性を述べ、

計画的行動理論との接続による 2 過程モデルの可能性を論じた。第 5 章

で は 分 析 結 果 に も と づ き 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 に 関 す る 構 造 モ デ ル 構 築

のために用いる具体的な測定尺度の選定方針が述べられた。  

本章では、第 7 章で開発された速度超過運転習慣尺度 (SHS)を用 いて 、

速 度 超 過 運 転 を し な い よ う に 制 限 速 度 を 遵 守 し よ う と す る 行 動 意 図 (制限

速度遵守意図 )の規 定因モデルを構築する。本章の分析は第 1 調 査と第 2

調 査 と そ の 後 の 追 跡 調 査 に 基 づ く が 、 制 限 速 度 遵 守 意 図 の 規 定 因 モ デ ル

は第 1 調査と第 2 調査の合体データを用いた。この章の後半では、第 2 調

査の 2 カ月後に同じ調査参加者に対する追跡調査を行い、制限速度遵守

意図だけでなく、制限速度超過意図も測定したデータを分析した。そこ で

は、第 2 調査で得た尺度得点を用いて、追跡調査で測定した両意図を従 属

変数とした重回帰分析を行い、第 9 章での速度超過運転行動に関する統

合モデル構築に参考となる情報をえることにした。  

 

8.2 先行研究  

本 章 で 扱 う モ デ ル の 参 考 と し た の は 、 台 湾 の 大 学 生 の 自 動 二 輪 ラ イ ダ

ー の 速 度 超 過 運 転 行 動 を 理 解 す る た め に Chung  (2015 ) 1 ) が 立 て た

see ming ly  i r r a t i ona l  d r iv ing  b e hav io r  mod e l である。 Chung は、従来の速度

超 過 運 転 行 動 の 研 究 は 熟 慮 的 過 程 に 焦 点 を あ て た 計 画 的 行 動 理 論 (A jzen ,  

1991) 2 )を 基にしてきたが、それだけでは不十分であり、熟慮を介さない 自

動的過程にも焦点をあてるべきと考え、前出のモデルを提案し実証した。 

ド ラ イ バ ー は し ば し ば 制 限 速 度 を 超 え て 運 転 す る が 、 そ こ に は 非 合 理

性が見られる。例えば時速 80 キロ制限の高速道路を時速 90 キロで走っ
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た と こ ろ で さ ほ ど 時 間 の 節 約 に な ら な い が 、 ず い ぶ ん 早 く 到 着 す る は ず

と素朴に感じる t i me  sav ing  b i a s や取締 りを受ける確率の過小評価などで

あり、速度超過運転行動には非熟慮的で無自覚な面もあると考えられる。 

そこで自動的過程と熟慮的過程からなる 2 過程モデルを前提に、Chun g  

(2015 )は 熟慮的過程に関わる TPB の測度にくわえ、習慣と感情傾向を測

定 す る こ と に よ っ て 、 文 脈 手 が か り に よ っ て 自 動 的 に 作 動 す る 習 慣 や 感

情によって突き動かされる行動決定傾向をとらえようとした。  

具体的には自動性をもつ習慣の強度を測る Verp lanken  & Orbe l l  ( 20 03) 3 )

による SRHI(Se l f - r epo r t  hab i t  i ndex )を翻 案し、自動二輪車で制限速度 2 0

キ ロ 以 上 の 速 度 超 過 で 運 転 を す る 習 慣 を 測 定 で き る よ う に し た 尺 度 を 用

いた。感情的傾向については、速度を出さなかった／出したことによる 後

悔や快感情などの予期的感情反応 (  an t i c ipa t ed  a ff ec t i ve  r e ac t ion )を 測定す

る尺度を用いた。知覚された行動統制感 (pe rce ived  behav io ra l  con t ro l )には 、

速度超過運転を実行できる知覚された能力である「能力（ capac i ty）」と 行

動 実 行 に 及 ぼ す 知 覚 さ れ た 自 分 の コ ン ト ロ ー ル の 程 度 で あ る 「 自 律 性

( au tono my )」をあて た。  

そして速度超過意図 ( sp eed in g  in t en t ion )を、 T PB の基本変数、予期的感

情反応、習慣が規定し、さらに TPB の基本変数と予期的感情反応が習慣

も 規 定 す る と い う 多 変 量 媒 介 モ デ ル を 立 て た 。 習 慣 は 過 去 経 験 を 受 け て

形成されるため、T PB の基本 変数や予期的感情反応の影響があり、T PB の

基 本 変 数 は 直 接 効 果 だ け で な く 習 慣 を 媒 介 し て 行 動 意 図 に 影 響 す る と し

た。  

本研究では、この Chung  (2015 )のモデル をもとにして変数設定をおこな

ったが、いくつか違いがある。まず、本研究の対象行動は「自動車」の 制

限速度遵守／超過行動であり、対象者は広範な年齢層の「自動車ドライ バ

ー 」 で あ る 。 さ ら に 本 研 究 で 扱 う 第 一 の 従 属 変 数 は 、 速 度 超 過 意 図
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( sp eed ing  in t en t ion )ではなく、これまでの研究経緯に沿って、「制限速度遵

守行動意図」を用いた。なお、本研究では「制限速度超過意図」を第 2 調

査参加者対象の追跡調査時に測定を行っており、後半部で検討を行う。  

本 研 究 で は 、 分 析 変 数 間 の 全 体 構 造 を 因 子 分 析 で 明 ら か に す る と と も

に、制限速度遵守意図を規定する要因構造のモデルを検討する。さらに 制

限 速 度 遵 守 意 図 よ り も 制 限 速 度 超 過 意 図 の 方 が 自 動 的 過 程 の 影 響 を よ り

強く受けている可能性を示す。  

 

8.3 方法  

１ )データ 収集：本分析データは複数回の調査から得た。第 1 調査は東京

都、愛知県、大阪府、福岡県の 18-29 歳、 30 歳代、 40 歳代、 50 歳代、 6 0

歳以上の 5 つの年齢区分で 50～ 100 人を目標数としたインターネット調

査を 2016 年 12 月 16、 17 日に行った。 2563 名を有効データとした。第 2

調査は、 2017 年 10 月 17， 18 日に、神奈川県、静岡県、兵庫県、広島県

で第 1 調査と同じ年齢区分で行い、 3112 名のデータを得た。両調査とも

運転頻度の質問で「全く運転しない」と答えた人を除外した。第 1、第 2

調査をあわせると、 5675 名のデータを形成した。第 2 調査の参加者に対

し、2 か月後の 12 月 18、19 日に追加質問および速度超過運転習慣尺度の

再施行をおこなった (以下、追跡調査 )。第 2 調査に引き続く追跡調査では

515 名の有効データを得た。  

２ )質問紙 の構成：第 1 調査および第 2 調査のフェイス項目は、よく運転

する車種、事故と違反の頻度、運転頻度であった。運転頻度の質問は「全

く運転しない」と答えた人を分析から除外するのに用いた。T P B にもとづ

き、行動意図、態度、主観的規範、知覚された行動統制感の下位次元の自

己効力感に関係する尺度群を入れた。さらに SR HI  をもと に作成した速度

超過運転習慣尺度 12 項目を用いた。予期された感情反応のうち肯定的感
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情と否定的感情を測るためにそれぞれ 3 項目からなる尺度を作成し用い

た。全尺度の選択肢は，「 1．まったくそうではない」，「２．そうではない」，

「３．どちらかといえばそうではない」，「４．どちらかといえばそのとお

り」，「５．そのとおりである」，「６．まったくそのとおりである」の 6 件

法を用いた。  

追跡調査では、速 度超過運転習慣尺度と制限速度遵守意図の再施行と、

4 項目の制限速度超過意図尺度も施行した。T PB 関連尺 度および速度超過

運転習慣尺度の回答選択肢は、「まったくそうではない」、「そうではない」、

「どちらかといえばそうではない」、「どちらかといえばそのとおり」、「 そ

のとおりである」、「まったくそのとおりである」の 6 件法を用いた。  

 

8.4 結果  

8.4.1 尺度の内的整合性信頼性  

 第 1 調査と第 2 調査の結合データから両調査に共通した尺度の α 係数

を求めた (表 8-1 )。制 限速度超過意図尺度の係数は追跡調査データによる。

「 記 述 的 規 範 」 は . 587 と や や 低 い が 他 の 尺 度 で は 概 ね 高 い 信 頼 性 係 数 を

得た。  

8.4.2 尺度間因子分析  

 全体構造を把握するため、尺度間因子分析をおこなった (表 8 - 2 )。スク

リープロットを参考に 3 因子を抽出した ( 尤 法、 P ro ma x 回転 )。 第 1 因

子は、スピードを出して走行することを促す心理傾向を測る「速度超過 肯

定的感情」「キューへの反応」「速度抑制否定的感情」「自己効力感」「速度

超過運転習慣」「速度管理の面倒さ」「享楽的運転志向」に正の負荷をもつ

ことから、『速度超過促進因』と解された。  

第 2 因子は制限速度を超えることを自己抑制する心理傾向を測る「個

人的規範」、「違反否定的評価」、「制限速度遵守意図」、「主観的規範」、「ス
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ピード不安」に正の負荷をもつことから『速度超過抑制因』と解された。  

第 3 因子は、制限速度を超えて運転する周囲の人や速度超過運転を促

がされる機会が多いことを知覚する強度をはかる「記述的規範」、「周囲 の

違反教唆」に正の負荷をもつことから『同調圧力の知覚』と解された。  

 

表 8－ 1 尺度項目と α 係数  

 

 

『 速 度 超 過 促 進 因 』 と 『 速 度 超 過 抑 制 因 』 は 負 の 相 関 ( r=- .505 )、『 同 調

圧力の知覚』は、『速度超過促進因』と正の相関 ( r = .630 )、『速度超過抑 制

尺度名 項目表現 α係数
スピード違反は絶対にしないつもりである　
高速道路の制限速度は出来るだけ守るつもりである
交通量の少ない道路でも、制限速度は必ず守るつもりである　
スピード違反をすると、よくないことをした気分になる
スピード違反をしたら罪悪感を感じる　
私の友人、知人は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　
私の家族は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　
家族が、自分に向かって、制限速度をきっちり守らなくてよいということがある
友人、知人が、自分に向かって、制限速度をきっちり守らなくてよいということがある
家族は制限速度を超えて運転することが多い
友人、知人は制限速度を超えて運転することが多い
制限速度を守らないことは悪いことだと思う　
スピード違反は悪質な違反である
遅く走っていると、落ち着かない
制限速度を守って運転するとかえって疲れる
遅い速度で走っているとイライラする
スピードをだして走ると気持ちがいい
制限速度よりも速く走って目的地に早く着くと、とても気分がよい
制限速度以上で走ると楽しい
スピードを出しすぎると、大きな事故を起こすのではないかと不安に思う
スピードを出して運転するのはこわい
制限速度をいちいち守って運転するのはめんどうだ　
スピードの出しすぎを気にしながら運転するのはうっとうしい　
運転が好きだ　
運転に生きがいを感じる　
まわりの車がスピードを出してくると、自分もスピードを出したくなる
出発が遅れるとついついスピードを出したくなる
道がすいているとスピードを出したくなる
一般の道路がすいていたら、私は制限速度より10キロ以上の速度で走行することができる
高速道路がすいていたら、私は制限速度より20キロ以上の速度で走行することができる
まわりの車がスピードを出しているならばそれに合わせて速度をあげて走るつもりである
道がすいてきたら、制限速度以上のスピードを出して走ろうと思う
遅刻しそうなときなど急いでいるときはスピードを出して走ろうと思う
取り締まりに引っかかりそうにないときはスピードを出して走ろうと思う
私は、しばしば制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している
私は、無意識のうちに制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している
私は、自分でも知らないうちに制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している
私にとって、制限速度から１０キロ以上を越えないスピードで運転をするには、努力が必要である
意識的にそうしようと思わないのに、制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している
制限速度から１０キロ以上を超えないように運転すると変な気分になる
制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転することは、私の日常の決まった行動の一つである
速度をあげようと自覚する前に、私は制限速度から１０キロ以上のスピードを出した運転をしている
制限速度から１０キロ以上のスピードを出さずに運転をしようとすることは私にとって難しいことである
考える必要もなく、私は制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している
制限速度から１０キロ以上のスピードで運転することは、まったく自分らしいことである
長い間ずっと、制限速度から１０キロ以上のスピードを出して私は運転してきた

下位尺度自動性（ゴチックの4項目の合算） 0.924

自己効力感 0.732

制限速度超過意図
(追跡調査のみ）

0.817

速度超過運転習慣 0.963

享楽的運転志向 0.729

キューへの反応 0.738

スピード不安 0.696

速度管理の面倒さ 0.662

速度抑制否定的感情 0.770

速度超過肯定的感情 0.793

記述的規範 0.587

違反否定的評価 0.727

主観的規範 0.705

周囲の違反教唆 0.716

制限速度遵守意図 0.787

個人的規範 0.788
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因 』 と 負 の 相 関 ( r=- .428 )を 示 し た 。 ス ピ ー ド を 出 し て 走 行 し や す い 人 は 、

速 度 超 過 を 良 い と す る 対 人 環 境 の 影 響 を 受 け て お り 、 抑 制 因 が 働 き に く

いことを示唆した。  

 

表 8－ 2 尺度間因子分析の結果  

 

 

8.4.3 制限速度遵守意図の規定因モデル  

Chung  (20 15)が T P B に習慣を加えて構築した多変量媒介モデルを参考

に、「制限速度遵守意図」を従属変数、「速度超過運転習慣尺度」を媒介変

数にしたモデルを設定し、第 1、第 2 調査の結合データに対して AM OS に

よる構造方程式モデリングを行った (図 8-1 )。「 享楽的運転志向」は用いな

かった。完全飽和モデルで無関連であった「速度管理の面倒さ」から「制

限速度遵守意図」へのパスは引かなかった。独立変数間に共分散を仮定 し

た。モデ ルの各適合度 (GFI=AGFI=CFI=1 .0，RM SEA= .000)は 大値であっ

た。  

因子１ 因子2 因子3
因子１　速度超過促進因

速度超過肯定的感情 0.826 0.013 -0.015
キューへの反応 0.820 0.073 0.041

速度抑制否定的感情 0.770 -0.007 0.070
自己効力感 0.690 -0.069 0.032

習慣 0.609 -0.147 0.135
速度管理の面倒さ 0.588 -0.076 0.185
享楽的運転志向 0.549 0.170 -0.150

因子2 速度超過抑制因
個人的規範 0.108 0.858 0.037

違反否定的評価 0.060 0.833 -0.020
制限速度遵守意図 -0.141 0.778 0.028

主観的規範 0.272 0.749 -0.227
スピード不安 -0.230 0.674 0.262

因子３　同調圧力の知覚
記述的規範 0.021 0.075 0.758

周囲の違反教唆 0.032 -0.005 0.570
因子１　速度超過促進因 -0.505 0.630
因子２　速度超過抑制因 -0.505 -0.428
因子３　同調圧力の知覚 0.630 -0.428
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「記述的規範」から「制限速度遵守意図」へのパス、「主観的規範」か

ら「速度超過運転習慣」へのパスは統計的に有意でなかったが、その他の

パスは全て 1%水準で有意であった。  

「制限速度遵守意図」を従属変数とした決定係数は . 647 であった。「 制

限 速 度 遵 守 意 図 」 を 規 定 し て い る 主 な 要 因 と し て 、「 違 反 否 定 的 評 価 」

( . 248 )、「主 観的規範」( . 228 )、「個 人的規範」( . 195 )、「ス ピード不安」( . 128 )、

「速度超過運転習慣」 (－ . 12 4 )、「自己 効力感」 (－ . 113 )が 挙げられた。  

媒 介 変 数 と し て 設 定 し た 「 速 度 超 過 運 転 習 慣 」 の 決 定 係 数 は . 583 で あ っ

た。「制限速度超過運転習慣」を規定した主な要因として、「自己効力感」

( . 272 )、「 速度抑制否定的感情」 ( . 216 )、「速度管理の面倒さ」 ( . 121 )が挙げ

られた。  
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図 8－ 1 制限速度遵守意図の規定因モデル  

 

「制限速度超過運転習慣」や関連特性の「キューへの反応」は制限速度遵

守意図を規定する要因として有意な影響を示したが、「制限速度遵守意図」

の代わりに、制限速度を超過して運転したいという「制限速度超過意図 」
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で あ れ ば 、 習 慣 に 代 表 さ れ る 自 動 的 過 程 の 影 響 を よ り 大 き く 受 け る の で

は な い か と 考 え 、 両 行 動 意 図 を 従 属 変 数 に し た 回 帰 分 析 を 追 跡 調 査 デ ー

タで試みた。  

8.4.4  制 限 速 度 遵 守 意 図 お よ び 制 限 速 度 超 過 意 図 を 従 属 変 数 と し た 重

回帰分析  

第 2 調査の測定変数を独立変数にし、追跡調査で測定した「制限速度 遵

守意図」、「制限速度超過意図」を従属変数にしたステップワイズ法によ る

重回帰分析をおこなった (表 8-3、表 8 - 4 )。「制限 速度遵守意図」と「制限

速 度 超 過 意 図 」 の 間 の 相 関 係 数 は 比 較 的 高 い 負 の 相 関 ( r ＝ － . 52 2 ， ｐ

＜ . 001 )で あったが、選択された変数は異なった。  

「制限速度遵守意図」には、制限速度違反を悪質と考える「違反 否定的

評価」と制限速度を守ることを内面化した「個人的規範」が正の影響を、

速度抑制にイライラする傾向である「速度抑制否定的感情」が負の影響 を

示した。「制限速度超過意図」には、速度超過運転習慣を引き出す「キュ

ーへの反応」、「速度超過運転習慣」、速度超過運転の自信を測る「自己効

力感」が正の影響を示した。「制限速度超過意図」を従属変数にした場合

にのみ「速度超過運転習慣」が変数選択されたことに注意する必要がある 。 

 

表 8－ 3「制限速度遵守意図」を従属変数にした重回帰分析の結果  

 

 

独立変数 β probability
違反否定的評価 0.251 0.000

速度抑制否定的感情 -0.218 0.000
個人的規範 0.197 0.000
自己効力感 -0.141 0.001
違反回数 -0.106 0.002

R 2 Adjusted R 2

0.433 0.428
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表 8－ 4 「制限速度超過意図」を従属変数にした重回帰分析の結果  

 

 

8.5 考察  

以上の結果から、「制限速度遵守意図」を従属変数として「速度超過運

転習慣」を媒介変数としたモデルを立てることは可能と考えられた。し か

し、このモデルにおいては、「制限速度遵守意図」には、衝動的な速度超

過 運 転 行 動 の も と と な る 感 情 や 自 動 性 に 関 係 す る 習 慣 よ り も 、 熟 慮 的 過

程を扱う TPB の変 数である「主観的規範」や態度関連の尺度のほうがよ

り強い影響を与えていた。  

そこで「制限速度遵守意図」が自動的過程よりも熟慮的過程に影響を 受

ける可能性を考察する。「制限速度遵守意図」は、 TPB の基本変数からな

る第 2 因子の「速度超過抑制因」にのみ負荷を示したことから「制限速度

遵守意図」は熟慮的過程から影響を受けやすいことが示唆される。「制限

速度遵守意図」は熟慮にもとづく ‘心 のブレーキ ’の個人 差を測っている可

能性がある。  

他方、自 動性を帯びると考えられる「速度超 過運転習慣」は第 1 因子の

「速度超過促進因」にのみ負荷を示し、さらに同因子には、速度超過／抑

制に関する感情傾向の 2 尺度が負荷した。これらの結果から、速度を出 さ

な け れ ば イ ラ イ ラ し 、 速 度 を 出 せ ば 快 感 情 を 抱 く 感 情 傾 向 と 自 動 性 を 帯

び た 速 度 超 過 運 転 習 慣 と の 間 に は 共 有 す る 部 分 が あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。 

こ の 共 有 部 分 は 速 度 超 過 運 転 習 慣 や 感 情 を 加 え た 自 動 的 過 程 を 背 景 に

独立変数 β probability
キューへの反応 0.257 0.000
速度超過習慣 0.222 0.000
自己効力感 0.168 0.000

速度抑制否定的感情 0.124 0.011
違反否定的評価 -0.085 0.022

R 2 Adjusted R 2

0.497 0.492
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持つ心的傾向性であると考えられた。追跡調査で用いた「制限速度超過 意

図」の回帰式では、「キューへの反応」、「速度超過運転習慣」、「速度抑制

否定的感情」が予測因として選択されたことからも、「制限速度超過意図 」

は、自動性を持った習慣や感情によってスピード超過を起こす‘心のア ク

セル’の個人差を測っている可能性がある。  

第 3 章では自動性を帯びた習慣に加え、感情や衝動性を含む自動的過

程と熟慮的過程の 2 過程モデルが交通違反研究に有用であることを述べ

た。本章では自動的過程に関わる習慣、感情を扱ったが、衝動性も自動的

過 程 に 関 わ る こ と か ら 、 次 に 構 築 す る モ デ ル に は 衝 動 性 を 加 え る こ と が

必要である。そして、速度超過運転行動を十分に理解するためには、「制

限速度遵守意図」にくわえて、「制限速度超過意図」、さらに両意図が規定

する「速度超過運転行動」をモデルに加えることが必要である。  

以上の試みは次章で検討する。  
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第 9 章 速度超過運転行動の心理的規定因の統合モデル 
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9.1 はじめに  

 本章では、計画的行動理論 (以下、 TPB )、習 慣理論、強化感受性理論を

も と に 構 築 さ れ た 速 度 超 過 運 転 行 動 ( speed ing )の 規 定 因 モ デ ル の 分 析 を 行

い、考察を行う。  

これまで、第 5 章「計画的行動理論に基づく制限速度遵守意図の規定

因」では TPB にもと づいて制限速度遵守意図の規定因モデルを説明した。

第 8 章「計画的行動理論と習慣理論に基づく制限速度遵守意図の規定因

モデル」では、T P B と習慣理論にもとづき、第 7 章で開発された速度超過

運転習慣尺度を用いた制限速度遵守意図の規定因モデルを構築した。「制

限速度遵守意図」には、感情的態度や自動性に関係する習慣よりも、熟慮

的過程を扱う TPB の変数である「主観的規範」や態度関連の尺度のほう

が よ り 強 い 影 響 を 与 え て い た こ と か ら 、 制 限 速 度 遵 守 意 図 は 熟 慮 的 意 志

決 定 を 反 映 す る も の で あ り 、 制 限 速 度 超 過 意 図 は よ り 感 情 的 で 自 動 性 の

影響を受けるのではないかと予想された。そこで追跡調査で用いた「制 限

速度超過意図」を 予測変数とした重回帰式では、「キュ ーへの反応」や「速

度超過運転習慣」、「速度抑制否定的感情」が主要な予測因であったこと か

ら、「制限速度超過意図」は、自動的過程に関わる習慣や感情によってス

ピード超過を起こす‘心のアクセル’の個人差を測っている可能性がで て

きた。  

本 章 で は 上 記 の 変 数 間 関 係 を 統 合 的 に 表 現 し た モ デ ル 構 築 を 目 的 と し

た 。「 自 己 報 告 に よ る 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 」 を 終 の 従 属 変 数 に 置 き 、

TPB をベ ースにして、「制限速度遵守意図」と「制限速度超過意図」の 2

つの行動意図、そして TPB の基本変数に対応する尺度と自動性の傾向を

表 す 習 慣 や 感 情 、 本 章 で 新 た に 加 え た 衝 動 性 の 測 度 を 組 み 込 ん だ 自 動 的

過程と熟慮的過程を考慮した統合モデルを構築することを目指す。  

 大まかには次のような変数間関係を検討する。  
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①速度超過運転行動 ⇐制限速度遵守意図 (－ )・ 制限速度超過意図 (＋ )  

②制限速度遵守意図⇐熟慮的過程  

③制限速度超過意図と速度超過運転行動⇐自動的過程：習慣 (＋ )・感情

(＋ )・衝 動性 (＋ )  

変数間の関係に関する仮説は次節の 後に示す。  

 

9.2 変数設定  

終的な予測対象となる変数は、「自己報告による行動」である。ここ

で は 実 測 さ れ た 速 度 超 過 運 転 行 動 は 利 用 で き な か っ た 。 自 己 報 告 に よ る

運 転 速 度 と 観 察 さ れ た 運 転 速 度 の 間 に 相 関 が 報 告 さ れ て い る こ と か ら

(Wes t ,  F rench ,  Ke mp  & E lande r,  1993； Abe rg ,  La r sen ,  G lad  & B e i l i n s son ,  

1997) 1 ) , 2 )、「自己報告による行動」を代替的に用いることにした。  

「自己報告による行動」の直接的先行因としての「行動意図 (be hav io ra l  

i n t en t ion )」には、速度超過をしようとする「制限速度超過意図」、制限速

度を守ろうとする「制限速度遵守意図」を設定した。前章で前者は自動的 、

感情的要因、後者は自覚的、熟慮的な要因に影響を受け、両者は負の相関

関係にあったことから、制限速度遵守意図は、自覚的に制限速度超過意 図

を抑制すると想定された。  

次に行動意図が生じる要因とされる、行動に対する態度 ( a t t i t ude  towa rd  

t he  behav io r )、主観的規範 ( su b jec t ive  no rm)、知覚 された行動統制感の下位

変数の自己効力感 (pe rce ived  s e l f - e f f i cacy )は下記 のように設定した。  

まず「行 動に対する態度」は、速度 超過運転行動に対する態度であり、

こ こ で は 違 反 に つ い て 「 良 い -悪 い 」 の 評 価 を す る 「 違 反 否 定 的 評 価 」 を

用いた。これに加え、感情的態度として、速度超過或いは速度抑制をする

運転中に、楽しい、気分がよい、イライラするといった「快－不快」の 評

価を「速度超過肯定的感情」と「速度抑制否定的感情」の２側面で測定し
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た。  

規範関連の測度として、「主 観的規範」は家族 /友人、知 人を重要他者と

して、彼らが回答者に速度超過運転を望むかどうかの知覚を測定した。さ

ら に 内 在 化 さ れ た 規 範 と し て 個 人 的 規 範 を 、 周 囲 の 人 が ど の 程 度 速 度 違

反をしているかの認知を測る記述的規範も用いた。  

「自己効力感」は、速度超過運転を実行できる「自信」を測定するため

に、一般道で制限速度 10 ㌔、高速道路で 20 ㌔オーバーの運転をするこ と

が容易かどうかを質問した。  

そ の 他 の 行 動 意 図 に 影 響 す る 追 加 変 数 と し て 、 速 度 超 過 運 転 行 動 研 究

でよく用いられる速度超過運転への不安や恐怖を測る「スピード不安」を

用いた。  

さらに、行動意図、自己報 告行動を規定する追加変数として、習慣と衝

動性の背景とされる報酬感受性を設定した。  

まず、習慣の設定について説明する。本章では、前章と同じく、習慣強

度を測る測度として Verp lan ken  & Orb e l l  ( 2003 ) 3 )が開発した SR HI( th e  Se l f -

Repor t  Ha b i t  I ndex )を も と に 構 成 さ れ た 速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 (SHS)を 利

用した。今回の分析では、速度超過運転の頻度に関する自己報告行動を 予

測 対 象 と す る た め 、 自 動 化 の 傾 向 を 測 定 す る 下 位 尺 度 の 自 動 化 尺 度 を 用

い た 。 こ の 尺 度 は SR HI の 下 位 尺 度 に あ た る SR BAI( the  Se l f -Repor t  

Behav io ra l  Au to ma t i c i t y  Index； Ga rdne r,  Ab raha m,  La l ly,  &  Bru i jn ,  20 12) 4 )  

に対応したものを利用した (変数名「自動化」 )。  

次 に 、 速 度 超 過 運 転 な ど 交 通 違 反 の 多 く に は パ ー ソ ナ リ テ ィ 要 因 と し

ての衝動 性 ( i mpu l s iv i t y )が背 景にある と考えら れる。さ らに本研 究は自動

性を備えた習慣、感情、そして衝動性を含む自動的過程と熟慮的過程の 2

過程モデルに依拠している。そこで、行動意図や自己報告行動への影響因

として衝動性を測定する変数が必要となった。本研究では、この衝動性 の
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神 経 シ ス テ ム 上 の 個 人 差 を 想 定 す る Gray  (1970 ) 5 ) の 強 化 感 受 性 理 論

(Re in fo rce me n t  Sen s i t i v i t y  Theo r y： R ST )の要素である罰への感受性の個人

差を生む Behav io ra l  I nh ib i t i on  Sys t em  (行動抑制系： BIS)と報酬への感受

性の個人差を生む Behav io ra l  Ac t iva t io n  Sys t e m(行動賦活系： BAS)の神経

システムに対応する心理尺度を用いる方針を立てた。  

B IS(行 動 抑 制 系 )は 、 罰 の 受 身 的 な 回 避 、 無 報 酬 な 信 号 に 対 す る 消 去 、

新 規 刺 激 に 対 す る 反 応 を 抑 制 す る シ ス テ ム で あ り 、 交 通 違 反 に よ る 罰 則

に敏感であるため、遵法的 になると予想される。 B AS (行動賦活系 )は、報

酬を求め、罰から逃れようとする反応や報酬への接近行動を促し、衝動 的

行動を顕在化し、ポジティブ感情を喚起するシステムであり、衝動的、楽

観 的 で 、 ポ ジ テ ィ ブ 感 情 を 示 す 傾 向 が あ る こ と か ら 危 険 運 転 に 関 わ り や

すいとされる。B IS は罰感受性、B AS は 報酬感受性と呼ばれることも多い。 

Cas t e l l a  &  Pe rez  (200 4) 6 )は交通 心理学の違反行動研究で用いられるこ と

が多い SPSR Q を成 人 792 人に施行し、高い罰感受性 (高 BIS)  と低 い報酬

感受性 (低 BAS)のド ライバーは、法律に従った運転をするので交通違反が

少なくなる傾向があり、低い罰感受性 (低 B I S)と高い報酬感受性 (高 BAS)

の人は、より頻繁に交通違反することを報告した。本研究では、この研究

で用いられた S P SR Q の短縮 版の SPSRQ -  Rev i sed  and  C l a r i f i ed  (SPSR Q-

RC ； Con ne r,  Rah m-Knigge ,&Jenk in s ,20 18) 7 )を本 研究では翻訳し利用する

こととした。  

本研究で設定したモデルは、個々の独立変数から行動意図、習慣らの 従

属変数に影響を与え、その従属変数が今度は、 終的に自己報告された 行

動を予測する。このモデルで検証される主要仮説を以下に示す。  

H1 :  態度 、規範、自己効力感などの TPB の基 本変数は、制限速度超過意

図と制限速度遵守意図の２つの行動意図と習慣に直接影響を与える。  

H2：制限 速度超過意図は、自己報告行動に正の影響を与える。  
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H3：制限 速度遵守意図は、自己報告行動に負の影響を与える。  

H4：制限 速度遵守意図は、制限速度超過意図に負の影響を与える。  

H5： 制 限 速 度 超 過 意 図 は 、 衝 動 的 で 非 熟 慮 な 傾 向 で あ る 感 情 的 態 度 に 対

応 す る 速 度 超 過 肯 定 的 感 情 と 速 度 抑 制 否 定 的 感 情 、 そ し て 速 度 超 過 運 転

習慣に主に影響をうける。  

H6：制限 速度遵守意図は、熟慮的な要因である速度違反否定的評価、主観

的規範、自己効力感から主に影響を受ける。  

H7： 速 度 超 過 運 転 習 慣 は 、 自 己 報 告 行 動 、 制 限 速 度 超 過 意 図 に 正 の 影 響

を、制限速度遵守意図に負の影響を与える。  

H8：報酬 感受性は、習慣、制限速度超過意図、自己報告行動に正の、制 限

速度遵守意図に負の影響を直接与える。  

 

9.3 方法  

(１ )デー タ収集：本分析データは 2018 年 11 月 09 日 (金 )～ 2018 年 11 月 12

日 (月 )の 期間中に、インターネット調査により得られた。対象地域は、北

海道、宮城県、群馬県、京都府、徳島県、香川県、愛媛県、高知県であ る 。

四国 4 県以外では、 18-29 歳 、 30 歳代、 40 歳代、 50 歳代、 60 歳以上の 5

つの年齢区分で男女合わせて 700 人、四国 4 県全体で 700 人を回収目標

として調査を行った。調査対象者は運転頻度の質問で「全く運転しない 」

と答えた人を除外した。全体で、 3510 名 (男女 ともに 1755 人 )のデ ータを

形成した。  

(２ )質問 紙の構成：フェイス項目は、よく運転する車種、事故と違反の頻

度、運転頻度であった。運転頻度の質問は「全く運転しない」と答えた人

を分析から除外するのに用いた。T P B にもとづき、自己報告行動、制限速

度遵守意図、制限速度超過意図からなる行動意図、態度、主観的規範、自

己 効 力 感 に 関 係 す る 尺 度 群 に 加 え 、 予 期 さ れ た 感 情 反 応 の う ち 肯 定 的 感
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情と否定感情を測るためにそれぞれ 3 項目からなる尺度を作成した。  

 

表 9－１  尺度項目と各尺度のα係数  

 

尺度名 項目表現 α係数
一般道を運転するときは、制限速度より10キロ以上で運転する

高速道路を運転するときは、制限速度より２０キロ以上で運転する

自動車を運転するときは、他の車よりもかなり速い速度で走っている

スピード違反は絶対にしないつもりである　

高速道路の制限速度は出来るだけ守るつもりである

交通量の少ない道路でも、制限速度は必ず守るつもりである　

まわりの車がスピードを出しているならばそれに合わせて速度をあげて走るつもりである

道がすいてきたら、制限速度以上のスピードを出して走ろうと思う

遅刻しそうなときなど急いでいるときはスピードを出して走ろうと思う

取り締まりに引っかかりそうにないときはスピードを出して走ろうと思う

制限速度を守らないことは悪いことだと思う　

スピード違反は悪質な違反である

遅く走っていると、落ち着かない

制限速度を守って運転するとかえって疲れる

遅い速度で走っているとイライラする

スピードをだして走ると気持ちがいい

制限速度よりも速く走って目的地に早く着くと、とても気分がよい

制限速度以上で走ると楽しい

スピード違反をすると、よくないことをした気分になる

スピード違反をしたら罪悪感を感じる　

私の友人、知人は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　

私の家族は、私がスピード違反を絶対にすべきでないと考えている　

家族は制限速度を超えて運転することが多い

友人、知人は制限速度を超えて運転することが多い

一般の道路がすいていたら、私は制限速度より10キロ以上の速度で走行することができる

高速道路がすいていたら、私は制限速度より20キロ以上の速度で走行することができる

スピードを出しすぎると、大きな事故を起こすのではないかと不安に思う

スピードを出して運転するのはこわい

私は、無意識のうちに制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している

私は、自分でも知らないうちに制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している

意識的にそうしようと思わないのに、制限速度から１０キロ以上のスピードを出して運転している

速度をあげようと自覚する前に、私は制限速度から１０キロ以上のスピードを出した運転をしている

私は、恥ずかしさを恐れるあまり、何かをしたいと思っても気持ちを抑えてしまう

私は、恥ずかしい思いをさせられてしまうことを恐れて、自分のスキル（能力）を証明することを避けます

私は、新しい状況や予想外の状況を恐れています

知っている人と自分を比べることで、私は、多くのことを恐れるようになってしまう

私は、自分が言ったり、したことを心配するほうだ

私は、困難な状況になるとすぐにがっかりしてしまう

私は、他人から拒否や反対をされないように、好きなことをするのを自らおさえてしまうほうだ

私は、恥ずかしがり屋です

私は、他の精神的作業ができなくなるほど、物事について心配することがある

私が不安や恐怖を感じさえしなかったら、もっと多くのことをやりとげただろうにと思うことがある

私は、すべての活動の中でも、競争をすることが好きです

私は、競争が好きであり、勝つためにできることをすべてやりたいと思っている

私は、たとえ危ない目にあいそうになっても、自分の身体能力を人に見せるのが好きなほうだ

社会で出世するチャンスがあれば、たとえ間違ったことであっても、私は行動にうつそうとする

私は、パーティーや社交的な集まりで注目のまとになるのが好きです

人の集まりのなかにいるとき、私は自分の意見を最も知的なものか、あるいは最も面白いものにしようとします

私は、自分が魅力的だと思う人とつきあう機会は逃しません

私は、社会的に有力な人になりたいです

私は、すぐに得られる利益のために行動する

私は、すぐに利益につながる活動を好む

0.711

罰感受性

報酬感受性

0.874

0.867

自己効力感 0.721

制限速度超過
意図

0.806

自己報告行動

自動化（SRHI
下位尺度）

0.923

速度超過肯定
的感情

0.794

スピード不安 0.701

記述的規範 0.627

違反否定的評
価

0.742

速度抑制否定
的感情

0.778

制限速度遵守
意図

0.765

個人的規範 0.802

主観的規範 0.744
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習慣強度の測度として、SR HI  をもと に作成した速度超過運転習慣尺度

12 項目 (6 件法 )を用 いた。強化感受性理論に基づく測度として筆者が翻訳

した SPSR Q-RC の日 本語版（ 罰感受性尺度と報酬感受性尺度）を 用いた。  

 

9.4 結果  

9.4.1 尺度の内的整合性信頼性係数と妥当性  

 「記述的規範」は . 627 とやや低いが他尺度では概ね高い信頼性係数を得

た。次に SPSR-RC の日本語版の妥当性を検討するために、他の変数との

相関係数を求めた。罰感受性は、スピード不安、記述的規範と弱い正の相

関がみられた。罰に対する感受性が高い人は、高速運転に不安を感じ、周

囲 の 人 た ち の 制 限 速 度 超 過 運 転 の 頻 度 が 高 い と み る 傾 向 が あ っ た 。 報 酬

感 受 性 は 、 速 度 超 過 肯 定 的 感 情 ( r ＝ . 426 ,p ＜ . 0 1 ) 、 速 度 超 過 運 転 習 慣 ( r

＝ . 411 ,  p＜ . 01 )、自 己報告行動 ( r＝ . 410 ,  p＜ . 01 )、自動化 ( r＝ . 350 ,  p＜ . 01 )、

速度抑制否定的感情 ( r = .305 ,  p＜ . 01 )、 享楽的運転志向 ( r＝ . 300 ,  p＜ . 01 )、

自己効力感 ( r = .300 ,  p＜ . 01 )と 比較的高い正相関を示した。報酬感受性が強

いと速度超過運転行動をしがちであるといえる。  

 

表 9－ 2 尺度間の相関係数  

  

罰感受性 0.197 ** 0.095 ** 0.162 ** 0.084 ** 0.159 ** 0.165 **
報酬感受性 0.197 ** 0.410 ** 0.331 ** -0.131 ** 0.411 ** 0.350 **

自己報告行動 0.095 ** 0.410 **  0.707 ** -0.425 ** 0.715 ** 0.644 **
制限速度超過意図 0.162 ** 0.331 ** 0.707 **  -0.499 ** 0.672 ** 0.623 **
制限速度遵守意図 0.084 ** -0.131 ** -0.425 ** -0.499 **  -0.478 ** -0.440 **

速度超過習慣 0.159 ** 0.411 ** 0.715 ** 0.672 ** -0.478 **  0.939 **
自動化 0.165 ** 0.350 ** 0.644 ** 0.623 ** -0.440 ** 0.939 **  

個人的規範 0.171 ** -0.114 ** -0.264 ** -0.283 ** 0.611 ** -0.312 ** -0.267 **
主観的規範 0.067 ** -0.062 ** -0.200 ** -0.246 ** 0.568 ** -0.264 ** -0.233 **
記述的規範 0.218 ** 0.212 ** 0.390 ** 0.444 ** -0.256 ** 0.409 ** 0.383 **

違反否定的評価 0.114 ** -0.116 ** -0.310 ** -0.343 ** 0.654 ** -0.366 ** -0.316 **
速度抑制否定的感情 0.135 ** 0.305 ** 0.647 ** 0.675 ** -0.403 ** 0.645 ** 0.579 **
速度超過肯定的感情 0.106 ** 0.426 ** 0.663 ** 0.656 ** -0.355 ** 0.594 ** 0.523 **

スピード不安 0.236 ** -0.172 ** -0.363 ** -0.328 ** 0.565 ** -0.350 ** -0.308 **
享楽的運転志向 -0.020 0.300 ** 0.301 ** 0.226 ** -0.001 0.221 ** 0.182 **

自己効力感 0.086 ** 0.301 ** 0.734 ** 0.739 ** -0.448 ** 0.651 ** 0.605 **

速度超過
自動化

罰感受性 報酬感受性
制限速度
超過意図

制限速度
遵守意図

自己報告
行動

速度超過
習慣
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 9.4.2. 速度超過運転行動の心理的規定因の統合モデル  

モ デ ル は 、 TPB の 行 動 意 図 規 定 因 と な る 個 々 の 予 測 変 数 か ら ２ つ の 行

動意図、習慣といった従属変数に影響を与え、その従属変数が、 終的に

自 己 報 告 さ れ た 速 度 超 過 運 転 行 動 を 予 測 す る 要 因 と な る モ デ ル で あ る (図

参 照 )。 個 々 の 予 測 変 数 お よ び 報 酬 感 受 性 (SR)は 外 生 変 数 と し て 扱 い 、 他

の変数からパスが刺さらない。そのため相互に共分散が仮定された。罰 感

受 性 は 他 変 数 と の 相 関 が 低 い た め モ デ ル に 含 め な か っ た 。 全 体 的 に 外 生

変数➾行動の規定となる従属変数➾行動という 3 層に なっている。また、

外生変数に規定された自動化は、制限速度遵守意図、制限速度超過意図 、

自 己 報 告 行 動 を 規 定 す る と い う 媒 介 過 程 も 含 む 。 上 記 方 針 に よ る 全 て の

パスを引いたモデルを推定し、1%水 準で有意でないパスを一旦削除した。 

修正指数をもとに一部のパスを再度引いたモデルが図 9-1 であ る (主要

な パ ス 係 数 の み 記 載 )。 こ の モ デ ル の 各 適 合 度 (GFI=1 .000， AGFI= .9 95，

CFI=1 .000 ,  RMSEA=.006)は十 分であった。なお速度超過運転行動には性差

や年齢差があるため、相関構造にも影響がある可能性があった。そこで 、

男 女 差 を 多 母 集 団 モ デ ル で 検 討 し た 結 果 、 同 じ 構 造 モ デ ル が 適 用 で き る

と判断したため、男女こみのデータにもとづきモデルを構築した。外生 変

数 間 に は 共 分 散 を 仮 定 し た （ 図 で は 、 共 分 散 を 表 す 両 矢 印 を 省 略 し た ）。 

年齢の影響を考慮するために、年齢から自己報告行動、速度超過運転 習

慣、制限速度超過運転意図および制限速度遵守意図にパスを引いた。各 変

数の従属変数への影響度を独立変数ごとにみていく。  
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図 9－ 1 自己報告行動を従属変数とした制限速度超過意図・制限速度遵守

意図、自動化および TPB 関連変数のパスダイヤグラム (統合モデル ) 

 

①  自己報告行動への影響  

「自己報告行動」の決定係数は．683 であった。速度超過運転行動の促進

要因として、「自己効力感 ( . 33 0 )」、「速 度超過肯定的感情 ( . 166 )」、「 自動 化

( . 156 )」、「 速度抑制否定的感情 ( . 134 )」、「制限速度超過意図 ( . 110 )」、「報 酬

感受性 ( . 09 0 )」があ った。  
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表 9－ 3 自己報告行動を規定する主な変数のパス係数  

 

 

②  制限速度超過意図への影響  

「制限速度超過意図」の決定係数は . 695 であった。「制限速度超過意図 」

を高める要因として、「自己効力感 ( . 35 4 )」、「速度 抑制否定的感情 (．2 08)」、

「速度超過肯定的感情 ( . 198 )」、「記述的規範 ( . 09 2 )」があ った。「制限速 度

超過意図」を抑制する要因は「制限速度遵守意図 (－ . 16 3 )」であ った。  

 

表 9－ 4 制限速度超過意図を規定する主な変数のパス係数  

 

 

③  自動化への影響  

「自動化」の決定係数は . 483 であった。習慣強度を高める主な影響因と

し て 「 自 己 効 力 感 ( . 308 )」、「 速 度 抑 制 否 定 的 感 情 ( . 249 )」、「 報 酬 感 受 性

( . 122 )」、「 記述的規範 ( . 112 )」 があった。  

標準化パス係数

自己効力感 0.330

速度超過肯定的感情 0.166

自動化 0.156

速度抑制否定的感情 0.134

制限速度超過意図 0.110

   報酬感受性      　 0.090

自己報告行動の決定係数＝0.683

標準化パス係数

自己効力感 0.354

速度抑制否定的感情 0.208

速度超過肯定的感情 0.198

制限速度遵守意図 -0.163

自動化　 0.096

記述的規範 0.092

制限速度超過意図の決定係数＝0.695
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表 9－ 5 自動化を規定する主な変数のパス係数  

 

 

④  制限速度遵守意図への影響  

「制限速度遵守意図」の決定係数は . 609 であった。「制限速度遵守意図 」

を促進する要因は「違反否定的評価 ( . 233 )」、「主 観的規範 ( . 216 )」、「個 人的

規 範 ( . 18 7 )」、「 ス ピ ー ド 不 安 ( . 159 )」 で あ っ た 。 抑 制 因 は 「 自 己 効 力 感

(－ . 146 )」 であった。  

 

表 9－ 6 制限速度遵守意図を規定する主な変数のパス係数  

 

 

 上記のパス係数の結果は、各変数が従属変数に対する直接の影響を見

たものである。次に、直接的影響に間接的な影響を加味した総合効果の

観点から、各変数の従属変数に対する影響力をみることにした。  

自己報告行動、自動化、制限速度超過意図、制限速度遵守意図に影響

標準化パス係数

自己効力感 0.308

速度抑制否定的感情 0.249

     報酬感受性  　 0.122

記述的規範 0.112

自動化の決定係数＝0.483

標準化パス係数

違反否定的評価 0.233

主観的規範 0.216

個人的規範 0.187

スピード不安　 0.159

自己効力感 -0.146

自動化 -0.121

制限速度遵守意図の決定係数＝0.609
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する変数の直接効果、間接効果、総合効果を表 9－ 7 に示した。各効果と

も標準化されたものを用いた。取り上げる目安は 0 .1 以上とした。  

 

表 9－ 7 直接効果・間接効果・総合効果  

 

 

自己報告行動に高い総合効果があった変数は、高い順に、自己効力

感、速度抑制否定的感情、速度超過肯定的感情、自動化、報酬感受性、

制限速度超過意図であった。制限速度超過意図への正の総合効果があっ

た変数は、自己効力感、速度抑制否定的感情、速度超過肯定的感情、自

動化、記述的規範であった。制限速度遵守意図は負の総合効果をもっ

た。自動化に高い総合効果があった変数は自己効力感、速度抑制否定的

感情、報酬感受性、記述的規範であった。制限速度遵守意図への正の総

合効果があった変数は、違反否定的評価、主観的規範、個人的規範、ス

ピード不安であり、相対的に弱い負の総合効果をもった変数として自己

効力感、自動化があった。  

こ の 統 合 モ デ ル で は 外 生 変 数 間 に 共 分 散 を 仮 定 し た が 、 図 で は 数 値 や

矢 印 は 省 略 さ れ て い る が 、 統 合 モ デ ル 内 で 重 要 な 変 数 で あ る 報 酬 感 受 性

直接効果 間接効果 総合効果 直接効果 間接効果 総合効果 直接効果 間接効果 総合効果 直接効果 間接効果 総合効果
年齢 -0.009 0.003 -0.006 -0.026 0.006 -0.021 0.032 0.000 0.032 -0.012 -0.004 -0.016

報酬感受性 0.090 0.020 0.111 0.006 0.006 0.012 0.122 0.000 0.122 0.050 -0.015 0.035
主観的規範 0.031 -0.005 0.026 0.034 -0.038 -0.005 -0.026 0.000 -0.026 0.216 0.003 0.219
個人的規範 0.000 -0.003 -0.003 0.000 -0.030 -0.030 0.000 0.000 0.000 0.187 0.000 0.187

違反否定的評価 0.007 -0.012 -0.005 0.000 -0.043 -0.043 -0.048 0.000 -0.048 0.233 0.006 0.239
記述的規範 0.033 0.029 0.062 0.092 0.015 0.107 0.112 0.000 0.112 -0.013 -0.014 -0.027
スピード不安 -0.066 -0.005 -0.071 0.040 -0.031 0.009 -0.041 0.000 -0.041 0.159 0.005 0.164

速度超過肯定的感情 0.166 0.032 0.198 0.198 0.002 0.199 0.064 0.000 0.064 0.035 -0.008 0.027
速度抑制否定的感情 0.134 0.066 0.201 0.208 0.040 0.247 0.249 0.000 0.249 -0.066 -0.030 -0.097

自己効力感 0.330 0.094 0.423 0.354 0.059 0.413 0.308 0.000 0.308 -0.146 -0.037 -0.183
自動化 0.156 0.013 0.169 0.096 0.020 0.116 0.000 0.000 0.000 -0.121 0.000 -0.121

制限速度遵守意図 0.000 -0.018 -0.018 -0.163 0.000 -0.163 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
制限速度超過意図 0.110 0.000 0.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

自動化 制限速度遵守意図制限速度超過意図自己報告行動
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と他の外生変数との相関係数は、表 9－ 2 に記載した。報酬感受性と高い

正 相 関 を し た 変 数 を 相 関 値 の 高 い 順 に 挙 げ る と 速 度 超 過 肯 定 的 感 情 ( r

＝ . 426 ,p＜ . 01 )、 速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 ( r＝ . 411 ,p＜ . 01 )、 自 己 報 告 行 動 ( r

＝ . 410 ,p＜ . 01 )、自動 化 ( r＝ . 350 ,p＜ . 01 )、制限速度超過意図 ( r＝ . 331 ,p＜ . 01 )、

速度抑制否定的感情 ( r＝ . 305 ,p＜ . 01 )、自己効力感 ( r＝ . 301 ,p＜ . 01 )、享楽的

運転志向 ( r＝ . 300 ,p＜ . 01 )であ った。  

 

9.5 考察  

 こ こ で は 変 数 間 関 係 に 関 す る 仮 説 の 正 否 に 関 す る 検 討 及 び 構 造 モ デ ル

に関する全体的考察を行う。  

9.5.1 仮説の検討  

H1 は支持されたが、修正指数に基づき TPB の 基本変数から直接、自 己

報告行動へパスが引かれた。この点、通例の TPB とは 異なった扱いとな

った。  

H2 は支持されたが、H3 は支持されなかった。制限速度遵守意図は、自

己報告行動に直接影響しないが、 H4 にあるように、制限速度超過意図に

負 の 影 響 を 与 え 、 制 限 速 度 超 過 意 図 に 間 接 的 に 影 響 を 与 え る と 考 え ら れ

た。  

H5 と H6 は支持された。自己効力感が速度超過運転行動や速度超過運

転 意 図 に 強 く 影 響 を 与 え た こ と が 分 か っ た 。 ス ピ ー ド 走 行 能 力 に 自 信 が

あ る 人 は 、 速 度 超 過 運 転 行 動 の 頻 度 や そ の 行 動 意 図 を 高 め る と 考 え ら れ

た 。 自 己 効 力 感 の 影 響 力 の 大 き さ に つ い て は 今 後 検 討 を 進 め る 必 要 が あ

る。  

H7 は支持 され、速度超過運転習慣が強いと制限速度を遵守しようとす

る意図は高まらず、制限速度超過をしようと意図し、実際に速度超過運 転

をしやすくなると考えられた。  
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H8 は部分 的に支持された。報酬感受性は制限速度超過意図と有意な正

相 関 だ が パ ス は 有 意 で な か っ た 。 報 酬 感 受 性 は 速 度 超 過 運 転 習 慣 強 度 と

速度超過運転行動 (自己報告行動 )を高 め、制限速度遵守意図を弱め、速度

超過運転をしやすくなる経路が示唆された。これらから、 G ra y のいう行

動賦活系 (報酬感受性 )の活性 の個人差が、速度超過運転の背景要因である

可能性が示唆された。  

9.5.2 構造モデル全体に関する考察  

速度超過運転行動は、「自己効力感」に大きく影響をうけ、次いで「速

度超過肯定的感情」および「速度抑制否定的感情」といった感情的態度、

速度超過運転習慣の「自動化」、そして「制限速度超過意図」、衝動性を表

す「報酬感受性」に影響をうけた。自己効力感も衝動性を表す報酬感受性

と . 301 の相関を持つことから、速度超過運転行動は衝動性、感情的態度に

加 え て 、 自 動 化 さ れ た 速 度 超 過 運 転 習 慣 と い っ た 自 動 的 過 程 の 影 響 を う

けるとみられた。  

制限速度超過運転習慣は自己効力感、速度抑制否定的感情、報酬感受性 、

記述的規範に影響をうけたことから、スピードを習慣的に出す人は、ス ピ

ー ド を 出 す 自 信 が あ り 、 速 度 を 抑 制 す る こ と を 不 快 に 感 じ る こ と か ら 衝

動 的 で あ る と 考 え ら れ る 。 し か も 周 り の 人 も 制 限 速 度 超 過 運 転 を し て い

るとみなす傾向がある。  

制限速度超過意図は、自己効力感に強く影響をうけ、速度超過肯定／ 否

定感情といった感情的態度、自動化、記述的規範に影響をうけた。報酬感

受 性 か ら の 影 響 は 有 意 で な か っ た が 、 制 限 速 度 超 過 意 図 は 自 動 的 過 程 の

影響をうけることが示唆された。  

一方、制限速度遵守意図は、交通ルールを守るべきという態度である 違

反 否 定 的 評 価 す な わ ち 認 知 的 態 度 、 重 要 他 者 か ら の ル ー ル 遵 守 の 期 待 を

反 映 し た 主 観 的 規 範 や ル ー ル の 内 在 化 を 意 味 す る 個 人 的 規 範 、 ス ピ ー ド
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不 安 に よ っ て 正 の 影 響 を 受 け て い る こ と か ら 、 こ れ ら に よ っ て 強 化 さ れ

ると考えられる。自己効力感や自動化から負の影響を受けたことから、熟

慮的過程の影響下にあるとみられた。なお、制 限速度遵守意図は自己報告

行 動 へ の 直 接 効 果 は 認 め ら れ ず 、 他 の 変 数 を 介 し た 抑 制 方 向 の 弱 い 間 接

効果を示した。一方で両者の単相関係数は、‐ . 425 の負の相関であった。

これは、 Haglund  &Aberg  (2000 ) 8 )が、本 研究の制限速度遵守意図と同じ内

容を測定する「制限速度維持意図」と「 測定地点でビデオ測定された速度」

との相関として‐ . 42 の負の 相関を報告していることと整合的な結果であ

った。「制限速度遵守意図」が自己報告行動に負の直接の影響を与えない

か ど う か は 今 回 用 い た モ デ ル の 分 析 結 果 だ け で は 直 ち に 判 断 で き な い と

考える。  

 今回は、年齢を従属変数に設定することで、年齢による変数間の疑似 相

関を統計的にコントロールした。そして第 5 章で認められた年齢の効果

が今回の分析では認められなかった。第 5 章のデータは違反者講習受講

者をも対象としたが、今回の調査はインターネット調査によるもので、悪

質 な 若 年 ド ラ イ バ ー が 少 な か っ た 可 能 性 も あ る 。 こ れ ら の 研 究 結 果 間 の

不一致をどのように扱うかが今後の課題である。  

 ま た 、 今 回 の 測 定 変 数 に と り い れ た 衝 動 性 の 背 景 に あ る と 考 え た 報 酬

感受性が個々の TPB の基本変数に与える影響は今後追求すべき課題を示

唆する。両者間の関係は構造方程式モデルでは共分散を仮定したが、影 響

の方向については検討されなかった。ここでは、相関関係から、衝動性を

表すと考えられた報酬感受性からの影響を考察する。  

報 酬 感 受 性 と . 30 以 上 の 正 相 関 を 示 し た 変 数 は 、 速 度 超 過 肯 定 的 感 情 、

速度超過運転習慣、自己報告行動、自動化、制限速度超過意図、速度抑制

否定的感情、自己効力感、享楽的運転志向であった。  

報 酬 感 受 性 尺 度 は 速 度 超 過 運 転 行 動 に 直 接 関 わ る 表 現 が な い こ と か ら 、
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こ れ ら の 相 関 関 係 は 、 実 質 的 に 背 景 要 因 の 衝 動 性 と 共 有 部 分 が あ る た め

と 解 釈 さ れ 、 速 度 超 過 に よ る 快 感 情 の 追 求 の た め に 速 度 超 過 運 転 を 志 向

するという関係が示唆される。本研究は、習慣以外に、感情、衝動性も自

動的行動を引き出す特性であると考えることから、速度超過運転行動、制

限 速 度 超 過 意 図 、 速 度 超 過 運 転 習 慣 は 衝 動 性 の 影 響 を 受 け た 自 動 的 過 程

の影響下にあると考えられる。速度超過運転をポジティブ感情でとらえ、

速 度 を 抑 制 し た 運 転 を ネ ガ テ ィ ブ 感 情 で と ら え る 感 情 的 態 度 や 自 己 効 力

感も衝動性の影響を受けるものと推測される。これらの TPB 関 連変数と

衝動性の関係を理論的に整理して定式化していく必要がある。  
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第 10 章 総合討議 
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10.1 はじめに  

 本研究は、交通違反行動をする心理的要因を明らかにするため、計画 的

行動理論 (以下、 TPB)と習慣 理論を基礎に、習慣、感情、衝動性に関する

変数を加えた 2 過程モデルとしての修正された TPB モ デルを構築し、「速

度 超 過 運 転 行 動 」 を 抑 制 す る 介 入 法 へ の 示 唆 を 得 る こ と を 終 目 的 と し

た。  

序章から第 4 章では、速度超過運転の統計的実態を示し、T PB の概説 を

行い、交通違反研究への TPB とその拡張の歴史をたどり、危険な運転行

動 の 心 理 的 規 定 因 に 関 す る 展 望 を 行 う こ と で 、 本 研 究 で 行 う 実 証 研 究 の

理論的基礎について展望した。第 5 章では、制限速度遵守意図の TPB に

基づく規定因の分析、第 6 章では高齢歩行者の乱横断行動に関する習慣

理論の立場からの理解を試みた。第 7 章では制限速度超過運転習慣尺度

を構成し、第 8 章では、制限速度遵守意図の TPB と習 慣理論を接続した

規定因モデルを構築した。第 9 章では制限速度超過運転行動を、制限速 度

遵 守 ／ 超 過 の ２ つ の 意 図 及 び 制 限 速 度 超 過 運 転 習 慣 、 背 景 要 因 と し て 衝

動性を測る報酬感受性を用いた統合モデルを構成し、結果を分析した。  

 本章では、本研究の結論を示すため、まず、実証結果に基づいて、速度

超過違反を実行するに至るメカニズムについて考察する。特に習慣、感情 、

衝動性と関係する自動的過程、そして熟慮的過程の観点から、そのメカ ニ

ズムを定式化し、介入策への示唆を行う。そして、本研究で 終的に構築

された統合モデルの位置づけと今後の研究方向に関する展望を行う。  

 

10.2 交通違反行動および行動意図を規定する要因  

 ここでは、第 6 章で論じた高齢者の習慣行動としてみた乱横断行動の

規定因の図式化を行う。次に第 5 章お よび第 8 章での分析をうけて第 9 章

で 展 開 さ れ た 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 に 関 す る 統 合 モ デ ル の 分 析 結 果 を も
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とに、速度超過運転行動の規定因としての自動性を帯びた習慣、感情的 態

度、衝動性などの変数および TPB の 基本変数が乱横断行動や速度超過運

転行動におよぼす影響について図式的にまとめ、考察する。  

10.2.1 習慣理論からみた高齢者の乱横断行動の規定因  

第 6 章では乱横断行動頻度とヒヤリハット体験との関連分析を行い、

習 慣 理 論 の 観 点 か ら 考 察 を し た 。 乱 横 断 は 環 境 刺 激 と の 連 合 学 習 に よ っ

て、日常の反復実践によって習慣化される。そして、特定場所で、ある環

境条件や手がかりを知覚すると、乱横断行動は熟慮をともなわず、いわ ば

自動的に実行されやすいと考えられる。  

第 6 章で行った文献的検討などを含めて、図 10-1 に高 齢歩行者が乱横

断を繰り返し、確認などの熟慮判断なしで自動的に乱横断を繰り返し、事

故にいたるプロセスを示した。加齢によって、歩行能力が低下すると省 力

化 に よ る 乱 横 断 が 繰 り 返 さ れ 、 生 活 圏 内 の 特 定 箇 所 を 乱 横 断 す る 習 慣 化

がなされる。習慣化がなされると、その地点にさしかかったという文脈 手

が か り だ け で 十 分 な 思 慮 な く 乱 横 断 を 実 行 し て し ま う 。 行 動 抑 制 や 行 動

の 切 り 替 え に 関 わ る 脳 の 前 頭 前 野 の 加 齢 に よ る 萎 縮 に よ り 、 意 識 的 に 抑

制や適切な行動への切り替えが難しくなる。さらに歩行者としての「安 全

な横断ができるかどうか」の判断スキルは若年者よりも低下し、歩行速 度

が 低 下 す る こ と か ら 安 全 に 渡 り 切 れ な く な っ て し ま う 。 視 野 が 狭 ま り 動

体 視 力 が 衰 え る な ど の 視 覚 や 聴 覚 の 衰 え も 危 険 の 発 見 、 予 測 の 障 害 と な

る。そして高齢歩行者の乱横断は繰り返され、 終的に事故に至るとい う

経路が考えられるのである。  
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図 10－ 1 高齢歩行者が事故に至る過程のモデル  

 

こ の よ う に 乱 横 断 が 習 慣 的 行 動 で あ る な ら ば 、 判 断 ス キ ル が 低 下 し た

高 齢 者 に 対 し て 、 交 通 安 全 教 育 な ど の 熟 慮 的 過 程 へ の 働 き か け だ け で は

不十分である。そこで、短期的に効果をあげるために推奨される安全対 策

は 、 高 齢 歩 行 者 事 故 多 発 地 点 に あ る 乱 横 断 を 誘 発 す る 文 脈 手 が か り を 取

り 除 く な ど の 環 境 制 御 な ど の 介 入 を 優 先 的 に 行 う こ と で あ る と 主 張 で き

る。  

10.2.2 速度超過運転行動の規定因  

2 過程モデルとしての速度超過運転行動の統合モデルを中心に、速度超

過運転行動や行動意図、速度超過運転習慣の規定因を考察する。  

①  制限速度超過運転行動と制限速度超過意図を規定する要因  

統 合 モ デ ル に お け る 自 己 報 告 行 動 お よ び 制 限 速 度 超 過 意 図 は 、 TPB の

基 本 変 数 で あ る 自 己 効 力 感 に も 影 響 を う け 、 感 情 的 態 度 で あ る 速 度 抑

制 否 定 的 感 情 や 速 度 超 過 肯 定 的 感 情 、 速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 の 下 位 尺 度
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で あ る 自 動 化 、 本 来 は 行 動 に 対 す る 近 接 要 因 で あ る 行 動 意 図 に 該 当 す

る速度超過意図に影響をうけた。  

第 3 章で述べた通り、自動的過程には、自動性を持った習慣に加えて 、

衝動や感情が関わるとする本研究の観点からすると、上記結果から、自 己

報 告 行 動 と 制 限 速 度 超 過 意 図 は 、 自 動 的 過 程 の 影 響 を う け る と 考 え ら れ

た。したがって、速度超過運転行動や制限速度超過をして運転しようと す

る行動意図は、環境刺激（例：道が すいてくる）によって自動的に生じや

す く 、 速 度 を 出 す こ と の 快 感 や 制 限 速 度 で 走 る こ と の 不 快 感 ゆ え に 生 じ

ると考えられる。  

さらに TPB の基本変数である自己効力感や感情的態度は衝動性を表す

報酬感受性と正の相関関係があった。この 2 変数は、熟慮的過程の表れ で

も あ り つ つ 、 本 研 究 が 考 え る と こ ろ の 自 動 的 過 程 の 影 響 を 受 け て い る 変

数でもあると位置づけられる。  

後 で 詳 述 す る 熟 慮 的 過 程 の 影 響 を う け た 制 限 速 度 遵 守 意 図 は 、 自 己 報

告行動に対して直接の影響はないが、制限速度超過意図を抑制して、間 接

的に制限速度超過運転行動に影響を与えていた。したがって、制限速度 超

過 意 図 お よ び 制 限 速 度 超 過 運 転 行 動 は 、 熟 慮 的 過 程 の 影 響 を も 受 け る と

考えられた。  

こ れ ら の こ と か ら 、 速 度 超 過 運 転 行 動 お よ び 制 限 速 度 超 過 意 図 は 熟 慮

的 な 意 識 的 側 面 と 自 動 的 な 非 意 識 的 側 面 の 両 方 か ら 同 時 に 影 響 を 受 け て

いると結論される。これは、 De Pe l sma cke r  &  Jans sens  (2 007) 1 )の分 析結果

にもとづいて、Sh in a r  (2007 ) 2 )が速度超過運転行動の多くが習慣的であり、

本 質 的 に 意 識 的 な 決 定 を 伴 わ な い こ と を 意 味 す る と い う こ と と 矛 盾 し な

い。さらに本研究では、スピード違反行動は、感情や衝動を含む自動的過

程の影響を受けていることを明らかにした。したがって、速度超過運転 行

動や速度超過運転行動意図は、2 過程によって影響されていると主張でき
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る。  

②  制限速度超過運転習慣を規定する要因  

速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 の 下 位 尺 度 で あ る 自 動 化 を 規 定 し た の は 、 自 己

効力感、制限速度否定的感情、報酬感受性、記述的規範であった。そこで 、

Chung  (20 15) 3 )が 提 唱 し た 「 習 慣 を TPB の 基 本 変 数 が 規 定 す る 」 と い う

see ming ly  i r r a t i ona l  mo de l と 同様の結果であったといえる。速度超過運転

行 動 を 自 動 的 に 引 き 出 す 習 慣 形 成 を 妨 げ る に は 、 速 度 を 出 す 自 信 で あ る

自 己 効 力 感 を 下 げ る こ と や 制 限 速 度 を 守 っ て 走 る と イ ラ イ ラ す る な ど の

不 快 感 情 を 訴 え る と い っ た 感 情 に 対 処 す る 教 育 が 重 要 で あ る と 考 え ら れ

た。また、「速度超過運転習慣は衝動性に影響をうける」ことも指摘でき

る。衝動性の高い人が自動車を高速走行させることで快感情を得、制限 速

度 を 守 る こ と に 対 し て 不 満 を 持 ち な が ら 衝 動 的 な 高 速 行 動 を 繰 り 返 す こ

とで、速度超過運転が習慣化してしまうことが考えられる。そこで、衝動

性 の 測 定 手 段 の 確 定 に よ っ て 、 運 転 免 許 を 取 得 す る 以 前 の 自 己 診 断 に 基

づいた教習につなげることが重要であると考えられる。  

③  制限速度遵守意図を規定する要因  

制限速度遵守意図を規定した変数は、違反否 定的評価、主観的 規範、個

人 的 規 範 、 ス ピ ー ド 不 安 と い っ た 主 に 熟 慮 的 行 為 理 論 の 基 本 変 数 で あ る

こ と か ら 制 限 速 度 を 守 ろ う と 考 え る こ と は 主 に 熟 慮 的 過 程 の 影 響 を う け

るとみられた。  

制限速度遵守意図は、自己報告行動に直接の影響を持たなかったが、制

限 速 度 超 過 意 図 を 介 し て 間 接 的 に 影 響 を 持 っ た こ と は 、 交 通 安 全 教 育 に

おける「制限速度を守ろう」という社会的に好ましい行動の奨励にも一 定

の 効 果 が あ る こ と を 示 唆 し て い る 。 と は い え 速 度 超 過 運 転 行 動 に 直 接 影

響 す る 自 動 的 過 程 下 の 変 数 の 影 響 力 の 方 が 強 い た め 、 そ れ ら の 変 数 の 強

度 を 下 げ る 介 入 手 段 に 重 点 を 置 か な け れ ば 、 速 度 超 過 運 転 行 動 を 十 分 に
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抑止することはできないと考えられる。  

 

 

図 10‐ 2 制限速度超過運転行動に及ぼす自動的過程と熟慮的過程  

 

図 10－ 2 は、統合モデルなどの実証結果をもとにして、制限速度超過 運

転 を し よ う と す る 意 図 や 速 度 超 過 運 転 行 動 へ の 影 響 因 を 理 念 的 に 図 式 化

したものである。  

制限速度超過意図、制限速度超過運転行動は、主に感情や衝動性で動 か

される自動的過程の影響をうける。実証モデルでは、衝動性は報酬感受 性

によって測定され、感情的態度は、制限速度超過肯定的感情、制限速度否

定 的 感 情 の 両 者 か ら 測 定 さ れ る 構 成 概 念 で あ る 。 感 情 的 態 度 も 近 に な

っ て 態 度 の 下 位 変 数 に 位 置 付 け ら れ た 変 数 で あ る た め 、 自 動 的 過 程 に 完

全 に は 包 含 さ れ な い よ う に 視 覚 的 に 表 現 し て い る 。 制 限 速 度 内 で 走 る こ

と の 不 満 や 制 限 速 度 の 設 定 が 不 合 理 で あ る と い う 意 見 を 熟 慮 的 に 表 明 す

ることもあることから、基本的には感情的態度は、両過程の影響を受け る
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と考えた。  

自己効力感は熟慮下の行動を説明する TPB の 主要変数であるが、速度

超 過 運 転 が で き る と い う 自 己 過 信 は 、 衝 動 性 を 背 景 と し た 自 己 認 識 で あ

ると考え、自動的過程に多く含まれるように表現した。  

制限速度遵守意図は、スピード不安や TPB の 基本変数の熟慮的過程の

影響をうける認知的態度や主観的規範、個人的規範である。認知的態度 は

違 反 否 定 的 評 価 の こ と で あ り 、 ス ピ ー ド 違 反 は 悪 質 で あ る と い う 認 識 を

測 っ て い る 。 こ の 制 限 速 度 遵 守 意 図 は 制 限 速 度 超 過 意 図 を 抑 制 す る こ と

で間接的に制限速度超過運転行動を抑制する。図中では、この関係を表 す

パスの隣に「抑制」と記して表している。その他のパスは矢印が刺さる特

性を促進する方向で働くことを表している。  

次に、図中にある感情情報機能説について説明する。制限速度超過運 転

行 動 に 及 ぼ す 自 動 的 過 程 と 熟 慮 的 過 程 の 影 響 は 、 生 じ た 感 情 の 違 い に よ

って異なるのではないかという推測について論じる。  

 

10.3 統合モデルと感情情報機能説との関連  

速 度 超 過 運 転 行 動 や 制 限 速 度 超 過 運 転 を し よ う と す る 行 動 意 図 は 、 取

締 り が な さ そ う な 地 点 で は 意 図 的 に 速 度 を 上 げ る と い っ た 熟 慮 的 過 程 だ

けでなく、自動化された習慣、速度超過運転によって快を得ようとする 、

あ る い は 速 度 超 過 を 抑 え ら れ る と 不 快 を 感 じ る と い っ た 感 情 的 態 度 や 報

酬 を 求 め て 衝 動 的 に 行 動 す る 傾 向 を 測 定 す る 報 酬 感 受 性 の 影 響 を 受 け て

い る 。 こ れ ら の 結 果 を 社 会 的 認 知 研 究 に お け る 感 情 情 報 機 能 説 ( a f fec t  a s  

i n fo rma t io n  mode l )と 関連させて考察する。  

感情情報機能説 (Schwa rz ,  199 0 ) 4 )によれ ば、人はポジティブな感情状態

に あ る と ヒ ュ ー リ ス テ ィ ッ ク 型 の 処 理 を し 、 ネ ガ テ ィ ブ な 感 情 状 態 は シ

ステマティック処理、すなわち熟慮的過程による処理を促す。適応論的 に
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み る と 、 ネ ガ テ ィ ブ 感 情 は 環 境 に 脅 威 や 問 題 が あ る こ と を 示 唆 す る 情 報

と な る の で 注 意 と 熟 慮 に よ っ て 脅 威 を 回 避 す る こ と を 促 す 。 ポ ジ テ ィ ブ

感情はそこまでしなくてよいという状況を意味するので、短慮、すなわち

自動的過程の処理に導きやすい。  

制 限 速 度 遵 守 意 図 は 、 規 範 や 交 通 ル ー ル を 無 視 す る こ と に 対 す る 認 知

的態度である「違反否定的評価」や「スピード不安」に規定されていたこ

と か ら 、 こ れ ら が 特 性 と し て 強 い 人 は 、 運 転 時 に ネ ガ テ ィ ブ 感 情 で あ る

「 不 安 」 を 感 じ る と 速 度 抑 制 を 選 ぼ う と す る 熟 慮 的 過 程 に 入 り や す い と

いう仮説が考えられる。他方、制限速度以上のスピードを出してしょっ ち

ゅう走行している人は、普段からポジティブ感情優位であり、衝動的で 速

度 超 過 に よ っ て 快 を 得 た い と す る 個 人 差 が 強 い た め 、 快 を も と め て 衝 動

的、非熟慮的、すなわち自動的にスピード走行をするのではないかと考 え

られる。  

感 情 情 報 機 能 説 は 個 人 内 過 程 の 法 則 性 を 扱 っ て い る の に 対 し 、 態 度 ‐

行動関係理論としての T PB や TR A は 個人差変数間の構造の法則性を扱う

ので、本研究の結果を個人内過程に延長するには限界がある。しかし、ポ

ジティブ／ネガティブ感情と 2 過程の関係が明らかになれば、感情操作

に よ る 交 通 違 反 行 動 の 制 御 の 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 今 後 の 感 情 と

態度変容に関する研究の動向に注目していきたいと考える。  

 

10.4 本研究で開発された尺度について  

 この論文全体で作成された様々な特性を測る尺度は α 係数が . 6 0 を超 え

たものを数えると 20 個ほどになる。特に 終的に 10 章で用いられた構

造方程式モデリングに使用した尺度群は、変数間の関係が明確であり、コ

ン パ ク ト で あ り つ つ 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ て い る た め に 、 今 後 の 速 度 超

過 運 転 行 動 研 究 や 介 入 効 果 の 研 究 、 政 策 決 定 に 関 わ る 研 究 に 利 用 で き る
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と考えられる。  

 例えば、結果変数あるいは従属変数としての自己報告行動、制限速度 超

過 意 図 、 制 限 速 度 遵 守 意 図 の 尺 度 は ベ ー ス ラ イ ン の 測 定 お よ び 介 入 に よ

っ て 期 待 す る 変 容 が 生 じ た か を 測 る 事 後 効 果 の 測 定 に 用 い る こ と が で き

る。  

 さらに、主観的規範、個人的規範といった主要な規範関係の尺度や周 囲

の人々の速度超過運転の実行度に関する認知をはかる「記述的規範」尺 度

は、原因変数あるいは独立変数として、今後様々な研究に利用可能である 。

こ れ ら の 規 範 関 係 の 尺 度 は 、 ド ラ イ バ ー の 行 動 に 影 響 を 与 え る 対 人 的 影

響 、 地 域 の 交 通 安 全 文 化 の 度 合 い を 測 る こ と に も 利 用 で き る と 考 え ら れ

る。本研究では様々な地域でデータをとっているので、地域間の比較分 析

が可能である。地域の安全運転文化といった集合的変数から、個人の規 範

認 知 や 運 転 行 動 に 及 ぼ す 影 響 を マ ル チ レ ベ ル 分 析 に よ っ て 検 討 で き る 可

能性がある。  

 本 研 究 で 構 成 さ れ た 速 度 超 過 運 転 習 慣 尺 度 (SHS)は 今 後 の 様 々 な 活 用

が 可 能 で あ る 。 ド ラ イ バ ー の ア セ ス メ ン ト ツ ー ル と し て 利 用 可 能 に な る

よ う に 標 準 化 の 作 業 が ま ず 必 要 で あ る 。 こ の 尺 度 は 質 問 紙 に よ る 習 慣 強

度測定用の SRHI を速度超過運転習慣用に形式、項目表現を修正したもの

であるが、同様の手順で、他の交通違反、例えば信号無視に関して利用す

る こ と も 可 能 で あ る 。 昨 今 問 題 と な っ て い る あ お り 運 転 に も 利 用 で き よ

う。また、2 車線以上の車線がある道路で、追い越し車線をずっと走る行

為は、あおり運転を誘発するだけでなく、渋滞を引き起こす原因となる 。

こ の よ う な 問 題 と な る 様 々 な 運 転 習 慣 を 研 究 し 、 ア セ ス メ ン ト す る た め

のツールが今後開発される必要がある。  

背景要因としての衝動性を測るため、Gray  (19 70) 5 )の理 論にもとづいた

Conne r,  Rah m-Knigg e ,&Jenk in s  (2018 ) 6 ) に よ る SPSRQ -  Rev i sed  and  
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C la r i f i ed  ( S P SR Q- RC )を翻訳し 、報酬感受性と罰感受性の 2 尺度の内的整

合性を確認した。この 2 尺度は、交通違反研究だけでなく、応用心理学的

研 究 に お け る リ ス ク 行 動 の 背 景 要 因 と し て の 衝 動 性 を 測 定 す る ツ ー ル と

して利用可能であると考えられる。Gray の理論 は古いが、 近の脳科学、

遺 伝 脳 科 学 な ど の 測 度 と 同 尺 度 の 測 定 す る 個 人 差 と の 関 係 が 認 め ら れ れ

ば有用であり、今後の研究が期待される。  

 

10.5 速度超過運転行動への介入法に関する全体的考察  

ド ラ イ バ ー の 速 度 超 過 運 転 行 動 の 変 容 を 目 的 と し た エ ビ デ ン ス ベ イ ス

ト な 介 入 手 法 を 開 発 す る に は 、 速 度 超 過 運 転 行 動 の 変 更 可 能 な 決 定 因 は

何かを理解することが前提となる。ここでは、本研究の結果から介入へ の

示唆をえることにする。  

第 5 章の分析の結果、制限速度を遵守する「行動意図」に、 も大きな

直接的影響を与えたのは潜在変数の『規範』であった。『規範』には「年

齢」が関係し、年齢が高くなるほど『規範』が高まり、制限速度を遵守 す

る意図が高まることが示唆された。ただし、「規範的信念」に制限速度遵

守 意 図 の 項 目 と 被 る 表 現 が あ っ た た め 、 上 記 関 係 が 確 か か ど う か の 判 断

は保留された。  

その後の第 8 章、第 9 章の分析によれば「制 限速度遵守意図」は評価的

態 度 で あ る 違 反 否 定 的 評 価 や 主 観 的 規 範 に 影 響 を 強 く 受 け て い た こ と か

ら、熟慮的過程に関わると考えられた。これらのことから、制限速度遵守

意図を高めるには、主観的規範への介入が効果的と考えられる。「家族の

心配」などの情報キャンペーンは有効だろう。  

また感情情報機能説 (Sch wa rz ,  1990)か らの推測によれば、ネガティブ感

情 は 熟 慮 的 過 程 を 優 位 に す る と 考 え ら れ る こ と か ら 、 悪 質 ド ラ イ バ ー の

違 反 に よ る 重 大 事 故 へ の 怒 り 、 大 事 な 人 を 喪 失 す る 悲 劇 的 事 件 の 情 報 提
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示 、 速 度 超 過 運 転 の 危 険 を 理 解 す る た め に 恐 怖 を 喚 起 す る こ と も 態 度 変

容に有効である可能性がある。  

一方、自己報告行動、制限速度超過意図は速度超過運転習慣などの自 動

的 過 程 に 関 わ り 、 衝 動 性 や 感 情 的 態 度 で あ る 速 度 抑 制 否 定 的 感 情 や 速 度

超過肯定的感情に影響を受けることが第 8 章、第 9 章で示唆された。不 快

を さ け 快 を も と め る 感 情 的 態 度 の 強 度 や 衝 動 性 の 高 い ド ラ イ バ ー の 発 見

と 教 育 的 介 入 法 の 開 発 が 重 要 で あ る 。 運 転 時 の ア ン ガ ー マ ネ ジ メ ン ト な

ど の 取 り 組 み に 期 待 で き る 。 さ ら に 自 己 報 告 行 動 に は 自 己 効 力 感 が 大 き

く 影 響 し て い た こ と か ら 、 高 速 運 転 技 術 へ の 過 信 を 下 げ る た め に 速 度 超

過 運 転 の 危 険 性 の 理 解 を 進 め る 教 育 や 、 速 度 超 過 運 転 の 効 用 を 下 げ る た

め に 時 間 節 約 バ イ ア ス を 理 解 さ せ る 教 育 ツ ー ル の 開 発 も 有 効 で あ る と 考

えられる。第 3 章の巻末に掲載した El l io t t  &  Armi t age (2 009) 7 )の介 入用の

メ ッ セ ー ジ 内 容 は 、 態 度 変 容 を う な が す メ ッ セ ー ジ の 作 成 の 参 考 と な る

と思われる。  

文 献 研 究 や 本 研 究 の 実 証 的 知 見 か ら 、 TPB の 追 加 変 数 と し て の 個 人 的

規 範 は 行 動 意 図 や 行 動 に 固 有 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 明 ら か と な っ た 。 個

人的規範は、家族、地域社会、学校での社会化および交通安全教育の中で

発達するものと考えられる。個人的規範の発達過程、教育的介入効果、交

通行動に及ぼす効果を個別に研究する価値があると思われる。  

さ ら に 速 度 超 過 運 転 習 慣 を 形 成 し な い よ う に 初 心 者 ド ラ イ バ ー か ら の

交 通 安 全 教 育 が 重 要 で あ る 。 衝 動 性 の 高 い 人 は 速 度 超 過 運 転 習 慣 を 形 成

し や す い と 考 え ら れ る こ と か ら 、 報 酬 感 受 性 の 高 い 教 習 生 や 初 心 者 ド ラ

イバーを早期発見し、介入していく必要がある。また、速度超過運転習慣

が 環 境 手 が か り に よ っ て 自 動 的 に 発 動 さ せ な い た め に 、 速 度 超 過 運 転 な

ど の 各 種 違 反 の 抑 制 機 能 を も っ た 運 転 支 援 装 置 の 開 発 が 有 効 だ ろ う 。 そ

の た め に は ド ラ イ バ ー の 運 転 挙 動 を 記 録 し 、 得 ら れ た 膨 大 な デ ー タ か ら
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個人の様々な習慣を検知できるシステムが必要である。習慣理論は、か か

るシステム構築にも有用である。  

以下に本研究から示唆される介入法の例を一覧表にして示しておく。  

 

表 10－ 1 介入対象と介入手法一覧  

 

 

10.6 再考すべき課題  

10.6.1 速 度 超 過 運 転 行 動 に 対 す る 自 己 効 力 感 の 影 響 に 関 す る 再 考 の 必

要性  

第 9 章の分析では、自己効力感が行動や行動意図 2 種に特に強く影 響

を与えていたが、応用研究全般からみると、自己効力感が突出して高く 影

響 す る こ と は 珍 し く 、 今 回 の 結 果 に つ い て 再 考 す る 必 要 性 が あ る と 考 え

る。そこ で、まず、本研究の「自己効 力感」お よびその上位概念である「 知

覚された行動統制感」の扱いについて振り返ってみる。  

介⼊対象 介⼊⼿法

⼀般ドライバーの
各違反習慣⾏動

運転挙動記録から違反⾏動習慣を検知・記録し、警告を発する運転⽀援システ
ムの開発と利⽤（集合的データから速度超過トリガー地点の発⾒も）

主観的規範（家族など重要他者からの交通ルール遵守の期待）を向上させる取
り組み 例：保護者対象の⼩学校での交通安全教育、家族を対象とした情報
キャンペーン、重⼤事件や悲劇的事件の情報提⽰などの恐怖アピール法（事故
を起こさない対処⾏動を必ず対提⽰すること）
速度超過⾏動による快を求める感情的態度と衝動性の⾼いドライバーの発⾒と
教育（アンガーマネジメント）、⾼速運転の効⽤を下げる教育⼿段の開発（時
間節約バイアスの教育ツール、情報メッセージの開発）

学童・⽣徒の交通安全教育を介し、交通安全を重視し交通ルールを守る個⼈規
範（交通ルールの内在化）の育成（公教育で利⽤できる教育⼿法の開発）

乱横断地点における環境⼿がかりの発⾒と制御（事故多発地点の特徴の教育、
カラー舗装などドライバーへの注意喚起、⾼齢者への交通安全教育も必要）

速度超過運転習慣を獲得しやすい衝動性の⾼い⼈を⾃動⾞教習時の適性検査
（SPSRQ−RC-J）などで発⾒し、早期介⼊教育をおこなう

個⼈的規範

初⼼者ドライバー
(教習⽣）

⾼齢者の乱横断⾏
動

ドライバーの制限
速度遵守意図

ドライバーの制限
速度超過意図や制
限速度超過⾏動
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第 2 章、第 3 章、第 4 章では TPB を 用いた研究展望の中で「知覚され

た行動統制感」をめぐっていまだに概念的混乱が残されていること、測 定

法についてもコンセンサスがないことを指摘した。例えば、第 2 章で Ajze n  

(2002 ) 8 )が 他 の 研 究 結 果 を う け て 、 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 を 「 知 覚 さ れ た

自己効力感」と「知覚された統制可能性」に分けられることを認めたこと

を紹介した。  

本 研 究 で は 、 こ れ ま で の 研 究 結 果 を も と に 、 交 通 違 反 を 研 究 す る に は

「自律性」あるいは「統制可能性」は有用でないとひとまず判断した。そ

の結果、「自己効力感」を、制限速度を超えて運転できる自信を測定する

「自己効力感」をあてることにした。  

第 9 章で扱った「 自己効力感」は、一 般道または高速道路で制限速度を

超過して走ることができる自信を測定しようとしたものである。第 9 章

では、この「自己効力感」が行動や行動意図 2 種に強く影響したことを明

らかにしたが、他の研究結果からみて、その影響力が突出している感が 否

めない。そこで、この速度超過運転行動の「自己効力感」の扱いに関する

文献を参考に、「自己効力感」の扱いに関する再検討を試みることにする 。 

Rhodes&Courneya (20 03) 9 )  は、「自己効力感」が「統制可能性」よりも 行

動 意 図 に 対 し て よ り 強 い 相 関 や パ ス 係 数 を 示 し て き た こ と を 指 摘 し て い

る。そして、自己効力感の測定法がしばしば行動への動機も測定するため 、

行 動 へ の 動 機 を と ら え る 行 動 意 図 と 高 い 正 相 関 や パ ス 係 数 を 示 し て も 、

動 機 が 動 機 を 引 き 起 こ す と い う 同 義 反 復 的 な 説 明 は 意 味 が な い と 主 張 し

た。  

 「 知 覚 さ れ た 行 動 統 制 感 」 は 利 用 可 能 な 機 会 や 資 源 (時 間 、 ス キ ル 、 お

金 な ど )の 動 機 づ け ら れ て い な い 要 因 を 捕 捉 す る た め に TR A に 追 加 さ れ

た (Ajzen ,  1991) 1 0 )。しかし、測定項目に「自信、能力、コントロール、能

力、困難」といった表現を使うと行動への動機もとらえてしまう可能性も



223 
 

高くなる。第 9 章では「速度超過運転を実行する知覚された能力や自信 」

を測定したため、「速度超過運転をするつもり」である行動意図と、動機

測定の部分を共有した可能性は否定できない。そこで、9 章における「自

己 効 力 感 」 の 行 動 や 行 動 意 図 へ の 影 響 力 の 大 き さ に つ い て は 割 り 引 い て

考える必要があると考えられる。  

今 後 「 自 己 効 力 感 」 を 測 定 す る た め の 改 良 点 に つ い て 述 べ る 。 ま ず 、

Rhodes  &  Courneya (2003)は動 機的要素を軽視するフレーズとして、「もし

～ を 実 行 し た い と 望 ん だ 場 合 」「 ～ を 実 行 し よ う と 動 機 づ け ら れ た 場 合 」

「～をしようと強く望んだ場合」という仮想の形で回答をもとめる、あ る

いはより直接的に資源 (時間 、スキル、お金など )を、例 えば周囲のサポー

ト や 収 入 に よ っ て 生 ま れ る 動 機 を 除 外 す る 形 で 測 定 す る こ と を 提 案 し て

いる。これも参考となる提案であるが、実際に想定した効果をもつかど う

か実証的に検討する必要がある。  

2 点目として、介入計画への示唆を重視するという観点から、「制限速

度をできるだけ守る」行動をとる自己効力感を測定することも考えられ

る。初期の研究である Park e r， Man s te ad， St rad l ing， Reason ,  &  Bax te r  

(1992a ) 1 1 )は、「各違反を避けることができる程度」を各シナリオ上での

回答および一般的に回答を求めた結果の合算値で「自己効力感」を測定

している。あせりや急ぎ要因がある場合でも自制的に速度を出し過ぎな

いようにすることができる自信を問うことが考えられる。第 5 章で開発

した「自己コントロール」尺度を速度超過運転用に改良するとよいと思

われる。  

10.6.2 年齢と速度超過運転行動との関連の再検討の必要性  

 第 10 章のデータに関して、年齢と速度超過運転行動に関係する尺度得

点との関係はまだ分析されておらず、今後の課題として残されている。そ

し て 、 研 究 全 体 で 男 性 若 年 ド ラ イ バ ー の 速 度 超 過 運 転 傾 向 が 確 認 さ れ た
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わけではなく、データ収集法を含め、再検討すべき課題が残されている 。  

第 5 章の構造方程式モデリングの結果によると周囲の人々の制限速度

遵守の期待に関する知覚の度合いを測る『規範』、「スピードへの不安」は 、

「年齢」が高くなると強まる傾向があった。言い換えれば年配者にくらべ 、

若 者 は 制 限 速 度 を 守 る べ き と い う 期 待 や 速 度 超 過 運 転 へ の 不 安 を 感 じ て

いないということである。さらに同じデータを用いて、東・藤本・内山・

坂口・山口・中西 (2006) 1 2 )は 、年齢と違反歴の有無に基づいて分けたグ ル

ー プ の 判 別 分 析 か ら 、 若 年 ド ラ イ バ ー ほ ど 交 通 ル ー ル に 対 し て 否 定 的 態

度 を も ち 、 年 齢 が 高 く な る ほ ど 遵 法 的 態 度 が 強 く な る 傾 向 を 明 ら か に し

た。この傾向は女性よりも男性に顕著であり、遵法的でない男性 20 代の

ドライバーは交通違反で検挙される確率が高いことも報告された。  

若 年 男 性 ド ラ イ バ ー が 速 度 超 過 運 転 を し や す い こ と は 世 界 的 に 共 通 す

る現象である。しかし、第 7 章における速度超過運転習慣尺度の性別×年

齢 層 別 の 平 均 を 比 較 し た と こ ろ ， 若 年 男 性 ド ラ イ バ ー の 速 度 超 過 運 転 習

慣の強度が他の年代と比して強くなく、中年層よりも低かった。若年者 が

速 度 超 過 運 転 習 慣 を 身 に つ け る ほ ど 運 転 頻 度 が 高 く な い 、 あ る い は 運 転

歴 が 浅 い か ら で あ る と 解 釈 す る こ と も で き る が 、 現 段 階 で は 明 確 な こ と

は言えないと思われる。  

こ の よ う に 、 本 研 究 全 体 で は 男 性 若 年 ド ラ イ バ ー の 速 度 超 過 運 転 傾 向

が強いという傾向が一貫しているわけではなかった。今後は、処分者講 習

受 講 者 を 対 象 と し た 追 加 調 査 を 行 い 、 若 年 の 危 険 運 転 を す る ド ラ イ バ ー

層のデータを収集する必要がある。  

 

10.7 今後の課題  

実証的課題として、前節に述べた通り、自己効力感の概念設定と測定 法

を改良することが必要である。さらに、速度超過運転は若年男性ドライ バ
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ー の 特 徴 と み ら れ て い る が 、 そ の 特 徴 が 本 研 究 全 体 で 一 貫 し て は 見 ら れ

ていない。今後はデータを補充して再検討する必要がある。第 5 章では若

年ドライバーの速度超過運転傾向の存在が示唆されたが、第 7 章、第 9 章

では年齢との関係が示唆されなかった。これは、第 7， 9 章のデータがイ

ンターネット調査で得られたものであるのに対し、第 5 章のデータが運

転 者 講 習 受 講 者 を 対 象 と し 、 特 に 違 反 運 転 者 講 習 受 講 者 に も 調 査 を 行 っ

た こ と に よ る サ ン プ ル 層 の 違 い が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。 今 後 は 違

反者講習受講者層にアプローチする工夫をしなければならない。  

理論的発展として、第 9 章で構築した統合モデルに PWM も取り込んだ

新たな 2 過程モデルへの拡張も考える必要がある。そして介入可能性の

高 い 速 度 超 過 運 転 行 動 を 規 定 す る 心 理 的 要 因 の 変 容 の た め の 教 育 手 法 、

交 通 安 全 キ ャ ン ペ ー ン の 策 定 と そ の 効 果 測 定 が 実 践 的 課 題 と し て 残 さ れ

ている。  

本研究で得られた知見と測定手段の中から、これらの実証的、理論的 、

実践的課題をクリアするために必要なものを整理、改良して、着実に進 め

ることが今後必要である。  
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